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第3　結果と分析2（クロス集計分析）

　これまでは，被害率，住居の防犯設備，犯罪被害に対する不安などの項目を，単独で分析してきた。

次に，ある項目と別の項目との関連を，統計的に分析することとする。

　焦点を当てたのは，「犯罪被害の有無（1999年）」及び「犯罪不安」の2項目である。犯罪被害の有無

（1999年）ではさらに，①全犯罪被害，②世帯犯罪被害，③個人犯罪被害，④暴力犯罪被害について，犯

罪不安ではさらに，①居住地域における夜間の一人歩きに対する不安，②自宅に夜間一人でいることの

不安，③不法侵入の被害に遭う不安について見ていく。

　これら7つの従属変数に影響を与えると考えられる変数（独立変数）に選定したのは，「世帯及び個人

に関する属性等」では，①都市規模，②住居形態，③世帯収入，④世帯人数，⑤住居の防犯設備，⑥銃

器の所有の6変数，「個人に関する属性等」では，①性別，②年齢，③就業状況，④婚姻関係，⑤教育歴，

⑥夜間外出頻度の6変数，「警察活動に関する認識」では，①警察の防犯活動に関する認識，②警察の親

切さに関する認識の2変数，合計14の独立変数を選定した（＊1）。それぞれの独立変数は，統計的処理をし

やすくし，結果を理解しやすくするために，幾つかのカテゴリーを統合し，また，「わからない」や無回

答等は除外して分析している。国によっては，独立変数に選定した項目を調査していないことがあるが，

その場合はクロス集計表の該当箇所を斜線で示している。

　以上の，14独立変数と7従属変数の，それぞれの関連を分析するとともに，あわせて7従属変数同士

の関連も見ていく。

　分析方法としては，独立変数と従属変数によるクロス集計分析を実施した。統計手法としては，X2（カ

イニ乗）検定及び残差分析（＊2）を採用した。

　1　犯罪被害の有無に与える要因

　はじめに，「犯罪被害の有無（1999年）」に焦点を当て，「全犯罪被害」，「世帯犯罪被害」，「個人犯罪被

害」，「暴力犯罪被害」の4つを従属変数としてとり，各独立変数との関連を見ていく。なお，「犯罪被害

の有無（1999）」の変数は，上記分類に該当するいずれかの犯罪被害に遭った者を「犯罪被害あり」群と

し，いずれの犯罪被害にも遭っていない者を「犯罪被害なし」群と，二群に分けた。

　（1）世帯及び個人に関する属性等

　3－1表から3－4表は，それぞれ，①都市規模，②住居形態，③世帯収入，④世帯人数の各独立変

数と，犯罪被害の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる

特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。

　①　都市規模別（3－1表）

　　ここでは，居住地の人口について，人口10万人を基準に，それ以上と以下とに二分して分析した。

（＊1）　ただし，「犯罪被害の有無（1999年）」を従属変数にした場合は，「世帯及び個人に関する属性等」のうち「住居

　　の防犯設備」及び「銃器の所有」の2変数，並びに「警察活動に関する認識」の2変数は，分析から除外した。

　　これは，時間的に見て，従属変数よりも後の事象であると考えられるからである。

（＊2）残差分析とは，一般にi×iのクロス表において，X2検定の結果が有意であった場合に，どのセル（項目）が，

　　この有意性に貢献したのかを判定する手法である。観測度数と期待（理論）度数との差（残差）を算出すること

　　によって分析する。本分析では，残差のうち「調整済み残差」を使用しており，1残差1＞1．96ならばp＜0．05で，

　　l残差l＞2．58ならばp〈0．01としている。以上について，田中・山際（1989）を参照した。
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　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「人口10万人以上」は「犯罪被害あり」が有意に多

　く，「人口10万人未満」は「犯罪被害なし」が有意に多い。我が国では，統計的に有意な関連は認め

　られなかった。

　以上から，一部の国では傾向は見出せなかったものの，全体として見れば，都市規模は犯罪被害

　の有無に影響を与える要因であるといえ，大都市の方が被害率は高い。

②住居形態別（3－2表）

　　ここでは，住居形態について，「一戸建て住宅」と，「アパート／マンション」「テラスハウス」を

　合わせて「アパート・マンション等」とに二分して，「公共の建物」及び「その他」を除外して分析

　した。

　　12か国合計では，「全犯罪被害」，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」において，「アパート・

　マンション等」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「一戸建て住宅」は「犯罪被害なし」が有意に多

　い。また「世帯犯罪被害」においても，ほぼ有意な関連が認められる。一方我が国では，いずれの

　犯罪被害においても統計的に有意な関連は認められなかった。

　　以上から，一部の国では傾向は見出せなかったものの，全体として見れば，住居形態は犯罪被害

　の有無に影響を与える要因であるといえ，一戸建て住宅よりもアパート・マンションの方が，被害

　率は高い。

③世帯収入別（3－3表）

　　ここでは，世帯の年収について，各国の平均年収を基準に，平均以上と平均以下とに二分して分

　析した。

　　12か国合計では，「全犯罪被害」，「世帯犯罪被害」及び「個人犯罪被害」において，「国平均以上」

　は「犯罪被害あり」が有意に多く，「国平均以下」は「犯罪被害なし」が有意に多い。

　　これを国別に見ると，「全犯罪被害」及び「世帯犯罪被害」においては，いずれの国においても，

　12か国合計の結果と相反する国はない。しかし「個人犯罪被害」においては，全体として見れば，

　「国平均以上」は「犯罪被害あり」が有意に多くなっており，国別に見ると，統計的に有意な関連が

　認められたカナダのほか，オーストラリア，ポーランド及びポルトガルでも，「国平均以上」は「犯

　罪被害あり」が有意に多くなっている。しかし，フィンランド，オランダ，スイス及びアメリカで

　は，むしろ「国平均以上」の方が「犯罪被害なし」の比率は高い傾向がうかがえる。「暴力犯罪被害」

　においては，全く傾向は見出せなかった。

　　以上から，世帯収入は，世帯犯罪被害の有無に対しては影響を与え，世帯収入の高い方が被害率

　は高いが，個人犯罪被害及び暴力犯罪被害の有無に対しては，それ程影響を与えないといえる。

④　世帯人数別（3－4表）

　　ここでは，世帯人数について，「1人」，「2・3人」，「4人以上」とに三分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，統計的に有意な関連が認められた。「全犯罪被害」

　及び「世帯犯罪被害」においては，世帯人数が多い場合は「犯罪被害あり」が有意に多く，世帯人

　数が少ない場合は「犯罪被害なし」が有意に多い。一方，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」に

　おいては逆に，世帯人数が「1人」の場合は「犯罪被害あり」が有意に多く，「2・3人」の場合は

　「犯罪被害なし」が有意に多くなっている。

　　これを国別に見ると，「全犯罪被害」及び「世帯犯罪被害」においては，いずれの国においても，

　12か国合計の結果と相反する国はない。もっとも「世帯犯罪被害」は，その世帯のいずれかの者が

　犯罪被害に遭った場合を指すので，世帯人数が多ければ多いほど，例えば自動車等，世帯の乗り物
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所有台数が増加し，それに伴い，乗り物盗の被害に遭う「確率」が高まるものと考えられる。

　一方「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」においては，全体として見れば，「1人」の場合は「犯

罪被害あり」が有意に多くなっている。国別に見ると，オーストラリア，カナダ，スウェーデン及

びポーランドのみしか統計的に有意な関連は認められていなく，しかもオーストラリア・カナダと

スウェーデン・ポーランドとでは，関連の仕方が異なっている。カナダでは，世帯人数が多い場合

は「犯罪被害あり」が有意に多いが，スウェーデン及びポーランドでは逆に，世帯人数が少ない方

が，「犯罪被害あり」が有意に多くなっている。

　以上から，世帯人数は，世帯犯罪被害の有無に対しては影響を与え，当然ではあるが，世帯人数

が多い方が被害率は高いが，個人犯罪被害及び暴力犯罪被害の有無に対しては，影響を与える国も

見られるが，影響の仕方は国によって異なるといえる。
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3－1表　犯罪被害に関するクロス表（1）都市規模別

区 分
犯罪被害の有無

検定結果
な　し（％）　　あ　り（％）

【12か国合計】

①全犯罪被害

都市規模　人口10万人以上 73．4　＊＊

人口10万人未満 19，4

　　κ2（1）＝173．417

＊＊　　P＝0。0｛）0＊＊

合 計 78．0 22．0

②世帯犯罪被害

都市規模 人口10万人以上 81．5　＊＊ 　2
κ（1）＝87・033

人口10万人未満 14．0　＊＊ 　　　　＊＊P＝0，000
合 計 84．4 15．6

③個人犯罪被害

都市規模 人口10万人以上 88。5　＊＊ 　2
κ（1）ニ114・842

人口10万人未満 7．5　＊＊ 　　　　＊＊P＝0，000

合 計 91．0 9．0

③個人犯罪被害

④暴力犯罪被害

都市規模　人口10万人以上 93．2　＊＊

人口10万人未満 4．6 ＊＊

合 計 94．6 5．4

　　
κ（1）＝55・083

　　　　　＊＊　P＝：0．000
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【国　別】

①全犯罪被害あり

　　都市規模　人口10万人以上

　　　　　　　人口10万人未満

②世帯犯罪被害あり

　　都市規模　人口10万人以上

　　　　　　　人口10万人未満

③個人犯罪被害あり

　　都市規模　　人口10万人以上

　　　　　　　人口10万人未満

④暴力犯罪被害あり

　　都市規模　人口10万人以上

　　　　　　　人口10万人未満

＊＊　　＊　　＊＊　＊＊　　＊ ＊＊　＊＊ ＊＊　＊＊　　＊

注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　r＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－2表　犯罪被害に関するクロス表（2）住居形態別

【12か国合計】

区 分
犯罪被害の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①全犯罪被害

住居形態　　アパート0
　　　　　マンション等

合 計

76．7　＊＊ 　　　　　2　　　　冗（1）ニ23．818

20．6＊＊　P－0．000＊＊

78．0 22．0

②世帯犯罪被害

住居形態　　アパート●
　　　　　マンション等

一戸建て住宅

合 計

83．6 16．4

84．5 15．5

　2
冗（1）＝3。438

　PニO，064

84．1 15．9

③個人犯罪被害

住居形態　アパート’
　　　　　マンション等

90．3　＊＊
概　　　　　　　　　　　　　　　　　撒　　庶　踊　　r　・

　2
冗（1）＝30．694

　　　　　＊＊　p＝0．000一戸建て住宅
’講冠「　　配難　　　引籔解

7．7　＊＊轟響難難
弱　　　　　轟

合　　　計 91．2 8．8

（④暴力犯罪被害

住居形態 アパート　・
マンション等

94．2 ＊＊
丁弱鰐

霞　　一総・

舗撚　’源鎌丁

＊＊

　2
κ（1）ニ8203

一戸建て住宅 壁灘嚢灘 4．9 　　　　＊＊p＝0，004

合　　　計 94．6 5．4

【国　別】
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①全犯罪被害あり

住居形態　　アパート’　灘
　　　　　マンション等1灘・

一戸建て住宅　　＊ ＊＊　＊＊　＊＊ ＊＊ ＊＊

②世帯犯罪被害あり

住居形態　アパート’
　　　　　マンション等

　騰群錬灘
響灘鰹灘懸

鑛縫．謡

灘i籔

　＊一戸建て住宅 ＊＊　　＊

応③個人犯罪被害あり

住居形態　アパート。
　　　　　マンション等

鱗「1
垂
、
灘 「「

陣　　写　　　酔

釜籔

甥
＊ ＊＊一戸建て住宅 ＊ ＊ ＊＊ ＊＊

畠④暴力犯罪被害あり

住居形態　　アパート●
　　　　　マンション等

一戸建て住宅 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。

　　3　「アパート・マンション等」には，テラスハウスを含む。
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3－3表　犯罪被害に関するクロス表（3〉世帯収入別

【12か国合計】

区 分
犯罪被害の有無

検定結果
な　し（％）　　あ　り（％）

①全犯罪被害

世帯収入　　国平均以上 74．7　＊＊

国平均以下

　　　　　　　　　　
　　　　　κ（1）＝153562
　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
18．7　　　　　　　　　p＝0．000

合　　　計 77．9 22．1

②世帯犯罪被害

世帯収入　　国平均以上 81．2　＊＊

国平均以下

　　　　　　　　　　　　冗（1）＝191．666
　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　＊＊
12．3　　　　　　　　　p＝0．000

合　　　計 84．3 15．7

③個人犯罪被害

世帯収入 国平均以上 90．4　＊＊ 　2
冗（1）＝7、114

国平均以下 8．6　＊＊ 　　　　＊＊ρニ0，008

合　　　計 90．9 9．1

④暴力犯罪被害

世帯収入　　国平均以上

国平均以下

合　　　計

94．3 5．7

94．7 5．3

　　
κ　　（1）＝2，026

　p＝0．155

94．5 5．5

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　分
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【国　別】

①全犯罪被害あり

　　世帯収入　　国平均以上

　　　　　　　　国平均以下

②世帯犯罪被害あり

　　世帯収入　　国平均以上

　　　　　　　　国平均以下

③個人犯罪被害あり

＊＊　＊＊　　＊

＊＊　　＊　　＊＊　　＊

＊＊

＊＊

＊＊　＊＊ ＊＊

＊＊　＊＊　　＊　　＊＊

世帯収入　　国平均以上

国平均以下 ＊

④暴力犯罪被害あり

世帯収入　　国平均以上

国平均以下

④暴力犯罪被害あり

注　1　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－4表犯罪被害に関するクロス表（4）世帯人数別

【12か国合計】

区 分
犯罪 舌〔の

」』、、

検定結果な　し（％） あ　り（％）

1 全犯罪被害

世帯人数 1　　人 21．0
（一2．1）＊

2・3人 21．0
←4．2）＊＊

　2
冗（2）＝39．500

4人以上 75．0
．6．3　＊＊

鐸　　　　r　　　　　　　｝r耽

　　　　＊＊p＝0，000

合　　計 77．7 22．3

世帯犯罪被害

世帯人数 1　　人 縫蟻繍

羅耀
12．7

2・3人
欝 （一5，7）＊＊

15．0
．2．7　＊＊

　2
冗（2）＝71．262

4人以上 81．3
．7．8　＊＊

麟露i難 　　　　＊＊p＝0，OOO

合　　計 84．3 15．7

3 個人犯罪被害

世帯人数 1　　人 88．8
－4．2　＊＊

騨

2・3人 8．7

－35）＊＊

　2
κ（2）ニ20．452

4人以上 90．5
－0．2

9．5

0．2

　　　　＊＊p＝0，000

合　　計 90．6 9．4

4 暴力犯罪被害

世帯人数　　1　人

2・3人

4人以上

合　計

93．3　　　　　　　蝋一・　　　　　　齢輝．

　　　　一3．1＊＊　　　　　辮
　　　　　5．2　％2（2）一11．572
　　　　　．2．7＊＊
94．3
－0．2

5．7

0．2

　　＊＊p＝0．003

94。3 5．7

【国別】

区　　　　分

オ
i
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
イ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

日
本

オ
ラ
ン
ダ

ポ
1
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ウ
エ
1
デ
ン

ス
イ
ス

ア
メ
リ
カ

1全犯罪被害あり

世帯人数　　　1　　人 ＊ ＊＊ ＊

2・3人 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊

4人以上 難　縫難 震　　　　廃皿弥　　　　　　　　　　　　　　律

世帯犯罪被害あり
軍”　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎚軍軍、　罵

％轟塚　ヒ

世帯人数　　　1　　人 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊

2・3人 ＊＊

4人以上 酔　占鰹　　X 饗　　　乱　　　　　　　　　　　　　　　　軍 犀齪鰻”ぎ

3個人犯罪被害あり
冨　　訴 蓋

世帯人数　　　1　　人 懸占醗
羅耀糊

2・3人 ＊＊ ＊

4人以上 灘1鎌
4暴力犯罪被害あり

世帯人数　　　1　　人 ＊
・
鰐

霧

2・3人 ＊＊

4人以上 顯幾

注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は有意水準5％以下で，r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が
　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　（2）個人に関する属性等

　3－5表から3－10表は，それぞれ，①性別，②年齢，③就業状況，④婚姻関係，⑤教育歴，⑥夜間

外出頻度の各独立変数と，犯罪被害の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。なお，

犯罪被害の有無のうち「世帯犯罪被害」については，回答者本人ではなく，回答者が属する世帯におけ

る犯罪被害の有無を尋ねているので，個人に関する属性等とは無関係であると判断し，分析から除外し

ている。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。

　①性別（3－5表）

　　12か国合計では，「全犯罪被害」及び「個人犯罪被害」において，統計的に有意な関連が認められ

　　た。「全犯罪被害」においては，男性は「犯罪被害あり」が有意に多く，女性は「犯罪被害なし」が

　　有意に多い。一方，「個人犯罪被害」においては逆に，女性は「犯罪被害あり」が有意に多く，男性

　　は「犯罪被害なし」が有意に多くなっている。

　　　これを国別に見ると，我が国のほか，オーストラリア及びポーランドのみでしか，統計的に有意

　　な関連は認められなかった。しかも，暴力犯罪被害においては，我が国及びオーストラリアでは，

　　女性の方が「犯罪被害あり」が有意に多いが，ポーランドでは逆に，男性の方が「犯罪被害あり」

　　が有意に多くなっている。

　　　これらの要因として，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」に含まれている「性的暴行」につい

　　ては，女性のみが回答しているため，その分だけ女性の被害率が増加していることが考えられる。

　　以上を考慮に入れると，全体として見れば，性別は犯罪被害の有無に影響を与える要因であると

　　いえ，男性の方が被害率は高い。

　②　年齢別（3－6表）

　　　ここでは，回答者の年齢について，「39歳以下」，「40～59歳」，「60歳以上」とに三分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「39歳以下」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「60

　　歳以上」は「犯罪被害なし」が有意に多い。また「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」において

　　は，「40～59歳」も「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，一部の犯罪被害を除き統計的に

　　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。さらに年齢層を細分化して

　　見ると，特に10歳代・20歳代の低年齢層が，統計的有意性に貢献していることがうかがえる。

　　　これらの要因として，年齢によって，その他の個人の属性又はライフスタイル（個人の収入，就

　　業状況，婚姻関係，夜間外出頻度など）に影響を与えるためと推測できよう。

　　　以上から，年齢は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえるが，年齢そのものの影響な

　　のか，他の要因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。

　③就業状況（3－7表）

　　　ここでは，就業状況について，「働いている」，「学生」のほか，「求職中である（失業中）」「主婦・

　　主夫」「無職（定年退職者等）」を合わせて「無職・主婦」とし，三分して分析した。

　　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「働いている」又は「学生」は「犯罪被害あり」が

　　有意に多く，「無職・主婦」は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に

　　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

　　　これらの要因として，無職者や主婦に比べて有職者や学生の方が，外出頻度が高く，それに伴い，

　　窃盗や暴行・脅迫を代表とする，通常自宅外で発生する犯罪被害に遭う確率が高くなるためと推測

　　できよう。

　　　以上から，就業状況は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，有職者や学生の方が被
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　害率は高い。

④　婚姻関係別（3－8表）

　　ここでは，婚姻関係について，「独身」，「既婚，同棲」，「離婚・別居，死別」とに三分して分析し

　た。

　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「独身」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「既婚，

　同棲」は「犯罪被害なし」が有意に多い。「全犯罪被害」においてはさらに，「離婚・別居，死別」

　も「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，し

　かも12か国合計の結果と相反する国はない。

　　これらの要因として，独身か既婚かによって，ライフスタイル（夜間外出頻度等）に影響を与え

　るためと推測できよう。

　　以上から，婚姻関係は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，独身者の方が被害率は

　高い。

⑤教育歴別（3－9表）

　　ここでは，学校教育を受けた年数について，「6年以下」（概ね，初等教育のみに相当），「7～9

　年」（概ね，義務教育のみ又は義務教育未修了に相当），「10～12年」（概ね，中等教育機関進学又は

　中等教育修了に相当），「13年以上」（概ね，高等教育機関進学に相当）とに四分して分析した（*3)。

　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，教育歴が13年以上の場合は「犯罪被害あり」が有

　意に多く，9年以下の場合は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に

　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

　　義務教育未修了者（9年以下）の場合又は高等教育機関進学者（13年以上）の場合は双方とも，

　職種や年収等，個人に関する何らかの属性に影響することが予想される。よって，有意な関連が認

　められたと考えられる。一方中等教育修了者（「10～12年間」）は，いわば「標準的国民」と考えら

　れるので，有意な関連が認められなかったと推測できる。ただし，アメリカのように高等教育就学

　率が80％を超える場合は，高等教育機関進学者が多数を占め，調査回答者の多くが「標準的国民」

　となってしまうため，統計的な傾向が認められなかったものと解釈できよう。

　　以上から，教育歴は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，教育歴が長い者の方が被

　害率は高い。ただし，教育歴そのものの影響なのか，他の要因を媒介した影響なのかは，クロス集

　計分析からは判明しない。

⑥　夜間外出頻度別（3－10表）

　　ここでは，夜間外出頻度について，「ほとんど毎日」「少なくとも週1回」を合わせて「週1回以

　上」とし，「決して外出しない」「月1回以下」「少なくとも月1回」を合わせて「週1回未満」とし，

　二分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「週1回以上」は「犯罪被害あり」が有意に多く，

　「週1回未満」は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が

　認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

（＊3）初等・中等教育（小学校，中学校及び高等学校）における通常年限を国別に見ると（【】内は，うち義務教育

　　年限），オーストラリア13年【10】，カナダ12年【10】（州により異なる），イギリス13年【11】，フィンランド12年

　　【9】，フランス12年【10】，日本12年【9】，オランダ13～14年【12】，ポーランド12年【8】，ポルトガル12年【9】，

　　スウェーデン12年【9】，アメリカ12年【9】となっている。数値は，ユネスコ（UNESCO）のURL及び文部科

　　学省（1995）を参照した。
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　これらの要因として，日中の人通りが多い時には起こりにくいが，夜間には発生しやすい犯罪（例

えば，人通りの少ない路地で金品を奪い取られるなど）に遭遇する確率は，夜間外出頻度が高けれ

ば高いほど高まるためと考えられ，了解可能な結果といえよう。

　以上から，夜間外出頻度は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，頻度が多い者の方

が被害率は高い。
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3－5表　犯罪被害に関するクロス表（5）性別

【12か国合計】

区 分
犯罪被害の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①全犯罪被害

性　別 男 77．7　＊＊

女

　　　　　　　　　　　冗（1）ニ7，178

21．O＊＊　P＝＝0．007＊＊

合　計 78，4 21．6

②世帯犯罪被害

性　別

③個人犯罪被害

性 別 男 8．4 ＊ 　2
X（1）＝4．620

女 90．9
＊ 　　　　＊p＝0，032

合　計 91．2 8．8

（④暴力犯罪被害

性　別 男

女

合　計

94．9 5．1

94．6 5．4

　　
冗（1）＝1，412

　p＝0．235

94．7 5．3

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト
ラ
リ

ナ ギ
リ

イ
ン
ラ
ン

ラ
ン

ラ
ン

i
ラ
ン

ル
ト
ガ

ウ
エ
】
デ

イ メ
リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①全犯罪被害あり

性　別　　　　　男

女 ＊＊

①全犯罪被害あり

②世帯犯罪被害あり

性　別

③個人犯罪被害あり

性　別　　　　　男 ＊＊

女

疏』巴→r智nコ閣唖血古皇④暴力犯罪被害あり

　　性別　男＊＊　　＊＊　　　　　　　　　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－6表犯罪被害に関するクロス表（6）年齢別

区 分
犯罪被害の有無

検定結果な　し（％） あ　り（％）

①全犯罪被害
年　齢 39歳以下 71．9

（一2α7）＊＊

40～59歳 78．3

（一〇2）

21．7
（0、2）

2
冗（2）＝669．910

60歳以上 11．6
←234）＊＊

　　　＊＊p＝O，000

合　　計 78．4 21．6

世帯犯罪被害

【12か国合計】

①全犯罪被害

年齢

③個人犯罪被害
年　齢　　　39歳以下 87．3

←18．3）＊＊ 雛鐵難、、麗li
2

κ（2）＝374．010

　　　　＊＊　P＝0．000

40～59歳 7．5

（一5．8）＊＊

60歳以上

■［　洋■　　　　　　　　　臓∴rr

4．6

←14．1）＊＊

合　　計 91．2 8．8

④暴力犯罪被害

年齢　　39歳以下 91．9
（一16．7）＊＊

40～59歳

60歳以上

合　計 94．7

　総・・繍。

4．4

（一4．9）＊＊

2．2

（一13．3）＊＊

5．3

　
冗　　（2）ニ316．683

　　＊＊Pニ0．OOO

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

i
ス ギ

イ
、 噌

フ
一
フ

i ル ウ
エ メ

区　　　　分 ト ナ ノ
ー

一
フ

ト 1 イ

ラ
リ

リ フ
、
－

ン 、
－ 、

ノ ガ 一〇

プ

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

【国別】

①全犯罪被害あり

　年齢　 3g歳以下　　　　　　　 餌丁　　　、・．一　　 鎌
　　　　　40～59歳　　　＊　　＊　　　　　　　　　．．
　　　　　60歳以上　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊

②世帯犯罪被害あり

年齢

③個人犯罪被害あり

年齢　　　39歳以下
＊＊

酵　弐

属纈F　■ 蕪冠下 V▽万’∴㌔「難

鱒
ぎ　鍍．、照灘　野 丁｛瀟漁「

40～59歳 ＊＊ ＊＊

60歳以上 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊　＊＊

④暴力犯罪被害あり

年　齢　　　39歳以下
，匪　冠　　認 園　　　匡　　　　蘭　　㌔　　r

碑　驕
。「麺聾　　罵

40～59歳 ＊ ＊ ＊ ＊＊

60歳以上 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊　＊＊ ＊＊　＊＊ ＊＊

④暴力犯罪被害あり

注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－7表　犯罪被害に関するクロス表（7）就業状況別

【12か国合計】

区 分
犯罪宅害の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①全犯罪被害
就業状況　　働いている

学　　　生

75．3

←13，8）＊＊

無職・主婦

懸

67．0
←13．1）＊＊

　　2簿　冗　　（2）＝527．453

　　　　　　　　　　　＊＊14．7　　　　p＝O．000
←21．3）＊＊

合　　　計 78．4 21．6

②世帯犯罪被害
就業状況

③個人犯罪被害
就業状況　　働いている

学　　　生

90。6
（一4．1）＊＊

無職・主婦

82．3
←14．9）＊＊

　6．0

←124）＊＊

合　　　計

　2
κ　　（2）＝310．274

91．2 8．8

4暴力犯罪被害
就業状況　　働いている 94．2

（一42）＊＊

88．8

　　　　＊＊p＝0．000

学　　　生 　2
κ　　（2）＝233．685

←12，6）＊＊

無職・主婦

合　　　計 94．7

　　　　　　　　　　　＊＊　3．3　　　　　　　　　p＝0．OOO

（一113）＊＊

　5．3

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ
リ

リ フ
ン

ン ン
ン ガ

1
一
ア

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①全犯罪被害あり

　　就業状況　　働いている

　　　　　　　　学　　　生
　　　　　　　　無職・主婦
②世帯犯罪被害あり

＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　　＊　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊

就業状況

③個人犯罪被害あり

　　就業状況　　働いている

　　　　　　　　　　　　生

　　　　　　　　無職・主婦

4暴力犯罪被害あり
就業状況　　働いている

　　　　　　　　　　生
　　　　　　無職・主婦

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－8表　犯罪被害に関するク回ス表（8）婚姻関係別

区 分
犯罪被害の有無

検定結果な し（％）　　あ り（％）

【12か国合計】

①全犯罪被害

婚姻関係独 身 71．4
（一15．8）＊＊

19．7
（一9．9）＊＊

離婚・
死

別居轍．
　別藝

瀟鰭「　　　　　　　　　　　　　18．5

　　　　　　（一5．3）＊＊

合 計 78．4 21．6

κ2（2）一251．620

　　　＊＊P＝0．000

Ψ　』昌「『77巳ヲF眠買

婚姻関係

②世帯犯罪被害

③個人犯罪被害

婚姻関係独 身 85．5
（一18．8）＊＊

既婚，同棲、

離婚・別居
死　　　別
合 計

嚢

91．1
（一〇，4）

91．2

④暴力犯罪被害

婚姻関係独 身 90．8
（一16．3）＊＊

欝織

i灘

6．5

（一16．7）＊＊

8．9

（0。4）

8．8

　
冗　　（2）＝379566

　　　＊＊P＝0．000

既婚，同棲．

離婚・別居
死　　　別

94．5
（一〇．9）

3．6

（一14．9）＊＊

合 計 94．7

5．5

（0．9）

5．3

　
κ　　（2）＝290．766

　　　＊＊P＝0．000

L国　　刀，』

区　　　　分

オ
i
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
イ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

日
本

オ
ラ
ン
ダ

ポ
i
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ウ
エ
1
デ
ン

ス
イ
ス

ア
メ
リ
カ

1全犯罪被害あり

【国別】

　婚姻関係独　　　身
　　　　既婚，同棲＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　離婚・別居，死別　　＊
②世帯犯罪被害あり

＊ ＊＊　　　　　　＊

＊＊　＊＊　＊

＊＊　＊＊

驚

婚姻関係

婚姻関係　独　　　　身、
能　　源 剛

虚 ．懸

既婚，同棲 ＊＊ ＊＊　＊＊　＊＊ ＊ ＊＊　＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

離婚・別居，死別 灘欝
4暴力犯罪被害あり

婚姻関係　独　　　　身 剛　　葺　■

帰　　　　「

講額zレ、
灘難

畿㎏総ア燈

灘
既婚，同棲 ＊＊ ＊＊　＊＊　＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

離婚・別居，死別

3個人犯罪被害あり

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－9表　犯罪被害に関するクロス表（9）教育歴別

【12か国合計】

区 分
犯ヲ 口の　’』、、

検定結果な　し（％） あ　り（％）

1 犯罪被
教育歴 6年以下 羅　　　11・0

　　　（一11．4）＊＊

7～9年

10～12年

13年以上

合　　計

14．0　　％2β》＝386．604
←12．1）＊＊

帯犯罪被

教育歴

78．4
－0．4

21．6
0．4

73，0
（一154）＊＊

　　　　＊＊p＝0．000

78．5 21．5

3個人犯罪
教育歴 6年以下 3．5

（・7、8）＊＊

7～9年

10～12年

13年以上

合　　計

4．9

（一8．3）＊＊

91．5
－0．6

8．5

0．6

89．2
←10．2）＊＊

　　光　　‘3）＝177．745

力犯罪
91．7 8．3

　　　　＊＊pニ0．000

4
教育歴 6年以下 2．0

（p6．1）＊＊

7～9年 2．7

（・7．1）＊＊

10～12年

13年以上

合　　計

94．7
－1．3

5．3

1，3

93．5
（・7．6）＊＊

　　κ　　（3）ニ113．294

94．9 5．1

　　　　＊＊P＝O，OOO

【　　別】

区　　　　分

オ
1
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
イ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

日
本

オ
ラ
ン
ダ

ポ
1
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ウ
エ
1
デ
ン

ス
イ
ス

ア
メ
リ
カ

1　巳罪被　あり
教育歴　　　　6年以下

　　　　　　　7～9年
　　　　　　　10～12年
　　　　　　　13年以上
世　巳罪　　あり

＊＊　　　　　　　＊＊　　＊　　　　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊

＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　　＊　　　　　＊＊　　　　＊＊
＊　　　＊

教育歴

3　人犯罪　　あり
教育歴　　　　6年以下 ＊ ＊ ＊＊ ＊＊

7～9年 ＊ ＊　　　　　＊＊ ＊＊ ＊＊

10～12年
13年以上

4暴力巳罪　　あり
教育歴　　　　6年以下 ＊ ＊ ＊

7～9年 ＊ ＊＊ ＊＊

10～12年
13年以上

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が
　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。



【12か国合計】

①全犯罪被害

　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査

3－10表　犯罪被害に関するクロス表（10)夜間外出頻度別

区 分
犯罪被害の有無

検定結果
な　し（％）　　あ　り（％）

18．1＊＊κ2（1）一267．708

　　　　　　＊＊　　　　P＝0．000

79

夜間外出　　週1回未満

頻　度　週1回以上
合　 計

72．9＊＊

78．0 22．0

②世帯犯罪被害

夜間外出

頻　度
③個人犯罪被害

夜間外出 週1回未満 6．4　＊＊ 　2
冗（1）＝201フ26

頻　　度 週1回以上 88．2　＊＊ 　　　　＊＊p＝0，000
合　　　計 91．2 8．8

④暴力犯罪被害

夜間外出 週1回未満 3．9　＊＊ 　2
冗（1）＝133。628

頻　　度 週1回以上 92．7　＊＊ 　　　　＊＊p＝0，000
合　　　計 94．6 5．4

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ イ
ン
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ
i

イ

メ

ラ
リ

リ フ
ン

、
！

、
！ ン ガ 一

ア

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①全犯罪被害あり

　夜間外出　　週1回未満　　＊＊　＊＊

　頻　度　週1回以上
②世帯犯罪被害あり

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

夜間外出

頻　度
③個人犯罪被害あり

　　　　　週1回未満　　　　　　　＊＊＊＊　　＊＊　　　　＊＊
　　　　　週1回以上
④暴力犯罪被害あり

　夜間外出　　週1回未満

　頻　度　週1回以上

注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　2　犯罪不安に与える要因

　次に，「犯罪不安」に焦点を当て，①「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」，②「自宅に

夜間一人でいることの不安」，③「不法侵入の被害に遭う不安」の3つを従属変数として，各独立変数と

の関連を見ていく。なお，①及び②においては「とても安全」又は「まあまあ安全」，③においては「あ

り得ない」と回答した者を，「犯罪不安なし」群とし，①及び②においては「とても危ない」又は「やや

危ない」，③においては「非常にあり得る」又は「あり得る」と回答した者を，「犯罪不安あり」群とし，

カテゴリーを統合して二分した。また，「わからない」や無回答等は除外して分析した。

　（1）世帯及び個人に関する属性等

　3－11表から3－16表は，それぞれ，①都市規模，②住居形態，③世帯収入，④世帯人数，⑤住居の

防犯設備，⑥銃器の所有の各独立変数と，犯罪不安との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。

なお，犯罪不安の有無のうち「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」については，世帯のみ

に関する属性等（住居形態，世帯人数，住居の防犯設備）とは無関係であると判断し，分析から除外し

ている。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。

　①　都市規模別（3－11表）

　　ここでは，居住地の人口について，人口10万人を基準に，それ以上と以下とに二分して分析した。

　　12か国合計では，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う

　不安」において，「人口10万人以上」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「人口10万人未満」は「犯

　罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，いずれの国においても，12か国合計の結果と相

　反する国はない。

　　次に「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，全体として見れば，統計的に有意な関連

　は認められなかったが，国別に見ると，ポルトガル及びアメリカでは，前記「居住地域における夜

　間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」と同じ傾向であるが，ポーランド

　及びスウェーデンでは，「人口10万人未満」の方が「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。その

　他の国を見ると，我が国及びフィンランドでも，ポーランド及びスウェーデンと同じ傾向がうかが

　える。

　　以上から，全体として見れば，都市規模は犯罪不安の有無に影響を与える要因であるといえ，大

　都市の方が犯罪不安は高い。ただし一部の国では，逆の傾向を示している場合がある。

②住居形態別（3－12表）

　　ここでは，住居形態について，「一戸建て住宅」と，「アパート／マンション」「テラスハウス」を

　合わせて「アパート・マンション等」とに二分して，「公共の建物」及び「その他」を除外して分析

　　した。

　　12か国合計では，「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「アパート・マンション等」

　は「犯罪不安あり」が有意に多く，「一戸建て住宅」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法

　侵入の被害に遭う不安」においては逆に，「一戸建て住宅」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「ア

　パート・マンション等」は「犯罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，有意な関連が認

　められた国は少数であり，しかも，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，フランス・スウェー

　デンとポルトガルでは関連の仕方が異なっており，フランス及びスウェーデンでは，「アパート・マ

　ンション等」の方が「犯罪不安あり」が有意に多く，ポルトガルでは逆に，「一戸建て住宅」の方が

　「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。

　　以上から，全体として見れば，住居形態は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの
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　ような住居形態であれば犯罪不安が高いのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっている。

③世帯収入別（3－13表）

　　ここでは，世帯の年収について，各国の平均年収を基準に，平均以上と平均以下とに二分して分

　析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められた。「居住地域にお

　ける夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「国平均

　以下」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「国平均以上」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方，

　「不法侵入の被害に遭う不安」においては逆に，「国平均以上」は「犯罪不安あり」が有意に多く，

　「国平均以下」は「犯罪不安なし」が有意に多くなっている。

　　これを国別に見ると，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」においては，統計的に有

　意な関連が認められた9か国については，12か国合計の結果と相反する国はない。しかし，統計的

　に有意な関連は認められなかった我が国及びポーランドを見ると，むしろ「国平均以上」の方が「犯

　罪不安あり」の比率が高い傾向がうかがえる。「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，統

　計的に有意な関連が認められた6か国については，12か国合計の結果と相反する国はないが，統計

　的に有意な関連は認められなかった国のうち，我が国だけは，むしろ「国平均以上」の方が「犯罪

　不安あり」の比率が高い傾向がうかがえる．「不法侵入の被害に遭う不安」においては，12か国合計

　の結果と一致しているのは，統計的に有意な関連が認められたポーランド，スウェーデンの他，我

　が国，カナダ，フィンランド，オランダ，ポルトガル及びスイスの合計8国，逆に，12か国合計の

　結果と相反するのは，統計的に有意な関連が認められたオーストラリアの他，イギリス，フランス

　及びアメリカの合計4国となっており，二つの異なる傾向が見出せる。

　　以上から，全体として見れば，世帯収入は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，世帯

　収入の多寡が，どのように犯罪不安と関連しているのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっ

　ている。

④　世帯人数別（3－14表）

　　ここでは，世帯人数について，「1人」，「2・3人」，「4人以上」とに三分して分析した。

　　12か国合計では，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，世帯人数が多いほど，「犯罪不安あ

　り」が有意に多くなっている。一方，「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，統計的に有

　意な関連は認められなかったものの，世帯人数が少ないほど，「犯罪不安あり」が多い傾向がうかが

　える。これを国別に見ると，統計的に有意な関連が認められた国が少なく，しかも明確な傾向は見

　出せない。

　　「自宅に夜間一人でいることの不安」については，一般的に，世帯人数が1人つまり単身世帯の場

　合は，犯罪不安に限らず全般的な不安を感じるであろうことは，想像に難くない。それでは，「不法

　侵入の被害に遭う不安」に関しては，なぜ世帯人数が多いほど不安が高まるのであろうか。その要

　因として，世帯人数が，世帯に関する別の属性等に影響を与え（例えば，世帯人数が多いほど，住

　居形態が一戸建て住宅である場合や，世帯収入が国平均以上である場合が多いなど。），その結果，

　世帯人数と犯罪不安との間に関連が出てしまうことが推測できる。

　　以上から，世帯人数と犯罪不安は，関連は見出せるが，世帯人数そのものの影響なのか，他の要

　因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。

⑤住居の防犯設備別（3－15表）

　　ここでは，住居の防犯設備について，「なし」，「1種類」，「2種類以上」とに三分して分析した。
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　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められた。「自宅に夜間一

　人でいることの不安」においては，防犯設備がない場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，防犯設

　備が多い場合は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，

　防犯設備が多い場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，防犯設備がない場合は「犯罪不安なし」が

　有意に多くなっている。これを国別に見ると，統計的に有意な関連が認められた国は少ないものの，

　12か国合計の結果と相反する国はない。

　　「自宅に夜間一人でいることの不安」の結果は，「防犯設備がないと，犯罪被害に遭うのではない

　かと考え，犯罪不安が生じる」と解釈でき，了解可能な結果である。一方「不法侵入の被害に遭う

　不安」の結果は，「防犯設備を設置するほど，ますます犯罪不安も高まる」との解釈も可能であるし，

　犯罪不安が独立変数であり，住居の防犯設備が従属変数であるととらえ，「犯罪不安が高いために，

　防犯設備を数多く設置した」と解釈することも可能であろう。

　　以上から，防犯設備と犯罪不安は，相互に関連は認められるが，どちらが原因で，どちらが結果

　かは，一概にはいえない。

⑥　銃器の所有別（3－16表）

　　ここでは，世帯における銃器の所有の有無について，「なし」と「あり」とに二分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，銃器を所有していない場合は「犯罪不安あり」が

　有意に多く，所有している場合は「犯罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，「居住地域

　における夜間の一人歩きに対する不安」においては，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，

　しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

　　それでは，銃器を所有していれば，本当に犯罪不安が軽減されるのであろうか。我が国のように，

　銃器を所有するのが「特別なこと」であるといえるような場合は，むしろ，犯罪不安が独立変数で

　あり，銃器の所有が従属変数であるととらえ，「犯罪不安が極めて高いために，銃器を所有している」

　と解釈することも可能であろう。確かに我が国では，統計的に有意な関連は認められなかったもの

　の，いずれの犯罪不安においても，銃器を所有している場合の方が，「犯罪不安あり」が多い傾向が

　うかがえる。さらに，我が国と同様，銃器所有率が極めて低いポーランドでも，「不法侵入の被害に

　遭う不安」において，銃器を所有している場合の方が，「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。

　ポーランドでは，銃器の所有理由として最も選択されたのは「犯罪防止／自衛のため」であり，そ

　の他の国と比べて格段に高い比率となっており（2－22図及び参考資料1を参照のこと。），ここか

　らも，犯罪不安が独立変数であり，銃器の所有が従属変数であると解釈することが妥当であること

　がうかがえよう。

　　以上から，銃器の所有と犯罪不安は，関連は見出せるが，銃器の所有そのものが犯罪不安に影響

　を与えているかどうかは，クロス集計分析からは判明しない。
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3－11表　犯罪不安に関するクロス表（1〉都市規模別

区 分
犯罪不安の有無

検定結果
な　し（％）　　あ　り（％）

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

都市規模　人口10万人以上

人口10万人未満

合 計

68．4　＊＊

21．8

　　　　　　κ（1）＝285576
＊＊　　　　　　　　　　　　　　＊＊

　　　　P＝0．000

74．6 25，4

②自宅に夜間一人でいることの不安

都市規模　人口10万人以上

人口10万人未満

合 計

91．2 8，8

91．5 8．5

　　冗　　（1）ニ0．459

　pニ0．498

91．4 8．6

③不法侵入の被害に遭う不安

都市規模　人口10万人以上

人口10万人未満

合 計

65．0　＊＊

鐡　　、、　、醐騨

馨騒i灘難灘轍2（1）一77．424

　　29．3＊＊　　p＝0．000＊＊

68．6 31．4

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
／
｝

一
フ

一
フ

i
一
フ

ル
ト

ウ
エ
！

イ

メ

ラ リ フ 、
－

、
ノ 、

リ

リ
、
！

ノ ガ ＿“

ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
！ ス カ

【国　別】

①夜間の一人歩きに対する不安

　　都市規模　人口10万人以上欝、．

　　　　　　人口10万人未満　　＊　＊＊

②自宅に夜間一人でいることの不安

灘　　　　　　　　　饗　　　　　　　　　　　総　　　　　　　　　難

＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊

都市規模 人口10万人以上 ＊ ＊

＊＊人口10万人未満
’
購 、　＊＊

’　　再

③ 不法侵入の被害に遭う不安

人口10万人以上
酔　　　尉 霧 r　て　胃　　’　　話 三望

都市規模 羅離
罫源　　　　’

聾聲

人口10万人未満 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊

③不法侵入の被害に遭う不安

注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－12表　犯罪不安に関するクロス表（2）住居形態別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

住居形態

②自宅に夜間一人でいることの不安

住居形態 アパート　・
マンション等

　＊＊　几κ　｛｛撤優
89．6

讐 2
κ（1）＝103578

6．6　＊＊ 　　　＊＊p＝0，000

合　　　計 91．4 8．6

③不法侵入の被害に遭う不安

住居形態

一戸建て住宅

合 計

66．5　＊＊

31。8＊＊κ2（1）一6．582

　　　　　　　　　　　＊　　　　　　p＝0．0103

67．4 32．6

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ
リ

リ フ
、
ノ

、
ノ ン

ン ガ
i
一
プ

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

住居形態

②自宅に夜間一人でいることの不安

住居形態 アパート　・
マンション等難織

’禦

一戸建て住宅 ＊

③不法侵入の被害に遭う不安

住居形態 アパート　・
マンション等

＊

＊＊

＊＊

一戸建て住宅 嚢 鑛、畿

③不法侵入の被害に遭う不安

注　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。

　　3　「アパート・マンション等」には，テラスハウスを含む。
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3－13表　犯罪不安に関するクロス表（3）世帯収入別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果
な し（％）　　あ り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

世帯収入　　国平均以上

国平均以下

合　　　計

70．0　＊＊

21．9＊＊κ2（1）一198．685

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．000
74．3 25．7

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯収入　　国平均以上 雛鐡難，籔。離 6．3　＊＊ 　2
冗（1）ニ156、969

　　　　　＊＊　pニ0．000国平均以下 88．7　＊＊ 郷欝灘陽・懸㌔沿
緕鱒・

合　　　計 91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

世帯収入　　国平均以上 67．1＊＊鐡麗灘

国平均以下
繍「雍籔噸

、懸

　　　　　　　　　　．、．冗（1）＝18。431

30．2＊＊　　p＝0．000＊＊

合　　　計 68．3 31，7

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ
1

イ
メ

ラ リ フ 、
ノ

、
ノ 、

リ

リ
、
／

！ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　世帯収入　　国平均以上　＊＊

　　　　　　　　国平均以下

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯収入 国平均以上 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊

国平均以下
溺　　　焉 総

，　　　軍　　　　　罵

胃　　z

需緯

③不法侵入の被害に遭う不安

世帯収入　　国平均以上　　＊ 綜キ

　　　　　　動国平均以下 ＊＊ ＊＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－14表　犯罪不安に関するクロス表（4）世帯人数別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な し（％）　　あ り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

　世帯人数

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯人数 1　　人 90．4 9．6

2・3人 90．8 9．2 　2
冗（2）＝5．043

4人以上 91．6 8．4 p＝0，080
合　　計 91．0 9．0

愈③不法侵入の被害に遭う不安

世帯人数　　1　人

2・3人

4人以上

合　計

灘鶴謹 26．7

（一6．2）＊＊

68．0
（一2．3）＊

　　・κ　　（2）＝39297

67．4
（一2．8）＊＊

　　　＊＊p＝0．000

68．8 31．2

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

；
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

一
フ
リ

リ フ
、
ノ

、
－

、
ノ 、

ノ ガ
i
一
フ

ー

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

世帯人数

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯人数　　　1　　人 琳

2・3人 軒’　・　矯　冊

4人以上 ＊＊ ＊＊ ＊

③不法侵入の被害に遭う不安

世帯人数　　　1　　人 ＊＊

2・3人
4人以上 ＊＊

③不法侵入の被害に遭う不安

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－15表　犯罪不安に関するクロス表（5）住居の防犯設備別
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【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な し（％）　　あ り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

住居の
防犯設備

②自宅に夜間一人でいることの不安

住居の　な　　し
防犯設備

1種類

　　　慶凝諺．．89．1

←7の＊＊難、ぎ

2種類以上

91．7

（1．6）

8．3

（一1、6）

7．5

（一5，4）＊＊

合　　計 91．3 8．7

　
Z（2）＝59，498

　　　　＊＊　P＝0．000

③不法侵入の被害に遭う不安

住居の　な　　し
防犯設備

1種類
2種類以上

合　　計

67。9

（0．7）

66．1

←3．8）＊＊

30．6

（一35）＊＊

32．1

（一〇。7）

　
κ（2）＝17。713

　　　　＊＊　p＝0。000

67．6 32．4

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ イ
ン
ー

一
フ

一
フ

：
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ
リ

リ フ
、
！

ン ン
ン ガ

i
一
ア

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

住居の
防犯設備

②自宅に夜間一人でいることの不安

住居の　　な　　　し
防犯設備　　1種類 ＊

2種類以上 ＊

③不法侵入の被害に遭う不安

住居の　　な　　　し ＊＊ ＊ ＊＊　＊＊

防犯設備　　1種類 ＊＊ ＊＊

2種類以上

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。



88

　　　　　　　　　3－16表

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

　法務総合研究所研究部報告18

犯罪不安に関するクロス表（6)銃器の所有別

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

銃器の所有　　　あ　　り

な　　し

合　　計

　　　　　　　16。0＊＊冗2（1）＝240．085

72．4＊＊灘綴　　　Pこ0．000＊＊
74．2

艀菱5．馨「

②自宅に夜間一人でいることの不安

銃器の所有　　　あ　　り

な　　し

合　　計

③不法侵入の被害に遭う不安

嚢鍵鞭懇。藝．

90．9　＊＊

6．0＊＊κ2（1）ニ30．808

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　P＝0．000
91．3 8．7

銃器の所有　　　あ　　り

な　　し

合　　計

蝶釜1　　　　29．4＊＊％2（1）ニ16．262

　　67．3＊＊灘難鞭　P－0．000＊＊
67．8 32．2

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

一
フ リ フ 、

ノ
、
ノ 、

i リ
リ

、
ノ

ノ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　銃器の所有　　　あ　　　　＊、＊

　　　　　　　　　な　　し
②自宅に夜間一人でいることの不婁

③不法侵入の被害に遭う不安

＊叢 ，＊＊ ＊糞

銃器の所有　　あ　　り ＊

な　　し ・勇饗

③不法侵入の被害に遭う不安

銃器の所有　　あ　　り
灘難冊

な　　し ＊＊

注　1　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　（2）個人に関する属性等

　3－17表から3－22表は，それぞれ，①性別，②年齢，③就業状況，④婚姻関係，⑤教育歴，⑥夜間

外出頻度の各独立変数と，犯罪不安の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これら

の表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。

　①性別（3－17表）

　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，女性は「犯罪不安あり」が有意に多く，男性は「犯

　　罪不安なし」が有意に多い。国別に見ても，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び

　　「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，すべての国で，1％水準で有意な関連が認められ，

　　しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

　　以上から，性別は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，男性よりも女性の方が，犯罪不安

　　は高い。

　②年齢別（3－18表）

　　ここでは，回答者の年齢について，「39歳以下」，「40～59歳」，「60歳以上」とに三分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不

　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す

　　る不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「60歳以上」は「犯罪不安あり」が

　有意に多く，「39歳以下」及び「40～59歳」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵入の被

　害に遭う不安」においては，「39歳以下」に「犯罪不安なし」が有意に多い点では，前2つの犯罪不

　安と同様であるが，「40～59歳」と「60歳以上」とが異なった関連を示しており，「40～59歳」は「犯

　　罪不安あり」が有意に多く，「60歳以上」は「犯罪不安なし」が有意に多くなっている。低年齢層及

　　び高年齢層ともに「犯罪不安なし」が有意に多いという，二極分化的な関連が生じている。

　　この要因は，国別に分析すると見えてくる。全般的傾向として，「居住地域における夜間の一人歩

　　きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，多くの国で統計的に有意

　　な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と同じ関連の仕方がうかがえる。オーストラリアでの

　　み，異なった関連の仕方をしているが，特に「不法侵入の被害に遭う不安」については，より顕著

　　である。「40～59歳」の場合に「犯罪不安あり」が有意に多いのは，多くの国で共通しているが，有

　意に少ない方は，「39歳以下」と「60歳以上」とに分かれてしまう。この結果，12か国合計で分析し

　　た場合，2つの異なる傾向が同時に作用して，二極分化的な関連が生じてしまったものと解釈でき

　　る。

　　なお，我が国については，調整済み残差が有意でない年齢層も含めて分析すると，すべての犯罪

　不安において，低年齢層は犯罪不安が高く，高年齢層は犯罪不安が低いという傾向がうかがえ，そ

　　の他の比較対象国とは異なる関連の仕方が生じている。

　　以上から，全体として見れば，年齢は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの年齢

　　層に犯罪不安が高いのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっている。

　③就業状況（3－19表）

　　ここでは，就業状況について，「働いている」，「学生」のほか，「求職中である（失業中）」「主婦・

　主夫」「無職（定年退職者等）」を合わせて「無職・主婦」とし，三分して分析した。

　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不

　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す

　　る不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「無職・主婦」は「犯罪不安あり」
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　が有意に多く，「働いている」又は「学生」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵入の被

　害に遭う不安」においては，「働いている」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「学生」又は「無職・

　主婦」は「犯罪不安なし」が有意に多い。

　国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，しかも，いずれの犯罪不安において

　も，12か国合計の結果と相反する国はない。

　以上から，就業状況は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの就業状況に犯罪不安

　が高いのかは，犯罪不安の種類によって異なっている。

④　婚姻関係別（3－20表）

　　ここでは，婚姻関係について，「独身」，「既婚・同棲」，「離婚・別居，死別」とに三分して分析し

　た。

　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不

　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す

　る不安」及び「自宅に夜聞一人でいることの不安」においては，「離婚・別居，死別」は「犯罪不安

　あり」が有意に多く，「独身」又は「既婚，同棲」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵

　入の被害に遭う不安」においては，「独身」の場合に「犯罪不安なし」が有意に多い点では，前2つ

　の犯罪不安と同様であるが，「既婚，同棲」と「離婚・別居，死別」とが異なった関連の仕方を示し

　ており，「既婚，同棲」の場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，「離婚・別居，死別」の場合は「犯

　罪不安なし」が有意に多くなっている。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，

　しかも12か国合計の結果とほぼ共通している。

　「独身」と「離婚・別居，死別」はともに，「単身者」である可能性がある。前述のとおり，世帯

　人数が「1人」の場合は，「犯罪不安なし」が有意に多いことから，婚姻関係そのものの影響ではな

　く，世帯人数を媒介した影響である可能性があり，さらに世帯人数も，世帯に関する別の属性等に

　影響を与えている可能性も考えられる。

　以上から，婚姻関係と犯罪不安は，関連は見出せるが，婚姻関係そのものの影響なのか，他の要

　因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。

⑤教育歴別（3－21表）

　ここでは，学校教育を受けた年数について，「6年以下」（概ね，初等教育のみに相当），「7～9

　年」（概ね，義務教育のみ又は義務教育未修了に相当），「10～12年」（概ね，中等教育機関進学又は

　中等教育修了に相当），「13年以上」（概ね，高等教育機関進学に相当）とに四分して分析した。

　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められたものの，犯罪不

　安の種類によって，関連の仕方は少しずっ異なっている。「6年以下」は「犯罪不安あり」が有意に

　多い点では共通しており，「13年以上」は概ね「犯罪不安なし」が多くなっている。しかし，どの年

　数を境に，「犯罪不安なし」と「犯罪不安あり」が分かれるのかが，犯罪不安の種類によって異なっ

　ている。

　これを国別に見ると，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人で

　いることの不安」においては，概ね12か国合計の結果と共通している。「不法侵入の被害に遭う不安」

　においては，我が国とポーランドが，12か国合計の結果とは異なる関連の仕方をしている。統計的

　に有意な関連は認められていないものの，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」におい

　ても，我が国とポーランドのみ，12か国合計の結果とは異なる関連の仕方がうかがえ，教育歴が長

　い者の方が犯罪不安は高くなっている。
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　　以上から，教育歴は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，全般的には，教育歴が短い者の

　方が犯罪不安は高い。ただし，我が国とポーランドに限っては，逆に教育歴が長い者の方が犯罪不

　安は高くなっている。

⑥夜間外出頻度別（3－22表）

　　ここでは，夜間外出頻度について，「ほとんど毎日」，「少なくとも週1回」を合わせて「週1回以

　上」とし，「決して外出しない」「月1回以下」「少なくとも月1回」を合わせて「週1回未満」とし，

　二分して分析した。

　　12か国合計では，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいる

　ことの不安」において，「週1回未満」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「週1回以上」は「犯罪

　不安なし」が有意に多い。

　　これを国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，12か国合計の結果と同じ関連

　の仕方が認められる。ただし我が国だけは，「不法侵入の被害に遭う不安」において，逆に「週1回

　以上」の方が，「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。統計的に有意な関連は認められなかった

　ものの，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」

　においても，同様の傾向がうかがえる。

　　これらは，どのように解釈すべきであろうか。犯罪不安が独立変数であり，夜間外出頻度が従属

　変数であるととらえれば，「犯罪被害に遭うのではないだろうか，という犯罪不安が高いので，夜間

　の外出は避けている。」となり，了解可能な結果となる。また，夜間外出頻度が独立変数であり，犯

　罪不安が従属変数であるととらえれば，「何らかの事情で夜間外出は多くなってしまうが，通りを歩

　くたびに怖い思いをしており，犯罪不安を感じる。」となり，これもまた了解可能であろう。

　　以上から，夜間外出頻度は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，全般的に，頻度が少ない

　者の方が犯罪不安は高いが，我が国のみは逆に，頻度が多い者の方が犯罪不安は高い。よって，ど

　ちらが原因で，どちらが結果かは，一概にはいえない。
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　　　　　　　　　　　3－17表

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

法務総合研究所研究部報告18

犯罪不安に関するクロス表（7)性別

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な し（％）　　あ り（％）

性　別 男

女

合　計

［慧．惹「’「韓

　　　　　　　　　
15・0　　冗（1）＝1430287
　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．000

74．2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの不安

性　別 男

女

合　計

「菊。ゲ韓

4．5＊＊冗2（1）一444．533

　　　　　　　　　＊＊　　　　　p＝0．000
91．3

’
8
．
7

③不法侵入の被害に遭う不安

性　別　　　　　男
脳
「

5冠㌔，響蟹　’鍵霧
30．9　＊＊ 2

冗（1）＝17．711

　　　＊＊　p＝0．000

1猫』「

女 66．6　＊＊

合　計 67．8 32．2

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ
イ
ン
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ
1

イ

メ

一
フ リ フ 、

ノ
、
！ 、

リ

リ ン ノ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　性　別　　　　　男　　　＊＊

②自宅に夜間一人でいることの不安

　　性　別

　　　　　　　　　女
③不法侵入の被害に遭う不安

禁

性　別 男 ＊＊ ＊

女
ギ鋸釜　再

誹　　　弼

笹
弱　M

乱　　　　丁

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－18表　犯罪不安に関するクロス表（8）年齢別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

年齢 39歳以下
翼騒鑛

　　22．5
　　（一9，9）＊＊

40～59歳　　男彗［

60歳以上

合　計

多　叢　24．3
　　　　←4．1）＊＊

　
冗（2）ニ259、780

66．7
（一15．9）＊＊

　　＊＊P＝0．000

74．2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの不安

年齢 39歳以下

40～59歳

60歳以上

合　計

嚢　　7・9
　　（一35）＊＊

　　　　8・0　　κ（2）＝54．860
（一3．2）＊＊

ll：1，＊＊鶴鐵灘 　　＊＊p＝0．000

91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

年齢 39歳以下騨舳灘 30．9

←3．9）＊＊

40～59歳

60歳以上

合　計

9：1、＊＊鞭議毒

撚丁　　　響軍釜
　　。響、　　30．2

　　総．　　（一4．o）＊＊

67．7　　　　　　　　　　　32．3

　
冗（2）ニ58．130

　　＊＊p＝0．000

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

i イ i ル ウ
ス ギ 、

一
フ

一
フ 工

メ

区　　　　分 ト ナ ノ
ー

一
フ ト i イ

昏
フ リ フ

、

、
－

、
ノ 、

ノ ガ 一
リ

リ ノ ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

年　齢　　　39歳以下 ＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊

40～59歳 ＊ ＊ ＊＊

60歳以上 ＊＊乗。彗
［騨「

藤’
軍

②自宅に夜間一人でいることの不安

年　齢　　　39歳以下 ＊＊　　＊

40～59歳

60歳以上 ＊＊
・6形読

裟
㌔雛　　”

蘇 欝　語淳鰹・灘’糊

③不法侵入の被害に遭う不安

年 齢 39歳以下 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊

40～59歳
　話　　　、

諾
．

’
髄
簸

鑛騨1
r器亭　　弼 灘．鞭鞭垂馨灘

吾冠鞘占ン 瀞鐸

60歳以上 ＊＊　＊＊　　＊ ＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－19表　犯罪不安に関するクロス表（9）就業状況別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

就業状況　　働いている

学　　　生

無職・主婦

合　　　計

21．3

←18．7）＊＊

、繍簸謹． 　　20．3
　　←5．9）＊＊

　蜷蘇難「欝麟
．．灘．難．蟹灘

　　25．8

　　
冗（2）＝507．788

66．3

←225）＊＊

74．2

　　　　＊＊p＝0．000

②自宅に夜間一人でいることの不安

就業状況　　働いている

学　　　生

無職・主婦

合　　　計

92．3

（1．6）

　6．5

（一13．2）＊＊

87．9　　　鑛

（一144）＊＊

7．7

（一1．6）

　　
π（2）＝208．625

　　　　＊＊p＝0．000

91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

就業状況　　働いている

学　　　生

65．9

（・70）＊＊

25．7

（一6．5）＊＊

無職・主婦 30．8
（一3，6）＊＊

合　　　計 67．8 32．2

　2
κ　　（2）＝68。979

　　　　＊＊P＝O．000

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

1
ス ギ

イ
、 一

フ
｝
フ

i ル ウ
エ メ

区　　　　分 ト ナ ノ
ー

一
フ ト イ

一
フ
リ

リ フ
ン

、
ノ

、
ノ 、

ノ ガ
1
一◆
ア

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

就業状況　　働いている ＊＊ ＊＊ ＊＊　＊＊ ＊＊　＊＊ ＊＊ ＊＊

学　　　生 ＊＊　　＊ ＊＊

無職・主婦
鮒　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　T

②自宅に夜間一人でいることの不安

就業状況　　働いている ＊＊　　＊　　＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊　　＊＊

学　　　生
・丁議葦

誹　　蔭謡 ＊＊ ＊

鞭　　禦N

③不法侵入の被害に遭う不安

就業状況　　働いている 雛 　　　　軍
蹄』　　鐸　　r　　』

M粥

鐸

M　　　　　　写

学　　　生 ＊ ＊＊ ＊＊

無職・主婦 ＊ ＊＊ ＊＊

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。



第1回犯罪被害実態（暗数）調査 95

3－20表　犯罪不安に関するクロス表(10)婚姻関係別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

婚姻関係独 身 21．9

（一8．2）＊＊

既婚，同棲i

離婚・別居
死　　　別
合 計

24．7　κ2（2）ニ316．368
（一5，3）＊＊

63．1

（一17．3）＊＊

　　＊＊pニ0．000

74、2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの不安

婚姻関係独

既婚，同棲

離婚・別居
死　　　別
合 計

③不法侵入の被害に遭う不安

7．4

（一4．o）＊＊

84　×2（2）一66．827
（一2．3）＊

87．8

（一7，8）＊＊

　　＊＊pニ0．000

91．3 8．7

婚姻関係独

既婚，同棲

29．1

（一5．9）＊＊

66．1

（一7．o）＊＊

　
κ（2）＝51．010

離婚・別居・・撚
死　　　別

30．5

（一2．5）＊

　　＊＊pニ0．000

合 計 67．8 32．2

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

1
ス ギ

イ
、

一
フ

一
フ

1 ル ウ
エ メ

区　　　　分 ト ナ ノ
ー

一
フ ト 1 イ

一
フ リ フ

、

、
ノ

、
ノ 、

ノ ガ 一“
リ

リ ノ プ
ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、

ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

婚姻関係独　　　　身 ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊＊

既婚，同棲 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 醗蕪 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊

離婚・別居，死別 1．雛譲 癬1▽㌔下6

箭　・舞　礪6苫

6笹　・鍵’

・欝糊
、職畿

之　墾掘う・

　諺鯉籟．淫．

　轟5轍㌔撚『　r溺rf「［「輪

“蟹鞭1

②自宅に夜間一人でいることの不安

婚姻関係　独　　　　身 ＊＊

既婚，同棲 ＊＊

離婚・別居，死別 ・灘霧

③不法侵入の被害に遭う不安

婚姻関係　独　　　　身 ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊

既婚，同棲 麟鍵 鰻灘難．耀鯵 　繊
催獲鱒・

、1萎萎響1

離婚・別居，死別 ＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－21表　犯罪不安に関するクロス表（11）教育歴別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％） あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安
教育歴 6年以下 70．1

←34）＊＊

7～9年 71．1
←3．6）＊＊

舜

燃z凄　2
κ（3）＝64．402

10～12年 72．3
←3．1）＊＊

　　　　＊＊p＝0，000

13年以上

73．6

23．5
←7．7）＊＊

合　　計 26．4

② 自宅に夜間一人でいることの不安

教育歴 6年以下 87．1

←65）＊＊

7～9年 87．7
（一8．2）＊＊

　2
κ（3）ニ143．879

10～12年 91．5
（1。1）

8．5

（一1。1）

　　　　＊＊p＝0，000

13年以上 6．6

←8．9）＊＊

合　　計 91．2 8．8

③不法侵入の被害に遭う不安
教育歴 6年以下 57．4

7～9年

←9ρ）＊＊

28．8
←5．0）＊＊

　2
冗（3）ニ96．186

10～12年 67．7
（0、9）

32．3
（噂0．9

　　　　＊＊p＝0，OOO

13年以上 67．5
（05）

32．5
（一〇．5）

合　　計 67．3 32．7

①夜間の一人歩きに対する不安

②自宅に夜間一人でいること

③不法侵入の被害に遭う不安

の不安

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア
］ イ i ル ウ

区　　　　分
ス
ト ナ

ギ
ン

ラ ラ

ラ ト 工
1

イ
メ

ラ
リ

リ ラ
ン

ン ン
ン ガ デ

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

教育歴　　　　6年以下 禰

麩．丁響 雍愛懸

7～9年 辮舞 繕』
　亮　占

露嚢、

10～12年 　　麓瑳　奪　吾

13年以上 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

②自宅に夜間一人でいることの不安

教育歴　　　　6年以下 垂醸嚢 馨灘　

7～9年 鑛．藷
議　・

10～12年
縮　贈≦ ＊＊

13年以上 ＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊

③不法侵入の被害に遭う不安

教育歴　　　　6年以下 ＊ ＊

7～9年 ＊＊ ＊＊

10～12年 ＊＊ 蟹鐡
13年以上 纒懸 灘離 ＊

①夜間の一人歩きに対する不安

②自宅に夜間一人でいることの不安

③不法侵入の被害に遭う不安

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。

　　　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が

　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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3－22表　犯罪不安に関するクロス表（12）夜間外出頻度別

【12か国合計】

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な し（％〉　　あ り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

夜間外出

頻　度
週1回未満
週1回以上
合　　計

70．0＊＊鰐　　　 靴2（1）一225．003

　　　　　21．2＊＊　　p＝0．000＊＊

73．8 26，2

②自宅に夜間一人でいることの不安

夜間外出

頻　度
週1回未満
週1回以上
合　　計

89．3＊＊
難

　　　1冗2（1）一145．909

6．2＊＊　P＝0。000＊＊

91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

夜間外出

頻　度
週1回未満
週1回以上
合　　計

67．4 32．6

67．9 32．1

　
冗（1）＝0，659

　pニ0．417

67．6 32．4

【国別】
オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

一
フ リ フ 、

ノ
、
！ 、

1 リ

リ
、
ノ

－ ガ ＿憩

ア
ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、

ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

夜間外出　　週1回未満 難灘轍 覇騰騰灘難 謙欝 Z
r

胃　丁　　轟

艦灘濡欝 顧臓「■戸襯　　』

　　　、灘
・鵬　、、　莚織

　　＊

釜．糾難

頻　　度　　週1回以上 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

②自宅に夜間一人でいることの不安

夜間外出　　週1回未満
欝欝鰯、、灘’「欝 鰻麟，、、

∈壷議評、■丁
葬’屡　’葦

鑓・響灘葺灘舞、騰罵 舞
．

「螺弼難購

頻　　度　　週1回以上 ＊＊　＊＊ ＊＊ ＊＊　＊＊ ＊＊

③不法侵入の被害に遭う不安

夜間外出　　週1回未満 ＊＊
恥［　　　』壁’㌔

頻　　度　　週1回以上 灘糠 ＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　（3）警察活動に関する認識

　ここでは，「警察の防犯活動に関する認識」に関しては，「非常に良くやっている」「まあまあ良くやっ

ている」を合わせて「良くやっている」とし，「非常に不十分である」「やや不十分である」を合わせて

「不十分である」とし，二分して分析した。「警察の親切さに関する認識」に関しては，「警察が人々を助

けるためにできる限りのことをやっている，役立っている点については……」との質問に対して，「全く

同感」「どちらかと言えば同感」を合わせて「同感」とし，「全く反対」「どちらかと言えば反対」を合わ

せて「反対」とし，二分して分析した。なお，本文中，「良くやっている」「同感」を「高い評価」，「不

十分である」「反対」を「低い評価」と，それぞれ表現している場合がある。

　3－23表は警察の防犯活動に関する認識と，3－24表は警察の親切さに関する認識と，犯罪不安の有

無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる特徴は，以下のとお

りである。

　①　12か国合計では，すべての犯罪不安において，警察活動に関して低い評価をしている場合は「犯

　罪不安あり」が有意に多く，警察活動に関して高い評価をしている場合は「犯罪不安なし」が有意

　に多い。国別に見ても，ほとんどの国で統計的に有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果

　　と相反する国はない。

　②　その要因として，警察活動に関する認識が独立変数であり，犯罪不安の有無が従属変数であると

　　とらえた場合，「警察がしっかり活動してくれているので，犯罪に対して不安はない。」と認識して

　　いると考えられ，了解可能な結果となる。また，犯罪不安の有無が独立変数であり，警察活動に関

　する認識が従属変数であるととらえることも可能で，この場合は「犯罪不安が高い者ほど，警察を

　信用していなかったり，警察活動を低く評価する傾向にある。」との解釈も成立しよう。

　③　以上から，警察活動に関する認識と犯罪不安は，相互に関連は認められるが，どちらが原因で，

　　どちらが結果かは，一概にはいえず，どちらの可能性も考えられる。



区 分
犯罪不安の有無

検定結果
な　し（％）　　あ　り（％）

　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査

　　　　　3－23表　犯罪不安に関するクロス表(13)警察の防犯活動に関する認識別

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

99

警察の　良くやっている 　　　　　「懲摯
20。1　＊＊ 　2

冗（1）＝1039，003

　　　　　＊＊　P＝＝0．000防犯活動　不＋分である 59．8　＊＊ 撫轄鯉

合　　　　計 74．0 26．0

②自宅に夜間一人でいることの不安

警察の良くやっている
防犯活動　不十分である

合 計

繍
「
8
茸
r

章粟

5．8＊＊冗2（1）一549．975

　　　　　　　　　＊＊　　　　　P＝0．000
91．0 9．0

③不法侵入の被害に遭う不安

警察の良くやっている
防犯活動　不十分である

合 計

翻　馳　蝦

55．7　＊＊

28．0＊＊κ2（1）一552．835

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．000
67．2 32．8

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ
i

イ

メ

ラ
リ

リ フ
、
－

、
／

、
ノ ン ガ 一

フ
ー

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

②自宅に夜間一人でいることの不安

　　　　　　良くやっている

　　　　　　不十分である
③不法侵入の被害に遭う不安

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　　　　3－24表

【12か国合計】

犯罪不安に関するクロス表（14)警察の親切さに関する認識別

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

警察の親切さ　同　　感

反　　対

合　　計

61．9＊＊難

22，0＊＊冗2（1）一632．111

　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．蕪、　　　　　pニ0，000

73．9 26．1

②自宅に夜間一人でいることの不安

警察の親切さ　同　　感

反　　対

合　　計

③不法侵入の被害に遭う不安

警察の親切さ　同　　感

反　　対

合　　計

84．5　＊＊

6．7＊＊κ2（1）一382．921

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．000
91．0 9．0

58．7　＊＊

29。8＊＊κ2（1）一257．635

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．000
67．3 32．7

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

i
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ リ フ 、
ノ

、
ノ 、

1 リ
リ

、
ノ

ノ ガ “
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　警察の親切さ　同　　感　　＊

　　　　　　　　　反対』欝盤難
②自宅に夜間一人でいることの不安

　　警察の親切さ　同　　感　＊＊

　　　　　　　　　反　　対1、
③不法侵入の被害に遭う不安

＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊ ＊＊　＊＊

注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　3　犯罪被害と犯罪不安との関連

　ここでは，従属変数として選定した「犯罪被害の有無（1999年）」と「犯罪不安」の，変数同士の関連

を見ていく。

　3－25表から3－28表は，それぞれ，①全犯罪被害，②世帯犯罪被害，③個人犯罪被害，④暴力犯罪

被害の各独立変数と，犯罪不安の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表

からうかがえる特徴は，以下のとおりである。

　①　12か国合計では，すべての犯罪不安において，犯罪被害がある場合は，犯罪不安もあることが有

　　意に多く，犯罪被害がない場合は，犯罪不安もないことが有意に多い。国別に見ても，ほとんどの

　　国で統計的に有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。

　②　犯罪被害に遭った者は，その時の恐怖感が残っていたり，再度犯罪被害に遭うのではないかと考

　　え，それに伴って，犯罪不安が醸成されてしまうことは，想像に難くなく，非常に常識的な結果で

　　あろう。

　③　以上から，犯罪被害は犯罪不安に影響を与える要因であると言うことができ，犯罪被害に遭った

　　ことのない者よりも遭ったことのある者の方が，犯罪不安は高い。
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区 分
犯罪不安の有無

検定結果な　し（％）　　あ　り（％）

　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18

　　　　3－25表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（1）全犯罪被害の有無別

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

全犯罪被害　　　な　　し

あ　　り

合　　計

68．6　＊＊

242＊＊，冗2（1）＝1247鍛

　　　　　　pニ0．000
74、2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの不安

全犯罪被害　　　な　　し

あ　　り

合　　計

89．0　＊＊

§・美＊＊冗2（1）一4α53・

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．000
91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

全犯罪被害　　　な　　し

あ　　り

合　　計

蟹議臓
　　騨＊
61．3

30．4＊＊κ2（1）一134．969

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．000
67．8

慧2．峯

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ イ
ン
ー

一
フ

一
フ

1
｝
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

一
フ リ フ 、

ノ
、
ノ 、

i
リ

リ
、
ノ

ノ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　全犯罪被害　　　な　　し

　　　　　　　　　あ　　り
②自宅に夜間＿人でいることの不安’

③不法侵入の被害に遭う不安

＊＊。

全犯罪被害 な し ＊ ＊＊　＊＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊

あ り 宮餉
籍

（

＊薫糞＊

注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　　　3－26表

【12か国合計】

犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（2）世帯犯罪被害の有無別

区 分
犯罪不安の有無

検定結果な し（％）　　あ り（％）

①夜間の一人歩きに対する不安

世帯犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

69．2　＊＊

　　24．9＊＊κ2（1）一65532

　　　　　　　　　　　　　＊＊、．、多　　　　　　　　　　　　　　　　p＝0．OOO

74．2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯犯罪被害 な し
ア・饗 厭∴』

8．3 ＊＊
÷　　　冨

　　衡」「　轟

　2
冗（1）＝26，349

あ り 89．1 ＊＊
粥

蓋　　’
　　　　＊＊pニ0，000

A
口 計 91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

世帯犯罪被害 な し 30．7
＊＊

灘
躍騒T
x　維

　2
κ（1）＝141。692

あ り 59．6 ＊＊
泌

鱈 議i雛騰 　　　　　＊＊
p＝0，000

ム
ロ 計 67．8 32．2

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

i
ス
ト ナ

ギ
イ
、
！
一

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ リ フ 、
ノ

、
ノ 、

1 リ

リ
、
－

／ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル 、
ノ ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　世帯犯罪被害　　な　　し

　　　　　　　　　あ　　り

②自宅に夜間一人でいることの不安

世帯犯罪被害 な し ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊

あ り

③不法侵入の被害に遭う不安

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　　　　3－27表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（3）個人犯罪被害の有無別

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安，

個人犯罪被害 な　　し

あ　　り

合　　計

錘麟冗
2

64．8　＊＊

（1）＝121．176

　　　　＊＊p＝0．000
74．2 25．8

②自宅に夜間一人でいることの馨

　　個人犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

87．9　＊＊

8．4＊＊冗2（1）ニ30．615
蛭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

　　　　　　p＝0．000
91．3 8．7

③不法侵入の被害に遭う不安

個人犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

62．2＊＊　．蓼

67．8

31・轟＊＊κ2（・）＝34493

　　　難、P＝0．000＊＊

32．2

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ イ
ン
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ
リ

リ フ
ン

ン ン
ン ガ

i
一
ア

リ

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　個人犯罪被害　　な　　し

　　　　　　　　　あ　　り

②自宅に夜間一人でいることの不安

　　個人犯罪被害

③不法侵入の被害に遭う不安

＊糞

注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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　　　　3－28表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（4）暴力犯罪被害の有無別

【12か国合計】

①夜間の一人歩きに対する不安

25・1＊＊，X2（・）＝・・難

　　　　　　p＝0．000
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暴力犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

62．4　＊＊

74．2
25．8’

②自宅に夜間一人でいることの不安

暴力犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

88．1　＊＊

8．6＊＊冗2（1）一16．419

　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．000
91．3

③不法侵入の被害に遭う不安

暴力犯罪被害　　な　　し

あ　　り

合　　計

61．5　＊＊

67．8

3・・9＊＊，κ2（・）一25573

．灘　　　P－0。000＊＊
32：2

【国　別】

オ カ イ フ フ 日 オ ポ ポ ス ス ア

区　　　　分

1
ス
ト ナ

ギ
イ
、
ノ
ー

一
フ

一
フ

1
一
フ

ル
ト

ウ
エ

イ
メ

ラ リ フ 、
！

、
！ 、

i リ

リ
、
ノ

ノ ガ 一
ア

ア ダ ス ド ス 本 ダ ド ル ン ス カ

①夜間の一人歩きに対する不安

　　暴力犯罪被害　　な　　し

　　　　　　　　　あ　　り

②自宅に夜間一人でいることの不安

③不法侵入の被害に遭う不安

＊
．
蓋

暴力犯罪被害　な　　し ＊　　＊＊ ＊ ＊　　　＊　　　＊　　　＊

あ　　り 毒灘鶏難譲雛萎・纏撚欝

暴力犯罪被害　な　　し ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊　　＊＊

あ 鐘韓
亭’バ　　占　　　　丁

’　護

　、辱認’

箭諜、舞。鑛

注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。

　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある

　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。
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第4　結果と分析3（ロジスティック回帰分析）

　前記「第3　結果と分析2」では，犯罪被害の有無及び犯罪不安に関連する要因について，クロス集

計分析によって要因ごとに分析してきた。しかし，犯罪被害の有無や犯罪不安は，一つの要因によって

決定付けられるものではなく，幾っかの要因が重なりあって決定付けられるものであると考えられる。

　そこで，多変量解析の一手法であるロジスティック回帰分析（＊1）を実施することにした。ロジスティッ

ク回帰分析とは，①結果（従属変数）を予測すること，②予測及び説明するために最も効果的な要因（独

立変数）を見つけ出し，予測のための理論的モデルを構築することの2つの目的で使用される。実務的

に汎用性が広いため，近年，特に欧米の研究ではその頻度が高くなっている統計的手法である。ロジス

ティック回帰分析により，回帰式（予測式）に投入した独立変数の中から，従属変数を最も効果的に説

明できる変数のモデルを構築し，犯罪被害の有無及び犯罪不安を決定付ける要因を探ることにした。

　従属変数としては，犯罪被害に関しては「全犯罪被害の有無（1999年）」を，犯罪不安に関しては「居

住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」の，以上3つに焦点

を当てた（＊2）。

　独立変数に使用した変数は，クロス集計分析において分析した全変数であるが，新たに「社会的スト

レス尺度」及び「社会的脆弱性尺度」の2変数を追加した。「社会的ストレス尺度」とは，①婚姻関係が

「離婚・死別」である，②就業状況が「求職中（失業中）」である，③世帯収入の満足度が「不満である」

又は「とても不満である」の3項目からなり，「社会的脆弱性尺度」とは，①年齢が60歳以上である，②

女性である，③教育歴が9年以下である，④就業状況が「無職」である，⑤世帯収入が「国平均以下で

ある」の5項目からなり，それぞれの項目に該当する場合は1点として，尺度化したものである。

　なお，国によっては，独立変数に選定した項目を調査していないことがあるが，その場合は表の該当

箇所を斜線で示している。

（＊1）本分析では，ロジスティック回帰分析の中のステップワイズ法（変数増加法）という手法を用いた。これは，

　　まず最も有効な独立変数が一つ投入され，そして残った変数の中で最も有効な独立変数がさらに一つ投入されて

　　いき，最終的には，これ以上投入してもあまり有効なモデルが構築できないところまで投入が続けられる手法で

　　ある。

　　　ここで，本文及び表で使用した用語を説明する。実際には，高度な数学的知見に基づいているため，ごく簡単

　　な記述にとどめておきたい。

　　　・「回帰式（予測式）」，「係数」

　　　　ある従属変数を説明するための方程式を回帰式（予測式）と言う。例えば独立変数（X）として，X1，X2，

　　　X3が採用された場合の回帰式（予測式）は，係数、×X1＋係数、×X2＋係数3×X3＋定数項となる。

　　　・「オッズ比」

　　　　見込み比とも言われ，その変数が一単位変化することで，従属変数が変化する（例えば，「犯罪被害の有無」

　　　が「あり」から「なし」に変化すること）確率をさす。0から∞の間を動き，オッズ比が1のとき，取り上げ

　　　た従属変数と独立変数との間に関連はないと判断される。

　　　以上については，石村ら（1997）に詳しい。

（＊2）　これら以外の，「世帯犯罪被害の有無」，「個人犯罪被害の有無」，「暴力犯罪被害の有無」及び「自宅に夜間一人

　　でいることの不安」の4つに関しては，圧倒的に「犯罪被害なし」又は「不安なし」が多く，「犯罪被害あり」又

　　は「不安あり」は非常に少なくなっている。このように，従属変数のカテゴリーがアンバランスな場合，ロジス

　　ティック回帰分析を実施しても適切なモデルが構築できないために，分析から除外した。
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　1　犯罪被害の有無に与える要因

　はじめに，「全犯罪被害の有無（1999年）」を従属変数として，各独立変数との関連を見ていく。「全犯

罪被害の有無（1999年）」については11変数（＊3）を回帰式に投入し，その結果，1，393人がモデル構築の分

析対象とされた（＊4）。

　4－1表は，我が国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。モデルを構築す

るために採用された変数は，回帰式に投入された順に，①世帯収入，②年齢，③夜間外出頻度の3変数

である

　つまり，以下の場合は，犯罪被害に遭う可能性が高い。

①

②

③

世帯年収が，我が国の平均（758万円）以上である。

年齢が低い。

夜間外出頻度が，週1回以上である。

逆に，以下の場合は，犯罪被害に遭う可能性が低い。

①

②

③

世帯年収が，我が国の平均（758万円）以下である。

年齢が高い。

夜間外出頻度が，週1回未満である。

4－1表　犯罪被害に関するロジスティック回帰式（日本）

独 立 変 数

ステツ 変 数 名 【変数の概要】
係　数 P　値 オッズ比

1 世帯収入 【国平均以上】 0，460 0，004 1，584

2 年齢 0，017

【39歳以下】／40歳以上 0，501 0，033 1，650

【40～59歳】／60歳以上 0，561 0，005 1，752

3 夜間外出頻度 【週1回未満】 一〇．355 0，047 0，701

【定数項】 一2．141

注　モデル構築のための採用基準は，有意水準5％以下としている。

（＊3）「世帯人数」の変数については，一部データに不備があり，クロス集計分析には使用できたが，ロジスティック

　　回帰分析には使用できなかったため，投入していない。

（＊4）投入した変数中に，「わからない」や欠損値が1箇所でもあると，そのデータはモデル構築に使用できなくなる。
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　4－2表は，12か国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。「年齢」は9か国

において採用されている。

4－2表犯罪被害に関するロジスティック回帰式（国別）

独立変数（変数の概要）

オ
1
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
イ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

日
本

オ
ラ
ン
ダ

ポ
i
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ウ
エ
〕
デ
ン

ス
イ
ス

ア
メ
リ
カ

①都市規模 人口10万人以上 鰻 錘1’ 轟鍵嚢

②住居形態
アパート・マンション，

テラスハウス

7”』鰻

蕪繍 難饗難

③世帯収入 国平均以上 i鞭嚢
灘協鋸霧

至

「篤「11z

難難欝欝灘

④世帯人数 1人（／2人以上）

2・3人（／4人以上）
鑓簸簸 灘懸

⑤性別 男

⑥年齢 39歳以下（／40歳以上） 馨垂
朔筋鋤識／・∴ 働鍵泌鐡∴

鍵i 灘豪
爽鎭弱灘

i纒騰
獲融融購

40～59歳（／60歳以上） 雛離丁
働畿藤禦 凝織翻鍵轡 鞭

霧鑛
藩i轟灘

…蓼灘
難聯
顯轟羅

⑦就業状況 働いている（／無職等）
1羅拶魍、

無職・主婦（／学生） 辮翻轍、
灘撚

⑧婚姻関係 独身（／既婚・離婚等）護、罫灘
毒灘議講

饗難 灘轟
藤職麟
鑛縄

既婚等（／離婚等）
驚講

「灘灘
難縫
籔難、 　r　冨

華灘繍撒凸撒

⑨教育歴 6年以下（／7年以上） …鍵鑑

、5纂界弘　’

7～9年（／10年以上）
懸酵

鑛
翻議

10～12年（／13年以上） 嚢 畿癒灘

⑩夜間外出頻度 週1回未満 轟難
輿、陣

’▽維
慧「

蓑難響

灘遜鞭

⑪社会的ストレス尺度 0点（／1点以上） 講 舞
1点（／2点以上） 簸難

縫灘

懲鞭繋

難
⑫社会的脆弱性尺度 0点（／1点以上） 覇 ・羅繍

　．輿難灘、

1点（／2点以上） 嚢
鱗甥璽「「燃x

注　「＋」　「＋＋」は「被害あり」の方向に働くことを，　r一」　r一一」はr被害なし」の方向に働くことを，それぞれ

示し，記号が1つの場合は有意水準5％以下で，記号が2つの場合は1％以下で，有意差があることを示す。
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　2　犯罪不安に与える要因

　次に，犯罪不安に関して，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に

遭う不安」を従属変数として，各独立変数との関連を見ていく。

　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」については17変数を回帰式に投入し，その結果，

1，093人がモデル構築の分析対象とされ，「不法侵入の被害に遭う不安」については19変数を回帰式に投

入し，その結果，995人がモデル構築の分析対象とされた。

　4－3表は，我が国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。

　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」に関して，モデルを構築するために採用された変数

は，回帰式に投入された順に，①警察の防犯活動に関する認識，②性別，③全犯罪被害の有無（1999年），

④都市規模，⑤銃器の所有の5変数である。回帰式への採用基準を有意水準10％程度まで拡大して見る

と，さらに「就業状況」及び「社会的ストレス尺度」の2変数が採用された。

　つまり，以下の場合は，犯罪不安が高い。

①　警察の防犯活動に関して，「不十分である」と認識している。

②女性である。

③　昨年（1999年）に，何らかの犯罪被害に遭っている。

④人口10万人以上の都市に居住している。

⑤　銃器を所有している。

（⑥　無職者又は主婦である。）

（⑦社会的ストレスを有している。）

逆に，以下の場合は，犯罪不安が低い。

①警察の防犯活動に関して，「良くやっている」と認識している。

②男性である。

③　昨年（1999年）に，犯罪被害に遭っていない。

④人口10万人未満の都市に居住している。

⑤銃器を所有していない。

（⑥　有職者である。）

（⑦社会的ストレスを有していない。）

　これらの中でも，係数及びオッズ比から判断すると，「警察の防犯活動に関する認識」は，特に重要視

すべき要因と判断できる。

　「不法侵入の被害に遭う不安」に関して，モデルを構築するために採用された変数は，回帰式に投入さ

れた順に，①警察の防犯活動に関する認識，②年齢，③全犯罪被害の有無（1999年）の3変数である。

回帰式への採用基準を有意水準10％程度まで拡大して見ると，さらに「夜間外出頻度」，「性別」及び「住

居形態」の3変数が採用された。

　つまり，以下の場合は，犯罪不安が高い。

①警察の防犯活動に関して，「不十分である」と認識している。

②年齢が低い。

③　昨年（1999年）に，何らかの犯罪被害に遭っている。

（④　夜間外出頻度が，週1回以上である。）
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女性である。）

アパート・マンション等ではなく，一戸建て住宅に居住している。）

逆に，以下の場合は，犯罪不安が低い。

①警察の防犯活動に関して，「良くやっている」と認識している。

②年齢が高い。

③　昨年（1999年）に，犯罪被害に遭っていない。

（④　夜間外出頻度が，週1回未満である。）

（⑤　男性である。）

（⑥一戸建て住宅ではなく，アパート・マンション等に居住している。）

　これらの中でも，係数及びオッズ比から判断すると，「警察の防犯活動に関する認識」は，特に重要視

すべき要因と判断できる。

　4－4表は，12か国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。

　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」に関しては，「警察の防犯活動に関する認識」及び

　　　　　　　　　　4－3表　犯罪不安に関するロジスティック回帰式（日本）

　　①居住地域における夜間の一人歩きに対する不安

独　　　立　　　変　　　数
係　数 P　値 オッズ比

ステツ 変　　数　　名　　【変数の概要】

1 警察の防犯活動に関する認識　　【良くやっている】 一1．219 0，000 0，296

2 性別　　　　　　　　　　　　【男】 一〇．553 0，000 0，575

3 全犯罪被害の有無（1gg9年）　　【なし】 一〇．630 0，001 0，533

4 都市規模　　　　　　　　　　　【人口10万人以上】 0，388 0，013 1，475

5 銃器の所有　　　　　　　　　【あり】 1，169 0，044 3，217

【定数項】 0，021

就業状況　　　　　　　　　　【働いている】 0，058

社会的ストレス尺度 0，133

【0点】／1点以上 0，045

【1点】／2点以上 0，056

②不法侵入の被害に遭う不安

独　　　立　　　変　　　数
オッズ比

ステツ 変　　数　　名　　【変数の概要】
係　数 P　値

1 警察の防犯活動に関する認識　　【良くやっている】 一〇．756 0，000 0，470

2 年齢 0，000

【3g歳以下】／40歳以上 0，699 0，000 2，012

【40～59歳】／60歳以上 0，466 0，003 1，594

3 全犯罪被害の有無（1999年）　　【なし】 一〇．490 0，008 0，613

【定数項】 0，245

夜間外出頻度　　　　　　　　　【週1回未満】 0，065

性別　　　　　　　　　　　　【男】 0，071

住居形態　　　　　　　　　　【アパート・マンション等】 0，099

注　モデル構築のための採用基準は，有意水準5％以下としている。
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「性別」は，11か国において採用されている。また，「都市規模」は10か国において，犯罪被害の有無（全

犯罪被害，世帯犯罪被害，個人犯罪被害又は暴力犯罪被害）は9か国において，それぞれ採用されている。

　「不法侵入の被害に遭う不安」に関しては，「警察の防犯活動に関する認識」は，10か国において採用

されている（ポルトガル及びアメリカについては，その代わりに「警察の親切さに関する認識」が採用

されている。）。また，犯罪被害の有無（全犯罪被害，世帯犯罪被害又は暴力犯罪被害）は10か国におい

て，「都市規模」，「住居の防犯設備」及び「年齢」は4か国において，それぞれ採用されている。

　　　　　　　4－4表犯罪不安に関するロジスティック回帰式（国別）

①居住地域における夜間の一人歩きに対する不安

独立変数（変数の概要）

オ
1
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
イ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス
日
本
辮
舞

オ
ラ
ン
ダ
’

ポ
1
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ウ
エ
1
デ
ン

ス
イ
ス

ア
メ
リ
カ

①都市規模 人口10万人以上 灘耀藪
鰹竃
欝雛嚢、． 丁

、
灘

襲 轟簸懇 、、．舞

②世帯収入 国平均以上

堀’

霧鍵，鎌藤、

鰻難嚢。

③銃器の所有 あ　り
．　　寵済　　学幹

鑛鱗
難鹸
馨慨。藩’

④性別 男
難繍繋

灘欝灘 ，難．
爺　…嚢灘 鐘鐵 華轟

⑤年齢 3g歳以下（／40歳以上）
窮講　、

鰻1，懸譲
　轍嚢「冗陣

難
40～59歳（／60歳以上）

難「聾

　購翻、弱i馨“灘 轟
⑥就業状況 働いている（／無職等）

鍵罵う脳燃 難　脳

灘態
購鱗鰻

鐡難

無職・主婦（／学生）
趨 羅

⑦婚姻関係 独身（／既婚・離婚等） 灘鐡
欝講

麟羅
欝麹

欝難

難既婚等（／離婚等）

⑧教育歴 6年以下（／7年以上）

繋鑛
弱鰻斑

7～9年（／10年以上）
・灘鱗

10～12年（／13年以上）

ヰ部「漸鰭’　　　［

巽腿γ

　　欝　　　　繍　　F轡　　　　　　　　　　　　　　　　「　鱗

　騰灘　無　1　　　綴
　鱈

・　瞬韓

診潭．　憂

襲難

霧　占　、

　　　　　　　　界
　　昌　丁’

弦亀。　。盆　　再　　　　　　　澤　総　繊　1’

　　　　　　　　　　　1…

⑨夜間外出頻度 週1回未満

亮
曽
再

再
観

⑩警察の防犯活動 良くやっている

⑪警察の親切さ 親切である

⑫全犯罪被害 な　し

醗
鞭．

摩諺［　　澤

鐡
鰹荒諺陸

一灘麟

繋鍍．

⑬世帯犯罪被害 な　し

⑭個人犯罪被害 な　し

⑮暴力犯罪被害 な　し 馨灘購 　・瀞

騰

⑯社会的ストレス尺度 0点（／1点以上） 轟 ㈱莚。華
踏　　｛　　、

　乎縷
騰　　導1点（／2点以上）

⑰社会的脆弱性尺度 0点（／1点以上）
灘・鑛

．鑛簸 。灘翻

灘鐵
難蘇・

藝翻㍗

1点（／2点以上）
梶几1騰

鎌・羅灘
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②不法侵入の被害に遭う不安

独立変数（変数の概要）
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ダ
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ス
ウ
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1
デ
ン

ス
イ
ス

ア
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カ

①都市規模 人口10万人以上
冊’螂，　　F’

麟灘
”吻’鱗鰻、

難覇難
②住居形態

アパート・マンション，

テラスハウス

③世帯収入 国平均以上
薦響鰻
う「舞轟簸

、・響講醐

餌郵鷹俘纏

④世帯人数 1人（／2人以上）
「禰窯秘瓢

羅瀞輔

灘叢爺
蕪藩藝，

嚢

2・3人（／4人以上） 蟻羅
、罐繍癒

⑤住居の防犯設備 なし（／1種類以上）
’禦蟻。．轍

難攣i
懸購爆
妻韓籔難蕪灘 叢欝1

締熟畿

1種類（／2種類以上） … i韓鱒

⑥銃器の所有 あ　り
腰臓「串「・r

⑦性別 男 鞭糠霧
総繭・「丁

鐡畿

⑧年齢 3g歳以下（／40歳以上） 融麟爺「β，

鐡融魁薩雄

轟灘
話麟鰍鱗

騰…

40～59歳（／60歳以上） 攣璽璽：i 灘 蓑範騨輿睡

熱籔購

⑨就業状況 働いている（／無職等） 萎i欝
響謬鐙 騒繍鰍”

無職・主婦（／学生）
翻騰縷

⑩婚姻関係 独身（／既婚・離婚等）

既婚等（／離婚等）

⑪教育歴 6年以下（／7年以上）

7～9年（／10年以上） 慧灘

10～12年（／13年以上） 繍欝
羅蝋融醸

⑫夜間外出頻度 週1回未満
無欝灘

繊「　・

⑬警察の防犯活動 良くやっている
箋灘灘
無灘。

剛甥、、、膨P

讐蘂嚢 雛
鵜顛聾滋撃

畿嚢 懸璽饗
綴謬鱗、

覇翻麟灘
蓉醐蟻簸　

　姫簸「艀・ 黛冊伽「

、懸駿、イ贈

難囎
鐡灘
懸鑛1

⑭警察の親切さ 親切である
r　礁r漸÷r 灘鱗醸鞭

、難

⑮全犯罪被害 な　し i轟、 ，嚢灘襲i

講難

　アヒ饗

難囎瓢 轟
⑯世帯犯罪被害 な　し

擁、

雛講

⑰個人犯罪被害 な　し

⑱暴力犯罪被害 な　し 灘辮
憂翻鰍蹴鱗

⑲社会的ストレス尺度 0点（／1点以上）

響
1点（／2点以上）

蝉魏撒
締欝轍

⑳社会的脆弱性尺度 0点（／1点以上）

1点（／2点以上）

注　「＋」　「＋＋」は「不安あり」の方向に働くことを，　r一」　r一一」は「不安なし」の方向に働くことを，それぞれ

　示し，記号が1つの場合は有意水準5％以下で，記号が2っの場合は1％以下で，有意差があることを示す。
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おわりに

　1　本研究の成果

本研究部報告は，既刊の「研究部報告10」を土台として，我が国のデータを再分析するとともに，第

4回国際犯罪被害実態調査（ICVS）参加国のデータを独自に分析し，先進12か国のデータを比較したも

のである。

本研究によって明らかになった，我が国の犯罪被害等の特徴は，以下のとおりである。

　（1）基礎的分析

ア　我が国の被害率は，比較対象国中で低い位置にあり，特に「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」

　においては，比較対象国中で最も低くなっている。これを罪種別に見ると，自動車盗，車上盗，不法

侵入未遂，強盗，窃盗及び暴行・脅迫では最も低いが，自転車盗では最も高く，バイク盗でもイギリ

　ス等に次いで高くなっている。

イ　我が国の申告率は，「全犯罪被害」，自動車損壊及び自転車盗においては，比較対象国中で最も低い

　かポルトガルに次いで低くなっている。また，警察に申告しなかった理由は，他の比較対象国と比べ

　て，事件の解決や犯人の検挙等に関連するものを選択する比率が高く，全般的にポーランドと類似し

　た回答パターンを示している。

ウ　我が国では，警察活動（防犯活動や親切さ）に関して，他の比較対象国と比べて，良い評価をして

　いる者の比率が低くなっている。ただし，我が国の場合，本調査実施時が，警察官による不祥事がマ

　スコミ等で報道されていた時期と偶然重なったことが，多分に影響した可能性がある。

工　我が国では，犯罪者の処遇や青少年犯罪対策に関して，他の比較対象国と比べて，厳しい対処が必

要であると認識している者の比率が高くなっている。全般的にポーランドと類似した回答パターンを

示している。

オ　我が国では，住居の防犯設備を備えている比率は，比較対象国中で最も低いかポーランドに次いで

低くなっている。

力　我が国では，犯罪不安に関して，他の比較対象国と比べて高い傾向がうかがえる。

キ　上記工～カを総合すると，我が国は，被害率が低い割には犯罪不安が高い。その一方で，防犯設備

　を設置するなど自衛手段を講じることが少なく，犯罪者や非行少年に対しては，「厳罰化」で望むこと

　が相当として，国の政策に依存している傾向がうかがえる。

　（2）統計的分析

ア　我が国では，①我が国の平均（758万円）以上の世帯収入がある者，②低年齢層，③独身者，④教育

程度が高い者，⑤夜間外出が多い者は，犯罪被害に遭う者が多かった。一方，他の比較対象国では，

　上記の他に，①大都市に居住している者，②アパート・マンション等に居住している者，③有職者又

　は学生も，犯罪被害に遭う者が多かった。

イ　上記アを踏まえて，全犯罪被害を従属変数にとって多変量解析を試みた結果，我が国では，①世帯

　年収が我が国の平均（758万円）以上であり，②年齢が低く，③夜間外出頻度が週1回以上の者は，犯

　罪被害に遭う可能性が高いという結果となった。

ウ　我が国では，①大都市に居住している者，②女性，③教育程度が高い者，④夜間外出が多い者，⑤

　警察活動に関して低い評価をしている者，⑥昨年（1999年）に何らかの犯罪被害に遭ったことがある

　者は，犯罪不安の高い者が多かった。一方，他の比較対象国では，③については教育程度の低い者，
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　④については夜間外出が少ない者の方が，犯罪不安の高い者が多く，我が国とは異なった関連が見ら

　れたほか，銃器を所有していない者，高年齢層も，犯罪不安の高い者が多かった。

工　上記ウを踏まえて，犯罪不安を従属変数にとって多変量解析を試みた結果，我が国では，①警察の

　防犯活動に関して「不十分である」と認識しており，②女性で，③昨年（1999年）に何らかの犯罪被

　害に遭っている者は，犯罪不安が高いという結果となった。さらに，①大都市に居住しており，②一

　戸建て住宅に居住しており，③銃器を所有しており，④年齢が低く，⑤無職者又は主婦で，⑥夜間外

　出頻度が週1回以上であり，⑦社会的ストレスを有している者も，犯罪不安が高い傾向がうかがえた。

　2　総括及び今後の課題

①　通常，ある国の犯罪発生量を示す指標としては，例えば警察が発表している認知件数等に関する公

　的統計が使われる。しかし，暗数調査の場合は，警察に届けられていない暗数も含めており，より広

　範な犯罪動向を把握することができる。また，暗数調査に参加している他の国のデータにより，犯罪

　被害実態に関する国際比較を行うことも可能となる。ここから，ICVSのメリットは以下の二点に集約

　されよう。第一に，公的統計の暗数部分に光を当てることができる点である。刑事司法機関から発表

　される公的統計も犯罪動向を示す重要な指標の一つであるが，あくまでも警察に届出がなされ，記録

　された事件から端を発した数値である。よって，被害者から届出がなかった事件，届け出ても警察が

　犯罪と認定しなかったものなどは，統計数値には上ってこない。ICVSでは，このような暗数も含めた

　数値が把握できるとともに（質問項目に対して正直に回答しなかった場合等，ICVSにも暗数は含まれ

　るが），警察に届け出なかった理由などを把握することができる。第二に，より正確な国際比較が可能

　となる点である。我が国と諸外国との犯罪発生状況の対比は，「犯罪白書」においても毎年なされてい

　る。しかし，国により犯罪の構成要件や統計の取り方が異なるため，正確な比較は困難である。ICVS

　は，参加国が統一の調査項目を使用しており（一部，その国独自の項目を付加している場合がある。），

　サンプリング手法等の調査方法が標準化されている。よって，より正確な国際比較が可能となろう。

②　以上の理由から，ICVSは刑事政策にかかわる者にとって，有用な情報を提供してくれるものと思わ

　れる。特に，我が国の犯罪発生状況の国際的位置を知ることができる点，多国のデータがカバーされ

　一覧で参照できる点，ポーランドやポルトガルなど我が国ではあまり紹介されていない国の状況を把

　握できる点などは，ICVSを置いて他に存在しないともいえよう。

③　近年，我が国の刑法犯認知件数は増加の一途をたどり，平成12年には325万6，109件に達し，戦後最

　高を更新している。しかし，認知件数の増減は，何も犯罪発生件数の増減だけでなく，その他の要因

　が複雑に絡んだ結果の事象といえる。実際に犯罪発生件数が増加しているのかを探る一方法として，

　警察が発表する認知件数と暗数調査の結果を比較する方法がある。連合王国等では，この手法が使用

　されており，認知件数の増加と暗数調査の結果との変化率が，場合によっては相当ずれていることが

　指摘されている。したがって，警察等による公式統計と暗数調査をあわせて，活用することが効果的

　になってくる。

④　そのためには，我が国においても，継続的に暗数調査を実施する必要があろう。また，本報告書で

　は，紙面等の都合で紹介できなかったが，例えばパス解析やAMOS等の統計的分析によって，犯罪被

　害の有無や犯罪不安を生じさせる要因を，より構造的に分析することが今後の課題となろう。

⑤　本分析に使用したのは，世界12か国，総数で27，535人分の貴重なデータである。この膨大なデータ

　を，質問項目ごとに，また国別に集計しただけでも，興味深い結果が見られた。さらに，関連のあり

　そうな要因相互の関係を見ていくと，思わぬ発見もあった。これまでの犯罪学研究の動向に則った分
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析を心掛けたつもりであるが，もっと突っ込んだ分析も可能であるとの指摘もあろう。本研究部報告

のデータを活用して，新たな視点から分析していただければ幸甚である。
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法務総合研究所研究部報告　　　　　　　　　18一第1回犯罪被害実態（暗数）調査（第2報告）　　　先進12か国に関する国際比較一　　　2002法務総合研究所は　し　が　き　この研究部報告第18号は，法務省（法務総合研究所）が平成11年度に実施した「第1回犯罪被害実態（暗数）調査」の結果をとりまとめたものであり，既刊の研究部報告第10号の第2報告という形で刊行するものである。　国際犯罪被害実態調査（Intemational　Crime　Victimisation　Survey:ICVS）は，オランダ司法省により1989年に初めて実施され，その後，第2回調査（1992年），第3回調査（1996年）が実施された。2000年に行われた第4回調査は，国連犯罪司法研究所（UNICRI）の監督の下に，先進17か国を含む約50の国及び地域で行われた。研究部報告第10号においては，我が国における「第1回犯罪被害実態（暗数）調査」について，我が国の結果を中心に，詳細に報告した。今般，UNICRIから第4回調査に参加した国のうち先進国に関するデータの提供を受けたので，国際比較を実施した。　本報告書は，�@先進12か国という多くの国のデータを，多項目にわたって掲載している，�A多くの国のデータを同時に検討することができるため，国際比較の作業が容易であり，我が国の犯罪発生状況等の国際的位置を一目で把握することができる，�Aアメリカ，イギリス，フランスなど，これまでも我が国の犯罪学研究において紹介されてきた国にとどまらず，ポーランドやポルトガルなど，我が国ではこれまであまり紹介されてこなかった，もしくはデータヘのアクセスが困難であった国の状況をもカバーしている等の点で，従前の犯罪学・刑事政策関係諸報告書には，類を見ないものと考える。　本報告書が今後，我が国の犯罪学・刑事政策研究の発展及び犯罪防止策を検討するための議論に対して，多少なりとも貢献をなし得るとすれば幸いであり，また，犯罪被害実態調査の有用性が幾分でも理解されることを願うものである。平成14年3月法務総合研究所長　　　坂　井　一　郎�A要　旨　紹　介この研究部報告について，利用の参考のため，要旨を紹介する。　1　基礎的分析　（1）犯罪被害の有無及び実情　主として11罪種について犯罪被害の有無（被害率）が調査された。その結果，我が国の被害率は，比較対象国中で低い位置にあり，特に「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」においては，比較対象国中で最も低くなっている。これを罪種別に見ると，自動車盗，車上盗，不法侵入未遂，強盗，窃盗及び暴行・脅迫では比較対象国中で最も低いが，自転車盗では比較対象国中で最も高く，バイク盗でもイギリス等に次いで高くなっている。　（2）犯罪被害の申告及び警察に関する認識�@　11罪種について犯罪被害を警察に届け出た比率（申告率）が調査された。その結果，我が国の申告　率は，「全犯罪被害」，自動車損壊及び自転車盗においては，比較対象国中で最も低いかポルトガルに　次いで低くなっている。�A警察に申告しなかった理由は，我が国も他の比較対象国も同様で，「それほど重大でない／損失がな　い」が最も多くなっている。その他，我が国は他の比較対象国と比べて，事件の解決や犯人の検挙等　に関連するものを選択する比率が高くなっている。�B警察活動（防犯活動や親切さ）に関して，我が国は他の比較対象国と比べて，良い評価をしている　者の比率が低くなっている。　（3）犯罪・防犯等に関する認識及び態度�@　犯罪者の処遇や青少年犯罪対策に関して，我が国は他の比較対象国と比べて，厳しい対処が必要で　あると認識している者の比率が高くなっている。�A　我が国では，住居の防犯設備を備えている比率は，比較対象国中で最も低いかポーランドに次いで　低くなっている。�B　我が国では，犯罪不安（夜間の一人歩き，自宅に夜間一人でいること，不法侵入の被害に遭うこと）　に関して，他の比較対象国と比べて高い傾向がうかがえる。�C　以上を総合すると，我が国は，被害率が低い割には犯罪不安が高い。その一方で，防犯設備を設置　するなど自衛手段を講じることが少なく，犯罪者や非行少年に対しては，「厳罰化」で望むことが相当　として，国の政策に依存している傾向がうかがえる。　2　統計的分析　（1）犯罪被害の有無に与える要因　クロス集計分析の結果，犯罪被害に関連している要因のうち，12か国で共通しているのは，以下のとおりであった。�@大都市に居住している者，�Aアパート・マンション等に居住している者，�B各国の平均所得以上の世帯収入がある者，�C低年齢層，�D有職者又は学生，�E独身者，�F教育程度が高い者，�G夜間外出が多い者は，犯罪被害に遭う者が多かった。その他にも，国によっては関連が認められた要因もあった。　上記を踏まえて，全犯罪被害を従属変数にとって，多変量解析の一手法であるロジスティック回帰分�B析を試みた結果，我が国では，�@世帯収入が我が国の平均（758万円）以上であり，�A年齢が低く，�B夜間外出頻度が週1回以上の者は，犯罪被害に遭う可能性が高いという結果となった。　　（2）犯罪不安に与える要因　クロス集計分析の結果，犯罪不安に関連している要因のうち，12か国で共通しているのは，以下のとおりであった。�@大都市に居住している者，�A女性，�B教育程度が低い者，�C夜間外出が少ない者，�D警察活動に関して低い評価をしている者，�F昨年（1999年）に何らかの犯罪被害に遭ったことがある者は，犯罪不安の高い者が多かった。その他にも，国によっては関連が認められた要因もあった。　上記を踏まえて，犯罪不安を従属変数にとって，多変量解析の一手法であるロジスティック回帰分析を試みた結果，我が国では，�@警察の防犯活動に関して「不十分である」と認識しており，�A女性で，�B昨年（1999年）に何らかの犯罪被害に遭ったことがある者は，犯罪不安が高いという結果となった。さらに，�@大都市に居住しており，�A一戸建て住宅に居住しており，�B銃器を所有しており，�C年齢が低く，�D無職者又は主婦で，�E夜間外出頻度が週1回以上であり，�F社会的ストレスを有している者も，犯罪不安が高い傾向がうかがえた。研究部長　　加　澤　正　樹1第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　（第2報告）一先進12か国に関する国際比較一研究官補岡田和也前研究官（横浜刑務所分類審議室首席矯正処遇官〉　　　　　　　浜井浩一目はじめに………………………………………第1　研究の実施概要………………………………　1　目的　2　方法………………　　（1）我が国における調査対象及び方法　　（2）国際比較の分析対象及び方法……　　（3）調査及び分析項目……………第2　結果と分析1（基礎的分析）…………　1　犯罪被害の有無及び実情……………（1）（2）（3）（4〉（5）罪種別被害率………………事件の重大性の認識………………昨年の被害回数………………被害場所……………犯人（加害者との関係）・凶器等……………2　犯罪被害の申告及び警察に関する認識　　（1）罪種別申告率……………………　　（2\)警察に申告した又は申告しなかった理由　　（3）警察の対応に対する満足度……………　　（4）犯罪被害者専門機関からの援助……………　　（5）警察活動に関する認識………………　3　犯罪　防犯等に関する認識及び態度…　　（1）犯罪者に対する量刑意見……………　　（2）青少年犯罪対策に関する意見………　　（3）銃器の所有…………………　　（4）住居の防犯設備…　　（5）夜間外出頻度…………………　　（6\)犯罪被害に対する不安…………………………第3　結果と分析2（クロス集計分析）……………　1　犯罪被害の有無に与える要因……………　　（1）世帯及び個人に関する属性等……………　　（2）個人に関する属性等…………………　2　犯罪不安に与える要因………………　　（1）世帯及び個人に関する属性等…………………　　（2）個人に関する属性等…………………　　（3\)警察活動に関する認識……………　3　犯罪被害と犯罪不安との関連……………第4　結果と分析3（ロジスティック回帰分析）次3　5　7　7　7　7　7　7　10　10　10　17　22　22　22　24　24　30　35　39　41　43　43　45　47　49　53　53　64　64　64　71　80　80　89　98・101−106　4　1　犯罪被害の有無に与える要因　2　犯罪不安に与える要因………おわりに…………………　1　本研究の成果………………　2　総括及び今後の課題…………引用・参考文献…………………参考資料……………………………　1　基礎集計表…………………………　2　質問紙（日本語版）……………　3　質問紙（英語版）………………・107・109・113・113・114・116・119・121・191  218第1回犯罪被害実態（暗数）調査5はじめに　近年，我が国では，犯罪被害者の問題について国民の関心が急速に高まっている。平成12年5月に「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が公布されるなど，国としての施策が講じられている。　ところで，我が国の犯罪被害実態を把握するためには，従来から，警察庁の「平成○年の統計（犯罪統計書）」や最高裁判所の「司法統計年報」等が用いられてきた。しかし，このような刑事司法機関による公的統計は，いわば刑事司法機関の活動記録にほかならず，その背後にある「暗数」が欠如している等の欠点が指摘されている。　このような欠点を補足するものとして，どのような犯罪が，実際にはどのくらい発生しているかという，警察に届けられていない「暗数」をも対象とした調査が，主要先進国においては実施されている。アメリカでは1972年からNational　Crime　Survey（1990年に，National　Crime　Victimization　Surveyに変更）が，連合王国では1983年からBritish Crime Surveyが，いずれも定期的に実施されている。我が国でも近年になってようやく，犯罪被害及び犯罪被害者に関する小規模な調査が実施され始めた（＊1）。　以上は，一国における調査であるが，国際犯罪被害実態調査（lntemational　Crime　VictimisationSurvey：ICVS）は，より正確な犯罪動向（罪種別の犯罪被害の有無，警察への申告の有無，犯罪被害に対する不安等）を把握するとともに，犯罪被害実態に関する国際比較を行うことを目的とする，一般市民を対象とした，国際的な調査である。ICVSは，1989年にオランダ司法省により第1回調査が実施され，その後，オランダ，連合王国及び国連犯罪司法研究所（UNICRI）の犯罪学者から構成される委員会の監督の下に，オランダ，連合王国，カナダ，国連開発計画（UNDP）等の後援により，第2回調査（1992年），第3回調査（1996年）が実施され，2000年に行われた第4回調査は，先進17か国を含む約50の国及び地域で行われた。　我が国の調査結果については既に，「法務総合研究所研究部報告10」（＊2）で詳細に論じており，平成12年版「犯罪白書」で概要を紹介している。国際比較については，第3回調査は11年・12年版，第4回調査（＊1）例えば，財団法人都市防犯研究センターが平成元年及び4年に実施した「犯罪の被害者発生実態に関する調査」　　及び「犯罪の被害と防犯意識等に関する調査」（詳細は，財団法人都市防犯研究センター（1990・1993）を参照。）　　や，「犯罪被害者実態調査研究会」が5年に実施した「犯罪被害者の実態調査」（詳細は，犯罪被害者実態調査研　　究会（1995）及び宮澤ら（1996）を参照。）は，比較的大規模な調査といえる。　　　また，「交通事故被害実態調査研究委員会」（1999）は，茨城県及び埼玉県内において，交通事故の遺族及び被　　害者1，135名に対して質問紙調査を実施しており，東京都生活文化局女性青少年部（1998）は，東京都民2，819名　　に対して，女性に対する暴力被害に関する質問紙調査を実施している。　　　さらに，「世論調査」においても同種調査が実施されている（詳細は，内閣府大臣官房政府広報室（2001a）を　　参照）。（＊2）浜井浩一・安東美和子・立谷隆司・横地　環・岡田和也（2000）「第1回犯罪被害実態（暗数）調査」，法務総　　合研究所研究部報告106法務総合研究所研究部報告18は13年版の各「犯罪白書」で紹介している他，各種学会において，その一部を発表している（＊3）。本報告書は，以上を踏まえた上で，国際比較を中心とした分析結果について，詳細に報告したものである。　本報告書中には一部，「法務総合研究所研究部報告10」と重複する記述又はデータがあるが，これは読者の便を考えて，あえて重複掲載したものである。　なお，本稿中，評価及び意見にわたる部分は，筆者らの個人的見解であることを予めお断りしておく。（＊3）　日本被害者学会第12回学術大会（平成13年6月23日，専修大学），浜井浩一・岡田和也「第4回国際犯罪被害実　　態調査に表れた我が国犯罪被害の特徴について」　　　日本犯罪心理学会第39回大会（平成13年9月1・2日，吉備国際大学），浜井浩一・岡田和也「『安全神話の崩　　壊』の真実と虚構」　　　日本犯罪社会学会第28回大会（平成13年10月13・14日，京都大学），岡田和也・浜井浩一「第4回ICVSに表れ　　た我が国の犯罪不安とその形成要因について」，浜井浩一「増加する刑務所人口の背景要因と刑事政策的な意味に　　ついての一考察」　　　アメリカ犯罪学会第53回大会（2001年11月7〜10日，ジョージア州アトランタ），Hamai，K．，“Losing Confi-　　dence in its Safety: Is Japan Still the Safest Country in the Industrialized World?"　　　詳細は，各学会大会報告書等を参照されたい。第1回犯罪被害実態（暗数）調査7第1　研究の実施概要　1　目的　本研究は，第4回国際犯罪被害実態調査に参加した国のデータを分析することにより，犯罪被害等の実情を国際比較するとともに，我が国の特徴を概観することを，目的とする。　2　方法　（1）我が国における調査対象及び方法　法務総合研究所では，第4回国際犯罪被害実態調査に参加する形で，平成12年2月4日から同月29日にかけて，無作為に選ばれた全国の16歳以上の男女3，000人を対象として，質問紙に基づく面談での聞き取り方式による調査を実施した。　我が国における本調査対象者のうち，個人及び世帯を単位とした犯罪被害について回答が得られた者は2，211人で，その内訳は，男1，073人（48．5％），女1，138人（51.5％）で，回答率は73．7％であった。　（2）国際比較の分析対象及び方法　2000年に行われた第4回国際犯罪被害実態調査に参加した先進国17か国のうち，選定した比較対象国は，比較可能なデータのそろっている，オーストラリア，カナダ，連合王国（ただし，イングランド及びウェールズに限る。以下，「イギリス」という。），フィンランド，フランス，オランダ，ポーランド，ポルトガル，スウェーデン，スイス及びアメリカの11か国である。　1−1表は，国際比較に使用した国名，並びにそれらの国の調査対象者数及び調査方法を一覧にしたものである。1−1表　調査方法の概要国　　名調査対象者数回答率（％）調査方法オーストラリア2，00557．8CAT　Iカナダ2，07856．9CAT　Iイギ　リス1，94756．9CAT　Iフィンランド1，78377．2CAT　Iフラ　　ンス1，00045．3CAT　Iオラ　　ンダ2ヲ00157．8CAT　Iポ一　ラ　ンド5，27678．3面接調査ポル　ト　ガル2少00056．0CAT　Iスウェーデン2ラ00066．5CAT　Iスイス4，23465．2CAT　Iアメ　　リカ1，00060．4CAT　I注「イギリス」は，イングランド及びウェールズに限る。「CATI」　（Computer Assisted　Telephone　Interview）とは，電話調査の一種である。　（3）調査及び分析項目ア　項目調査及び分析項目は大別して，�@　12か国の基礎集計をもとにした，「犯罪被害の有無及び実情」，「犯罪被害の申告及び警察に関する　認識」，「犯罪・防犯等に関する認識及び態度」の3点についての国際比較8法務総合研究所研究部報告18　�A　12か国のクロス集計分析をもとにした，「犯罪被害に遭った比率（被害率）」及び「犯罪被害に対　　する不安（犯罪不安）」に関連する要因抽出　�B　12か国の多変量解析をもとにした，「犯罪被害に遭った比率（被害率）」及び「犯罪被害に対する　　不安（犯罪不安）」に影響を与える要因分析の3点にある。　イ　罪種の分類及び定義　　（ア\)　分類　「犯罪被害」について，本調査では「世帯犯罪被害」及び「個人犯罪被害」に分類して調査している。個人犯罪被害ではさらに，「暴力犯罪被害」を抽出している。　世帯犯罪被害：世帯単位での犯罪被害の有無を調査するもので，「あなた又はあなたの世帯で……の犯罪被害に遭いましたか。」という聞き方をしており，調査対象罪種は，自動車盗，車上盗，自動車損壊，バイク盗，自転車盗，不法侵入及び不法侵入未遂の7罪種である。　個人犯罪被害：個人単位での犯罪被害の有無を調査するもので，「あなた自身が……の犯罪に遭いましたか。」という聞き方をしており，調査対象罪種は，強盗，窃盗，性的暴行及び暴行・脅迫の4罪種である。　暴力犯罪被害：個人犯罪被害のうち，犯人と直接接触する粗暴犯的な犯罪被害（ICVSでは，これらをcontact crimesと言っている。）を指し，調査対象罪種は，強盗，性的暴行及び暴行・脅迫の3罪種である。　　（イ）定義　11罪種をそれぞれ，以下のとおり定義している。　自動車盗（theft　of　cars）：過去5年間に自家用の乗用車，バン，トラック（以下，「自家用車」という。）を保有していた世帯を調査対象としており，自家用車を盗まれる被害を指す。　車上盗（theft from cars）：過去5年間に自家用車を保有していた世帯を調査対象としており，自家用車の中に置いてあった物（例えばカーラジオなど）又は自家用車の部品（例えば車のミラーやタイヤなど）を盗まれる被害を指す。　自動車損壊（vandalism　to　cars）：過去5年間に自家用車を保有していた世帯を調査対象としており，自家用車に対する故意の破損（交通事故によるものを除く。）の被害を指す。　バイク盗（motorcycle　theft）：過去5年間に原付自転車，スクーター，オートバイ（以下，「バイク」という。）を保有していた世帯を調査対象としており，バイクを盗まれる被害を指す。　自転車盗（bicycle　theft）：過去5年間に自転車を保有していた世帯を調査対象としており，自転車を盗まれる被害を指す。　不法侵入（burglary　with entry）：「過去5年間に，誰かがあなたの家又はアパートに許可なく入り込み，何かを盗んだ，又は盗もうとしたことがありましたか。」と質問し，これに該当するものを不法侵入の被害としている。　不法侵入未遂（attempted　burglary）:前記の不法侵入とは別に，「過去5年間に，誰かがあなたの家又はアパートの中に侵入しようとした形跡がありましたか。例えば，鍵やドア，窓が壊されたり，鍵の周りに傷跡などがありましたか。」と質問し，これに該当するものを不法侵入未遂の被害としている。強盗(robbery)：「過去5年間に，あなたは暴力又は脅迫により何かを盗まれたことがありますか。また，誰かに暴力や脅迫によって何かを奪われそうになったことがありますか。」と質問し，これに該当するものを強盗の被害としている。したがって，我が国の刑法上でいう「強盗」のほか，恐喝やいわゆる第1回犯罪被害実態（暗数）調査9ひったくり窃盗も含まれている。　窃盗（theft　of　personal　property）：「窃盗は，暴力を伴う強盗とは異なり，スリや財布，衣類，宝石，スポーツ用具を盗むことなど様々です。これらは職場，学校，飲食店，公共の交通機関，海岸，町中などで起こり得ます。すでにお聞きした家での被害を除いて，過去5年間にあなた自身がこれらの盗難の被害者となったことがありますか。」と質問し，これに該当するものを窃盗の被害としており，自動車盗等，前記世帯犯罪被害として取り上げたものを除く，不法侵入を伴わないものを窃盗の被害としている。　性的暴行（sexual incidents）:「人は，しばしば性的な目的のために他人を掴んだり，触ったり，暴行を加えたりすることがあり，それが実に許し難い場合があります。これは家又はその他の場所，飲食店，町中，学校，公共の交通機関，映画館，海岸，職場などで起こり得ます。過去5年間に，あなたはこれらの行為による被害を受けたことがありますか。……家庭内の性的暴行を含めてお考えください。」と質問し，これに該当するものを性的暴行の被害としている。したがって，強姦（rape），強制わいせつ（sexualassaults）に限らず，いわゆる痴漢やセクハラなど許し難い行為（offensive　sexual　behavior）も含まれている。なお，本項目では，質問対象を女性のみとしている。　暴行・脅迫（assaults　and threats）：「過去5年間に，家又は飲食店，町中，学校，公共の交通機関，海岸，あなたの職場などで，本当に恐怖を感じるような暴行や脅迫を受けたことがありますか。家庭内暴力を含めてください。」と質問しており，男性に対する性的暴力の被害も含め，これに該当する体験を暴行・脅迫の被害としている。　上記11罪種のほか，以下の2罪種についても調査している。　消費者詐欺（consumer fraud）：「昨年（1999年）あなたは消費者詐欺に遭いましたか。言い換えれば，誰かからあなたが物を買うときやサービスを受けるときに，商品やサービスの質や量について騙されたことがありますか。」と質問し，これに該当するものを消費者詐欺の被害としている。　汚職（corruption）：「一部の国では，政府又は公務員の汚職が問題となっています。1999年中に，あなたは，公務員，たとえば税関職員，警察官，検査官・監督官等から，サービスを受けるために，賄賂を支払うように要求されたり，又はそれを期待されたことがありますか。」と質問し，これに該当するものを汚職としている。10法務総合研究所研究部報告18第2　結果と分析1（基礎的分析）　1　犯罪被害の有無及び実情　ここでは，11罪種すべてに共通している項目である「犯罪被害に遭った比率」及び「事件の重大性の認識」のほか，国際比較では，さらに「昨年の被害回数」，「被害場所」及び「犯人・凶器等」について取り上げる。　（1）罪種別被害率　2−1図は，我が国について，過去5年間及び1999年1年間に，それぞれ1回以上犯罪被害に遭った比率（以下，「被害率」という。）を，罪種別に示したものである。この図からうかがえる我が国の特徴は以下のとおりである。　�@　世帯犯罪被害は，全体的に，個人犯罪被害よりも被害率が高い。　�A　世帯犯罪被害のうち，自転車盗や自動車損壊といった比較的軽微な犯罪については，過去5年間　の被害率がいずれも15％を超えている。自転車盗については，自転車を所有している世帯の4世帯　に1世帯，バイク盗については，バイク所有世帯の8世帯に1世帯，不法侵入については，25世帯　に1世帯が，それぞれ被害に遭っていることになる。　�B　個人犯罪被害は，世帯犯罪被害と比較して，全体的に被害率が低く，過去5年間で見ても，最も　被害率の高い窃盗や性的暴行でも2．7％，約37人に1人である。　�C　ただし，個人犯罪被害の中では，性的暴行が，窃盗や暴行・脅迫よりも，過去5年間及び1999年　　1年間ともに被害率が高くなっている。　�D　消費者詐欺及び汚職については，1999年の被害のみを調査対象としているが，消費者詐欺の被害　率は2．3％と低く，汚職に遭ったと回答した者は1人（0．0％）であった。　2−2図は，12か国について，罪種別の被害率を国別に示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　我が国では，全体的に，世帯犯罪被害に比べて個人犯罪被害の方が，被害率が低くなっているが，　他の比較対象国では，個人犯罪被害の中でも，窃盗及び暴行・脅迫については，世帯犯罪被害と同　程度に比較的被害率が高くなっている。　�A　全犯罪被害については，我が国は，過去5年間及び1999年1年間ともに，ポルトガルに次いで低　い。　�B自転車盗については，我が国は，過去5年間及び1999年1年間ともに，比較対象国中で最も高く，　バイク盗については，1999年1年間においてイギリスに次いで高い。一方，自動車盗，車上盗，不　法侵入未遂，強盗，窃盗及び暴行・脅迫については，過去5年間及び1999年1年間ともに，比較対　象国中で最も低くなっている。　�C　暴力犯罪被害については，我が国は比較対象国中で最も低くなっている。　�D　消費者詐欺の被害については，我が国は比較対象国中で最も低くなっている。また，汚職につい　ても，我が国の被害率が最も低くなっているが，ほとんどの比較対象国で1％未満の被害率となっ　ており，他の罪種と比較して，被害そのものが極端に少なくなっている。その中で，ポーランドの　比率が抜きん出て高いことが特徴である（詳細は，参考資料1（Q23）を参照。）。第1回犯罪被害実態（暗数）調査2−1図　罪種別・過去5年間及び1999年の被害率（日本）0　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　4050（％）11全犯罪被害世帯犯罪被害　自動車盗　車　上　盗、　自動車損壊　バイク盗　自転車盗　不法侵入　不法侵入未遂　　個人犯罪被害　強　　盗　窃　　盗　性的暴行　暴行・脅迫・消費者詐欺汚　　職41，214．60．70．2　　5．71，64：816．8’2．8琴12．4国過去5年間（1999年以前の5年間）國1999年7う・27．31．2　2．60．8ε0．6b．00．51，00．40．02．3注　1　「全犯罪被害」は，　r世帯犯罪被害」及びr個人犯罪被害」11罪種のうち，いずれかの被害に遭った　者の比率である。　2　「自動車盗」　「車上盗」　r自動車損壊」，　rバイク盗」及び「自転車盗」は，それぞれ，自家用車，　バイク及び自転車保有世帯に対する比率であり，　r性的暴行」は，女性回答者に対する比率である。　3　「消費者詐欺」及び「汚職」は，1999年の被害のみを調査対象としている。12　法務総合研究所研究部報告182−2図　罪種別被害率（国別）（1）全犯罪被害（％）40　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ　昨年（1999年）30　　　20　　　100　　　1020過去5年間30　　　40506070（％）（2）世帯犯罪被害�@自動車盗　　　　（％）15昨年（1999年）1050　　　　　5　　　　　10過去5年間　　15202530（％）総　　数1．1簸顯鎚鰯虚舗4，911．2オーストラリア1．8三�hシ麗蝋鯉　　　　　8．1カナダ1，5麟譲翌舗　鞭翻齢衝。6．3イギリス2．5鰻驚甥層灘灘騰爵翻齢、§議　　讐委窪樋鰻　3．1フィンランド0．5フランス1．5粥轟舗瞬鰯灘　7．2日　　本0．20．7オランダ0．53．6ポーランド1．7蟹’掘醐　・5．3ポルトガル1．0藷3．5スウェーデン1．4。羅鱒鞭難襲灘麗　6．4スイス0．4騨鰯　2．5アメリカ0．6，舗鞭聾3，3�A車上盗　　　　（％）15　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ昨年（1999年）10　　　　505　　過去5年間10　　　　15　　　　202530（％）5．4顯諺醐醐雛’置篭職鍍�竃数ﾕ鰻購勲17．126．26．8「獲畿識一帳騨・め　　、ゆ琵伊・・罷劔・蕊均　）霊垂聾壁糞再20．85．8範雛、，　　霧黎・謡潮暴駐■棄■2璽鋤鱗ソ匪　弥・ご■20．07．6騰、甥講翻’瑳、■督「護「鴬癖禽舜趣超量�轄u欝黙醸野触3．5’11．1魏鰯「齢6．8鵬難蕩蹴驚毒・部・熊逐・』縛轡踊環ε，灘’醐義20．61．65．717．64．9ζ擁　　　、覇興繋醐駅藁蹴即8．8鰯鱒鱒髄講’妙跡言・講魯毘。23．317．75．7。一鵬騨羅、働粥、ヌ駐篭6．4燃撒騰鰯戴翻膨揮港■rr賜運露　　ζ萱ヒゴ輯略■夢盤聾暫20．12．5鵬翻諺10．515．1距鰯壷層竃髪苗6．0臓鱗騰蘇繍、羅第1回犯罪被害実態（暗数）調査13�B自動車損壊　　　　　　　　　昨年（1999年）　　　（％）15　　10　　5　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ05　　過去5年間10　　　　15　　　　202530（％）　10，5．11。8浮1、“葦28．929．2�Cバイク盗　　　　　　　　　昨年（1999年）　　　（％）15　　　10　　　5　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ05　　過去5年間10　　　　15　　　　202530（％）1．8尊5諺鍾、・蹴腿鰯壌■8．13．317．30．41．1酪窮費鐵．、冠■、渾　豊灘酬　6．2．艶纏　4，24．2鵬鞍鱒・　撚襲醤窪．聾騨濤灘蹄穫融彰髄3．20，7難寓剛諺汐2．2・雀轡■篭2．812．42．7鰻』ア13．26．97．40．71，2・　　　　　　5．1’雌舗　　4．11．8’・1．51．7、嬢、雇・聾醗、蔀購鱒鍵　　　2．6�D自転車盗　　　　　　　　　昨年（1999年）　　　（％）　15　　　　　　　　10　　　　　　　　5　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ05　　過去5年間10　　　　15　　　　202530（％）7．1釜6．7．　25．424．214法務総合研究所研究部報告18�E不法侵入（％）15　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　ーフランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ昨年（1999年）10　　　　505　　過去5年間10　　　　15　　　　202530（％）1．9悔艇。溺御畿鱗7．014．64−0’撒，…撒繍講賄灘畢劃鰯蔓願　■9．111．12．3、鞭、饗縄鞭鍵醐畷禰鞭・2，8　∴鰻繊・　縄・ム�梶u』溺鱒鋪嚢肋瓢0．31．66．61．1．6’鰹腿・腿鰻鷲黙4．11．22．1’に“賭P　　』』・蕪，．廓　9．25．8　6．35．65．87．22，2勲藪　1，4・轍1，9婁鱒　1．3・　・婁「測窩榊・置寧彦簗翻鋪朧購　繭醐鑛辮齢舞熊1聯‘1．9茎離繊灘藤夢雛欄�F不法侵入未遂　　　　　　　　　昨年（1999年）　　　　（％）　15　　　　　　　10　　　　　　　505　　過去5年問10　　　　15　　　　202530（％）　　総　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガルスウェーデン　　スイス　　アメリカ3．21．811．82．32，8　1．0　1．6鱗　0．8蚤謙7．29，12．6・麗；・　4．92．62．711．11，5卍　　　　　　4．11．2　椿多夢電蝿猷醐諺磐　3．7　0．8罰2。0撒・2．5　　．、鎌　’購鎮墜醗、　3．4　　　　7．2男概艸　　．舅戯　6．5（3）個人犯罪被害�@強盗　　　　　　　　昨年（1999年）　　　　（％）10　　　　505　過去5年間10　　　　　　152025（％）　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ0．9・0．80．91．1ヌ0．71．10．00．81，8。灘．1．1　博　0．6“　0．8・　　　3．1繋’　　2．93．52．70．6齢ヴ蝿3．11．82．70．4匡　凄勤蹄臣　2．13．95，2第1回犯罪被害実態（暗数）調査15�A窃盗　　　　　　　　昨年（1999年）　　　　（％）10　　　　5　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ0510過去5年問152025（％）4．2．　　聯��13．6．3薫　　　　。う鰻蝿継17．74，3動髄舗騰・騰14．14．3伽懸蠣騰鵜13．610．0　　11．03．4糊誘雛魏3．4．覧�h隊　ド鑓0．52．74．4。お蘇3ミ〔・π14．35．2§鋪融　繭、講14．62．0賜、雛、7．05．7・1　　　　　欄・��9メ「負　身14．44．8う　　　　・鯉、筆無島ノ　贈P、18．512．34．6、獅、。購�B性的暴行（％）10　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ昨年（1999年）50510過去5年間152025（％）1．8繍轡磁5．812．04．3警黙誌鷺　』鰻難』’兜階嬢r1．9瀟熟�`り壱「艦　鷲7．95．42．0・・’蝿3．7美川厭蛍．擁・麺瀬髄贈9．01．4玄』，融飛昌4．51．02．72．6掘齢講』N陰　r8．20．41．62．90，6、2．6獲鷺瞬静僻7．92．4Σ』・爵”』『　暫　　“7．56．51．21・鯉．再9　鳴跡�C暴行・脅迫　　　　　　　　昨年（1999年）　　　　（％）10　　　　5　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ0510過去5年問152025（％）6．5．8鋤　ツ詑、11．421．27．4轡鎌鱗聯鱗灘臓伽雛騰診勢5露5．6ア甥騰鐡騰羅鋤鞭曼　。げ駕蔦、∴拓望擢16．0講難奨16．74．9醐灘漉「「�d、乳配　メ13．64．9．輔鱒襯1簿・欝・難、14．20．42．112．44．4’、　　　　灘7．93．1・禰・所馬・舅0．9・搦〔4．94．4繊鞭魏雛翻恥雪吟13．710．63．0響6美撚’・鯉膠3．5脇搬鱒胴・麗ず島　、■13．416法務総合研究所研究部報告18（4）消費者詐欺昨年（1999年）　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ051015（％）糟簾論．、雛謬弓轍i翻卍．翁1。榊8．213．0翻騨■・賜・う欝艇。魍、緩侮禰罫薩・肋欝瞭購獅闘彫’獅、卸諺簗8．3磯筋潮毒號』糊鯛聯F・罎』難蝋欝鞭謬繍’・弼7．26．2霞籔疑繊励鋤灘澗脚・鰻麗脚轟灘麗鰯襲講蹴難鵬簾・雛　　　蜘瞬鞭・鰻騒繰　10．4甥紡雛。・　ア鱗糊�轄w嚇’購4，82．3重聯・羅難鯛鱗　慧魏搦欝覇4．4繊窺蕪無孝卿蜘蝿需・’。鵬，轍鑛轍薦撚。解。・ψ鰯、騨蹴ψ窮馨盈働渤■「禦≧諺「勤幾、購擁鷺、麟画製餌難筋顕翻働霧職鐵灘鱗鵬驚働辱9．0趨響穫簾・蕎．黙　　　　　鵬諺F繋欝鱗謬雛嚇溝　　離6．6甥謙う翻購葺徽�f61』窃璽伽麹、鮒締、諺潮溺戯「畷、「難繊、髄織漁ア儲難難礁　魏鱗囎號繍・甜・蕪’．鳳劣嚇鑛講漁、膨鎌鑛講雛占，蜘�梶A誘・姦鵬欝10．4（5）汚職24昨年（1999年）　　　　　　　6810（％）総　　数饗粥襲饒・う1．4オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド葬0．2織翻0．40．1　0．2フランス覇鎌「1．3日　　本オランダ0．0麺禦0．4ポーランド’繊鰭4．71．2ポルトガル。幾鷺騒スウェーデン　　スイス　　アメリカ｛0．1露0．2注　1　「（1）全犯罪被害」は，　「（2）世帯犯罪被害」及びr（3）個人犯罪被害」11罪種のうち，いずれかの被害に　　遭った者の比率である。　　2　「自動車盗」　「車上盗」　「自動車損壊」，　rバイク盗」及びr自転車盗」は，それぞれ，自家用車，バイク　　及び自転車保有世帯に対する比率であり，　r性的暴行」は，女性回答者に対する比率である。　　3　「暴行・脅迫」は，ポルトガル以外の国では，自分が知っている相手からによるものを含む。　　4　「（4）消費者詐欺」及び「（5）汚職」は，1999年の被害のみを調査対象としており，スイスは未調査である。第1回犯罪被害実態（暗数）調査17　（2）事件の重大性の認識　2−3図は，我が国について，過去5年間に犯罪被害に遭った世帯及び個人につき，直近の被害に関し，その事件の重大性について尋ねた結果を，罪種別に示したものである。強盗を除く罪種で，50％以上の者が事件を重大である（「とても重大」又は「ある程度重大」と回答した者の合計の比率）ととらえている。　2−4図は，12か国について，罪種別・事件の重大性の認識を国別に示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。�@　我が国は，車上盗及び窃盗については，被害率では比較対象国中で最も低くなっているものの，　事件を重大であると認識している者の比率が，比較対象国中で最も高い。この要因として，我が国　の場合は被害額が高額であった（例えば，安易に高価な物品を車内に放置していたり，不用意に高　価な貴金属を持ち歩いていたりして，被害を大きくしてしまった。）ことが考えられるが，両罪種と　も，被害額に関する質問項目を設けていないため，データからは判明しない。�A　なお我が国は，強盗について，事件を重大であると認識している者の比率が，比較対象国中で最　も低くなっている。しかも，他の比較対象国では，他の罪種よりも事件を重大であると認識してい　る者の比率が高い（スウェーデン及びアメリカでは，11罪種の中で最も高い。）傾向を示している中，　我が国のみ，11罪種の中で最も低くなっている。しかし，（1）強盗については，被害に遭った者の実　数そのものが少ないこと，（2〉窃盗の被害とは異なり，未遂事件も含まれていることなどから，事件　の重大性の判断に迷いが生じたこと，（3〉その結果，「わからない」又は「無回答」の比率が高くなっ　たことなどから，このような結果が生じた可能性もあるので，「我が国では，強盗被害が重大視され　ていない。」と一般論を導くことは短絡的であろう。　2−3図　罪種別・事件の重大性の認識（日本）　　　　　　　　　　　　　　　　それほど　　　わからないとても重大　　　　　　　ある程度重大　　　　　　　　　　重大ではない　　／無回答32．75．2車　上36．11�d33．35，647．41，6強窃暴行・182−4図法務総合研究所研究部報告18罪種別・事件の重大性の認識（国別）�@全犯罪被害　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリスフィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガルスウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）8．860．156．861．942．161．062．153．064．866．462．746．257．2臓　』�A自動車盗　　　　　0　　総　　数饗オーストラリア　奪。　　カナダ献・　　イギリス　鎌フィンランド　』，　　フランス　母．　　日　　本　　オランダ　、．　ポーランド・醸　ポ2レトガ2レ　器スウェーデン蝿　　スイス　　アメリカ　、204060　80　　　　　　100（％）　　　84．2　　難’85．2。“鷹　80，4　　　　　91．876．9艦77．6　　　　　　、98．0甲、轟80．8　　　　88．9。．。彰薦ξ　83．3�B車上盗　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリスフィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガルスウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）轟　働　臣酵　頂ヲ毒亭。48．444．945．5怒堀妻蹄胃覇室蹴降冒賦罫竈　，髭　帝弱す彰白象硯48．526．4亭「轟講粥．こ髭灘騰・鞭。．、・丼羅嶺・墨麟、49．745．861．1畑叢53．0y　，、も552．9、庫露53．944．1第1回犯罪被害実態（暗数）調査19�C自動車損壊　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）43．246．438．938．2，“　帝、，42．225．151．141．445．154．252．635．9�Dバイク盗　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）952�E自転車盗　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）笹憂蹴「膨剛鋤搬難嬉駐鳶箆遇．975．6一ε「露一ご■E、斜箇卿58．352．6■壌　「、γ注、勇箆蹄臼・隻簿る匹鰻斐諦講56．838．653．7、論・。環眠　　多・σ雷駐榊鹸’評舗遣．・舞宵63．347．5．罷桑賦恥細聾即冗冒黙・、纏姻「嗣羅鷺，論55．6ぴ厄霞蟹も57．656．620法務総合研究所研究部報告18�F不法侵入　　　　　0　　総　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）75．9、379．8　80．571．471．270．0　72．7　72，8・冠鱒響冨　85．679．6�G不法侵入未遂　　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）誌藷　饗難雛総置懸、嵩。舗51．0騨　、躯遡鵬・蔓嚇叢暴艶篶姦軸聾濯56．4一鵬、ヴ・獲舅灘軌．獲爵欝絶・砥59．3齢駐■醜鞍蘇　　　　　　講髪影鷹、慨轟賜1鞭鯛66．345．7髪繋鍵　鑛婁ド。輸鱒窮蕪壕夢編鰭講・灘一’。鞠麟嚇鱒轟琶麟露購鱒禰67．363．850．7・聖騰・讐購継掘講’、護』雲鞭．、蝿召’鴨こド　　44．8難講、離、鱗孕、醗寡据5聾　　．購難鍵欝．、諺・’．鰍鞭踊繍・羅’・醗鑛轍叢翁濠、冨鱒臼艇毒翻67．652．258．5簾難講薬辮鵬稀難。麺縄白弱疹鶏　　　　｝苺諺鯉塾画纏置動毎軒．浬鵬28．1轟塁、誌雛．黙　　鱒づ聾ぎ誘v。�H強盗　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガルスウェーデン　　スイス　　アメリカ020406080100（％）66．7　69，0952第1回犯罪被害実態（暗数）調査21�I窃盗　　総　　数オーストラリア　　　カナダ　　　イギリス　フィンランド　　　フランス　　　日　　本　　　オランダ　　ポーランド　　ポルトガル　スウェーデン　　　スイス　　　アメリカ020406080100（％）奪「葦63．259．451．963．644．9》援翻61．878．357．074．2≧「蔚「膿映ζ一博ε　軽、■雛A　　、，昌　』，77．963．351．2ゴ脚黄�J性的暴行　　総　　数オーストラリア　　　カナダ　　　イギリス　フィンランド　　　フランス　　　日　　本　　　オランダ　　ポーランド　　ポルトガル　スウェーデン　　　スイス　　　アメリカ020406080100（％）　59．457．4�K暴行・脅迫　　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　　イギリス　フィンランド　　　フランス　　　日　　本　　　オランダ　　ポーランド　　ポルトガル　スウェーデン　　　スイス　　　アメリカ20406080100（％）論』、霞蜜額へ撫、、購鞠鞭67．680．8鄭漆鱗擁噺鴇鳶讐航w．匠膏1■〜　　　　　　尉冠寧醗だ難77．2軒　　串72．2鋤奪急寧軌・〜講増壱、躍蔓銘畠6冒71．955．6媚燗編鞭鰯鍵5こ舜謄9箋霊囎輪鞭養鯵醐1欝蜘鎖鱒「�剣ﾚ鱒聾萎垂、碗・‘齢76．855．363．370．6’軽鷺輝麿勢諦爲　・・騨魁　雌鞭勤、z・置登ゴ』覇ゴ碁■講母鍵’蟹驚�`？講凌��称函　蕊帝、勢趨、驚蟹69．375．4蒙’爺薫・艦箭を郵“蝸電蔓■訪届鶴菖’51．4蹴無園望「障囲曵醗1貿　？拓鄭�s’注　1　　2「とても重大」又は「ある程度重大」と回答した者の比率を示したものである。スイスは，自動車盗，車上盗，自動車損壊，バイク盗，自転車盗及び窃盗については，未調査である。22法務総合研究所研究部報告18　　（3）昨年の被害回数　被害に遭った者について，昨年1年間の被害回数について尋ねたところ，我が国の特徴は以下のとおりである。　�@　バイク盗については全員が，車上盗についても93．5％が，昨年1年間の被害回数は1回のみであっ　　た（自動車盗，強盗及び窃盗についても，被害回数は1回のみであるが，被害に遭った者は10名以　　下である。）。また，自動車損壊については75％以上が1回のみで，複数回被害に遭っている場合も　　相当な割合を占めるものの，バイク盗，車上盗，自動車損壊のいずれも，他の比較対象国と比べて　　少ないか又は同程度である。　�A　しかし，不法侵入及び不法侵入未遂については，前者の約30％，後者の約40％が複数回であり，　　他の比較対象国が両者ともおおむね20％以下であるのと比べると，複数回被害に遭っている場合が　　多くなっている。この理由に関しては，本調査のデータだけでは明確な答えは出せないが，我が国　　の場合，後で指摘するように，自宅に特別な防犯対策を施している世帯が少なく，不法侵入による　　盗難以外の財産上の損害（例えば，建物の一部が破壊された。）が少ないことなどから，不法侵入に　　対する防衛手段が脆弱であることが考えられるかもしれない。　�B　実数はそれ程多くないが，女性における性的暴行について，複数回被害に遭っている者は54．5％　　であり，他の比較対象国が30〜40％であるのと比べると，被害者一人あたりの被害回数が多い傾向　　がうかがえる。ただし，事件の内容を見ると，我が国の性的暴行の8割以上が痴漢，セクハラなど　　の許し難い行為であるのに対し，他の比較対象国では，レイプ，レイプ未遂，強制わいせつといっ　　た深刻な内容の比率が比較的高いので，この結果から直ちに一般論を導くことは困難であろう。　　（4）被害場所　不法侵入及び不法侵入未遂を除く9罪種の被害に遭った者について，被害場所を尋ねたところ，我が国の特徴は以下のとおりである。　�@　世帯犯罪被害については，当然の結果ではあるが，約半数が「自宅」又は「自宅付近」となって　　おり，他の比較対象国と同様である。　�A　また，暴行・脅迫については，他の比較対象国と同様に，自宅（27．7％），職場（14．9％）など，　　比較的身近な生活領域で被害が発生している。�B　被害場所が「海外」である場合に焦点を当てると，自動車盗，車上盗，自動車損壊，バイク盗，　　自転車盗及び性的暴行については皆無であったが，強盗は15．4％（2人），窃盗は6．7％（4人），暴　　行・脅迫は2.1％（1人）であった。日本人の国外における犯罪被害の一端がうかがえる（＊1）。他の比　　較対象国では，車上盗，自動車損壊，強盗，窃盗及び暴行・脅迫において，すべての国で海外での　　被害経験が申告されており，他国と国境を接し，車両及び人の国外への移動が日常化している国の　　特徴が見られる。　　（5）犯人（加害者との関係）・凶器等暴力犯罪被害3罪種（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）において，犯人・凶器等について尋ねたところ，我が国の特徴は以下のとおりである。�@犯人との面識に関して，我が国では実数は少ないものの，強盗については，面識のある者，面識（＊1）在外公館が邦人保護業務を通して把握した日本人の国外における犯罪被害状況をみると，平成11年（本調査対　　象期間内）には，件数が6，676件（前年比2．9％増），人員が7，591人（同1．7％増）となっている。被害の大半は窃　　盗で，平成11年は，総件数の78．3％を占めており，次いで，強盗（14．1％），詐欺（4．7％）となっている（なお　　数値は，「犯罪白書（平成12年版）」，p31による。）。第1回犯罪被害実態（暗数）調査23　のない者がそれぞれ約40％となっているが，他の比較対象国では，約70％が面識のない者となって　いる。一方，性的暴行については，我が国では，面識のある者の場合は約20％となっているが，他　の比較対象国では約25〜70％，多くは40〜50％程度となっており，我が国よりも比率が高くなって　いる。�A　犯人の凶器に関して，凶器を所持していたものは，3罪種の延べ合計で7．5％（6人）であるのに　対して，我が国を除く比較対象国合計では，17．9％となっている。凶器の種類に関しては，「ナイフ」　16．7％（1人），「（ナイフ，銃以外の）その他の凶器／棒」50．0％（3人），「凶器になりそうな物」　33．3％（2人）であったが，我が国を除く比較対象国では，「ナイフ」46．2％，「銃」13．8％となっ　ている。したがって，我が国の場合は「用法上の凶（兇）器」が多く，他の比較対象国では「性質　上の凶（兇）器」が多いという特徴が見られる。24法務総合研究所研究部報告18　2　犯罪被害の申告及び警察に関する認識　ここでは，当該犯罪被害に関する「被害を警察に届けた比率」，「警察に申告した又は申告しなかった理由」，「警察の対応に対する満足度」及び「犯罪被害者専門機関からの援助」に関する項目のほか，「警察活動に関する認識」について取り上げる。　（1）罪種別申告率　2−5図は，我が国について，過去5年間に犯罪被害に遭った世帯及び個人につき，直近の被害を警察に届け出た比率（以下，「申告率」という。）を，罪種別に示したものである。この図からうかがえる我が国の特徴は以下のとおりである。02−5図　罪種別申告率（日本）20　　　　　　40　　　　　　6080100（％）全犯罪被害世帯犯罪被害自動車盗車　上　盗自動車損壊バイク盗自転車盗不法侵入不法侵入未遂個人犯罪被害強窃盗盗性的暴行暴行・脅迫扇雛　　　36，4（±2．19）41．7（±7．83）61．5（土22．26）20．9（±3．74）72．7（±7，83）36．1（±359）36．2（±10．41）30．8（±21．12）43．3（±10，56）61．1（±8．48）9．7（±8．76）21．3（±9．85）注　グラフ中の線分及び（）内の数値は，信頼確率90％における誤差範囲である。�@　全体的に，個人犯罪被害よりも世帯犯罪被害の方が，申告率が高い傾向にある。�A　もともと犯罪被害に遭った者の実数が少ないために，いくつかの罪種では相当範囲で誤差の生じ　る可能性がある（＊2）が，誤差を勘案したとしても，申告率が50％を超えるのはバイク盗及び不法侵入のみ（誤差がプラスであった場合は，自動車盗，強盗及び窃盗も加わる。）であり，自動車損壊及び（＊2）　これを標準誤差（standard　error：SE）と言うが，本分析では，90％信頼区間における標準誤差（σ）を採用し，　以下の計算式を使用した。　　σ二L65×顧茄　　　（ただし，p:比率，n：サンプル数）　　詳細は，「2000年ICVS報告書」，p125を参照のこと。第1回犯罪被害実態（暗数）調査25　　性的暴行については，申告したのは4〜5人に1人以下となる。全犯罪被害でも，約3人に1人の　　計算となる。　2−6図は，12か国について，過去5年間の被害に関する申告率を，国別に示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　我が国と同様に，他の比較対象国でも，全体的にみると，個人犯罪被害よりも世帯犯罪被害の方　　が，申告率が高い。　�A　もともと犯罪被害に遭った者の実数が少ないために，いくつかの罪種では相当範囲で誤差の生じ　　る可能性があるが，誤差を勘案したとしても，全犯罪被害，自動車損壊及び自転車盗については，　　比較対象国中で最も低いかポルトガルに次いで，申告率が低くなっている。　�B　不法侵入と不法侵入未遂を比較すると，いずれの国においても，既遂である不法侵入の申告率が　　高くなっている。26　法務総合研究所研究部報告182−6図　罪種別申告率（国別）（1）全犯罪被害　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ020406080100（％）50．048．9趣磯諺49．6蹴鑛，曾碁「・乱　，簸・F60．446．051．9脇ヅ倉ひ概　乳・竜ビ、亀、辱36。4（±2。19）・擁■r帆　覚60．540．537．2ゆ　』向憂き嚇　‘馴　r■57．1、寄謹、軍階・細　君「輩　・53．5鴨島’「崎臣憾　増き！謡　fr愈　「｛51．2（2）世帯犯罪被害�@自動車盗オーストラリア　’、．，、、　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　　　　本　　オランダ睾・、無．　　ポーランド　　ポノレトガ2レ　・．、厨、　スウェーデン，。、　　スイス　　アメリカ�A車上盗　　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）’淘霧一鞍嚥蕪鼓籍暗解｝融。薗瞬飼麟）賦堕　誹60．952．7鵜牽鐵瞬海　ワ醐麟館1雛1舗　　　’鮒腿蠣』5琵陵、58．7鱒論、趨、箆覇聾瑚亜3・ム距隅　電撃■一グ胃F慰．彰「騨、r撞・’鰯郵慈��髭輸鞭・講。68．762．3蝿湿「謝∈磐壌　・講・6・・歯　需．1≒1（響！78．348．3，働諺電ゴ緊　�`、‘器39．9毒。∫こ擁禰購篶鳶’憂駐鋸匿』器離鞍繋6118・鑓、席、蹄ゐ袈蹴第1回犯罪被害実態（暗数）調査27�B自動車損壊　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）39．549．757．1聾　♂35．0馳　f47．444．446．820．9（±3、74）49．229．122．748．539．8・萎〜　冗�Cバイク盗　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）78。6（±18，09）　　　　　　　95，5　　　　　　　100．0　　　　　84。4（士1059）72，7（±7，83）　　　　　　88．7　　69，6（±15。83）　　　　71．4（士19、92）　　　　　　86，7（±10．24）　　78．6　　　　　　66．7（土44．91）�D自転車盗　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ020406080100（％）i議器a■57．262．5豪§50．9邑母霧おら一壇♪蛇凄、¢65．768．354．6廼£げ酬　誓41．8も　…36．1（±359）虚・・戯玲■蔓｝凌。講．50．461．3−33、3（士1058）藁蟹1弼「霞盤登、襲郵「』72．553．9勘　ン28法務総合研究所研究部報告18�E不法侵入　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ020406080100（％）60．158．4�F不法侵入未遂　　　　　　0　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ20406080100（％）�`’恵r停鰻魏騨徽「境謁44．5ヲ貯「誤魔蔓。．盤41．1窯聾騰灘簗〕、顛哩，犯　罵聾窮蔓脳〔騨罪編、弼韓蝉範「虜・彦嶺“■顧奪「継　　　　　　　61．823、9（±10。38）纒購猿ii。2聾騨、鵬羅難蔓離「1藁定…棚腐　m36．2（±10。41）騨餌、離．鯉褻護舞。a難。う器呼潭叛轡58．829．427．036．2鰻、髄n噸鯛［　　　ヒ勢豊轡轡議講蠣羅讐蠣ヒ劣講働3．i灘　　鞭7雛’躯糊零聾肱羅中，・澗£器ご財貿（2）世帯犯罪被害�@強盗　　総　　数オーストラリア　　カナダ　　イギリス　フィンランド　　フランス　　日　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル　スウェーデン　　スイス　　アメリカ020406080100（％）、器髪・奮薫蕪罫轄49．3諾萎濡醐　　　　絨向舞唱嚇　訳42．6（±10．45）52、2（±10、07）藪、麿餌藁藤該、観・串旨蜜籠　庵易・”鋤鎌顎魏・総鹿「「　　　登野ぴ鳶謡箏…購麟蘇．、暗1鱒繭雛・辮燃勤簾嚢箇　　■。ゆ　　手膨蹄篤鱒勤棄、購，博腎35，7（±12、20）30、8（±21，12）多’ヒ電層ε登置戴　・這■観「三■畝亀あ購・蝿熱輪、軸螂幅39．944．2り』演■）　　、薫腿i’一、禦窯蹄　距つ　毎64、9（士12．95）51．3呂聾写。講註．　　算ρい　　〆・舜研髭警海惣輪麟ゐ費講66。7（土16・97）第1回犯罪被害実態（暗数）調査29�A窃盗　　　総　　数オーストラリア　　　カナダ　　　イギリス　フィンランド　　　フランス　　　日　　本　　　オランダ　　ポーランド　　ポルトガル　スウェーデン　　　スイス　　　アメリカ020406080100（％）静鞍繊黙輪、婁嚇39．7η嵩37．228．0豊’餌「年50．8’ドヘイ登導・穿受景37．6驚辱・．鐘鞭雛翁r’豊言51．8433（±10．56）帝　屡．　、52．826．337．1ヒ2》陵纏鱒「ミ舗受rP’遵璽琵　・、＆、47．4　丁「■2餌』ゴ昏触47．331．7�B性的暴行　　　　　　020406080100（％）総　　数ヨ■潮蕊£　竃13．828。0（±14．82）オーストラリア窺割勒歎箏勘、14．0カナダ萎羅灘懸競18．5イギリス鯉臓虜書14．0フィンランド　フランス｝　1．2』　　　’動酔魁鉛猟日　　本9。7（±8．76）オランダ・累19．1ポーランド還蝋鰻蜘11、も19．6ポルトガル範警需簸　’16．2スウェーデン　　　』’駈亀＄「■・10．7スイス珍鱒購鱒。．12．7アメリカ麗麟賎闘脳13．2�C暴行・脅迫　　　　　　020406080100（％）総　　数懸鱒鞍鵬・翻簿麟盈「「蔦・繭器脚』羽購36．353．0オーストラリア鱒「雛鰐脚調概輪　　　　　　調幽浄働42．6カナダ瀦・「綿、「、．�蒲ﾙ鱒螺瞬　　　　翼、藤。「35．6イギリス』鰻、鞭一一畿麗騨書41．6フィンランド，　　　　　　　　　磁蕗砕、　　　　　　　　　　　　25．5フランス、璽。、構　　難』鵬融鍍鰻鱗究．一ゴ32．4日　　本2L3（±9，85）オランダ磐麗魍簸壁　　隔携・．・騰�轄u．函魍39．9ポーランド購．．読　　　　　　　鰯霧・ヴ鯛鋤鍵34．0ポルトガル・　　　鞠繋建鱒雛鵬撰寧織、男28．8スウェーデン’　　　　　購齢輪、蝿・・黙蹴33．2スイス3）舗価『蚕。り捌…　　・彌’鷺抽33．4アメリカ肺薩舗　　　　　　　燈　　・蝿・』’注　グラフ中の線分及び（）内の数値は，信頼確率90％における誤差範囲である。ただし誤差範囲の数値は，　日本の全罪種及び±10％を超える場合のみ付している。30法務総合研究所研究部報告18　　（2）警察に申告した又は申告しなかった理由　世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，並びに暴力犯罪被害3罪種（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）においては，警察に申告した又は申告しなかった者に対してその理由を尋ねている。　2−7図は，我が国について，警察に申告した者（世帯犯罪被害100人，暴力犯罪被害17人）及び警察に申告しなかった者（世帯犯罪被害89人，暴力犯罪被害61人）に対して，それぞれその理由を，世帯犯罪被害，暴力犯罪被害の別に示したものである。この図からうかがえる我が国の特徴は以下のとおりである。　�@警察に申告した理由に関しては，世帯犯罪被害，暴力犯罪被害ともに，「犯人を捕まえてほしい／　　処罰してほしいから」，「犯罪は届け出るべきである／重大な事件である」及び「再発を防ぐため」　　が約50％以上を占め，事件の解決や犯人の検挙に関連する，警察に治安維持を求める内容のものを　　選択していることがうかがえる。その他，暴力犯罪被害においては，「助けを求めるため」も，40％　　以上の者が選択している。　�A警察に申告しなかった理由に関しては，世帯犯罪被害，暴力犯罪被害ともに，「それほど重大では　　ない／損失がない」が最も多く選択されている。　�B　そこで，1（2）で述べた「事件の重大性の認識」と申告率との関連を，罪種別に見ると，自動車盗，　　バイク盗及び窃盗の3罪種については，「とても重大」と回答した場合は申告した者が有意に多かっ　　た。また，車上盗，自動車損壊，自転車盗，不法侵入，不法侵入未遂及び暴行・脅迫の6罪種につ　　いては，「とても重大」と回答した場合は申告した者が有意に多く，逆に「それほど重大ではない」　　と回答した場合は申告しなかった者が有意に多かった。　�C　以上から，被害者にとって，事件そのものが重大であったり，犯人の検挙を望んでいる場合には，　　警察に申告する行動に出るが，被害による損失がないなど，事件が重大ではないと認識された場合　　には，申告しないという行動傾向がうかがえる。第1回犯罪被害実態（暗数）調査312−7図　罪種別・警察に申告した又は申告しなかった理由（日本）�@警察に申告した理由犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから犯罪は届け出るべきである／重大な事件である再発を防ぐため財産を取り戻すため助けを求めるため犯人からの賠償を得るため保険金を得るためその他010203040506070（％）5．05．9図世帯犯罪被害　（車上盗，不法侵入）■暴力犯罪被害　（強盗，性的暴行，　暴行・脅迫）�A警察に申告しなかった理由010203040506070（％）それほど重大ではない／損失がない警察は何もできない／証拠がない自分で解決した／犯人を知っていた努，356．2警察は何もしてくれない12．410．17，9　9，8警察には向かない事件／警察は必要ない14．85．611．5家族が解決した24．6代わりに別の機関に届け出た警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない（復讐の恐れから）あえてしない。4．5　4．9冨3．48．22．23．3團世帯犯罪被害　（車上盗，不法侵入）■暴力犯罪被害　（強盗，性的暴行，　暴行・脅迫）08．2その他わからない鑛　騰・23．631．12．21．6注　1　「世帯犯罪被害」　「暴力犯罪被害」それぞれにおいて，いずれかの被害に遭い，かつ警察に申告した又は　　　申告しなかった者に対する，各理由を選択した者の比率（重複選択による．）を示したものである。　　2　「性的暴行」については，r�@警察に申告した理由」において，r財産を取り戻すため」及び「保険金を　　　得るため」の選択肢はない。32法務総合研究所研究部報告18　2−8表は，12か国について警察に申告した理由を，2−9表は警察に申告しなかった理由を，それぞれ世帯犯罪被害，暴力犯罪被害の別に示したものである。この表からうかがえる特徴は以下のとおりである。�@　警察に申告した理由に関しては，我が国では，世帯犯罪被害，暴力犯罪被害ともに，「犯人を捕ま　　えてほしい／処罰してほしいから」，「犯罪は届け出るべきである／重大な事件である」及び「再発　　を防ぐため」が約50％以上を占め，事件の解決や犯人の検挙等治安維持に関連するものを選択する　　者が多い。他の比較対象国では，暴力犯罪被害については我が国と同様，事件の解決や犯人の検挙　　に関連するものを選択する者が多いが，世帯犯罪被害については「犯罪は届け出るべきである／重　　大な事件である」のほか，「財産を取り戻すため」及び「保険金を得るため」といった，損害回復に　　関連するものも選択されており（*3\)，我が国とは異なった傾向がうかがえる。�A　上記では，各国ごとに申告理由の多いものを比較してみたが，それぞれの項目について，我が国　　と他の比較対象国とを比較してみると，世帯犯罪被害については，「犯罪は届け出るべきである／重　　大な事件である」，「犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから」，「再発を防ぐため」が，ポーラ　　ンドと並んで他国よりもかなり高い比率となっている一方で，「保険金を得るため」は，極端に低く　　なっている。また，暴力犯罪被害については，前記三つに加えて，「助けを求めるため」が，やはり　　ポーランドと並んで他国よりは高い比率を示している。この理由を解明するためには，より詳細な　　分析が必要と思われるが，一つ言えるとしたら，犯罪被害に遭った場合に，我が国とポーランドで　　は，他国以上に警察に何とかしてもらいたいという期待感（警察に任せれば何とかしてくれると思っ　　ているわけではないのは，不申告理由を見ると明らかである。）が高いのかもしれない。　�B　警察に申告しなかった理由に関しては，我が国と同様に，他の比較対象国でも，世帯犯罪被害，　　暴力犯罪被害ともに，「それほど重大ではない／損失がない」を選択する者が圧倒的に多い。また，　　我が国の場合，世帯犯罪被害でみると，「警察は何もできない／証拠がない」及び「警察は何もして　　くれない」といった回答は，他国よりも低くなっている一方で，暴力犯罪被害では，他国よりも高　　くなっている。（＊3）　これは，盗難保険への加入率と深く関連していると思われる。森下（1992）は，「盗難保険への加入率が高い国　　にあっては，窃盗・強盗等の被害者から警察への届け出が多くなる。ドイツでは，器物損壊罪の認知件数の多い　　ことが記録されている。これらの場合には，警察に被害届をしたことの証明書がないと，保険金を請求すること　　ができないからである。届け出が多くなれば，認知件数が多くなり，反面，低い検挙率が記録される。」と述べて　　いる。　　　詳細は，森下（1992），p21を参照のこと。第1回犯罪被害実態（暗数）調査332−8表　罪種別・警察に申告した理由（国別）�@世帯犯罪被害（車上盗，不法侵入）財産を取金を犯罪は届け犯人を捕再発を防助けをン犯人からその他わからり戻すた得るため出るべきでまえてほぐためめるための賠償をない国　　名総数めある／重大しい／処得るためな事件であ罰してほるしいから総　　　　　数3・407黙（榔）（34・3）1蝕（30，4）（20。1）（82）（5。1）（11．8）（1，1）オーストラリア440（17．3）（3α0）（13．6）（175）一（0．9）（132）（5。0）罫蹄rI　I“　一、�`’　w［甥■醐磯壁羽、肌ワカ　　ナ　　ダ367　1（26．7）。・（26の（15．0）（6，3）（52）（1，4）（31．1）一イ　ギ　リ　スフィンランド497112・部・ケ）（25・8）。一（き3戴聾．烈麟・鞭．r醐蝋脚r轟．鏡「r砥　　（25，0）（213）（26，8）（14．3）（7．1（6．6）（45）（2，6）（45）（19。1）（2。7）（1，8）　一フ　ラ　ン　ス157冒（3121（102（27．4）（10．8（7．6）（25）（6，4）一日　　　　本100（32。0）（3．0）ゆ鋤（57．0（6，0）（5．0）（7．0）｝オ　ラ　ン　ダ390（23・8）1繍　］躍羅壽諜隷・（35・6）（9，0（4．6）（2。1）（12．3）一ポーランド505（65，7）（21，6）（6喚，9）（51，1）（27．1）（19。4）（3。0）一ポルトガル178i（14．6）一て33．4）（28。1）（112）（22）（1，1）（2。8）一スウェーデン318（34・0）…・…雛欝瀟・i（355）（29。6）（14，8）（6．0）（25）（6．6）（0．6）ス　　イ　　ス213（26，3）（23．0）、御，2）（16。9（6．1）（52）（33）（2．8）�`ヴ豊’w』肋脚　撒）ア　メ　リ　カ130滑、1ご（鱗6）（30．0）i（292）（27。7（92）（92）（13．8）一�A暴力犯罪被害（強盗，性的暴行，暴行・脅迫）を取保　金を犯罪は届け犯人を捕再　を助けを・犯人からその他わからり戻すた得るため出るべきでまえてほぐためめるための賠償をない国　　名総数めある／重大しい／処得るためな事件であ罰してほるしいから総　　　　　数1，654（11，4）（53）（31・8）・〕ド（3写・8》（19．6）（4．1）（182）（0。8）オーストラリア234（6，0）（3，4）（18．4）（8．1）�e《23t1）．、購灘丁「丁荏1懸繊醐、「「　　ニヒ，，姫一（38。0）（4，3）カ　　ナ　　ダ160（4，4）（25）　張鰯灘二・。（21灘儀3）「1…麟31（0．6）（48。1）一イ　ギ　リ　ス186（65）（1，6）。＾・r除概帆1・冒．　　（30の（27．4）（13，4）（1．1）（33．3）一フィンランド93（10。8）（2，2）（22．61i撃3・7）（22．6）（32）（5．4）一フ　ラ　ン　ス68（20．6）（8，8）（19・1i、一（無）（14．7）（4．4）（10．3）一日　　　　本17（11，8）一（47・1、（412）（5．9）一一オ　ラ　ン　ダ155（9。7）（5．8）‘誕245）1（21，9）（7．1）（45）（11．6）一ポーランド224（17．9）（4．9）（55．8・獅鰻（43。3）（112）（3．1）一繍』脾蝋鼎畷脚�梶fポルトガル73萎［齪r鼻　融r匡（1．4）1貌．（23・3）（19。2）（8．2）（2，7）（4．1）一スウェーデン124（12．9）（105）（33．9）1（42の（15．3）（1，6）（11．3）一ス　　イ　　ス230（10．0）（11．3）（29。6）．．1（31曽7》（7。4）（7，8）（1。7）（1．7）ア　メ　リ　カ90（7．8）（5．6）（36．7）1・〈4鋤。繊◎欝i（24．4）（33）（16，7）一注　1　「世帯犯罪被害」　「暴力犯罪被害」それぞれにおいて，いずれかの被害に遭い，かつ警察に申告した者に　　　対する，各理由を選択した者の比率（重複選択による。）を示したものである。　　2　「�@世帯犯罪被害」では，フィンランドは車上盗のみ，スイスは不法侵入のみの数値である。　　3　「�A暴力犯罪被害」の性的暴行には，r財産を取り戻すため」及びr保険金を得るため」の選択肢はない。　　4　網掛け部分は，各国で選択された比率の上位1位・2位（rその他」を除く。）を示す。34法務総合研究所研究部報告18　　　　　　　　　　2−9表　罪種別・警察に申告しなかった理由（国別）�@世帯犯罪被害（車上盗，不法侵入）国　　名総数それほど　分で解重大では決した／ない／損犯人を失がない知ってい　　　た警察には向かない事件／警察は必要ない代わりに別の機関に届け出た族が解決した保険に入っていない察は何もできない／証拠がない警　は何もしてくれない察が怖い／警察の関与を望まない（復の恐れから）あえてしないその他わからない総　　　　　数オーストラリアカ　　ナ　　ダイ　ギ　リ　スフィンランドフ　ラ　ン　ス日　　　　本オ　ラ　ン　ダポーランドポルトガルスウェーデンス　　イ　　スア　メ　リ　カ1，671215178132　59　81　77207100　26　73・魏灘（6．5）麟　（23）縫�`，染（9。8）（42）（5。1）（152）（3．4）（7。4）（5．6）（13．0）（122）（3。8）（6．8）（1．1）　一（2．2）（15）（3．4）　一（3．4）　一（0。9）（1．0）（1．0）　一　一（1．8）　一（2，8）（3。0　一　一（45）　一（12（1、4（5。0（7，7）（2，7）（2。9）（05）（15）（6。8）（25）　＿　　　　�e　一（6。7）簾（05）（6，0）　一（1．4）雛（1．7ル．（giO亟（18，0）　（9，3）　（8，4（16。7）1（簾翁（12．3）　（7。9）萎鍵婁（36．6）（10．6）（12。0）　（3、8）（11，0（1。4）（0．9）　一（0。8）　一　一（22）　一（4。1）　一　一　一　一（1．1）　一　一（0，8）　一（25）　一　一（3．2）（1．0）　一　一　一（15。3）（20．5）（23．6）（18。9）（102）（185）（23．6）（28，6）（6。9）（7，7）（20。0）（3。8）（19．2）（2。6）（4。7）（45）（2，3）　一（3．7）（22）（3．9）（1．6）（1。4）　一（3．8）（55）　　麗　　　（8・4）　　灘　　　（7．6）關（・紛　　　　鍵　（3．7）89婁・翻（、α、）　　・智　纏　．畿　　　　　　（3。9）　　f　　冥　　頴　　　　　一、434嚢鵬勲（65）　　　　　　（8．7）1…　　　　　　（5・o）峯…　　　　　　（8，2）。ド（21鐵・（1駒（19．字）（13・6）ll鑛の．購斡（10。4）圧（10。6）（15．0）灘蜘�A暴力犯罪被害（強盗，性的暴行，暴行・脅迫）それほど自分で解警察にはわり族が保険に察は何は何警察が（復その他わから重大では決した／向かないに別の解決し入ってもできなもしてく怖い／の恐れない国　　名総数ない／損失がない犯人を知ってい事件／警察は必要機関に届け出たいないい／証拠がないれない警察の関与をから）あえてたないた望まないしない総　　　　　数3，022（10．3）（3．3）（2。0）（0。1）（11．3）（8．7）（32）（65）（21。7）（25）オーストラリア375i鰯麺（3。2）（6。7（2．1）『（5。6）（3．7）『（4，3）（38．9）（1。3）カ　　ナ　　ダ3121ξ璽顯（6．7）（3．8）（2。9）一（4。2）（3．2）（2．6）（6。4）（36。2）（5，1）イ　ギ　リ　ス258馨津締遜ll鱒鎌（85）（3．9）（12）｝（10。1）（7，8）（3，1）（5，4）（29．1）（5。0）フィンランド280瞬（5，7）（3。9（1，4）一（6，1）（3、9）（0，4）（3、6）（13。9）一フ　ラ　ン　ス139　講鐵鞍（9，4）（0。7（1。4）一（8，6）（10。1）（1。4）（72）（15．8）（1。4）日　　　　本61織鰭「鰹　　　一（14。8）（115）（8．2（4．9）一灘螢（9．8）（3。3）（8．2）（31。1）（1．6）オ　ラ　ン　ダ232…三鱒溺（8．2）（22）（0．4）一（6．0）（5．6）一（3．4）（332）（3，4）ポーランド387軍　　　　罵　　　群（142）（18．9）（2。6）（1．6）＿　　　　　　　　一　冨縫齢（26．9）（10．1）（16。3）（3、1）（1．3）ポルトガル140．（9．3）（6．4）（1．4）（3，6）（o．7）li（7・9）（4。3）（6．4）（20，0）『スウェーデン267敏鞠（16．5（1．1）（3．0）一（9，4）（9・0）（3．4）（3．7）（16，1）（2。6）ス　　イ　　ス470馳（13。0）（1．3）（1。7）（0，6）（102）（55）（2．8）（5。3）（12。1）（4．0）ア　メ　リ　カ101蓋（10．9）1纏4灘（10。9（4，0）一（79）（8．9）（8。9）（5．0）（25．7）（1．0）注　1　「世帯犯罪被害」　「暴力犯罪被害」それぞれにおいて，いずれかの被害に遭い，かっ警察に申告しなかった　　　者に対する，各理由を選択した者の比率（重複選択による。）を示したものである。　　　　「�@世帯犯罪被害」では，スイスは不法侵入のみの数値である。　　　　「�A暴力犯罪被害」の性的暴行では，r保険に入っていない」はスイスのみの選択肢である。　　　網掛け部分は，各国で選択された比率の上位1位・2位（「その他」を除く。）を示す。234第1回犯罪被害実態（暗数）調査35　　（3）警察の対応に対する満足度　上記（2）と同様，世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，暴力犯罪被害3罪種（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）においては，警察に申告した者に対して警察の対応に対する満足度を尋ねている。　2−10図は，我が国について，警察の対応に対する満足度を5罪種の延べ合計の比率で示したものである。おおむね半数の者が「満足」と回答している。さらに，警察の対応に対して「不満」と回答した者（44人）について，その理由を尋ねたものが，2−11図である（＊4）。2−10図　警察の対応に対する満足度（日本）注　1　世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，並びに暴力犯罪被害　　（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）を対象としている。　　2　上記5罪種のいずれかの被害に遭い，かつ警察に申告した者に　　対する比率を示したものである。（＊4）警察庁が実施した「刑事警察に関する意識調査」（平成12年6月に，全国の20歳以上の男女を層化二段無作為抽　　出法により2，000人抽出し，個別面接形式により1，418人を対象として実施された。）では，犯罪被害を警察に届け　　た者（106人）に対して，「警察の対応への満足度」及び「満足又は不満だった点」を質問している。その結果，　　「警察の対応への満足度」に関しては，「たいへん満足」「満足」と回答した者は39．6％（42人），「不満」「たいへ　　ん不満」と回答した者は55．7％（59人）であった。また，「不満だった点」に関しては，「結局，犯人を検挙する　　ことができなかった」45．3％，「結局，被害金品等をすべて取り戻すことができなかった」39．6％，「警察官のこ　　　とば遣い，配慮等が不適切だった」15．1％，「警察官が，なかなか来ず，対応してくれなかった」7.5％という結　　果であった（重複回答による。）。　　　警察庁調査と本暗数調査とでは，対象罪種は異なるものの，サンプリング手法及び調査方法は同様であり，比　　較・参照が可能と思われるが，警察庁調査においても，本暗数調査と同様の傾向がうかがえる。詳細は，「警察白　　書（平成12年版）」，p49を参照のこと。36法務総合研究所研究部報告18犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった十分な対処をしなかった十分な経過通知がなされなかった自分の財産を取り戻せなかった適切な扱いを受けなかった／失礼だった関心を持たなかった到着するのが遅かったその他　2−11図　警察の対応の不満理由（日本）0　　　　　　　10　　　　　　　20　　　　　　　304050（％）注　1　世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，並びに暴力犯罪被害（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）を対象と　　している。　2　上記5罪種のいずれかの被害に遭い，警察に申告し，かつ警察の対応に「不満」と回答した者に対する，　　各理由を選択した者の比率（重複選択による。）を示したものである。　3　「性的暴行」については，　r自分の財産を取り戻せなかった」の選択肢はない。　2−12図は，12か国について，警察の対応に対する満足度を5罪種の延べ合計で示したものである。さらに，警察の対応に対して「不満」と回答した者について，その理由を尋ねたものが，2−13表である。この図及び表からうかがえる特徴は以下のとおりである。�@　警察の対応に対する満足度に関しては，我が国は，ポルトガル，ポーランドに次いで，「満足」と　　回答した者の比率が低い。�A　警察の対応の不満理由に関しては，全体的には，「十分な対処をしなかった」又は「関心を持たな　　かった」の比率が高い。比較対象国と比べた場合，「十分な経過通知がなされなかった」，「適切な扱　　いを受けなかった／失礼だった」の項目で，我が国の比率が最も高くなっている。�B　加えて，「不満」と回答した者の比率が高かったポルトガル，ポーランド，我が国の3国に共通す　　るのは，「犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった」の比率が高くなっている点にある。第1回犯罪被害実態（暗数）調査372−12図　警察の対応に対する満足度（国別）総（5，080）数フィンランド　（224）スウェーデン　（442）（545）カ　ナ　ダ　（527）オーストラリア　（674）イギリス　（683）ス　イ　ス　（443）アメ　リ　カ　（220）フ　ラ　ンス　（225）日（117）本ポーランド　（729）ポルトガル　（251）満足不満　わからない’雛9鐙嬢驚爵購嚢羅、孫注　1　世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，並びに暴力犯罪被害（強盗，性的暴行及び　　暴行・脅迫）を対象としている。　2　上記5罪種のいずれかの被害に遭い，かっ警察に申告した者に対する，比率を示した　　ものであり，　（）内は，その延べ合計人数をさす。　3　「満足」の比率が多い順に，並べかえている。38法務総合研究所研究部報告182−13表　警察の対応の不満理由（国別）分な対関心を、犯人を見つ分の財分な経’切な到　　るそのわから処をしなたなかっけられな産を取り過通知がいを受けのが遅ない国　　名総数かったたかった又は戻せななされななかったかった逮捕できなかったかった／失礼かっただった総　　　　　数1，673鑑轡輸（28，1）（21、0）（12，4）（13．0）（12．0）（20，4）（0．7）オーストラリア158三、i…i纏�梶i14、6）（1。9）（7，6）（10。1）（13。3）（34、8）（1。9）カ　　ナ　　ダ138（15．9）（11、6）（65）（19．6）（5．8）（47。1）（0．7）聡イ　ギ　リ　ス2071i鞭鱗（145）（92）（82）（3。4）（8．2）（35、7）（1．0）フィンランド52写（212）（115）一（115）（9，6）（135）一フ　ラ　ン　ス99講覇i（13，1）（20。2）（7．1）（162）（10。1）（10，1）一日　　　　本44（18。2）（295）（31．8）（295）（6。8）（22，7）一オ　ラ　ン　ダ133纐纐聾（83）（7．5）（12・0）蓑籍撫顛（9。8）（29，3）（15）ポーランド388華・（32．7）（50，0）（18．0）（149）（18。3）（9。0）（03）ポルトガル159（252）（8．8）（4．4）（4。4）（5．0）一スウェーデン104（18．3）（15．4）（14．4）（23．1）（26．0）（8。7）一ス　　イ　　ス120（8．3）（25）（13．3）（10．8）（8。3）（125）（0，8）ア　メ　リ　カ71灘鰯（18．3）（16．9）（23．9）（155）（12。7）（19．7）（1。4）注　1　世帯犯罪被害のうち車上盗及び不法侵入，並びに暴力犯罪被害（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）を対象と　　している。　2　上記5罪種のいずれかの被害に遭い，警察に申告し，かつ警察の対応に「不満」と回答した者に対する，　　各理由を選択した者の比率（重複選択による。）を示したものである。　3　スイスは，車上盗を除く数値による。　4　「性的暴行」については，　「自分の財産を取り戻せなかった」の選択肢はない。　5　網掛け部分は，各国で選択された比率の上位1位・2位（「その他」を除く。）を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査39　　（4）犯罪被害者専門機関からの援助　世帯犯罪被害のうち不法侵入，暴力犯罪被害3罪種（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）においては，警察に申告した者に対して，犯罪被害者専門機関（*5）に関する2つの質問を実施している。第1は，犯罪被害者専門機関から援助を受けたかどうかについて，第2は，第1で援助を受けていない者に対して，「犯罪被害者を支援する専門機関のサービスは，それがあれば，あなた又はあなたの世帯にとって役に立ったと考えますか。」と尋ね，犯罪被害者専門機関から援助を受けていた場合の有用性について，それぞれ質問している。　我が国について，4罪種の延べ合計72人全員が，犯罪被害者専門機関からの援助は受けていなかった。犯罪被害者専門機関から援助を受けていた場合の有用性を4罪種の延べ合計の比率で示したものが，2−14図である。40％以上の者が「役に立った」と回答している。2−14図　犯罪被害者専門機関からの援助（日本）わからない　31，9％募役に立た1短なかった1　25．0％　　、ミ　　鴻浄総　　数（72人）　繍號、難、無灘注　1　世帯犯罪被害のうち不法侵入，及び暴力犯罪被害（強盗，　　性的暴行及び暴行・脅迫）を対象としている。　　2　上記4罪種のいずれかの被害に遭い，かっ警察に申告した　　者に対する比率を示したものである。（＊5）ここでは，犯罪被害者に対して，情報提供，危機介入，カウンセリング，法廷へのエスコートサービスなどの　　支援・援助活動を行う，民間の非営利団体又は刑事司法機関の関係団体の総称を指している．欧米諸国では1970　　年代から組織化が活発に行われており，比較対象国中では例えば，イギリスにおける犯罪被害者援護協会（Victim　　Support：VS），フランスにおける国立被害者援助・仲裁センター（lnstitut　National　d’Aide　aux　Victimes　et　　de　Mediation：INAVEM），アメリカにおける全米被害者援助機構（National　Organization　for　Victim　Assis−　　tance：NOVA）及び全米犯罪被害者センター（The　National　Center　for　Victims　of　Crime:NCVC）などが　　知られている。我が国では，専門家組織としては，1992年に東京医科歯科大学難治疾患研究所に，犯罪被害者相　　談室が開設された。民間ボランティア組織としては，まず1995年に水戸被害者援助センター，翌年に大阪（YWCA）　　被害者相談室が発足して，その後も開設が続いた。そして1998年には，これら民間ボランティア組織相互の連携　　を目的として，全国被害者支援ネットワークが構築され，全国で20団体が加盟している（平成13年5月現在）。　　　詳細は，諸澤（1998），宮澤・國松ら（2000a）（2000b），法務総合研究所（2000），警察庁のホームページを参　　照のこと。40法務総合研究所研究部報告18　2−15図は，スイスを除く11か国について，犯罪被害者専門機関からの援助に関する4罪種の延べ合計の比率を，享受を受けた比率と有用性の評価の2側面を対比して示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　享受を受けた比率に関しては，比較対象国間で格差が大きく，イギリスでは5〜6人に1人，オ　　ランダでは7人に1人が援助を受けている計算になる。1人も援助を受けていないのは我が国だけ　　である。　�A　有用性の評価に関しては，これも比較対象国間で格差が大きく，最も高いポルトガルと，最も低　　いオランダとでは，約36ポイントの開きが見られる。�B　我が国やポルトガルのように，享受を受けた比率が低い国は，有用性の評価が高く，逆に，オラ　　ンダのように享受を受けた比率が高い国は，有用性の評価が低い傾向が見出せる．我が国やポルト　　ガルでは，本調査を実施した時点では，犯罪被害者に対する援助活動はそれ程活発ではなく，援助　　機関に対する期待感や二一ズが，数値に表れたと推測できよう。2−15図　犯罪被害者専門機関からの援助（国別）　　享受の有無（あり）（％）　20　　　　　　　10　　　　　　　　0　　総　　数　　イギリス　　オランダ　　カナダ　スウェーデン　　アメリカオーストラリア　ポーランド　　フランス　フィンランド　ポルトガル　　日　　本10有用性の評価（役に立った）20　　　　　30　　　　　405060（％）　　　　　8．Oi猟．18．4灘舞簸34．640．048．154．7翼き黎纏，講義論。麹鞭鱗31．919．014．0蕎議器器11．8麟翼雛轟、・。’艶30．311，6鐡輔蕊　腸鯛ゐ励認31．111．0難難霧鰻熱購28．15．5魏籔灘5る4．3翼潔21．634．72．9鑑2．0鞭…0．6呼　嵩　Ev・43．10注　1　世帯犯罪被害のうち不法侵入，及び暴力犯罪被害（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）を　　対象としている。　2　上記4罪種のいずれかの被害に遭い，かつ警察に申告した者（一部の国では，被害に　　あった者全員）に対する比率を示したものである。　3　ポーランドは不法侵入を除く数値により算出しており，スイスは未調査である。　4　「享受の有無」において，比率の高い順に並べかえている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査41　　（5）警察活動に関する認識　すべての調査対象者に対して，警察活動に関する認識について，2つの質問を実施している。質問紙では，「すべてのことを考慮に入れた場合，あなたの地域の警察の防犯活動をどのように評価しますか。」（以下，「防犯活動」とする。），「それでは警察の親切さはどうでしょうか。警察が人々を助けるためにできる限りのことをやっている，役立っているという点については，……。」（以下，「親切さ」とする。）と尋ねている。　2−16図は，我が国について，警察活動に関する認識を示したものである。「非常に良くやっている／まあまあ良くやっている」又は「全く同感／どちらかと言えば同感」の各合計は50％を超えており，警察活動に関して高い評価をしていることがうかがえる。�@防犯活動2一田図　警察活動に関する認識（日本）　　　　　　　　　　　�A親切さ　　　　　　　　　　　　（できる限りのことをやっている，役立っている）非常に良くやっている　　、6．0％注　「�@防犯活動」は「すべてのことを考慮に入れた場合，あなたの地域の警察の防犯活動をどのように評価　しますか。……」，r�A親切さ」はrそれでは警察の親切さはどうでしょうか。警察が人々を助けるために　できる限りのことをやっている，役立っているという点については……」と，それぞれ質問している。　2−17図は，12か国について，警察活動に関する認識を，防犯活動及び親切さの2側面で対比して示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。�@「防犯活動」と「親切さ」は，同様の回答傾向を示している。�A　我が国は，「防犯活動」「親切さ」ともに，他の比較対象国と比べて，高い評価をしている者の比　　率が低い。その一因として，本調査実施時が，警察官による不祥事がマスコミ等で報道されていた　　時期と偶然重なったことが，多分に影響した可能性がある（＊6）。よって，本結果をもって，「我が国の　　国民は，警察活動に対して低く評価している。」と結論付けるのは早計であろう。今後，同種質問項　　目により，経年比較をすべきものと考える。42法務総合研究所研究部報告182−17図　警察活動に関する認識（国別）　　　　　　　防犯活動　　　　　　親切さ（％）100　　　　　80　　　　　60　　　　　40　　　　　20　　　　　　0　　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　　100（％）　　総　　数　　アメリカ　　カナダオーストラリア　　イギリス　フィンランド　　スイス　　フランススウェーデン　　日　　本　　オランダ　ポーランド　ポルトガル注　1　「防犯活動」は，　「非常に良くやっている」　「まあまあ良くやっている」，　「親切さ」は，　　「全く同感」　「どちらかと言えば同感」を，それぞれ合計した比率による。　2　r防犯活動」において，比率の高い順に並べかえている。　3　我が国の場合，本調査実施時が，警察官による不祥事がマスコミ等で報道されていた時期　　と重なったことが，多分に影響している可能性があるので，国際比較は慎重にされたい。�B　上記�Aとも関連するが，ポルトガルやポーランドにおいて低い評価をしている者の比率が高い要　因として，警察官による汚職が考えられる。1999年の汚職において，直近の事件にかかわった職員　が警察官であったものは，ポルトガルでは50．0％（12人），ポーランドでは47．8％（118人）であり，　他の比較対象国と比べると，人数，比率ともに目立っている。そこで，汚職の有無と警察活動に関　する認識との関連を12か国合計で見てみると，汚職に遭ったことがない場合は，防犯活動で62．5％，　親切さで68．4％の者が高い評価をしている。一方，警察官による汚職に遭った場合（141名）は，防　犯活動で27．0％，親切さで33．3％の者しか高）・評価をしていない。たとえ汚職に遭ったことがなく　ても，警察官による汚職が，広く国民の間で一般的となっている国においては，警察の防犯活動そ　のものへの評価にも影響するものと考えられる（詳細は，参考資料1（Q23）を参照のこと。）。（＊6）脚注（＊4）で記した「刑事警察に関する意識調査」では，「犯罪の捜査について，警察の活動をどう思います　　か。」と質問し，「全般的によくやっている」「凶悪犯罪など重大な犯罪はよいが，身近な日常犯罪は不満だ」「身　　近な日常犯罪はよいが，凶悪犯罪など重大な犯罪は不満だ」「全般的に不満だ」の中から選択させている。その結　　果，「全般的に不満だ」が37．1％で最も多く，昭和47年に内閣総理大臣官房広報室が実施した「警察に関する世論　　調査」の結果（5，8％）と比較すると，大きく上昇している。また，「身近な日常犯罪は不満だ」25．5％（昭和47　　年調査では17．5％），「凶悪犯罪など重大な犯罪は不満だ」10．5％（同4．6％）もそれぞれ上昇しており，「全般的　　によくやっている」は20．3％で，昭和47年調査の結果（47．8％）と比較すると，大きく低下している。　　　警察庁調査の質問は「犯罪の捜査」に限定しているものの，サンプリング手法及び調査方法は本暗数調査と同　　様であり，比較・参照が可能と思われるが，警察庁調査においても，調査実施時期が平成12年6月ということも　　あってか，国民が警察活動に対して低い評価をしていることがうかがえる。詳細は，「警察白書（平成12年版）」，　　p51を参照のこと。第1回犯罪被害実態（暗数）調査43　3　犯罪・防犯等に関する認識及び態度　ここでは，回答者が犯罪・防犯等に関して，どのような認識をもち，どんな態度をとっているのかを探るために，「犯罪者に対する量刑意見」，「青少年犯罪対策に関する意見」，「銃器の所有」，「住居の防犯設備」，「夜間外出頻度」及び「犯罪被害に対する不安」について取り上げる。　（1）犯罪者に対する量刑意見　すべての調査対象者に対して，犯罪者に対する量刑意見について，2つの質問を実施している。質問紙では，「犯罪者に科せられる処罰については人によって意見が異なります。一例として，21歳の男性が二度目の住居侵入・窃盗で有罪になったとします。今回盗んだ物はカラーテレビ1台でした。このような場合，最も適当な刑はこの中のどれだと思います。」と尋ね，拘禁刑である「懲役（imprisonment）」を選択した者に対してはさらに，適当な懲役期間（拘禁刑の期間）を尋ねている。　2−18図は，我が国について，犯罪者に適当な刑の種類を示したものである。おおむね半数の者が「懲役」を選択している。適当な懲役期間については，「6か月以上12か月未満」（23．0％），「1年以上2年未満」（22．8％），「1か月以上6か月未満」（18．9％）の順となっており，70．4％が2年未満の範囲で回答している。その一方で，10年以上の有期懲役を選択した者が19人（1．7％），「無期刑」を選択した者が7名（0．6％）いることも注目される（＊7）。2−18図　犯罪者に適当な刑の種類（日本）その他0．7％．・注　「21歳の男性が二度目の住居侵入・窃盗で有罪になったとします。今回盗んだ物はカラーテレピ1台でした。このような場合，最も適切な刑はこの中のどれだと思いますか。」と質問している。（＊7）住居侵入・窃盗の法定刑や被害品等から，実務に即して考えれば，相当厳しい懲役期間を選択している者が多　　いといえよう。本事例中の，加害者の年齢及び性別，罪名，被害品よりも，「二度目」という箇所を重視したもの　　と推測される。44法務総合研究所研究部報告18　2−19図は，スイスを除く11か国について，犯罪者に適当な刑の種類及び拘禁刑の期間を示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。�@　「拘禁刑」を選択した者の比率では，我が国は，アメリカに次いで高い。　�A　「罰金刑」又は「執行猶予」を選択した者の比率は，我が国が最も高い。他の比較対象国では，「社　　会奉仕命令」を選択する比率が，拘禁刑と同様に高くなっている。その理由として，我が国には社　　会奉仕命令の制度がなく，そのため選択肢から「社会奉仕命令」を除いた経緯があり，拘禁刑では　　重すぎると考えた場合，罰金刑又は執行猶予を選択したことも理由の一つとして考えられる。2−19図　犯罪者に適当な刑の種類（国別）総　　　　　数　（23，292）ア　メ　リ　カ　（1，000）日　　　　　本　（2，211）イ　ギ　リ　ス　（1，939）カ　　ナ　　ダ　（2，078）オーストラリア　（2，005）オ　ラ　ン　ダ　（2，000）スウェーデン　（2，001）ポルトガル　（2，000）ポーランド　（5，276）フィンランド　（1，782）フ　ラ　ン　ス　（1，000）罰金刑拘禁刑社会奉仕命令　　　わからない執行猶予その他↑10．7騰雛諺舗鰍聯謙「蒙鰻　　　　　毘必　　灘o鞭臓裟雛鵜灘1．、・丼「醐簸■「》鱒再難騨「醐鱗繭蛎噸39．67．44．05．49．2　　20．6　　　　　　　　　7．4　　　6．9、　　　　　　　　・一　1．11　　／　　　　　　　　12．900．7“’83・3・6．911，147．3＝42．9一4．319．7色54．66．0　　．1’’」0．　覧」910．2懸覇，。。．露鳳撃54．7象羅醗・3．7　5，2』　、　』、覧』　　　　、』　　、　、＝、514．946．3．1轡i”　　■　　　　一岸　　一　　一一　　■鴨　軸4’o7．469．0戴罰　4．9注　　　「21歳の男性が二度目の住居侵入・窃盗で有罪になったとします。今回盗んだ物はカラーテレビ　　1台でした。このような場合，最も適切な刑はこの中のどれだと思いますか。」と質問している。　　　「拘禁刑」の（）内は，　r適当な拘禁刑の期間」の平均年月をさし，数値は「2000年ICVS　　報告書」による。　3　スイスは，未調査である　4　日本には，　「社会奉仕命令」の選択肢はない。　5　拘禁刑の比率の高い順に，並べかえている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査45　�B　適当な拘禁刑の期間を見ると，アメリカ，イギリス及びカナダは，拘禁刑を選択した比率も高く，　　その期間も長く，刑の種類も刑期も厳しい傾向がうかがえる。一方，ポルトガル及びポーランドは，　　拘禁刑を選択した比率は低いが，その期間は長くなっている。我が国は全体的にみると，平均期間　　は他の比較対象国と同様であるが，その中から比較的長期刑を相当と考える者（我が国は10年以上，　　他の比較対象国は11年以上とし，終身刑又は無期刑を含む。）を抽出すると，2．3％にのぼり，アメ　　リカ，ポーランドに次いで高いという結果となった。　　（2）青少年犯罪対策に関する意見　すべての調査対象者に対して，青少年犯罪対策に関する意見を聞いている。質問紙では，「青少年による犯罪に対する懸念が高まっています。青少年による犯罪を減らす為に最も有効だと考えている措置はありますか。3つまであげてください。」と尋ねている。　2−20図は，我が国について，青少年犯罪対策に関する意見を示したものである。ほとんどの者が家庭教育に関する事項を選択しており，次いで，厳罰化に関する事項，学校教育に関する事項を選択している。2−20図　青少年犯罪対策（日本）両親による厳しいしっけ／より良い子育て／法律を尊重することを教える家庭教育犯罪に対する刑を重くする／刑罰を厳しくする学校でのより厳しいしつけ／より良い教育より良い警察活動／警官の増員貧困を減らす／雇用を改善するその他わからない020406080100（％）注　重複選択（最多3項目まで）による。　2−21図は，スイスを除く11か国について，青少年犯罪対策に関する意見を示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　11か国すべてにおいて，「家庭教育」に関する事項が，最も選択されている（「その他」及び「わ　　からない」を除く。）。　�A　我が国は，「家庭教育」，「学校教育」及び「厳罰化」において，比較対象国中で最も高い比率となっ　　ている。特に「厳罰化」の比率は，他の比較対象国では約4人に1人の計算となるが，我が国では46法務総合研究所研究部報告180102−21図20　　　　30青少年犯罪対策（国別）　　40　　　　50　　　　60708090（％）総（23，330）数オーストラリア　（2，005）カ　　ナ　　ダ　（2，078）イ　ギ　リ　ス　（1，947）フィンランド　（1，782）フラ　ン（1，000）ス熈灘�`’、癬・瀬「・り鐡F・麟■舞’・・漁繰繍■諺購騒7．925．7灘灘＾1・謙・鵜聯21．8鵬篠黙製���兜ﾚ鷺、＃’、、ア繊騰　甑職郷鱗鱒、　　　17．5。諺灘・・‘13．70．2・鰻藝鞭雛購蘇32．9　　　　27，6　　24．4部÷ア■麟と＾縣灘灘繧灘�`縮瀞撚’ウ懲　郷・蝋…50．954．6圏家庭教育図学校教育ロ社会政策國警察政策■厳罰化撒　　　　懸魏灘　　　撚6．0’議概騒’「　　　　11轍　　67．419．5日（2，211）本85．0オラ　ン（2，000）ダ34，9ポーランド　（5，276）ポルトガル　（2，000）スウェーデン　（2，001）51．971．879．4アメ　リ（1，000）カ30．8注　1　各項目の質問は，以下による。　　　　「家庭教育」　両親による厳しいしっけ／より良い子育て／法律を尊重することを教える家庭教育　　　　「学校教育」　学校でのより厳しいしっけ／より良い教育　　　　「社会政策」　貧困を減らす／雇用を改善する　　　　r警察政策」　より良い警察活動／警官の増員　　　　「厳罰化」　犯罪に対する刑を重くする／刑罰を厳しくする　　2　重複選択（最多3項目まで）による。　　3　スイスは，未調査である第1回犯罪被害実態（暗数）調査47　　約2人に1人となる（＊8）。全体として，「貧困を減らす／雇用を改善する」を除いて，我が国とポーラ　　ンドの回答パターンがよく似ている。　　（3）銃器の所有　すべての調査対象者に対して，銃器の所有に関連して，所有の有無，所有している銃器の種類及び所有理由の3つの質問を実施している。　ア　基礎的データ　我が国についてみると，銃器を所有している者の比率（以下，「銃器所有率」とする。）は1．0％（22人）で，その種類としては，「空気銃」が約半数を占めている。また，銃器の所有理由としては，約半数が「狩猟のため」又は「収集物（コレクターズアイテム）」を選択している（参考資料1（Q35）参照）。　2−22図は，12か国について，銃器所有率と，銃器の所有理由のうち「犯罪防止／自衛のため」を選択した比率を，対比して示したものである。この図等からうかがえる特徴は以下のとおりである。2−22図　銃器の所有（国別）　　　　（％）50　　総　　数　　アメリカ　フィンランド　　スイス　　カナダ　スウェーデン　　フランス　ポルトガルオーストラリア　　イギリス　ポーランド　　オランダ　　日　　本　　銃器所有率40　　　　　　30　　　　　　20　　　　　　10　　　　　　0銃器の所有理由「犯罪防止／自衛のため」選択率　10　　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50（％）37．814．9馨3髭導隔馬10．836．544．0禦簸羅「魏1磯難興霰弱1．112．622．230．6聯爾臓’雛纏「麗30．3螂購、鶏％イ髪畠虜職聡勤蹴奪憂綴5．420．81’撒鵬馳襯�件尠|4．60．818．1鶉寧躍17．5鱗聡脚．．融唾・．13．8i灘難璽黎舗4．69．7灘1．85，9攣雛4．61諺鯉、r講魍3．81纏姦8．0乖宮1．00注　「銃器所有率」において，比率の高い順に並べかえている。�@　銃器所有率に関しては，国による格差が大きく，アメリカ，フィンランド及びスイスでは，約3　人に1人が銃器を所有している計算となる。一方我が国は，比較対象国中で最も低い所有率となっ　ている。�A銃器の所有理由を見ると，ほとんどの国では，「狩猟のため」又は「射撃（スポーツ）」が最も選（＊8）平成12年12月に実施された「世論調査」によると，「今後，政府に対して，力を入れてほしいと思うことをこの　　中からいくつでもあげてください。」との質問に対して，28項目中，「犯罪対策」は7位（35．5％），「教育・青少　　年対策」は8位（35．3％）であった。これを前回調査（平成10年12月実施）と比較すると，「犯罪対策」は9．6ポ　　イント，「教育・青少年対策」は7．3ポイント，それぞれ上昇しており，選択肢中で最も上昇した項目であった。　　この「世論調査」の結果からも，「厳罰化」などの国策をとおして犯罪者及び非行少年に対処すべきであると，国　　民が認識していることが分かり，本調査の結果と通じる点がうかがえる。詳細は，内閣府大臣官房政府広報室（2001　　b）を参照されたい。48法務総合研究所研究部報告18　　択率が高い。多くの者は，明確な目的の下に，銃器を所有していることがうかがえる。　�B　ポーランドは，銃器の所有理由では「犯罪防止／自衛のため」が最も選択率が高い。アメリカも　　ポーランドと並んで選択率が高い。このことから，アメリカでは，狩猟や射撃等の他に犯罪防止の　　ためなど，多目的で銃器を所有していることが一因で，銃器所有率が高くなっているという傾向が，　　ポーランドでは，銃器を所有することはあまり一般的ではないが，国民の一部を占めるであろう銃　　器所有者の多くは，自分の身を守るために所有しているという傾向が，それぞれうかがえる。　イ　他の要因との関連　2−23図は，12か国について，銃器所有率（ただし，空気銃を除く。）と，暴力犯罪被害3罪種（強盗，性的暴行及び暴行・脅迫）で銃器が使用された比率（*9\)（以下，「銃器使用率」とする。）を3罪種の延べ合計比率で算出し（「1（5）犯人・凶器等」の項を参照。），この両者の関連を散布図（＊10）で示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。2−23図　銃器所有率と銃器使用率との関連（国別）銃（％）108器　6使用　4率20　Netherlands　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　Po賃ugal　　　　　　　　　　●　　　　　　　　総数　FI鋤・一　　　Australia　　　　．．・〇一　　●●　　　　　　，、・’　　　　Canada・Pδ1認危皿典d＆Wales　・SwedenJapa皿●Fi皿land●USAyニ0，1010冗＋1，0992S南tzerland●0510　15　　　　　20　　　　　25銃　器　所　有　率3035（％）注　1　「銃器使用率」とは，いずれかの暴力犯罪被害（強盗，性的暴行，暴行・脅迫）に　　遭った際に，銃器が使用された場合の，延べ合計比率をさす。　2　図中の直線及び式（回帰式）は．総数を除いた12か国のデータで作成したものである。　3　「銃器」には，空気銃を除く。（＊9）質問紙では，「凶器は実際に使われましたか。……銃はそれにより脅かされたり実際に撃たれた場合を言いま　　す。」として，加害者が犯行時に，単に所持していた場合と，実際に使用された場合とを分けている。ここでは，　　犯行に使用されたことに着目して，便宜上両者を合わせて「使用」としている。（＊10）　ここでは，銃器所有率を原因（独立変数），銃器使用率を（従属変数）と見なして，回帰分析を行っている。2−　　23図中に示した回帰式は，　　　銃器使用率＝0．1010×銃器所有率＋切片（1．0992）　　であることを意味する。第1回犯罪被害実態（暗数）調査49�@散布図を見ると，右肩上がりの直線を描くことができ，銃器所有率が高い国ほど，銃器使用率も　　高くなる傾向がうかがえる（＊11）。　�A散布図中の直線（回帰直線）から距離が離れている国に着目すると，フィンランドは，銃器所有　　率が高い割には銃器使用率が低い。一方，オランダやアメリカは，銃器所有率と比較すると，銃器　　使用率が高い。これは，銃器入手の容易さと銃器使用率が必ずしも一致していないことが理由の一　　つとして考えられる。　　（4）住居の防犯設備　ア　基礎的データ　すべての調査対象者に対して，自宅の防犯設備を聞いている。質問紙では，「あなたの家の防犯設備についてお聞きします。あなたの家はここにあげるようなものによって護られていますか。」と尋ねている。　2−24図は，我が国について，住居の防犯設備を示したものである。半数以上が「これらでは護られていない」としている。（＊11）確かに，銃器の入手が容易であることが，銃器を使用した犯罪を増加させる重大な要因となることは予想がつ　　く。銃器所有率が比較対象国中で最も低い我が国の，平成11年（本調査対象期間）における銃器犯罪の概況をみ　　ると，発生（認知）件数は242件で，これを罪名別に見ると，強盗・同未遂110件（全認知件数の2．6％），殺人・　　同未遂42件（同3．3％），恐喝・同未遂12件（0．08％），傷害12件（0．06％〉などとなっており，過去5年問ほとん　　ど変動はない。検挙件数は106件であるが，このうち71件（67．0％）は，暴力団構成員及び準構成員によるものと　　なっている。したがって，我が国の銃器犯罪の大半は，暴力団対立抗争事件等であり，一般市民が被害に遭う揚　　合は少ないといえよう（なお数値は，警察庁（編）「平成11年の犯罪」及び警察庁生活安全局銃器対策課（編）「平　　成11年の銃器情勢」による。）。　　　また，社会心理学の分野における，「けん銃やナイフなどの武器は，人間の攻撃性に影響を与える」という「攻　　撃手掛かり仮説」は，あまりにも有名である。バーコヴィッツとルペイジ（Berkowitz＆Lepage）は，武器（け　　ん銃）の挑発効果に関する実験を行った．その結果，�@武器が近くにあった場合の方が，攻撃行動をとりやすかっ　　た。ただし，単なる物（バドミントンのラケット）では，影響はなかった。�A統計的有意差は見られなかったが，　　その武器が，挑発をもたらした本人の物である場合の方が，やや攻撃行動を起こしやすかった。�B怒っている人　　の方が，より攻撃行動を起こしやすかった。以上から，攻撃に結びついた武器の存在は，人が怒りを挑発されて　　いるときには，攻撃を促進する傾向があることを示唆し，バーコヴィッツの言葉を借りれば，「銃の引き金を引く　　のは人の指であるが，その指を引っ張るのは引き金である」といえよう。以上について，詳細は齊藤（1987）を　　参照されたい。50法務総合研究所研究部報告1802−24図10住居の防犯設備（日本）20　　　　　　30　　　　　　405060（％）番　犬16．8互いの家を監視するための隣人との助け合いの申し合わせ特別のドア鍵特別の窓／ドア格子侵入防止警報機管理人／ガードマン高い塀5，33．73．52．29．914．2これらでは護られていない55．7注　重複選択による。　2−25図は，スイスを除く11か国について，住居の防犯設備のうち「侵入防止警報機」，「特別のドア鍵」及び「特別の窓／ドア格子」の該当する比率を示したものである。この図等からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@「これらでは護られていない」と回答した者の比率は，我が国では55．7％にのぼり，比較対象国中　　で最も高い比率となっている。よって，住居の防犯設備が全く備わっていない世帯は，我が国が最　　も多いことがうかがえる（＊12）．　�A　「特別のドア鍵」については，オーストラリア，カナダ，イギリス，オランダ及びアメリカの半数　　以上の世帯に備わっている一方，我が国では10％に満たなく，比較対象国中で最も低い比率となっ　　ている。「侵入防止警報機」及び「特別の窓／ドア格子」に関しても，我が国は，ポーランドに次い　　で低い比率である。　�B　他の比較対象国では，上記�Aのような「ハード面」の防犯設備のほか，「公的な近隣自警団組織」　　（a　formal　neighborhood watch scheme）又は「互いの家を監視するための隣人との助け合いの申　　し合わせ」といった「ソフト面」についても，比較的選択されている。なお我が国では，「公的な近　　隣自警団組織」はもともと選択肢中に盛り込まれていなく，「互いの家を監視するための隣人との助　　け合いの申し合わせ」は，ポルトガルに次いで低い比率となっている。　�C　回答者1人当たりの選択数（「これらでは護られていない」及び「回答拒否」を除く。）を比較す（＊12）「これらでは護られていない」の選択肢に対して，「これまで列挙された設備はないが，その他の設備によって　　護られている」と解釈した回答者が，皆無とは言い切れない。しかし，「防犯設備としては，特に該当するものは　　ない」と解釈するのが自然であろう。0第1回犯罪被害実態（暗数）調査2−25図　20住居の防犯設備（国別）　　　　406080（％）51総　　　　　数　（23，330）オーストラリア　（2，005）カ　　ナ　　ダ　（2，078）イ　ギ　リ　ス　（1，947）フィンランド　（1，782）フ　ラ　ン　ス　（1，000）日　　　　　本　（2，211）オ　ラ　ン　ダ　（2，000）ポーランド　（5，276）ポルトガル　（2，000）スウェーデン　（2，001）ア　メ　リ　カ　（1，000）41，153．267．636．4圏軸70．241．1図侵入防止警報機■特別のドア鍵ロ特別の窓／ドア格子・23，442．654．369．721．0注重複選択による。スイスは，未調査であるると，最も多いのがイギリスの3．4種類で，以下，オーストラリア（3．1種類），アメリカ（3．0種類），カナダ（2．8種類）と続いており，11か国総数では2．2種類である。一方我が国は1.3種類となっており，比較対象国中で最も低い。52法務総合研究所研究部報告18�D以上から，他の比較対象国では，防犯設備が備わっている比率が高く，しかも，ハード，ソフト　両面による複数の防犯設備によって住居が護られている（例えば，侵入防止警報機も特別のドア鍵　も設置されているし，公的な近隣自警団組織も有している。）（＊13）。一方我が国は，防犯設備が備わっ　ている比率が低く，たとえ備わっていても，単一の設備等しかないことがうかがえる。イ　他の要因との関連次に，防犯設備にかかわりが深いと思われる要因との関連について見たい。2−26図は，スイスを除2−26図　防犯設備と不法侵入・同未遂被害率との関連（国別）（種類〉　43平均防犯　2設備数10　　　　　　　　　　　England＆Wales　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　yニ0．2102x＋0，3738　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・■●　　　　　　　US〜　C�oada　’一Austr組ia　　　　　　　　　　●　　　　　　、■　　　　France　　　　　　　，一　　　　　　●　一・・’．F血�qd！！も総数　・臨1�q1�p血　　．〆6Sweden〆Pol�od8　　●　　　　PortugalJapan05　　　　10不法侵入・同未遂被害率1520（％）注1「平均防犯設備数」とは，rこれらでは護られていない」と回答した者を「防犯設備なし」　　とみなした上で，一国当たりの平均防犯設備数を算出したもので，以下の式による。　　　　　平均防犯設備数一r轟一　　2　図中の直線及び式（回帰式）は，総数を除いた11か国のデータで作成したものである。　　3　スイスは，　「住居の防犯設備」について未調査であるため，図中に含まれていない。（＊13）　ノリスとカニアスティ（Norris＆Kaniasty，1992）は，アメリカ・ケンタッキー州において，防犯設備（警戒　　行動）の種類別に，不安全般との関連を調査した。調査結果の概要は以下のとおりである。�@専門家行動（本調　　査では「管理人／ガードマン」「公的な近隣自警団組織」が該当しよう。）は，あまり頻度は高くなかったが，犯　　罪多発地域ではかなり使われていた。�A鍵行動（本調査では「特別のドア鍵」が該当しよう．）の使用は，一般に　　高く，特に居住地域があまり安全であると感じず，アパートなどの短期居住者において高かった。また，鍵行動　　が高ければ高いほど，心理的苦悩度（うっ的傾向，一般不安度及び恐怖性不安度）は低かった。�B隣人行動（本　　調査では「互いの家を監視するための隣人との助け合いの申し合わせ」が該当しよう。）は，鍵行動以上に一般的　　に用いられており，特に長期居住者には共通して見られた行動であった。また，心理的苦痛を緩和しストレス緩　　衝機能をもつ社会的支援につながっているとも考えられ，今後の防犯設備（警戒行動）の一つとして有望である　　と思われた。第1回犯罪被害実態（暗数）調査53く11か国について，平均防犯設備数と不法侵入・同未遂被害率（過去5年間）との関連を散布図（＊14）で示したものである。右肩上がりの直線を描くことができ，不法侵入・同未遂被害率が高い国ほど，平均防犯設備数が高くなる傾向がうかがえ，非常に了解可能な結果となっている（＊15）。　　（5）夜間外出頻度　すべての調査対象者に対して，夜間外出頻度を聞いている。質問紙では，「娯楽目的，例えば飲食店やレストランや映画に行ったり友達に会ったりするために，夜間，個人的にどのくらい外出されますか。」と尋ねている。　2−27図は，我が国について，夜間外出頻度を示したものである。「月1回以下」の者が最も多く，約4人に1人は「決して外出しない」としている。「ほとんど毎日」の者は非常に少ない。2−27図　夜間外出頻度（日本）わからない1．0％　ほとんど毎日2．2％　2−28図は，スイスを除く11か国について，夜間外出頻度を示したものである。「決して外出しない」及び「月1回以下」を合計した比率を見ると，我が国は，比較対象国中で最も高い。また「ほとんど毎日」の比率も，我が国が最も低い。　　（6）犯罪被害に対する不安　ア　基礎的データ　すべての調査対象者に対して，犯罪被害に対する不安（以下，「犯罪不安」とする。）について，3つの質問を実施している。質問の最初に「これからあなたの住んでおられる地域その地域における犯罪について，あなたの意見をお聞かせください。」とことわることで，犯罪に関する質問であることを明確にしている。質問紙では，�@「暗くなった後，あなたの住んでおられる地域を一人で歩いているとき，ど（＊14）　不法侵入・同未遂被害率を独立変数，平均防犯設備数を従属変数と見なして，回帰分析を行っている。（＊15）脚注（＊14）で記したのとは逆に，「防犯設備を備えるほど，不法侵入・同未遂被害率は低下するので，平均防　　犯設備数を独立変数，不法侵入・同未遂被害率を従属変数と見なすべきである。」との解釈も可能であろう。しか　　し本分析では，防犯設備は調査日時点の事象，不法侵入・同未遂被害率は過去5年間の事象といったように，時　　間的に前後関係が明らかである。　　　なお，犯罪警戒行動（自宅の施錠の徹底，留守中の近所における助け合いなど）が犯罪予防にもたらす効果に　　ついては，明確に検証されていないか，あるいは曖昧な効果しか報告されていなく（齊藤ら，1999），全く効果が　　見られなかったとの調査結果さえも見られる（例えば，ノリスとカニアスティ（Norris＆Kaniasty，1992）など）。54法務総合研究所研究部報告182−28図　夜間外出頻度（国別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わからないほとんど毎日　少なくとも週1回　　　少なくとも月1回　　月1回以下　決して外出しない総　　　　　数　　　鑛（2乳286）難難欝離19，321．015．61．0・オーストラリア　（2，005）カ　　ナ　　ダ　（2，078）イ　ギ　リ　ス　（1，933）フィンランド　（1，782）贈醗慰暢暇盟lll難，、露羅20．212．93，、、．1．1翻窃薙鱗　　16．5　　　　　　　9。8　　　3．デ　　　　　　　ノ　　　　　　0．7・　16．6　　　　　　　12．7　　　5．3　・・’　　　　　　　　　　　1．4、31．630．2　　　　　　　8．2”　　o’：フ　ラ　ン　ス　（1，000）日　　　　本　（2，211）　　　　　　2・2・、オ　ラ　ン　ダ　　魏　　　　　　鱗、難　（2，000）ポーランド　（5，276）i灘　　　”22．915．9　　　　　14、7　’’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　　一　　一一　　一　　■一　　一　　　　　　層　　　　一　　一　　，　　一一　　一2．l　I　馬　118．435．324．0冒　　　■鞠24：−喝一曜一一　一…．陶汀陶−剛一…　．一一一一．　、、、一嘲　　1・曾：璽難　　　　　　　19．9　　13．0　72　　　　　　　　　　　　　　　一一一・一一一、…　一■一　一，・冒一　　　1．シo・死：ポルトガル　（2，000）スウェーデン　（2，001）ア　メ　リ　カ　（1，000）鵡麟9．724，033．8曹　　．壽・鱒舞鱒鱗灘灘雛32．334．76．3つぐ一2．5’隔　　　辮鍵蹴20．10・81：　　　、4　α2・12，7　　　　5．4　4．3注　スイスは，未調査である。の程度安全であると感じますか。」（以下，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」とする。），�A「暗くなってから家に一人でいるとき，どの程度安全であると感じますか。」（以下，「自宅に夜間一人でいることの不安」とする。），�B「今後12か月の内に誰かがあなたの家に侵入しようとすることについて考えてみてください。それは非常にあり得ますか，……。」（以下，「不法侵入の被害に遭う不安」とする。）と尋ねている。　2−29図は，我が国について，3種類の犯罪不安を示したものである。この図からうかがえる我が国の特徴は以下のとおりである。　�@　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」については約80％，「自宅に夜間一人でいるこ第1回犯罪被害実態（暗数）調査552−29図　犯罪不安（日本）�@居住地域における夜間の一人歩きに　対する不安　　　とても危ない2．5％�A自宅に夜間一人でいることの不安�B不法侵入の被害に遭う不安常にあり得る1．9％注�@・�Aについては，無回答1名を除く。　との不安」については90％以上の者が，「とても安全」又は「まあまあ安全」と回答しており，不安　感を抱いていない者が多い。�A　「不法侵入の被害に遭う不安」については，「あり得ない」と回答した者は約半数にとどまり，「居　住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及びr自宅に夜間一人でいることの不安」と比較す　ると，不安感を抱いている者が多い。　2−30図は，12か国について，3種類の犯罪不安を示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」は個人犯罪被害に関する不安を，「自宅に夜間　一人でいることの不安」は不法侵入に対する不安を，それぞれ主として尋ねたものであるが，いず　れの場合においても，我が国の被害率は他の比較対象国よりもかなり低いにもかかわらず，犯罪不　安（安全でないと感じている者の比率）が高くなっている。56法務総合研究所研究部報告18　　　　　　　　　　　　　　　　2−30図　犯罪不安（国別）�@居住地域における夜間の一人歩きに対する不安　　　　　　　　　　　とても安全　　　　　　　　　まあまあ安全　やや危ない　とても危ない　　　18．2　、。7濫21，7　　　　　　　　、．，茎雲4、雛。　　　　　11，5　　釜O。　　　18．6　　．7．8　日本購纏　　　　　極5，霧　オランダポーランド　蕪麟饗　　　　　　　　　　149519，92．529，0�`96。鋳，3冒　　　681L8　13，1　　鐵510・6　鱗�A自宅に夜間一人でいることの不安フランス　．アメリカ　　　　　　とても安全、、　　　　　醗難　　。　　　　　鐵蜀　　　　　　　　　　　とても危ないまあまあ安全　やや危ない↑　　40擁　冨、．、、∫「巡7。3．1．5　　38淘　1　　　8．0　1．7　　　　　☆2集4　．　　　．／1．O　　　　l34，2、1、「・。1、．4、911．1　　　　　　　。☆183　．0．4　　　。ド1・’31一壼・．、　4。8』1．4　　　　　　　　　　　　8．1　0．7　　　　　　124・多、。…．。3・80・7　　　　　　　　　14．0　　　2．9　　　　　　　鶏1罷　3・705　　　　　　毫250　ぎ　。．・。1，1第1回犯罪被害実態（暗数）調査57�B不法侵入の被害に遭う不安　　　非常にやり得るあり得るあり得ないわからない　　総オーストラリア‘2事辱7一ゴ61．3鱒灘「鍛23．156．5出講鶴。カナダ鞭蕊24．4．65，9灘，＄57，8フィンランド0一　　■　　日謄12‘7「84．3、■　　　■　　　甲・　　■　　陶一　　一2．3フランス漁9。42．52．、日　　本難一52．8オランダ誕ポーランド　壽「　　　　ア鰍。ポルトガル58．4監o　　■　　■　　一　　■　　一．　　噛1。麟。．i灘匿、：41．20スウェーデン79．0スイス0，，9・■餐，き嶺62．5アメリカ　辮曇．季簗講179．0注　　�Aについては，スイスは未調査である。　　　無回答を除く。　�A　「とても安全」と回答した者の比率に着目すると，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不　安」に関しては，12か国総数で約30％の者が該当している（カナダ，フィンランド，フランス，ス　　ウェーデン，スイス及びアメリカでは40％を超えている。）のに対して，我が国では約12％となって　　いる。「自宅に夜間一人でいることの不安」に関しても，12か国総数で約51％の者が該当している　　（フィンランド，オランダ，スウェーデン及びアメリカでは70％を超えている。）のに対して，我が　　国では約24％の者しか該当していない。　イ　他の要因との関連　次に，犯罪不安にかかわりが深いと思われる要因との関連について見たい。取り上げた要因は，「被害率」，「警察活動」，「住居の防犯設備」及び「夜間外出頻度」で，これらの各要因と，各国における犯罪58法務総合研究所研究部報告18不安が高い者の比率とを対比することとする（＊16）。なお，ここで取り上げた各要因と犯罪不安との関連に関する統計的検討については，「第3　結果と分析2（クロス集計分析）」において，あらためて行う。　2−31図は，12か国について，犯罪不安のうち「不法侵入の被害に遭う不安」と不法侵入・同未遂被2−31図　犯罪不安と被害率との関連（国別）不法侵入・同未遂被害率（過去5年間）　　（％）　20　　　　　　　10　　　　　　　　0　　総　　数　ポルトガル　　フランスオーストラリア　　日　　本　　イギリス　　カナダ　　スイス　ポーランド　　オランダ　　アメリカスウェーデン　フィンランド10犯　罪　不　安　（不法侵入の被害に遭う不安）20　　　　　　　30　　　　　　　40　　　　　　　5060（％）6．5簸豊戯認　珍影筋��垂励動・噸纏　尉陽膨、　寧易瘍畿髪諺乾諺　29．25，0一賜額転諜鐸移毒、　亀勤穆嫡弱窮画聾聾膨蕾彦．蓑髪。動毒ぢ箆舞惚夢栖　幽禦琢・響葛撫、．覆・警図卿紹繊塵蝋　　　　55．8・・甥禦講呼・累霧嚢窮勧屡雛　　　　　　・珍擁錘署霧　　饗謝筋雪　　　四勤曇膨，掘　44．613．2・樽磐蝿蹄乾鞍　。　図働憂鷲釜野憾珍罫罷靭溺舅　　　　　　’彰勧　郵蜜藏瞳　36。83．333．910．1拶蜜縁・離・　鞍膠動置伽鷺斐鞭’　、疹纏，筋庫、　　鵬簸勇蜀駕「麗　33．48．2鶴滲諺蒙　　　鍛鵬影竃鋼聾霧艶鏡簸珍酌、・　　謙　’　封舞影　29，26．51屑　　騒搦窺拶窃彦嶽・　鱗器茎禦黎　　　回脇姦　　28．75．0圭響珍、9亀議霧漢鯨勝窮競鞍　　’箋垂買聾姦署〜鐸雲露繊　「26．310．1ゴ蘇男・鎌励。糊嚇・臨顯講器・・魏乾．18．46．9「〕購擁講舞霧欝糖15．44．5購　　　翼鱗叢・・15，12．1袈麟欝灘蕩。尉・鞭鋤鯉13．458．8注「犯罪不安」は，r非常にあり得る」rあり得る」を合計した比率による。　　　r犯罪不安」において，比率の高い順に並べかえている。（＊16）前述のとおり，ICVSで使用している犯罪不安（fear　of　crime）は，アメリカのNCVS（National　Crime　　Victimization Survey）やイギリスのBCS（British Crime Survey）で使用されているものとほぼ同様の質問を　　用いている。つまり，まず居住地域の犯罪に関する質問であることを前置きした上で，「暗くなった後，あなたの　　住んでおられる地域を一人で歩いているとき，どの程度安全であると感じますか？」，「今後12か月の内に誰かが　　あなたの家に侵入しようとすることについて考えてみてください。それは非常にあり得ますか？」といった，居　　住地域の安全性に対する認知（feeling　of safety）や犯罪に遭遇する危険i生の認知（perception of risk　or concern　　about　victimization）をいい，必ずしもフェラロ（Ferraro，1995）が指摘する危険に対する感情的反応（心の反　　応としての恐怖や不安）としての犯罪不安を意味しない。　　　また，犯罪不安（fear　of crime）については，最近，これ自体が社会に深刻なダメージを与える犯罪被害の一　　つであると考え，それに影響を与える要因の研究が注目されている。しかし，同時にその概念について，調査票　　の中で犯罪不安として何が測られているのかについても議論が高まりつつある。これまでの研究で使用された用　　語だけでも，fear，worry，concern，anxiety，unsafe　feeling，perceived　risk　of　victimization，afraid　and　angry　　などがある。ウイリアムスら（Williams et al,2000）は，これまでの研究で犯罪不安として調査された変数を整　　理した上で，五つの犯罪不安概念，すなわち�@夜間の一人歩き時の犯罪不安（NCVS　walking worry scale），�A　　犯罪に遭う心配（victimization worry scale），�B日常行動での一般的な防犯行動（general behavioral precau-　　tions），�C自宅の防犯行動（home−oriented　behavioral　precautions），�D旅行時の防犯行動（trip−oriented　be-　　havioral　precautions），�E犯罪以外の夜間一人歩きの不安（general　worry　walking　scale）を用いて，犯罪不　　安に関する調査を実施している。その結果，三つの因子を抽出している。第一因子が犯罪に遭う心配（worry），　　第二因子が一人歩きの不安，最後の因子が防犯行動である。そして，第二因子である一人歩きに関する不安は，　　犯罪を想定した場合も，想定しなかった場合も同じ因子が作用していることから，この質問は，一般的な社会不　　安を示す指標と考えるほうが妥当であり，犯罪不安を示す指標として使用することは適当ではないとしている。　　その上で，彼らは，犯罪不安の指標としては，犯罪に遭う心配（worry　about　crime）を使用することが最も適　　当であるとしている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査59害率（過去5年間）とを，対比する形で示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　ほとんどすべての国において，現実（不法侵入・同未遂被害率）と，可能性（不法侵入の被害に　　遭う不安）とが一致していない。その中でも不一致が著しいのが，我が国とポルトガルであり，被　　害率と被害の可能性があると考える者の比率に10倍以上の開きがある。この比率が近いのはオラン　　ダであり，その開きは2倍以下である。　�A　比較対象国中のそれぞれの順位で見ると，オーストラリアでは，不法侵入・同未遂被害率が比較　　対象国中で最も高く，不法侵入の被害に遭う不安も3番目に高くなっており，フィンランドでは，　　不法侵入・同未遂被害率も不法侵入の被害に遭う不安も，比較対象国中で最も低くなっており，了　　解可能な結果である。ところが我が国は，不法侵入・同未遂被害率はフィンランドに次いで低いに　　もかかわらず，不法侵入の被害に遭う不安は4番目に高いという結果になっている。このことから，　　我が国は，実際に犯罪被害に遭う可能性は低いものの，犯罪不安が高い傾向がうかがえる。　2−32図は，11か国又は12か国について，犯罪不安と警察活動（各国における良い評価をした者の比率で，防犯活動と親切さとの合計比率）との関連を散布図（＊17）で示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　犯罪不安のうち「�@居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「�A自宅に夜間一人で　　いることの不安」については，やや右肩下がりの直線を描くことができ，警察活動に関する評価が　　高い国ほど，犯罪不安は低くなる傾向がうかがえる（＊18）。しかし，「不法侵入の被害に遭う不安」に　　ついては，何らかの傾向は見出せない。　�A　散布図中の直線（回帰直線）から距離が離れている国に着目すると，オランダが特に，他の比較　　対象国とは異なる傾向を示している。　2−33図は，スイスを除く11か国について，犯罪不安のうち「自宅に夜間一人でいることの不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」と平均防犯設備数との関連を散布図（＊19）で示したものである。この図からうかがえる特徴は以下のとおりである。　�@　「�@　自宅に夜間一人でいることの不安」については，やや右肩下がりの直線を描くことができ，　　平均防犯設備数が高い国ほど，犯罪不安は低くなる傾向がうかがえる。しかし，「�A　不法侵入の被（＊17）警察活動を独立変数，犯罪不安を従属変数と見なして，回帰分析を行っている。（＊18）　キダーとコーンは，アメリカ世論調査の結果から，「防犯対策（被害者になるのを避ける対策）は，自己効力感　　や希望を生み出さない．なぜなら，犯罪被害に遭う確率は変わるかも知れないが，犯罪が起こる可能性（社会が　　危険であること）に変わりはないし，ずっと警戒し続ける必要があるからである。だから，防犯対策を取るほど，　　犯罪を恐れる傾向が強い。そして犯罪を恐れるほど，警察や裁判所が役に立たないと考え，司法のシステムに協　　力しようとしないのである。」と指摘している。詳細は，Kidder＆Cohn（1979）及び齊藤ら（1999）を参照され　　たい。　　　また，警察活動に関する評価が低いから犯罪不安が高くなるという指摘も可能である。星野（1975，1976，1977）　　は，パトロールや家庭訪問の実施による目に見える活動の強化や警察と地域との良好な関係が，人々の犯罪に対　　する不安を軽減させると指摘している。　　　この星野の研究を引用した所（1990）は，「安全感は，『正確には，現実の警察力・警察活動よりも人々に認知　　されたそれらの水準によって影響される。』一方，人々に認知された警察活動の水準は，その現状よりも低いから，　　『現状−に関する広報活動を行うことによって』も安全感を上昇させることが可能なわけである」と指摘してい　　る。つまり，警察が，最近の犯罪の凶悪化，それに対応することの困難さ，検挙率の低下等を喧伝することは，　　所の指摘するように，人々の安全感を低下させることになる。（＊19）平均防犯設備数を独立変数，犯罪不安を従属変数と見なして，回帰分析を行っている。60　　　　　　　　　　2−32図�@居住地域における夜間の　一人歩きに対する不安　（％）4030犯罪　20不安100●Poland法務総合研究所研究部報告18犯罪不安と警察活動との関連（国別）　　　　　　�A自宅に夜間一人でいることの不安●Aust【alia　Port皿ga1　　●　　’』　　　　　　　　En創a皿d＆　　』、総数　　　�j、●●Wales　　　　　’8斧輌tze「land　Japan●Flance、、　●　　　　　　　　　　　�d・Nethe・la皿ds　F血1�od●Canada　　　　　　　　　も　　　　　　●　　　　　USA　　　　Swede皿y＝一〇2363x＋39，528（％）20犯罪　10不安2040　　　　60　　　　80　警　察　活　動100　（％）0●Poland　　　　　　yニー0．1609■＋18，128　　　Poltuga1　　　、　○　　　　・、　総数　●Aus廿aha　　　Jap盈、●　　　　France　�jEn疹and＆　　　　　　●ぷWales　　　　　Sweden　　　　、、CanadaNethe【la熟s　　●　嚇　　　　　　　　●　　　USA　　　　　　　　Finla皿d2040　　　　60　　　　80　　警　察　活　動100　（％）�B不法侵入の被害に遭う不安　（％）60犯罪不安40200●Porhlgal　　　　　　●　　　　　France　　　　　　　　Austraha　　顕pan　　　　O　　、専．・E轍＆　　　繍鮎　・伽血　　　　S輌セerla溢d　　●　　　　　　　　＼、Poland　　　　　　　　　　　　・　　●NetherlandsSweden　●　　　　●USA　　撃inland（％）y＝一〇2753x＋4＆2872040　　　　60　　　　80　　警　察　活　動100注1「警察活動」については，r警察の防犯活動」　　の「非常に良くやっている」　「まあまあ良くや　　っている」を，　「警察の親切さ」の「全く同感」　　「どちらかと言えば同感」を，それぞれ合計した　　比率である。　　2　「犯罪不安」については，�@・�Aはrとても危　　ない」「やや危ない」を，�Bは「非常にあり得　　る」　「あり得る」を，それぞれ合計した比率で　　ある。　　3　図中の直線及び式（回帰式）は，総数を除い　　た11か国又は12か国のデータで作成したもので　　ある。　　4　スイスは，　「自宅に夜間一人でいること」が　　未調査のため，�Aの図中に含まれていない。第1回犯罪被害実態（暗数）調査612−33図　犯罪不安と防犯設備との関連（国別）�@自宅に夜間一人でいることの不安（％）20自宅に15夜間人で10いることの　5不安0●PolandPortugal●　　　　　　　　　　総数Jap皿●、、・．．　　●　　　　　　　　　　　Fra皿ce●　　　　　Finland　　　　　　　●　●Nethe・lands　　　　　　　　　●　　　　　　　　Swede皿Ca皿ada●Austmha　E皿gla皿d＆Wales、．　　　　　●●●　USA』ソ＝一1．6094x＋10，029001　　　2平均防犯設備数34（種類）�A不法侵入の被害に遭う不安（％）60　50不法侵40入の被害30に遭う20不安　100●Por【ugalJapan●　　●Pola皿d●FranceAustraHa　　　　　　　　　　Canada一一”””●。…　一・一＿一一一』．　　　　総数Swede皿　　　●●Nethe−1ands●Fi皿1a皿d　●　En菖la皿d＆Wales　　　　●o　曹　一　一　冒　一　一　一　　　　　　y＝一1．2582玩＋31。8270USA●01　　　2平均防犯設備数34（種類）注　1　「平均防犯設備数」とは，　「これらでは護られていない」と回答した者を「防犯設備なし」　　　とみなした上で，一国当たりの平均防犯設備数を算出したもので，以下の式による。　　　　　　平均防犯設備数一r−　　2　「自宅に夜間一人でいることの不安」は「とても危ない」　「やや危ない」を，　「不法侵入の　　　被害に遭う不安」は「非常にあり得る」　「あり得る」を，それぞれ合計した比率である。　　3　図中の直線及び式（回帰式）は，総数を除いた11か国のデータで作成したものである。　　4　スイスは，　「住居の防犯設備」について未調査であるため，図中に含まれていない。62法務総合研究所研究部報告18　　害に遭う不安」については，何らかの傾向は見出せない。　�A　上記の理由として，一般的には，「防犯設備を備えるほど，不法侵入の被害に遭う可能性が低下す　　ると認識され，その結果，犯罪不安が低減する。」と考えられる。その一方で，「防犯設備を備える　　ほど，逆に犯罪被害に敏感になって，かえって不安が助長される。」もしくは「犯罪不安が高い者ほ　　ど，より多くの防犯設備を備える傾向にある。」ことも考えられる（＊20）。いずれにせよ，ウイリアム　　スら（Williams　et　al.,2000）は，犯罪に備える防犯行動は，それ自体が犯罪不安の指標の一つで　　あると指摘しているが，防犯設備は自宅における防犯行動の一つであり，犯罪不安そのものと考え　　ることができる。犯罪不安の研究は，ICVSのような犯罪被害実態調査が最も得意とする分野の一つ　　であり，今後，それを測定するための操作的定義のあり方も含めて更に詳細な検討が必要である。　2−34図は，12か国について，犯罪不安のうち「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」と夜間外出頻度とを，対比する形で示したものである。2−34図　犯罪不安と夜間外出頻度との関連（国別）　　　　　　　　　犯　罪　不　安（居住地域における夜間の一人歩きに対する不安）　（％）40　　　　　　30　　　　　　20　　　　　　10　　　　　　0総　　数ポーランドオーストラリア　ポルトガルイギリスフランス日　　本オランダフィンランド　カナダ　アメリカスウェーデン夜間外出頻度（月1回以下／決して外出しない）10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60（％）25．421．0　　　　　　15．637．521．7　　　　　　　　　　29．435．312．9　　3．829．424．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　33．825．412．7　　5．323．215．9　　　　　14．7垂霧購雛欝灘難難灘講　欝鱗謙露灘婁難慧欝蕪雲19．313．0　　　7．217．830．2　　　　　　　8．29．8　　．716．315．612．7　　5．414．734．7　　　　　　　　6．3注　　　r犯罪不安」は，　rとても危ない」　rやや危ない」を合計した比率による。　　　スイスは，　「犯罪不安」について未調査であるため，図中に含まれていない。　　　「犯罪不安」において，比率の高い順に並べかえている。（＊20）　「防犯設備を備えるほど，不法侵入の被害に遭う可能性が低下すると認識され，その結果，犯罪不安が低減する。」　　にはローゼンバウムら（Rosenbaumetal．，1986）など，「防犯設備を備えるほど，逆に犯罪被害に敏感になって，　　かえって不安が助長される。」にはキダーとコーン（Kidder＆Cohn，1979）（脚注（＊18）を参照されたい。），　　テイラーとシューメイカー（Taylor＆Shumaker，1990）及びノリスとカニアスティ（Norris＆Kaniasty，1992）　　など，「犯罪不安が高い者ほど，より多くの防犯設備を備える傾向にある。」にはリガー（Riger，1985）などの，　　それぞれ研究結果がある。これら，「警戒行動と犯罪不安との関連」に関するレビューとして，齊藤ら（1999）が　　詳しい。第1回犯罪被害実態（暗数）調査63　ポーランド及びポルトガルは，犯罪不安が高く，夜間外出頻度が低くなっている。これは，「夜間の一人歩きは怖い」という意識が，「夜間の外出は控える」という行動につながったと解釈でき，了解可能な結果となっている。一方オーストラリアは，犯罪不安が高く，夜間外出頻度も高いという結果となっている。我が国は，犯罪不安の割に，夜間外出頻度が低くなっている（*21）。（＊21）「夜間の外出」といった人間行動は，犯罪不安といった意識のみではなく，その国及び地域の物理的，自然的及　　び社会的環境等によって左右されるものであろう。例えば，気候（夜間でも暖かい，あまり雨や雪が降らないな　　ど），商店等が遅い時問でも開店している（例えばカナダでは，夏は夜10時，11時まで商店が開いている場合があ　　る。），遅い時間でも公共の交通機関が機動している，街の照明の明るさなどが要因として考えられよう。64法務総合研究所研究部報告18第3　結果と分析2（クロス集計分析）　これまでは，被害率，住居の防犯設備，犯罪被害に対する不安などの項目を，単独で分析してきた。次に，ある項目と別の項目との関連を，統計的に分析することとする。　焦点を当てたのは，「犯罪被害の有無（1999年）」及び「犯罪不安」の2項目である。犯罪被害の有無（1999年）ではさらに，�@全犯罪被害，�A世帯犯罪被害，�B個人犯罪被害，�C暴力犯罪被害について，犯罪不安ではさらに，�@居住地域における夜間の一人歩きに対する不安，�A自宅に夜間一人でいることの不安，�B不法侵入の被害に遭う不安について見ていく。　これら7つの従属変数に影響を与えると考えられる変数（独立変数）に選定したのは，「世帯及び個人に関する属性等」では，�@都市規模，�A住居形態，�B世帯収入，�C世帯人数，�D住居の防犯設備，�E銃器の所有の6変数，「個人に関する属性等」では，�@性別，�A年齢，�B就業状況，�C婚姻関係，�D教育歴，�E夜間外出頻度の6変数，「警察活動に関する認識」では，�@警察の防犯活動に関する認識，�A警察の親切さに関する認識の2変数，合計14の独立変数を選定した（＊1）。それぞれの独立変数は，統計的処理をしやすくし，結果を理解しやすくするために，幾つかのカテゴリーを統合し，また，「わからない」や無回答等は除外して分析している。国によっては，独立変数に選定した項目を調査していないことがあるが，その場合はクロス集計表の該当箇所を斜線で示している。　以上の，14独立変数と7従属変数の，それぞれの関連を分析するとともに，あわせて7従属変数同士の関連も見ていく。　分析方法としては，独立変数と従属変数によるクロス集計分析を実施した。統計手法としては，X2（カイニ乗）検定及び残差分析（＊2）を採用した。　1　犯罪被害の有無に与える要因　はじめに，「犯罪被害の有無（1999年）」に焦点を当て，「全犯罪被害」，「世帯犯罪被害」，「個人犯罪被害」，「暴力犯罪被害」の4つを従属変数としてとり，各独立変数との関連を見ていく。なお，「犯罪被害の有無（1999）」の変数は，上記分類に該当するいずれかの犯罪被害に遭った者を「犯罪被害あり」群とし，いずれの犯罪被害にも遭っていない者を「犯罪被害なし」群と，二群に分けた。　（1）世帯及び個人に関する属性等　3−1表から3−4表は，それぞれ，�@都市規模，�A住居形態，�B世帯収入，�C世帯人数の各独立変数と，犯罪被害の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。　�@　都市規模別（3−1表）　　ここでは，居住地の人口について，人口10万人を基準に，それ以上と以下とに二分して分析した。（＊1）　ただし，「犯罪被害の有無（1999年）」を従属変数にした場合は，「世帯及び個人に関する属性等」のうち「住居　　の防犯設備」及び「銃器の所有」の2変数，並びに「警察活動に関する認識」の2変数は，分析から除外した。　　これは，時間的に見て，従属変数よりも後の事象であると考えられるからである。（＊2）残差分析とは，一般にi×iのクロス表において，X2検定の結果が有意であった場合に，どのセル（項目）が，　　この有意性に貢献したのかを判定する手法である。観測度数と期待（理論）度数との差（残差）を算出すること　　によって分析する。本分析では，残差のうち「調整済み残差」を使用しており，1残差1＞1．96ならばp＜0．05で，　　l残差l＞2．58ならばp〈0．01としている。以上について，田中・山際（1989）を参照した。第1回犯罪被害実態（暗数）調査65　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「人口10万人以上」は「犯罪被害あり」が有意に多　く，「人口10万人未満」は「犯罪被害なし」が有意に多い。我が国では，統計的に有意な関連は認め　られなかった。　以上から，一部の国では傾向は見出せなかったものの，全体として見れば，都市規模は犯罪被害　の有無に影響を与える要因であるといえ，大都市の方が被害率は高い。�A住居形態別（3−2表）　　ここでは，住居形態について，「一戸建て住宅」と，「アパート／マンション」「テラスハウス」を　合わせて「アパート・マンション等」とに二分して，「公共の建物」及び「その他」を除外して分析　した。　　12か国合計では，「全犯罪被害」，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」において，「アパート・　マンション等」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「一戸建て住宅」は「犯罪被害なし」が有意に多　い。また「世帯犯罪被害」においても，ほぼ有意な関連が認められる。一方我が国では，いずれの　犯罪被害においても統計的に有意な関連は認められなかった。　　以上から，一部の国では傾向は見出せなかったものの，全体として見れば，住居形態は犯罪被害　の有無に影響を与える要因であるといえ，一戸建て住宅よりもアパート・マンションの方が，被害　率は高い。�B世帯収入別（3−3表）　　ここでは，世帯の年収について，各国の平均年収を基準に，平均以上と平均以下とに二分して分　析した。　　12か国合計では，「全犯罪被害」，「世帯犯罪被害」及び「個人犯罪被害」において，「国平均以上」　は「犯罪被害あり」が有意に多く，「国平均以下」は「犯罪被害なし」が有意に多い。　　これを国別に見ると，「全犯罪被害」及び「世帯犯罪被害」においては，いずれの国においても，　12か国合計の結果と相反する国はない。しかし「個人犯罪被害」においては，全体として見れば，　「国平均以上」は「犯罪被害あり」が有意に多くなっており，国別に見ると，統計的に有意な関連が　認められたカナダのほか，オーストラリア，ポーランド及びポルトガルでも，「国平均以上」は「犯　罪被害あり」が有意に多くなっている。しかし，フィンランド，オランダ，スイス及びアメリカで　は，むしろ「国平均以上」の方が「犯罪被害なし」の比率は高い傾向がうかがえる。「暴力犯罪被害」　においては，全く傾向は見出せなかった。　　以上から，世帯収入は，世帯犯罪被害の有無に対しては影響を与え，世帯収入の高い方が被害率　は高いが，個人犯罪被害及び暴力犯罪被害の有無に対しては，それ程影響を与えないといえる。�C　世帯人数別（3−4表）　　ここでは，世帯人数について，「1人」，「2・3人」，「4人以上」とに三分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，統計的に有意な関連が認められた。「全犯罪被害」　及び「世帯犯罪被害」においては，世帯人数が多い場合は「犯罪被害あり」が有意に多く，世帯人　数が少ない場合は「犯罪被害なし」が有意に多い。一方，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」に　おいては逆に，世帯人数が「1人」の場合は「犯罪被害あり」が有意に多く，「2・3人」の場合は　「犯罪被害なし」が有意に多くなっている。　　これを国別に見ると，「全犯罪被害」及び「世帯犯罪被害」においては，いずれの国においても，　12か国合計の結果と相反する国はない。もっとも「世帯犯罪被害」は，その世帯のいずれかの者が　犯罪被害に遭った場合を指すので，世帯人数が多ければ多いほど，例えば自動車等，世帯の乗り物66法務総合研究所研究部報告18所有台数が増加し，それに伴い，乗り物盗の被害に遭う「確率」が高まるものと考えられる。　一方「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」においては，全体として見れば，「1人」の場合は「犯罪被害あり」が有意に多くなっている。国別に見ると，オーストラリア，カナダ，スウェーデン及びポーランドのみしか統計的に有意な関連は認められていなく，しかもオーストラリア・カナダとスウェーデン・ポーランドとでは，関連の仕方が異なっている。カナダでは，世帯人数が多い場合は「犯罪被害あり」が有意に多いが，スウェーデン及びポーランドでは逆に，世帯人数が少ない方が，「犯罪被害あり」が有意に多くなっている。　以上から，世帯人数は，世帯犯罪被害の有無に対しては影響を与え，当然ではあるが，世帯人数が多い方が被害率は高いが，個人犯罪被害及び暴力犯罪被害の有無に対しては，影響を与える国も見られるが，影響の仕方は国によって異なるといえる。第1回犯罪被害実態（暗数）調査673−1表　犯罪被害に関するクロス表（1）都市規模別区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）【12か国合計】�@全犯罪被害都市規模　人口10万人以上73．4　＊＊人口10万人未満19，4　　κ2（1）＝173．417＊＊　　P＝0。0｛）0＊＊合計78．022．0�A世帯犯罪被害都市規模人口10万人以上81．5　＊＊　2κ（1）＝87・033人口10万人未満14．0　＊＊　　　　＊＊P＝0，000合計84．415．6�B個人犯罪被害都市規模人口10万人以上88。5　＊＊　2κ（1）ニ114・842人口10万人未満7．5　＊＊　　　　＊＊P＝0，000合計91．09．0�B個人犯罪被害�C暴力犯罪被害都市規模　人口10万人以上93．2　＊＊人口10万人未満4．6＊＊合計94．65．4　　κ（1）＝55・083　　　　　＊＊　P＝：0．000』　圓　　刀田　』区　　　　分オ1ストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポ1ランドポルトガルスウエiデンスイスアメリカ【国　別】�@全犯罪被害あり　　都市規模　人口10万人以上　　　　　　　人口10万人未満�A世帯犯罪被害あり　　都市規模　人口10万人以上　　　　　　　人口10万人未満�B個人犯罪被害あり　　都市規模　　人口10万人以上　　　　　　　人口10万人未満�C暴力犯罪被害あり　　都市規模　人口10万人以上　　　　　　　人口10万人未満＊＊　　＊　　＊＊　＊＊　　＊＊＊　＊＊＊＊　＊＊　　＊注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　r＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。68法務総合研究所研究部報告183−2表　犯罪被害に関するクロス表（2）住居形態別【12か国合計】区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@全犯罪被害住居形態　　アパート0　　　　　マンション等合計76．7　＊＊　　　　　2　　　　冗（1）ニ23．81820．6＊＊　P−0．000＊＊78．022．0�A世帯犯罪被害住居形態　　アパート●　　　　　マンション等一戸建て住宅合計83．616．484．515．5　2冗（1）＝3。438　PニO，06484．115．9�B個人犯罪被害住居形態　アパート’　　　　　マンション等90．3　＊＊概　　　　　　　　　　　　　　　　　撒　　庶　踊　　r　・　2冗（1）＝30．694　　　　　＊＊　p＝0．000一戸建て住宅’講冠「　　配難　　　引籔解7．7　＊＊轟響難難弱　　　　　轟合　　　計91．28．8（�C暴力犯罪被害住居形態アパート　・マンション等94．2＊＊丁弱鰐霞　　一総・舗撚　’源鎌丁＊＊　2κ（1）ニ8203一戸建て住宅壁灘嚢灘4．9　　　　＊＊p＝0，004合　　　計94．65．4【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギインー一フ一フi騨フルトウエイメラリリフンンンンガ1一アリアダスドス本ダドルンスカ�@全犯罪被害あり住居形態　　アパート’　灘　　　　　マンション等1灘・一戸建て住宅　　＊＊＊　＊＊　＊＊＊＊＊＊�A世帯犯罪被害あり住居形態　アパート’　　　　　マンション等　騰群錬灘響灘鰹灘懸鑛縫．謡灘i籔　＊一戸建て住宅＊＊　　＊応�B個人犯罪被害あり住居形態　アパート。　　　　　マンション等鱗「1垂、灘「「陣　　写　　　酔釜籔甥＊＊＊一戸建て住宅＊＊＊＊＊＊畠�C暴力犯罪被害あり住居形態　　アパート●　　　　　マンション等一戸建て住宅＊＊＊＊＊＊＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。　　3　「アパート・マンション等」には，テラスハウスを含む。第1回犯罪被害実態（暗数）調査693−3表　犯罪被害に関するクロス表（3〉世帯収入別【12か国合計】区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@全犯罪被害世帯収入　　国平均以上74．7　＊＊国平均以下　　　　　　　　　　　　　　　κ（1）＝153562　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　＊＊18．7　　　　　　　　　p＝0．000合　　　計77．922．1�A世帯犯罪被害世帯収入　　国平均以上81．2　＊＊国平均以下　　　　　　　　　　　　冗（1）＝191．666　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　＊＊12．3　　　　　　　　　p＝0．000合　　　計84．315．7�B個人犯罪被害世帯収入国平均以上90．4　＊＊　2冗（1）＝7、114国平均以下8．6　＊＊　　　　＊＊ρニ0，008合　　　計90．99．1�C暴力犯罪被害世帯収入　　国平均以上国平均以下合　　　計94．35．794．75．3　　κ　　（1）＝2，026　p＝0．15594．55．5オカイフフ日オポポススア区　　　分1ストナギインー一フ一フi一フルトウエiイメラリリフンンンンガ一アリアダスドス本ダドルンスカ【国　別】�@全犯罪被害あり　　世帯収入　　国平均以上　　　　　　　　国平均以下�A世帯犯罪被害あり　　世帯収入　　国平均以上　　　　　　　　国平均以下�B個人犯罪被害あり＊＊　＊＊　　＊＊＊　　＊　　＊＊　　＊＊＊＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊　＊＊　　＊　　＊＊世帯収入　　国平均以上国平均以下＊�C暴力犯罪被害あり世帯収入　　国平均以上国平均以下�C暴力犯罪被害あり注　1　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。70法務総合研究所研究部報告183−4表犯罪被害に関するクロス表（4）世帯人数別【12か国合計】区分犯罪舌〔の」』、、検定結果な　し（％）あ　り（％）1全犯罪被害世帯人数1　　人21．0（一2．1）＊2・3人21．0←4．2）＊＊　2冗（2）＝39．5004人以上75．0．6．3　＊＊鐸　　　　r　　　　　　　｝r耽　　　　＊＊p＝0，000合　　計77．722．3世帯犯罪被害世帯人数1　　人縫蟻繍羅耀12．72・3人欝（一5，7）＊＊15．0．2．7　＊＊　2冗（2）＝71．2624人以上81．3．7．8　＊＊麟露i難　　　　＊＊p＝0，OOO合　　計84．315．73個人犯罪被害世帯人数1　　人88．8−4．2　＊＊騨2・3人8．7−35）＊＊　2κ（2）ニ20．4524人以上90．5−0．29．50．2　　　　＊＊p＝0，000合　　計90．69．44暴力犯罪被害世帯人数　　1　人2・3人4人以上合　計93．3　　　　　　　蝋一・　　　　　　齢輝．　　　　一3．1＊＊　　　　　辮　　　　　5．2　％2（2）一11．572　　　　　．2．7＊＊94．3−0．25．70．2　　＊＊p＝0．00394。35．7【国別】区　　　　分オiストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポ1ランドポルトガルスウエ1デンスイスアメリカ1全犯罪被害あり世帯人数　　　1　　人＊＊＊＊2・3人＊＊＊＊＊＊4人以上難　縫難震　　　　廃皿弥　　　　　　　　　　　　　　律世帯犯罪被害あり軍”　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎚軍軍、　罵％轟塚　ヒ世帯人数　　　1　　人＊＊＊＊＊＊＊＊＊2・3人＊＊4人以上酔　占鰹　　X饗　　　乱　　　　　　　　　　　　　　　　軍犀齪鰻”ぎ3個人犯罪被害あり冨　　訴蓋世帯人数　　　1　　人懸占醗羅耀糊2・3人＊＊＊4人以上灘1鎌4暴力犯罪被害あり世帯人数　　　1　　人＊・鰐霧2・3人＊＊4人以上顯幾注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は有意水準5％以下で，r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査71　（2）個人に関する属性等　3−5表から3−10表は，それぞれ，�@性別，�A年齢，�B就業状況，�C婚姻関係，�D教育歴，�E夜間外出頻度の各独立変数と，犯罪被害の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。なお，犯罪被害の有無のうち「世帯犯罪被害」については，回答者本人ではなく，回答者が属する世帯における犯罪被害の有無を尋ねているので，個人に関する属性等とは無関係であると判断し，分析から除外している。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。　�@性別（3−5表）　　12か国合計では，「全犯罪被害」及び「個人犯罪被害」において，統計的に有意な関連が認められ　　た。「全犯罪被害」においては，男性は「犯罪被害あり」が有意に多く，女性は「犯罪被害なし」が　　有意に多い。一方，「個人犯罪被害」においては逆に，女性は「犯罪被害あり」が有意に多く，男性　　は「犯罪被害なし」が有意に多くなっている。　　　これを国別に見ると，我が国のほか，オーストラリア及びポーランドのみでしか，統計的に有意　　な関連は認められなかった。しかも，暴力犯罪被害においては，我が国及びオーストラリアでは，　　女性の方が「犯罪被害あり」が有意に多いが，ポーランドでは逆に，男性の方が「犯罪被害あり」　　が有意に多くなっている。　　　これらの要因として，「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」に含まれている「性的暴行」につい　　ては，女性のみが回答しているため，その分だけ女性の被害率が増加していることが考えられる。　　以上を考慮に入れると，全体として見れば，性別は犯罪被害の有無に影響を与える要因であると　　いえ，男性の方が被害率は高い。　�A　年齢別（3−6表）　　　ここでは，回答者の年齢について，「39歳以下」，「40〜59歳」，「60歳以上」とに三分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「39歳以下」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「60　　歳以上」は「犯罪被害なし」が有意に多い。また「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」において　　は，「40〜59歳」も「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，一部の犯罪被害を除き統計的に　　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。さらに年齢層を細分化して　　見ると，特に10歳代・20歳代の低年齢層が，統計的有意性に貢献していることがうかがえる。　　　これらの要因として，年齢によって，その他の個人の属性又はライフスタイル（個人の収入，就　　業状況，婚姻関係，夜間外出頻度など）に影響を与えるためと推測できよう。　　　以上から，年齢は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえるが，年齢そのものの影響な　　のか，他の要因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。　�B就業状況（3−7表）　　　ここでは，就業状況について，「働いている」，「学生」のほか，「求職中である（失業中）」「主婦・　　主夫」「無職（定年退職者等）」を合わせて「無職・主婦」とし，三分して分析した。　　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「働いている」又は「学生」は「犯罪被害あり」が　　有意に多く，「無職・主婦」は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に　　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。　　　これらの要因として，無職者や主婦に比べて有職者や学生の方が，外出頻度が高く，それに伴い，　　窃盗や暴行・脅迫を代表とする，通常自宅外で発生する犯罪被害に遭う確率が高くなるためと推測　　できよう。　　　以上から，就業状況は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，有職者や学生の方が被72法務総合研究所研究部報告18　害率は高い。�C　婚姻関係別（3−8表）　　ここでは，婚姻関係について，「独身」，「既婚，同棲」，「離婚・別居，死別」とに三分して分析し　た。　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「独身」は「犯罪被害あり」が有意に多く，「既婚，　同棲」は「犯罪被害なし」が有意に多い。「全犯罪被害」においてはさらに，「離婚・別居，死別」　も「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，し　かも12か国合計の結果と相反する国はない。　　これらの要因として，独身か既婚かによって，ライフスタイル（夜間外出頻度等）に影響を与え　るためと推測できよう。　　以上から，婚姻関係は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，独身者の方が被害率は　高い。�D教育歴別（3−9表）　　ここでは，学校教育を受けた年数について，「6年以下」（概ね，初等教育のみに相当），「7〜9　年」（概ね，義務教育のみ又は義務教育未修了に相当），「10〜12年」（概ね，中等教育機関進学又は　中等教育修了に相当），「13年以上」（概ね，高等教育機関進学に相当）とに四分して分析した（*3\)。　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，教育歴が13年以上の場合は「犯罪被害あり」が有　意に多く，9年以下の場合は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に　有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。　　義務教育未修了者（9年以下）の場合又は高等教育機関進学者（13年以上）の場合は双方とも，　職種や年収等，個人に関する何らかの属性に影響することが予想される。よって，有意な関連が認　められたと考えられる。一方中等教育修了者（「10〜12年間」）は，いわば「標準的国民」と考えら　れるので，有意な関連が認められなかったと推測できる。ただし，アメリカのように高等教育就学　率が80％を超える場合は，高等教育機関進学者が多数を占め，調査回答者の多くが「標準的国民」　となってしまうため，統計的な傾向が認められなかったものと解釈できよう。　　以上から，教育歴は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，教育歴が長い者の方が被　害率は高い。ただし，教育歴そのものの影響なのか，他の要因を媒介した影響なのかは，クロス集　計分析からは判明しない。�E　夜間外出頻度別（3−10表）　　ここでは，夜間外出頻度について，「ほとんど毎日」「少なくとも週1回」を合わせて「週1回以　上」とし，「決して外出しない」「月1回以下」「少なくとも月1回」を合わせて「週1回未満」とし，　二分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪被害において，「週1回以上」は「犯罪被害あり」が有意に多く，　「週1回未満」は「犯罪被害なし」が有意に多い。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が　認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。（＊3）初等・中等教育（小学校，中学校及び高等学校）における通常年限を国別に見ると（【】内は，うち義務教育　　年限），オーストラリア13年【10】，カナダ12年【10】（州により異なる），イギリス13年【11】，フィンランド12年　　【9】，フランス12年【10】，日本12年【9】，オランダ13〜14年【12】，ポーランド12年【8】，ポルトガル12年【9】，　　スウェーデン12年【9】，アメリカ12年【9】となっている。数値は，ユネスコ（UNESCO）のURL及び文部科　　学省（1995）を参照した。第1回犯罪被害実態（暗数）調査73　これらの要因として，日中の人通りが多い時には起こりにくいが，夜間には発生しやすい犯罪（例えば，人通りの少ない路地で金品を奪い取られるなど）に遭遇する確率は，夜間外出頻度が高ければ高いほど高まるためと考えられ，了解可能な結果といえよう。　以上から，夜間外出頻度は犯罪被害の有無に影響を与える要因であるといえ，頻度が多い者の方が被害率は高い。74　　　　法務総合研究所研究部報告183−5表　犯罪被害に関するクロス表（5）性別【12か国合計】区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@全犯罪被害性　別男77．7　＊＊女　　　　　　　　　　　冗（1）ニ7，17821．O＊＊　P＝＝0．007＊＊合　計78，421．6�A世帯犯罪被害性　別�B個人犯罪被害性別男8．4＊　2X（1）＝4．620女90．9＊　　　　＊p＝0，032合　計91．28．8（�C暴力犯罪被害性　別男女合　計94．95．194．65．4　　冗（1）＝1，412　p＝0．23594．75．3【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストラリナギリインランランランiランルトガウエ】デイメリアダスドス本ダドルンスカ�@全犯罪被害あり性　別　　　　　男女＊＊�@全犯罪被害あり�A世帯犯罪被害あり性　別�B個人犯罪被害あり性　別　　　　　男＊＊女疏』巴→r智nコ閣唖血古皇�C暴力犯罪被害あり　　性別　男＊＊　　＊＊　　　　　　　　　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査753−6表犯罪被害に関するクロス表（6）年齢別区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）あ　り（％）�@全犯罪被害年　齢39歳以下71．9（一2α7）＊＊40〜59歳78．3（一〇2）21．7（0、2）2冗（2）＝669．91060歳以上11．6←234）＊＊　　　＊＊p＝O，000合　　計78．421．6世帯犯罪被害【12か国合計】�@全犯罪被害年齢�B個人犯罪被害年　齢　　　39歳以下87．3←18．3）＊＊雛鐵難、、麗li2κ（2）＝374．010　　　　＊＊　P＝0．00040〜59歳7．5（一5．8）＊＊60歳以上■［　洋■　　　　　　　　　臓∴rr4．6←14．1）＊＊合　　計91．28．8�C暴力犯罪被害年齢　　39歳以下91．9（一16．7）＊＊40〜59歳60歳以上合　計94．7　総・・繍。4．4（一4．9）＊＊2．2（一13．3）＊＊5．3　冗　　（2）ニ316．683　　＊＊Pニ0．OOOオカイフフ日オポポススアiスギイ、噌フ一フiルウエメ区　　　　分トナノー一フト1イラリリフ、−ン、−、ノガ一〇プリアダスドス本ダドルンスカ【国別】�@全犯罪被害あり　年齢　3g歳以下　　　　　　　餌丁　　　、・．一　　鎌　　　　　40〜59歳　　　＊　　＊　　　　　　　　　．．　　　　　60歳以上　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊�A世帯犯罪被害あり年齢�B個人犯罪被害あり年齢　　　39歳以下＊＊酵　弐属纈F　■蕪冠下V▽万’∴�`「難鱒ぎ　鍍．、照灘　野丁｛瀟漁「40〜59歳＊＊＊＊60歳以上＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　＊＊�C暴力犯罪被害あり年　齢　　　39歳以下，匪　冠　　認園　　　匡　　　　蘭　　�`　　r碑　驕。「麺聾　　罵40〜59歳＊＊＊＊＊60歳以上＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　＊＊＊＊　＊＊＊＊�C暴力犯罪被害あり注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。76法務総合研究所研究部報告183−7表　犯罪被害に関するクロス表（7）就業状況別【12か国合計】区分犯罪宅害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@全犯罪被害就業状況　　働いている学　　　生75．3←13，8）＊＊無職・主婦懸67．0←13．1）＊＊　　2簿　冗　　（2）＝527．453　　　　　　　　　　　＊＊14．7　　　　p＝O．000←21．3）＊＊合　　　計78．421．6�A世帯犯罪被害就業状況�B個人犯罪被害就業状況　　働いている学　　　生90。6（一4．1）＊＊無職・主婦82．3←14．9）＊＊　6．0←124）＊＊合　　　計　2κ　　（2）＝310．27491．28．84暴力犯罪被害就業状況　　働いている94．2（一42）＊＊88．8　　　　＊＊p＝0．000学　　　生　2κ　　（2）＝233．685←12，6）＊＊無職・主婦合　　　計94．7　　　　　　　　　　　＊＊　3．3　　　　　　　　　p＝0．OOO（一113）＊＊　5．3【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエイメラリリフンンンンガ1一アリアダスドス本ダドルンスカ�@全犯罪被害あり　　就業状況　　働いている　　　　　　　　学　　　生　　　　　　　　無職・主婦�A世帯犯罪被害あり＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　　＊　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊就業状況�B個人犯罪被害あり　　就業状況　　働いている　　　　　　　　　　　　生　　　　　　　　無職・主婦4暴力犯罪被害あり就業状況　　働いている　　　　　　　　　　生　　　　　　無職・主婦注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査773−8表　犯罪被害に関するク回ス表（8）婚姻関係別区分犯罪被害の有無検定結果なし（％）　　あり（％）【12か国合計】�@全犯罪被害婚姻関係独身71．4（一15．8）＊＊19．7（一9．9）＊＊離婚・死別居轍．　別藝瀟鰭「　　　　　　　　　　　　　18．5　　　　　　（一5．3）＊＊合計78．421．6κ2（2）一251．620　　　＊＊P＝0．000Ψ　』昌「『77巳ヲF眠買婚姻関係�A世帯犯罪被害�B個人犯罪被害婚姻関係独身85．5（一18．8）＊＊既婚，同棲、離婚・別居死　　　別合計嚢91．1（一〇，4）91．2�C暴力犯罪被害婚姻関係独身90．8（一16．3）＊＊欝織i灘6．5（一16．7）＊＊8．9（0。4）8．8　冗　　（2）＝379566　　　＊＊P＝0．000既婚，同棲．離婚・別居死　　　別94．5（一〇．9）3．6（一14．9）＊＊合計94．75．5（0．9）5．3　κ　　（2）＝290．766　　　＊＊P＝0．000L国　　刀，』区　　　　分オiストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポiランドポルトガルスウエ1デンスイスアメリカ1全犯罪被害あり【国別】　婚姻関係独　　　身　　　　既婚，同棲＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　離婚・別居，死別　　＊�A世帯犯罪被害あり＊＊＊　　　　　　＊＊＊　＊＊　＊＊＊　＊＊驚婚姻関係婚姻関係　独　　　　身、能　　源剛虚．懸既婚，同棲＊＊＊＊　＊＊　＊＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊＊＊離婚・別居，死別灘欝4暴力犯罪被害あり婚姻関係　独　　　　身剛　　葺　■帰　　　　「講額zレ、灘難畿�s総ア燈灘既婚，同棲＊＊＊＊　＊＊　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊離婚・別居，死別3個人犯罪被害あり注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。78法務総合研究所研究部報告183−9表　犯罪被害に関するクロス表（9）教育歴別【12か国合計】区分犯ヲ口の　’』、、検定結果な　し（％）あ　り（％）1犯罪被教育歴6年以下羅　　　11・0　　　（一11．4）＊＊7〜9年10〜12年13年以上合　　計14．0　　％2β》＝386．604←12．1）＊＊帯犯罪被教育歴78．4−0．421．60．473，0（一154）＊＊　　　　＊＊p＝0．00078．521．53個人犯罪教育歴6年以下3．5（・7、8）＊＊7〜9年10〜12年13年以上合　　計4．9（一8．3）＊＊91．5−0．68．50．689．2←10．2）＊＊　　光　　‘3）＝177．745力犯罪91．78．3　　　　＊＊pニ0．0004教育歴6年以下2．0（p6．1）＊＊7〜9年2．7（・7．1）＊＊10〜12年13年以上合　　計94．7−1．35．31，393．5（・7．6）＊＊　　κ　　（3）ニ113．29494．95．1　　　　＊＊P＝O，OOO【　　別】区　　　　分オ1ストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポ1ランドポルトガルスウエ1デンスイスアメリカ1　巳罪被　あり教育歴　　　　6年以下　　　　　　　7〜9年　　　　　　　10〜12年　　　　　　　13年以上世　巳罪　　あり＊＊　　　　　　　＊＊　　＊　　　　　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　　＊　　　　　＊＊　　　　＊＊＊　　　＊教育歴3　人犯罪　　あり教育歴　　　　6年以下＊＊＊＊＊＊7〜9年＊＊　　　　　＊＊＊＊＊＊10〜12年13年以上4暴力巳罪　　あり教育歴　　　　6年以下＊＊＊7〜9年＊＊＊＊＊10〜12年13年以上注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。【12か国合計】�@全犯罪被害　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査3−10表　犯罪被害に関するクロス表（10\)夜間外出頻度別区分犯罪被害の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）18．1＊＊κ2（1）一267．708　　　　　　＊＊　　　　P＝0．00079夜間外出　　週1回未満頻　度　週1回以上合　計72．9＊＊78．022．0�A世帯犯罪被害夜間外出頻　度�B個人犯罪被害夜間外出週1回未満6．4　＊＊　2冗（1）＝201フ26頻　　度週1回以上88．2　＊＊　　　　＊＊p＝0，000合　　　計91．28．8�C暴力犯罪被害夜間外出週1回未満3．9　＊＊　2冗（1）＝133。628頻　　度週1回以上92．7　＊＊　　　　＊＊p＝0，000合　　　計94．65．4【国別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギインー一フ一フ1一フルトウエiイメラリリフン、！、！ンガ一アリアダスドス本ダドルンスカ�@全犯罪被害あり　夜間外出　　週1回未満　　＊＊　＊＊　頻　度　週1回以上�A世帯犯罪被害あり＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊夜間外出頻　度�B個人犯罪被害あり　　　　　週1回未満　　　　　　　＊＊＊＊　　＊＊　　　　＊＊　　　　　週1回以上�C暴力犯罪被害あり　夜間外出　　週1回未満　頻　度　週1回以上注1「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。80法務総合研究所研究部報告18　2　犯罪不安に与える要因　次に，「犯罪不安」に焦点を当て，�@「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」，�A「自宅に夜間一人でいることの不安」，�B「不法侵入の被害に遭う不安」の3つを従属変数として，各独立変数との関連を見ていく。なお，�@及び�Aにおいては「とても安全」又は「まあまあ安全」，�Bにおいては「あり得ない」と回答した者を，「犯罪不安なし」群とし，�@及び�Aにおいては「とても危ない」又は「やや危ない」，�Bにおいては「非常にあり得る」又は「あり得る」と回答した者を，「犯罪不安あり」群とし，カテゴリーを統合して二分した。また，「わからない」や無回答等は除外して分析した。　（1）世帯及び個人に関する属性等　3−11表から3−16表は，それぞれ，�@都市規模，�A住居形態，�B世帯収入，�C世帯人数，�D住居の防犯設備，�E銃器の所有の各独立変数と，犯罪不安との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。なお，犯罪不安の有無のうち「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」については，世帯のみに関する属性等（住居形態，世帯人数，住居の防犯設備）とは無関係であると判断し，分析から除外している。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。　�@　都市規模別（3−11表）　　ここでは，居住地の人口について，人口10万人を基準に，それ以上と以下とに二分して分析した。　　12か国合計では，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う　不安」において，「人口10万人以上」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「人口10万人未満」は「犯　罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，いずれの国においても，12か国合計の結果と相　反する国はない。　　次に「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，全体として見れば，統計的に有意な関連　は認められなかったが，国別に見ると，ポルトガル及びアメリカでは，前記「居住地域における夜　間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」と同じ傾向であるが，ポーランド　及びスウェーデンでは，「人口10万人未満」の方が「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。その　他の国を見ると，我が国及びフィンランドでも，ポーランド及びスウェーデンと同じ傾向がうかが　える。　　以上から，全体として見れば，都市規模は犯罪不安の有無に影響を与える要因であるといえ，大　都市の方が犯罪不安は高い。ただし一部の国では，逆の傾向を示している場合がある。�A住居形態別（3−12表）　　ここでは，住居形態について，「一戸建て住宅」と，「アパート／マンション」「テラスハウス」を　合わせて「アパート・マンション等」とに二分して，「公共の建物」及び「その他」を除外して分析　　した。　　12か国合計では，「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「アパート・マンション等」　は「犯罪不安あり」が有意に多く，「一戸建て住宅」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法　侵入の被害に遭う不安」においては逆に，「一戸建て住宅」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「ア　パート・マンション等」は「犯罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，有意な関連が認　められた国は少数であり，しかも，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，フランス・スウェー　デンとポルトガルでは関連の仕方が異なっており，フランス及びスウェーデンでは，「アパート・マ　ンション等」の方が「犯罪不安あり」が有意に多く，ポルトガルでは逆に，「一戸建て住宅」の方が　「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。　　以上から，全体として見れば，住居形態は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの第1回犯罪被害実態（暗数）調査81　ような住居形態であれば犯罪不安が高いのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっている。�B世帯収入別（3−13表）　　ここでは，世帯の年収について，各国の平均年収を基準に，平均以上と平均以下とに二分して分　析した。　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められた。「居住地域にお　ける夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「国平均　以下」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「国平均以上」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方，　「不法侵入の被害に遭う不安」においては逆に，「国平均以上」は「犯罪不安あり」が有意に多く，　「国平均以下」は「犯罪不安なし」が有意に多くなっている。　　これを国別に見ると，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」においては，統計的に有　意な関連が認められた9か国については，12か国合計の結果と相反する国はない。しかし，統計的　に有意な関連は認められなかった我が国及びポーランドを見ると，むしろ「国平均以上」の方が「犯　罪不安あり」の比率が高い傾向がうかがえる。「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，統　計的に有意な関連が認められた6か国については，12か国合計の結果と相反する国はないが，統計　的に有意な関連は認められなかった国のうち，我が国だけは，むしろ「国平均以上」の方が「犯罪　不安あり」の比率が高い傾向がうかがえる．「不法侵入の被害に遭う不安」においては，12か国合計　の結果と一致しているのは，統計的に有意な関連が認められたポーランド，スウェーデンの他，我　が国，カナダ，フィンランド，オランダ，ポルトガル及びスイスの合計8国，逆に，12か国合計の　結果と相反するのは，統計的に有意な関連が認められたオーストラリアの他，イギリス，フランス　及びアメリカの合計4国となっており，二つの異なる傾向が見出せる。　　以上から，全体として見れば，世帯収入は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，世帯　収入の多寡が，どのように犯罪不安と関連しているのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっ　ている。�C　世帯人数別（3−14表）　　ここでは，世帯人数について，「1人」，「2・3人」，「4人以上」とに三分して分析した。　　12か国合計では，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，世帯人数が多いほど，「犯罪不安あ　り」が有意に多くなっている。一方，「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，統計的に有　意な関連は認められなかったものの，世帯人数が少ないほど，「犯罪不安あり」が多い傾向がうかが　える。これを国別に見ると，統計的に有意な関連が認められた国が少なく，しかも明確な傾向は見　出せない。　　「自宅に夜間一人でいることの不安」については，一般的に，世帯人数が1人つまり単身世帯の場　合は，犯罪不安に限らず全般的な不安を感じるであろうことは，想像に難くない。それでは，「不法　侵入の被害に遭う不安」に関しては，なぜ世帯人数が多いほど不安が高まるのであろうか。その要　因として，世帯人数が，世帯に関する別の属性等に影響を与え（例えば，世帯人数が多いほど，住　居形態が一戸建て住宅である場合や，世帯収入が国平均以上である場合が多いなど。），その結果，　世帯人数と犯罪不安との間に関連が出てしまうことが推測できる。　　以上から，世帯人数と犯罪不安は，関連は見出せるが，世帯人数そのものの影響なのか，他の要　因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。�D住居の防犯設備別（3−15表）　　ここでは，住居の防犯設備について，「なし」，「1種類」，「2種類以上」とに三分して分析した。82法務総合研究所研究部報告18　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められた。「自宅に夜間一　人でいることの不安」においては，防犯設備がない場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，防犯設　備が多い場合は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方，「不法侵入の被害に遭う不安」においては，　防犯設備が多い場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，防犯設備がない場合は「犯罪不安なし」が　有意に多くなっている。これを国別に見ると，統計的に有意な関連が認められた国は少ないものの，　12か国合計の結果と相反する国はない。　　「自宅に夜間一人でいることの不安」の結果は，「防犯設備がないと，犯罪被害に遭うのではない　かと考え，犯罪不安が生じる」と解釈でき，了解可能な結果である。一方「不法侵入の被害に遭う　不安」の結果は，「防犯設備を設置するほど，ますます犯罪不安も高まる」との解釈も可能であるし，　犯罪不安が独立変数であり，住居の防犯設備が従属変数であるととらえ，「犯罪不安が高いために，　防犯設備を数多く設置した」と解釈することも可能であろう。　　以上から，防犯設備と犯罪不安は，相互に関連は認められるが，どちらが原因で，どちらが結果　かは，一概にはいえない。�E　銃器の所有別（3−16表）　　ここでは，世帯における銃器の所有の有無について，「なし」と「あり」とに二分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，銃器を所有していない場合は「犯罪不安あり」が　有意に多く，所有している場合は「犯罪不安なし」が有意に多い。これを国別に見ると，「居住地域　における夜間の一人歩きに対する不安」においては，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，　しかも12か国合計の結果と相反する国はない。　　それでは，銃器を所有していれば，本当に犯罪不安が軽減されるのであろうか。我が国のように，　銃器を所有するのが「特別なこと」であるといえるような場合は，むしろ，犯罪不安が独立変数で　あり，銃器の所有が従属変数であるととらえ，「犯罪不安が極めて高いために，銃器を所有している」　と解釈することも可能であろう。確かに我が国では，統計的に有意な関連は認められなかったもの　の，いずれの犯罪不安においても，銃器を所有している場合の方が，「犯罪不安あり」が多い傾向が　うかがえる。さらに，我が国と同様，銃器所有率が極めて低いポーランドでも，「不法侵入の被害に　遭う不安」において，銃器を所有している場合の方が，「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。　ポーランドでは，銃器の所有理由として最も選択されたのは「犯罪防止／自衛のため」であり，そ　の他の国と比べて格段に高い比率となっており（2−22図及び参考資料1を参照のこと。），ここか　らも，犯罪不安が独立変数であり，銃器の所有が従属変数であると解釈することが妥当であること　がうかがえよう。　　以上から，銃器の所有と犯罪不安は，関連は見出せるが，銃器の所有そのものが犯罪不安に影響　を与えているかどうかは，クロス集計分析からは判明しない。第1回犯罪被害実態（暗数）調査833−11表　犯罪不安に関するクロス表（1〉都市規模別区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安都市規模　人口10万人以上人口10万人未満合計68．4　＊＊21．8　　　　　　κ（1）＝285576＊＊　　　　　　　　　　　　　　＊＊　　　　P＝0．00074．625，4�A自宅に夜間一人でいることの不安都市規模　人口10万人以上人口10万人未満合計91．28，891．58．5　　冗　　（1）ニ0．459　pニ0．49891．48．6�B不法侵入の被害に遭う不安都市規模　人口10万人以上人口10万人未満合計65．0　＊＊鐡　　、、　、醐騨馨騒i灘難灘轍2（1）一77．424　　29．3＊＊　　p＝0．000＊＊68．631．4オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、／｝一フ一フi一フルトウエ！イメラリフ、−、ノ、リリ、！ノガ＿“アアダスドス本ダドル、！スカ【国　別】�@夜間の一人歩きに対する不安　　都市規模　人口10万人以上欝、．　　　　　　人口10万人未満　　＊　＊＊�A自宅に夜間一人でいることの不安灘　　　　　　　　　饗　　　　　　　　　　　総　　　　　　　　　難＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊　＊＊都市規模人口10万人以上＊＊＊＊人口10万人未満’購、　＊＊’　　再�B不法侵入の被害に遭う不安人口10万人以上酔　　　尉霧r　て　胃　　’　　話三望都市規模羅離罫源　　　　’聾聲人口10万人未満＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊�B不法侵入の被害に遭う不安注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。84法務総合研究所研究部報告183−12表　犯罪不安に関するクロス表（2）住居形態別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安住居形態�A自宅に夜間一人でいることの不安住居形態アパート　・マンション等　＊＊　几κ　｛｛撤優89．6讐2κ（1）＝1035786．6　＊＊　　　＊＊p＝0，000合　　　計91．48．6�B不法侵入の被害に遭う不安住居形態一戸建て住宅合計66．5　＊＊31。8＊＊κ2（1）一6．582　　　　　　　　　　　＊　　　　　　p＝0．010367．432．6【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエイメラリリフ、ノ、ノンンガi一プリアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安住居形態�A自宅に夜間一人でいることの不安住居形態アパート　・マンション等難織’禦一戸建て住宅＊�B不法侵入の被害に遭う不安住居形態アパート　・マンション等＊＊＊＊＊一戸建て住宅嚢鑛、畿�B不法侵入の被害に遭う不安注　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。　　3　「アパート・マンション等」には，テラスハウスを含む。第1回犯罪被害実態（暗数）調査853−13表　犯罪不安に関するクロス表（3）世帯収入別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）�@夜間の一人歩きに対する不安世帯収入　　国平均以上国平均以下合　　　計70．0　＊＊21．9＊＊κ2（1）一198．685　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．00074．325．7�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯収入　　国平均以上雛鐡難，籔。離6．3　＊＊　2冗（1）ニ156、969　　　　　＊＊　pニ0．000国平均以下88．7　＊＊郷欝灘陽・懸�`沿緕鱒・合　　　計91．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安世帯収入　　国平均以上67．1＊＊鐡麗灘国平均以下繍「雍籔噸、懸　　　　　　　　　　．、．冗（1）＝18。43130．2＊＊　　p＝0．000＊＊合　　　計68．331，7【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエ1イメラリフ、ノ、ノ、リリ、／！ガ一アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　世帯収入　　国平均以上　＊＊　　　　　　　　国平均以下�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯収入国平均以上＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊国平均以下溺　　　焉総，　　　軍　　　　　罵胃　　z需緯�B不法侵入の被害に遭う不安世帯収入　　国平均以上　　＊綜キ　　　　　　動国平均以下＊＊＊＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。86法務総合研究所研究部報告183−14表　犯罪不安に関するクロス表（4）世帯人数別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）�@夜間の一人歩きに対する不安　世帯人数�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯人数1　　人90．49．62・3人90．89．2　2冗（2）＝5．0434人以上91．68．4p＝0，080合　　計91．09．0愈�B不法侵入の被害に遭う不安世帯人数　　1　人2・3人4人以上合　計灘鶴謹26．7（一6．2）＊＊68．0（一2．3）＊　　・κ　　（2）＝3929767．4（一2．8）＊＊　　　＊＊p＝0．00068．831．2【国別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フ；一フルトウエイメ一フリリフ、ノ、−、ノ、ノガi一フーリアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安世帯人数�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯人数　　　1　　人琳2・3人軒’　・　矯　冊4人以上＊＊＊＊＊�B不法侵入の被害に遭う不安世帯人数　　　1　　人＊＊2・3人4人以上＊＊�B不法侵入の被害に遭う不安注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査3−15表　犯罪不安に関するクロス表（5）住居の防犯設備別87【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）�@夜間の一人歩きに対する不安住居の防犯設備�A自宅に夜間一人でいることの不安住居の　な　　し防犯設備1種類　　　慶凝諺．．89．1←7の＊＊難、ぎ2種類以上91．7（1．6）8．3（一1、6）7．5（一5，4）＊＊合　　計91．38．7　Z（2）＝59，498　　　　＊＊　P＝0．000�B不法侵入の被害に遭う不安住居の　な　　し防犯設備1種類2種類以上合　　計67。9（0．7）66．1←3．8）＊＊30．6（一35）＊＊32．1（一〇。7）　κ（2）＝17。713　　　　＊＊　p＝0。00067．632．4【国別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギインー一フ一フ：一フルトウエイメラリリフ、！ンンンガi一アリアダスドス本ダドルンスカ�@夜間の一人歩きに対する不安住居の防犯設備�A自宅に夜間一人でいることの不安住居の　　な　　　し防犯設備　　1種類＊2種類以上＊�B不法侵入の被害に遭う不安住居の　　な　　　し＊＊＊＊＊　＊＊防犯設備　　1種類＊＊＊＊2種類以上注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。88　　　　　　　　　3−16表【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安　法務総合研究所研究部報告18犯罪不安に関するクロス表（6\)銃器の所有別区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）銃器の所有　　　あ　　りな　　し合　　計　　　　　　　16。0＊＊冗2（1）＝240．08572．4＊＊灘綴　　　Pこ0．000＊＊74．2艀菱5．馨「�A自宅に夜間一人でいることの不安銃器の所有　　　あ　　りな　　し合　　計�B不法侵入の被害に遭う不安嚢鍵鞭懇。藝．90．9　＊＊6．0＊＊κ2（1）ニ30．808　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　P＝0．00091．38．7銃器の所有　　　あ　　りな　　し合　　計蝶釜1　　　　29．4＊＊％2（1）ニ16．262　　67．3＊＊灘難鞭　P−0．000＊＊67．832．2【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエイメ一フリフ、ノ、ノ、iリリ、ノノガ一アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　銃器の所有　　　あ　　　　＊、＊　　　　　　　　　な　　し�A自宅に夜間一人でいることの不婁�B不法侵入の被害に遭う不安＊叢，＊＊＊糞銃器の所有　　あ　　り＊な　　し・勇饗�B不法侵入の被害に遭う不安銃器の所有　　あ　　り灘難冊な　　し＊＊注　1　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査89　（2）個人に関する属性等　3−17表から3−22表は，それぞれ，�@性別，�A年齢，�B就業状況，�C婚姻関係，�D教育歴，�E夜間外出頻度の各独立変数と，犯罪不安の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる特徴を，独立変数ごとに記述すると，以下のとおりとなる。　�@性別（3−17表）　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，女性は「犯罪不安あり」が有意に多く，男性は「犯　　罪不安なし」が有意に多い。国別に見ても，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び　　「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，すべての国で，1％水準で有意な関連が認められ，　　しかも12か国合計の結果と相反する国はない。　　以上から，性別は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，男性よりも女性の方が，犯罪不安　　は高い。　�A年齢別（3−18表）　　ここでは，回答者の年齢について，「39歳以下」，「40〜59歳」，「60歳以上」とに三分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す　　る不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「60歳以上」は「犯罪不安あり」が　有意に多く，「39歳以下」及び「40〜59歳」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵入の被　害に遭う不安」においては，「39歳以下」に「犯罪不安なし」が有意に多い点では，前2つの犯罪不　安と同様であるが，「40〜59歳」と「60歳以上」とが異なった関連を示しており，「40〜59歳」は「犯　　罪不安あり」が有意に多く，「60歳以上」は「犯罪不安なし」が有意に多くなっている。低年齢層及　　び高年齢層ともに「犯罪不安なし」が有意に多いという，二極分化的な関連が生じている。　　この要因は，国別に分析すると見えてくる。全般的傾向として，「居住地域における夜間の一人歩　　きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，多くの国で統計的に有意　　な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と同じ関連の仕方がうかがえる。オーストラリアでの　　み，異なった関連の仕方をしているが，特に「不法侵入の被害に遭う不安」については，より顕著　　である。「40〜59歳」の場合に「犯罪不安あり」が有意に多いのは，多くの国で共通しているが，有　意に少ない方は，「39歳以下」と「60歳以上」とに分かれてしまう。この結果，12か国合計で分析し　　た場合，2つの異なる傾向が同時に作用して，二極分化的な関連が生じてしまったものと解釈でき　　る。　　なお，我が国については，調整済み残差が有意でない年齢層も含めて分析すると，すべての犯罪　不安において，低年齢層は犯罪不安が高く，高年齢層は犯罪不安が低いという傾向がうかがえ，そ　　の他の比較対象国とは異なる関連の仕方が生じている。　　以上から，全体として見れば，年齢は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの年齢　　層に犯罪不安が高いのかは，国又は犯罪不安の種類によって異なっている。　�B就業状況（3−19表）　　ここでは，就業状況について，「働いている」，「学生」のほか，「求職中である（失業中）」「主婦・　主夫」「無職（定年退職者等）」を合わせて「無職・主婦」とし，三分して分析した。　　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す　　る不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」においては，「無職・主婦」は「犯罪不安あり」90法務総合研究所研究部報告18　が有意に多く，「働いている」又は「学生」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵入の被　害に遭う不安」においては，「働いている」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「学生」又は「無職・　主婦」は「犯罪不安なし」が有意に多い。　国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，しかも，いずれの犯罪不安において　も，12か国合計の結果と相反する国はない。　以上から，就業状況は犯罪不安に影響を与える要因であるといえるが，どの就業状況に犯罪不安　が高いのかは，犯罪不安の種類によって異なっている。�C　婚姻関係別（3−20表）　　ここでは，婚姻関係について，「独身」，「既婚・同棲」，「離婚・別居，死別」とに三分して分析し　た。　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連は認められたものの，犯罪不　安の種類によって，関連の仕方はそれぞれ異なっている。「居住地域における夜間の一人歩きに対す　る不安」及び「自宅に夜聞一人でいることの不安」においては，「離婚・別居，死別」は「犯罪不安　あり」が有意に多く，「独身」又は「既婚，同棲」は「犯罪不安なし」が有意に多い。一方「不法侵　入の被害に遭う不安」においては，「独身」の場合に「犯罪不安なし」が有意に多い点では，前2つ　の犯罪不安と同様であるが，「既婚，同棲」と「離婚・別居，死別」とが異なった関連の仕方を示し　ており，「既婚，同棲」の場合は「犯罪不安あり」が有意に多く，「離婚・別居，死別」の場合は「犯　罪不安なし」が有意に多くなっている。国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，　しかも12か国合計の結果とほぼ共通している。　「独身」と「離婚・別居，死別」はともに，「単身者」である可能性がある。前述のとおり，世帯　人数が「1人」の場合は，「犯罪不安なし」が有意に多いことから，婚姻関係そのものの影響ではな　く，世帯人数を媒介した影響である可能性があり，さらに世帯人数も，世帯に関する別の属性等に　影響を与えている可能性も考えられる。　以上から，婚姻関係と犯罪不安は，関連は見出せるが，婚姻関係そのものの影響なのか，他の要　因を媒介した影響なのかは，クロス集計分析からは判明しない。�D教育歴別（3−21表）　ここでは，学校教育を受けた年数について，「6年以下」（概ね，初等教育のみに相当），「7〜9　年」（概ね，義務教育のみ又は義務教育未修了に相当），「10〜12年」（概ね，中等教育機関進学又は　中等教育修了に相当），「13年以上」（概ね，高等教育機関進学に相当）とに四分して分析した。　12か国合計では，すべての犯罪不安において，統計的に有意な関連が認められたものの，犯罪不　安の種類によって，関連の仕方は少しずっ異なっている。「6年以下」は「犯罪不安あり」が有意に　多い点では共通しており，「13年以上」は概ね「犯罪不安なし」が多くなっている。しかし，どの年　数を境に，「犯罪不安なし」と「犯罪不安あり」が分かれるのかが，犯罪不安の種類によって異なっ　ている。　これを国別に見ると，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人で　いることの不安」においては，概ね12か国合計の結果と共通している。「不法侵入の被害に遭う不安」　においては，我が国とポーランドが，12か国合計の結果とは異なる関連の仕方をしている。統計的　に有意な関連は認められていないものの，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」におい　ても，我が国とポーランドのみ，12か国合計の結果とは異なる関連の仕方がうかがえ，教育歴が長　い者の方が犯罪不安は高くなっている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査91　　以上から，教育歴は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，全般的には，教育歴が短い者の　方が犯罪不安は高い。ただし，我が国とポーランドに限っては，逆に教育歴が長い者の方が犯罪不　安は高くなっている。�E夜間外出頻度別（3−22表）　　ここでは，夜間外出頻度について，「ほとんど毎日」，「少なくとも週1回」を合わせて「週1回以　上」とし，「決して外出しない」「月1回以下」「少なくとも月1回」を合わせて「週1回未満」とし，　二分して分析した。　　12か国合計では，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいる　ことの不安」において，「週1回未満」は「犯罪不安あり」が有意に多く，「週1回以上」は「犯罪　不安なし」が有意に多い。　　これを国別に見ても，多くの国で統計的に有意な関連が認められ，12か国合計の結果と同じ関連　の仕方が認められる。ただし我が国だけは，「不法侵入の被害に遭う不安」において，逆に「週1回　以上」の方が，「犯罪不安あり」が有意に多くなっている。統計的に有意な関連は認められなかった　ものの，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「自宅に夜間一人でいることの不安」　においても，同様の傾向がうかがえる。　　これらは，どのように解釈すべきであろうか。犯罪不安が独立変数であり，夜間外出頻度が従属　変数であるととらえれば，「犯罪被害に遭うのではないだろうか，という犯罪不安が高いので，夜間　の外出は避けている。」となり，了解可能な結果となる。また，夜間外出頻度が独立変数であり，犯　罪不安が従属変数であるととらえれば，「何らかの事情で夜間外出は多くなってしまうが，通りを歩　くたびに怖い思いをしており，犯罪不安を感じる。」となり，これもまた了解可能であろう。　　以上から，夜間外出頻度は犯罪不安に影響を与える要因であるといえ，全般的に，頻度が少ない　者の方が犯罪不安は高いが，我が国のみは逆に，頻度が多い者の方が犯罪不安は高い。よって，ど　ちらが原因で，どちらが結果かは，一概にはいえない。92　　　　　　　　　　　3−17表【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安法務総合研究所研究部報告18犯罪不安に関するクロス表（7\)性別区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）性　別男女合　計［慧．惹「’「韓　　　　　　　　　15・0　　冗（1）＝1430287　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00074．225．8�A自宅に夜間一人でいることの不安性　別男女合　計「菊。ゲ韓4．5＊＊冗2（1）一444．533　　　　　　　　　＊＊　　　　　p＝0．00091．3’8．7�B不法侵入の被害に遭う不安性　別　　　　　男脳「5冠�`，響蟹　’鍵霧30．9　＊＊2冗（1）＝17．711　　　＊＊　p＝0．0001猫』「女66．6　＊＊合　計67．832．2【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギインー一フ一フ1一フルトウエ1イメ一フリフ、ノ、！、リリンノガ一アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　性　別　　　　　男　　　＊＊�A自宅に夜間一人でいることの不安　　性　別　　　　　　　　　女�B不法侵入の被害に遭う不安禁性　別男＊＊＊女ギ鋸釜　再誹　　　弼笹弱　M乱　　　　丁注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査933−18表　犯罪不安に関するクロス表（8）年齢別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安年齢39歳以下翼騒鑛　　22．5　　（一9，9）＊＊40〜59歳　　男彗［60歳以上合　計多　叢　24．3　　　　←4．1）＊＊　冗（2）ニ259、78066．7（一15．9）＊＊　　＊＊P＝0．00074．225．8�A自宅に夜間一人でいることの不安年齢39歳以下40〜59歳60歳以上合　計嚢　　7・9　　（一35）＊＊　　　　8・0　　κ（2）＝54．860（一3．2）＊＊ll：1，＊＊鶴鐵灘　　＊＊p＝0．00091．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安年齢39歳以下騨舳灘30．9←3．9）＊＊40〜59歳60歳以上合　計9：1、＊＊鞭議毒撚丁　　　響軍釜　　。響、　　30．2　　総．　　（一4．o）＊＊67．7　　　　　　　　　　　32．3　冗（2）ニ58．130　　＊＊p＝0．000【国別】オカイフフ日オポポススアiイiルウスギ、一フ一フ工メ区　　　　分トナノー一フトiイ昏フリフ、、−、ノ、ノガ一リリノアアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安年　齢　　　39歳以下＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊40〜59歳＊＊＊＊60歳以上＊＊乗。彗［騨「藤’軍�A自宅に夜間一人でいることの不安年　齢　　　39歳以下＊＊　　＊40〜59歳60歳以上＊＊・6形読裟�`雛　　”蘇欝　語淳鰹・灘’糊�B不法侵入の被害に遭う不安年齢39歳以下＊＊＊＊＊＊＊40〜59歳　話　　　、諾．’髄簸鑛騨1r器亭　　弼灘．鞭鞭垂馨灘吾冠鞘占ン瀞鐸60歳以上＊＊　＊＊　　＊＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。94法務総合研究所研究部報告183−19表　犯罪不安に関するクロス表（9）就業状況別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安就業状況　　働いている学　　　生無職・主婦合　　　計21．3←18．7）＊＊、繍簸謹．　　20．3　　←5．9）＊＊　蜷蘇難「欝麟．．灘．難．蟹灘　　25．8　　冗（2）＝507．78866．3←225）＊＊74．2　　　　＊＊p＝0．000�A自宅に夜間一人でいることの不安就業状況　　働いている学　　　生無職・主婦合　　　計92．3（1．6）　6．5（一13．2）＊＊87．9　　　鑛（一144）＊＊7．7（一1．6）　　π（2）＝208．625　　　　＊＊p＝0．00091．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安就業状況　　働いている学　　　生65．9（・70）＊＊25．7（一6．5）＊＊無職・主婦30．8（一3，6）＊＊合　　　計67．832．2　2κ　　（2）＝68。979　　　　＊＊P＝O．000【国　別】オカイフフ日オポポススア1スギイ、一フ｝フiルウエメ区　　　　分トナノー一フトイ一フリリフン、ノ、ノ、ノガ1一◆アリアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安就業状況　　働いている＊＊＊＊＊＊　＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊学　　　生＊＊　　＊＊＊無職・主婦鮒　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　T�A自宅に夜間一人でいることの不安就業状況　　働いている＊＊　　＊　　＊＊＊＊＊＊＊　　＊＊学　　　生・丁議葦誹　　蔭謡＊＊＊鞭　　禦N�B不法侵入の被害に遭う不安就業状況　　働いている雛　　　　軍蹄』　　鐸　　r　　』M粥鐸M　　　　　　写学　　　生＊＊＊＊＊無職・主婦＊＊＊＊＊注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査953−20表　犯罪不安に関するクロス表\(10\)婚姻関係別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安婚姻関係独身21．9（一8．2）＊＊既婚，同棲i離婚・別居死　　　別合計24．7　κ2（2）ニ316．368（一5，3）＊＊63．1（一17．3）＊＊　　＊＊pニ0．00074、225．8�A自宅に夜間一人でいることの不安婚姻関係独既婚，同棲離婚・別居死　　　別合計�B不法侵入の被害に遭う不安7．4（一4．o）＊＊84　×2（2）一66．827（一2．3）＊87．8（一7，8）＊＊　　＊＊pニ0．00091．38．7婚姻関係独既婚，同棲29．1（一5．9）＊＊66．1（一7．o）＊＊　κ（2）＝51．010離婚・別居・・撚死　　　別30．5（一2．5）＊　　＊＊pニ0．000合計67．832．2【国別】オカイフフ日オポポススア1スギイ、一フ一フ1ルウエメ区　　　　分トナノー一フト1イ一フリフ、、ノ、ノ、ノガ一“リリノプアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安婚姻関係独　　　　身＊＊＊＊＊＊＊既婚，同棲＊＊＊＊＊＊醗蕪＊＊＊＊＊＊＊離婚・別居，死別1．雛譲癬1▽�`下6箭　・舞　礪6苫6笹　・鍵’・欝糊、職畿之　墾掘う・　諺鯉籟．淫．　轟5轍�`撚『　r溺rf「［「輪“蟹鞭1�A自宅に夜間一人でいることの不安婚姻関係　独　　　　身＊＊既婚，同棲＊＊離婚・別居，死別・灘霧�B不法侵入の被害に遭う不安婚姻関係　独　　　　身＊＊＊＊＊＊＊既婚，同棲麟鍵鰻灘難．耀鯵　繊催獲鱒・、1萎萎響1離婚・別居，死別＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。96法務総合研究所研究部報告183−21表　犯罪不安に関するクロス表（11）教育歴別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安教育歴6年以下70．1←34）＊＊7〜9年71．1←3．6）＊＊舜燃z凄　2κ（3）＝64．40210〜12年72．3←3．1）＊＊　　　　＊＊p＝0，00013年以上73．623．5←7．7）＊＊合　　計26．4�A自宅に夜間一人でいることの不安教育歴6年以下87．1←65）＊＊7〜9年87．7（一8．2）＊＊　2κ（3）ニ143．87910〜12年91．5（1。1）8．5（一1。1）　　　　＊＊p＝0，00013年以上6．6←8．9）＊＊合　　計91．28．8�B不法侵入の被害に遭う不安教育歴6年以下57．47〜9年←9ρ）＊＊28．8←5．0）＊＊　2冗（3）ニ96．18610〜12年67．7（0、9）32．3（噂0．9　　　　＊＊p＝0，OOO13年以上67．5（05）32．5（一〇．5）合　　計67．332．7�@夜間の一人歩きに対する不安�A自宅に夜間一人でいること�B不法侵入の被害に遭う不安の不安【国別】オカイフフ日オポポススア］イiルウ区　　　　分ストナギンラララト工1イメラリリランンンンガデリアダスドス本ダドルンスカ�@夜間の一人歩きに対する不安教育歴　　　　6年以下禰麩．丁響雍愛懸7〜9年辮舞繕』　亮　占露嚢、10〜12年　　麓瑳　奪　吾13年以上＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊�A自宅に夜間一人でいることの不安教育歴　　　　6年以下垂醸嚢馨灘　7〜9年鑛．藷議　・10〜12年縮　贈≦＊＊13年以上＊＊＊＊＊＊＊�B不法侵入の被害に遭う不安教育歴　　　　6年以下＊＊7〜9年＊＊＊＊10〜12年＊＊蟹鐡13年以上纒懸灘離＊�@夜間の一人歩きに対する不安�A自宅に夜間一人でいることの不安�B不法侵入の被害に遭う不安注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比であり，　（）内は，調整済み残差である。　　　「＊」は有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ調整済み残差に有意差が　　ある（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査973−22表　犯罪不安に関するクロス表（12）夜間外出頻度別【12か国合計】区分犯罪不安の有無検定結果なし（％〉　　あり（％）�@夜間の一人歩きに対する不安夜間外出頻　度週1回未満週1回以上合　　計70．0＊＊鰐　　　靴2（1）一225．003　　　　　21．2＊＊　　p＝0．000＊＊73．826，2�A自宅に夜間一人でいることの不安夜間外出頻　度週1回未満週1回以上合　　計89．3＊＊難　　　1冗2（1）一145．9096．2＊＊　P＝0。000＊＊91．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安夜間外出頻　度週1回未満週1回以上合　　計67．432．667．932．1　冗（1）＝0，659　pニ0．41767．632．4【国別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエイメ一フリフ、ノ、！、1リリ、ノ−ガ＿憩アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安夜間外出　　週1回未満難灘轍覇騰騰灘難謙欝Zr胃　丁　　轟艦灘濡欝顧臓「■戸襯　　』　　　、灘・鵬　、、　莚織　　＊釜．糾難頻　　度　　週1回以上＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊�A自宅に夜間一人でいることの不安夜間外出　　週1回未満欝欝鰯、、灘’「欝鰻麟，、、∈壷議評、■丁葬’屡　’葦鑓・響灘葺灘舞、騰罵舞．「螺弼難購頻　　度　　週1回以上＊＊　＊＊＊＊＊＊　＊＊＊＊�B不法侵入の被害に遭う不安夜間外出　　週1回未満＊＊恥［　　　』壁’�`頻　　度　　週1回以上灘糠＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。98法務総合研究所研究部報告18　（3）警察活動に関する認識　ここでは，「警察の防犯活動に関する認識」に関しては，「非常に良くやっている」「まあまあ良くやっている」を合わせて「良くやっている」とし，「非常に不十分である」「やや不十分である」を合わせて「不十分である」とし，二分して分析した。「警察の親切さに関する認識」に関しては，「警察が人々を助けるためにできる限りのことをやっている，役立っている点については……」との質問に対して，「全く同感」「どちらかと言えば同感」を合わせて「同感」とし，「全く反対」「どちらかと言えば反対」を合わせて「反対」とし，二分して分析した。なお，本文中，「良くやっている」「同感」を「高い評価」，「不十分である」「反対」を「低い評価」と，それぞれ表現している場合がある。　3−23表は警察の防犯活動に関する認識と，3−24表は警察の親切さに関する認識と，犯罪不安の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる特徴は，以下のとおりである。　�@　12か国合計では，すべての犯罪不安において，警察活動に関して低い評価をしている場合は「犯　罪不安あり」が有意に多く，警察活動に関して高い評価をしている場合は「犯罪不安なし」が有意　に多い。国別に見ても，ほとんどの国で統計的に有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果　　と相反する国はない。　�A　その要因として，警察活動に関する認識が独立変数であり，犯罪不安の有無が従属変数であると　　とらえた場合，「警察がしっかり活動してくれているので，犯罪に対して不安はない。」と認識して　　いると考えられ，了解可能な結果となる。また，犯罪不安の有無が独立変数であり，警察活動に関　する認識が従属変数であるととらえることも可能で，この場合は「犯罪不安が高い者ほど，警察を　信用していなかったり，警察活動を低く評価する傾向にある。」との解釈も成立しよう。　�B　以上から，警察活動に関する認識と犯罪不安は，相互に関連は認められるが，どちらが原因で，　　どちらが結果かは，一概にはいえず，どちらの可能性も考えられる。区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　　3−23表　犯罪不安に関するクロス表\(13\)警察の防犯活動に関する認識別【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安99警察の　良くやっている　　　　　「懲摯20。1　＊＊　2冗（1）＝1039，003　　　　　＊＊　P＝＝0．000防犯活動　不＋分である59．8　＊＊撫轄鯉合　　　　計74．026．0�A自宅に夜間一人でいることの不安警察の良くやっている防犯活動　不十分である合計繍「8茸r章粟5．8＊＊冗2（1）一549．975　　　　　　　　　＊＊　　　　　P＝0．00091．09．0�B不法侵入の被害に遭う不安警察の良くやっている防犯活動　不十分である合計翻　馳　蝦55．7　＊＊28．0＊＊κ2（1）一552．835　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00067．232．8【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエiイメラリリフ、−、／、ノンガ一フーリアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安�A自宅に夜間一人でいることの不安　　　　　　良くやっている　　　　　　不十分である�B不法侵入の被害に遭う不安注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。100法務総合研究所研究部報告18　　　　3−24表【12か国合計】犯罪不安に関するクロス表（14\)警察の親切さに関する認識別区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）�@夜間の一人歩きに対する不安警察の親切さ　同　　感反　　対合　　計61．9＊＊難22，0＊＊冗2（1）一632．111　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　．蕪、　　　　　pニ0，00073．926．1�A自宅に夜間一人でいることの不安警察の親切さ　同　　感反　　対合　　計�B不法侵入の被害に遭う不安警察の親切さ　同　　感反　　対合　　計84．5　＊＊6．7＊＊κ2（1）一382．921　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．00091．09．058．7　＊＊29。8＊＊κ2（1）一257．635　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00067．332．7【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フi一フルトウエイメラリフ、ノ、ノ、1リリ、ノノガ“アアダスドス本ダドルンスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　警察の親切さ　同　　感　　＊　　　　　　　　　反対』欝盤難�A自宅に夜間一人でいることの不安　　警察の親切さ　同　　感　＊＊　　　　　　　　　反　　対1、�B不法侵入の被害に遭う不安＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊　　＊＊＊＊　＊＊注　1　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　2　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査101　3　犯罪被害と犯罪不安との関連　ここでは，従属変数として選定した「犯罪被害の有無（1999年）」と「犯罪不安」の，変数同士の関連を見ていく。　3−25表から3−28表は，それぞれ，�@全犯罪被害，�A世帯犯罪被害，�B個人犯罪被害，�C暴力犯罪被害の各独立変数と，犯罪不安の有無との関連を，12か国合計及び国別に見たものである。これらの表からうかがえる特徴は，以下のとおりである。　�@　12か国合計では，すべての犯罪不安において，犯罪被害がある場合は，犯罪不安もあることが有　　意に多く，犯罪被害がない場合は，犯罪不安もないことが有意に多い。国別に見ても，ほとんどの　　国で統計的に有意な関連が認められ，しかも12か国合計の結果と相反する国はない。　�A　犯罪被害に遭った者は，その時の恐怖感が残っていたり，再度犯罪被害に遭うのではないかと考　　え，それに伴って，犯罪不安が醸成されてしまうことは，想像に難くなく，非常に常識的な結果で　　あろう。　�B　以上から，犯罪被害は犯罪不安に影響を与える要因であると言うことができ，犯罪被害に遭った　　ことのない者よりも遭ったことのある者の方が，犯罪不安は高い。102区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18　　　　3−25表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（1）全犯罪被害の有無別【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安全犯罪被害　　　な　　しあ　　り合　　計68．6　＊＊242＊＊，冗2（1）＝1247鍛　　　　　　pニ0．00074、225．8�A自宅に夜間一人でいることの不安全犯罪被害　　　な　　しあ　　り合　　計89．0　＊＊§・美＊＊冗2（1）一4α53・　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　pニ0．00091．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安全犯罪被害　　　な　　しあ　　り合　　計蟹議臓　　騨＊61．330．4＊＊κ2（1）一134．969　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00067．8慧2．峯【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギインー一フ一フ1｝フルトウエイメ一フリフ、ノ、ノ、iリリ、ノノガ一アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　全犯罪被害　　　な　　し　　　　　　　　　あ　　り�A自宅に夜間＿人でいることの不安’�B不法侵入の被害に遭う不安＊＊。全犯罪被害なし＊＊＊　＊＊＊＊＊＊＊＊＊あり宮餉籍（＊薫糞＊注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査103　　　3−26表【12か国合計】犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（2）世帯犯罪被害の有無別区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）�@夜間の一人歩きに対する不安世帯犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計69．2　＊＊　　24．9＊＊κ2（1）一65532　　　　　　　　　　　　　＊＊、．、多　　　　　　　　　　　　　　　　p＝0．OOO74．225．8�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯犯罪被害なしア・饗厭∴』8．3＊＊÷　　　冨　　衡」「　轟　2冗（1）＝26，349あり89．1＊＊粥蓋　　’　　　　＊＊pニ0，000A口計91．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安世帯犯罪被害なし30．7＊＊灘躍騒Tx　維　2κ（1）＝141。692あり59．6＊＊泌鱈議i雛騰　　　　　＊＊p＝0，000ムロ計67．832．2【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分iストナギイ、！一一フ一フ1一フルトウエイメラリフ、ノ、ノ、1リリ、−／ガ一アアダスドス本ダドル、ノスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　世帯犯罪被害　　な　　し　　　　　　　　　あ　　り�A自宅に夜間一人でいることの不安世帯犯罪被害なし＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊あり�B不法侵入の被害に遭う不安注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は有意水準5％以下で，　「＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。104区分犯罪不安の有無検定結果な　し（％）　　あ　り（％）　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18　　　　3−27表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（3）個人犯罪被害の有無別【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安，個人犯罪被害な　　しあ　　り合　　計錘麟冗264．8　＊＊（1）＝121．176　　　　＊＊p＝0．00074．225．8�A自宅に夜間一人でいることの馨　　個人犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計87．9　＊＊8．4＊＊冗2（1）ニ30．615蛭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00091．38．7�B不法侵入の被害に遭う不安個人犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計62．2＊＊　．蓼67．831・轟＊＊κ2（・）＝34493　　　難、P＝0．000＊＊32．2【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギインー一フ一フ1一フルトウエイメラリリフンンンンガi一アリアダスドス本ダドルンスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　個人犯罪被害　　な　　し　　　　　　　　　あ　　り�A自宅に夜間一人でいることの不安　　個人犯罪被害�B不法侵入の被害に遭う不安＊糞注　　　　r12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。区分犯罪不安の有無検定結果なし（％）　　あり（％）　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　3−28表　犯罪被害と犯罪不安に関するクロス表（4）暴力犯罪被害の有無別【12か国合計】�@夜間の一人歩きに対する不安25・1＊＊，X2（・）＝・・難　　　　　　p＝0．000105暴力犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計62．4　＊＊74．225．8’�A自宅に夜間一人でいることの不安暴力犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計88．1　＊＊8．6＊＊冗2（1）一16．419　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　p＝0．00091．3�B不法侵入の被害に遭う不安暴力犯罪被害　　な　　しあ　　り合　　計61．5　＊＊67．83・・9＊＊，κ2（・）一25573．灘　　　P−0。000＊＊32：2【国　別】オカイフフ日オポポススア区　　　　分1ストナギイ、ノー一フ一フ1一フルトウエイメラリフ、！、！、iリリ、ノノガ一アアダスドス本ダドルンスカ�@夜間の一人歩きに対する不安　　暴力犯罪被害　　な　　し　　　　　　　　　あ　　り�A自宅に夜間一人でいることの不安�B不法侵入の被害に遭う不安＊．蓋暴力犯罪被害　な　　し＊　　＊＊＊＊　　　＊　　　＊　　　＊あ　　り毒灘鶏難譲雛萎・纏撚欝暴力犯罪被害　な　　し＊＊＊＊＊＊＊　　＊＊あ鐘韓亭’バ　　占　　　　丁’　護　、辱認’箭諜、舞。鑛注　　　　「12か国合計」の数値は，総数に対する構成比である。　　　　「＊」は，有意水準5％以下で，　r＊＊」は有意水準1％以下で，それぞれ有意差がある　　（有意に多い又は有意に少ない）ことを示し，網掛け部分は，そのうち有意に多い箇所を示す。106法務総合研究所研究部報告18第4　結果と分析3（ロジスティック回帰分析）　前記「第3　結果と分析2」では，犯罪被害の有無及び犯罪不安に関連する要因について，クロス集計分析によって要因ごとに分析してきた。しかし，犯罪被害の有無や犯罪不安は，一つの要因によって決定付けられるものではなく，幾っかの要因が重なりあって決定付けられるものであると考えられる。　そこで，多変量解析の一手法であるロジスティック回帰分析（＊1）を実施することにした。ロジスティック回帰分析とは，�@結果（従属変数）を予測すること，�A予測及び説明するために最も効果的な要因（独立変数）を見つけ出し，予測のための理論的モデルを構築することの2つの目的で使用される。実務的に汎用性が広いため，近年，特に欧米の研究ではその頻度が高くなっている統計的手法である。ロジスティック回帰分析により，回帰式（予測式）に投入した独立変数の中から，従属変数を最も効果的に説明できる変数のモデルを構築し，犯罪被害の有無及び犯罪不安を決定付ける要因を探ることにした。　従属変数としては，犯罪被害に関しては「全犯罪被害の有無（1999年）」を，犯罪不安に関しては「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」の，以上3つに焦点を当てた（＊2）。　独立変数に使用した変数は，クロス集計分析において分析した全変数であるが，新たに「社会的ストレス尺度」及び「社会的脆弱性尺度」の2変数を追加した。「社会的ストレス尺度」とは，�@婚姻関係が「離婚・死別」である，�A就業状況が「求職中（失業中）」である，�B世帯収入の満足度が「不満である」又は「とても不満である」の3項目からなり，「社会的脆弱性尺度」とは，�@年齢が60歳以上である，�A女性である，�B教育歴が9年以下である，�C就業状況が「無職」である，�D世帯収入が「国平均以下である」の5項目からなり，それぞれの項目に該当する場合は1点として，尺度化したものである。　なお，国によっては，独立変数に選定した項目を調査していないことがあるが，その場合は表の該当箇所を斜線で示している。（＊1）本分析では，ロジスティック回帰分析の中のステップワイズ法（変数増加法）という手法を用いた。これは，　　まず最も有効な独立変数が一つ投入され，そして残った変数の中で最も有効な独立変数がさらに一つ投入されて　　いき，最終的には，これ以上投入してもあまり有効なモデルが構築できないところまで投入が続けられる手法で　　ある。　　　ここで，本文及び表で使用した用語を説明する。実際には，高度な数学的知見に基づいているため，ごく簡単　　な記述にとどめておきたい。　　　・「回帰式（予測式）」，「係数」　　　　ある従属変数を説明するための方程式を回帰式（予測式）と言う。例えば独立変数（X）として，X1，X2，　　　X3が採用された場合の回帰式（予測式）は，係数、×X1＋係数、×X2＋係数3×X3＋定数項となる。　　　・「オッズ比」　　　　見込み比とも言われ，その変数が一単位変化することで，従属変数が変化する（例えば，「犯罪被害の有無」　　　が「あり」から「なし」に変化すること）確率をさす。0から∞の間を動き，オッズ比が1のとき，取り上げ　　　た従属変数と独立変数との間に関連はないと判断される。　　　以上については，石村ら（1997）に詳しい。（＊2）　これら以外の，「世帯犯罪被害の有無」，「個人犯罪被害の有無」，「暴力犯罪被害の有無」及び「自宅に夜間一人　　でいることの不安」の4つに関しては，圧倒的に「犯罪被害なし」又は「不安なし」が多く，「犯罪被害あり」又　　は「不安あり」は非常に少なくなっている。このように，従属変数のカテゴリーがアンバランスな場合，ロジス　　ティック回帰分析を実施しても適切なモデルが構築できないために，分析から除外した。　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　　　　　　　　　　　　　107　1　犯罪被害の有無に与える要因　はじめに，「全犯罪被害の有無（1999年）」を従属変数として，各独立変数との関連を見ていく。「全犯罪被害の有無（1999年）」については11変数（＊3）を回帰式に投入し，その結果，1，393人がモデル構築の分析対象とされた（＊4）。　4−1表は，我が国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。モデルを構築するために採用された変数は，回帰式に投入された順に，�@世帯収入，�A年齢，�B夜間外出頻度の3変数である　つまり，以下の場合は，犯罪被害に遭う可能性が高い。�@�A�B世帯年収が，我が国の平均（758万円）以上である。年齢が低い。夜間外出頻度が，週1回以上である。逆に，以下の場合は，犯罪被害に遭う可能性が低い。�@�A�B世帯年収が，我が国の平均（758万円）以下である。年齢が高い。夜間外出頻度が，週1回未満である。4−1表　犯罪被害に関するロジスティック回帰式（日本）独立変数ステツ変数名【変数の概要】係　数P　値オッズ比1世帯収入【国平均以上】0，4600，0041，5842年齢0，017【39歳以下】／40歳以上0，5010，0331，650【40〜59歳】／60歳以上0，5610，0051，7523夜間外出頻度【週1回未満】一〇．3550，0470，701【定数項】一2．141注　モデル構築のための採用基準は，有意水準5％以下としている。（＊3）「世帯人数」の変数については，一部データに不備があり，クロス集計分析には使用できたが，ロジスティック　　回帰分析には使用できなかったため，投入していない。（＊4）投入した変数中に，「わからない」や欠損値が1箇所でもあると，そのデータはモデル構築に使用できなくなる。108法務総合研究所研究部報告18　4−2表は，12か国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。「年齢」は9か国において採用されている。4−2表犯罪被害に関するロジスティック回帰式（国別）独立変数（変数の概要）オ1ストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポiランドポルトガルスウエ〕デンスイスアメリカ�@都市規模人口10万人以上鰻錘1’轟鍵嚢�A住居形態アパート・マンション，テラスハウス7”』鰻蕪繍難饗難�B世帯収入国平均以上i鞭嚢灘協鋸霧至「篤「11z難難欝欝灘�C世帯人数1人（／2人以上）2・3人（／4人以上）鑓簸簸灘懸�D性別男�E年齢39歳以下（／40歳以上）馨垂朔筋鋤識／・∴働鍵泌鐡∴鍵i灘豪爽鎭弱灘i纒騰獲融融購40〜59歳（／60歳以上）雛離丁働畿藤禦凝織翻鍵轡鞭霧鑛藩i轟灘…蓼灘難聯顯轟羅�F就業状況働いている（／無職等）1羅拶魍、無職・主婦（／学生）辮翻轍、灘撚�G婚姻関係独身（／既婚・離婚等）護、罫灘毒灘議講饗難灘轟藤職麟鑛縄既婚等（／離婚等）驚講「灘灘難縫籔難、　r　冨華灘繍撒凸撒�H教育歴6年以下（／7年以上）…鍵鑑、5纂界弘　’7〜9年（／10年以上）懸酵鑛翻議10〜12年（／13年以上）嚢畿癒灘�I夜間外出頻度週1回未満轟難輿、陣’▽維慧「蓑難響灘遜鞭�J社会的ストレス尺度0点（／1点以上）講舞1点（／2点以上）簸難縫灘懲鞭繋難�K社会的脆弱性尺度0点（／1点以上）覇・羅繍　．輿難灘、1点（／2点以上）嚢鱗甥璽「「燃x注　「＋」　「＋＋」は「被害あり」の方向に働くことを，　r一」　r一一」はr被害なし」の方向に働くことを，それぞれ示し，記号が1つの場合は有意水準5％以下で，記号が2つの場合は1％以下で，有意差があることを示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査109　2　犯罪不安に与える要因　次に，犯罪不安に関して，「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」及び「不法侵入の被害に遭う不安」を従属変数として，各独立変数との関連を見ていく。　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」については17変数を回帰式に投入し，その結果，1，093人がモデル構築の分析対象とされ，「不法侵入の被害に遭う不安」については19変数を回帰式に投入し，その結果，995人がモデル構築の分析対象とされた。　4−3表は，我が国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」に関して，モデルを構築するために採用された変数は，回帰式に投入された順に，�@警察の防犯活動に関する認識，�A性別，�B全犯罪被害の有無（1999年），�C都市規模，�D銃器の所有の5変数である。回帰式への採用基準を有意水準10％程度まで拡大して見ると，さらに「就業状況」及び「社会的ストレス尺度」の2変数が採用された。　つまり，以下の場合は，犯罪不安が高い。�@　警察の防犯活動に関して，「不十分である」と認識している。�A女性である。�B　昨年（1999年）に，何らかの犯罪被害に遭っている。�C人口10万人以上の都市に居住している。�D　銃器を所有している。（�E　無職者又は主婦である。）（�F社会的ストレスを有している。）逆に，以下の場合は，犯罪不安が低い。�@警察の防犯活動に関して，「良くやっている」と認識している。�A男性である。�B　昨年（1999年）に，犯罪被害に遭っていない。�C人口10万人未満の都市に居住している。�D銃器を所有していない。（�E　有職者である。）（�F社会的ストレスを有していない。）　これらの中でも，係数及びオッズ比から判断すると，「警察の防犯活動に関する認識」は，特に重要視すべき要因と判断できる。　「不法侵入の被害に遭う不安」に関して，モデルを構築するために採用された変数は，回帰式に投入された順に，�@警察の防犯活動に関する認識，�A年齢，�B全犯罪被害の有無（1999年）の3変数である。回帰式への採用基準を有意水準10％程度まで拡大して見ると，さらに「夜間外出頻度」，「性別」及び「住居形態」の3変数が採用された。　つまり，以下の場合は，犯罪不安が高い。�@警察の防犯活動に関して，「不十分である」と認識している。�A年齢が低い。�B　昨年（1999年）に，何らかの犯罪被害に遭っている。（�C　夜間外出頻度が，週1回以上である。）110（�D（�E　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18女性である。）アパート・マンション等ではなく，一戸建て住宅に居住している。）逆に，以下の場合は，犯罪不安が低い。�@警察の防犯活動に関して，「良くやっている」と認識している。�A年齢が高い。�B　昨年（1999年）に，犯罪被害に遭っていない。（�C　夜間外出頻度が，週1回未満である。）（�D　男性である。）（�E一戸建て住宅ではなく，アパート・マンション等に居住している。）　これらの中でも，係数及びオッズ比から判断すると，「警察の防犯活動に関する認識」は，特に重要視すべき要因と判断できる。　4−4表は，12か国における，採用された独立変数，回帰式等を示したものである。　「居住地域における夜間の一人歩きに対する不安」に関しては，「警察の防犯活動に関する認識」及び　　　　　　　　　　4−3表　犯罪不安に関するロジスティック回帰式（日本）　　�@居住地域における夜間の一人歩きに対する不安独　　　立　　　変　　　数係　数P　値オッズ比ステツ変　　数　　名　　【変数の概要】1警察の防犯活動に関する認識　　【良くやっている】一1．2190，0000，2962性別　　　　　　　　　　　　【男】一〇．5530，0000，5753全犯罪被害の有無（1gg9年）　　【なし】一〇．6300，0010，5334都市規模　　　　　　　　　　　【人口10万人以上】0，3880，0131，4755銃器の所有　　　　　　　　　【あり】1，1690，0443，217【定数項】0，021就業状況　　　　　　　　　　【働いている】0，058社会的ストレス尺度0，133【0点】／1点以上0，045【1点】／2点以上0，056�A不法侵入の被害に遭う不安独　　　立　　　変　　　数オッズ比ステツ変　　数　　名　　【変数の概要】係　数P　値1警察の防犯活動に関する認識　　【良くやっている】一〇．7560，0000，4702年齢0，000【3g歳以下】／40歳以上0，6990，0002，012【40〜59歳】／60歳以上0，4660，0031，5943全犯罪被害の有無（1999年）　　【なし】一〇．4900，0080，613【定数項】0，245夜間外出頻度　　　　　　　　　【週1回未満】0，065性別　　　　　　　　　　　　【男】0，071住居形態　　　　　　　　　　【アパート・マンション等】0，099注　モデル構築のための採用基準は，有意水準5％以下としている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査111「性別」は，11か国において採用されている。また，「都市規模」は10か国において，犯罪被害の有無（全犯罪被害，世帯犯罪被害，個人犯罪被害又は暴力犯罪被害）は9か国において，それぞれ採用されている。　「不法侵入の被害に遭う不安」に関しては，「警察の防犯活動に関する認識」は，10か国において採用されている（ポルトガル及びアメリカについては，その代わりに「警察の親切さに関する認識」が採用されている。）。また，犯罪被害の有無（全犯罪被害，世帯犯罪被害又は暴力犯罪被害）は10か国において，「都市規模」，「住居の防犯設備」及び「年齢」は4か国において，それぞれ採用されている。　　　　　　　4−4表犯罪不安に関するロジスティック回帰式（国別）�@居住地域における夜間の一人歩きに対する不安独立変数（変数の概要）オ1ストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本辮舞オランダ’ポ1ランドポルトガルスウエ1デンスイスアメリカ�@都市規模人口10万人以上灘耀藪鰹竃欝雛嚢、．丁、灘襲轟簸懇、、．舞�A世帯収入国平均以上堀’霧鍵，鎌藤、鰻難嚢。�B銃器の所有あ　り．　　寵済　　学幹鑛鱗難鹸馨慨。藩’�C性別男難繍繋灘欝灘，難．爺　…嚢灘鐘鐵華轟�D年齢3g歳以下（／40歳以上）窮講　、鰻1，懸譲　轍嚢「冗陣難40〜59歳（／60歳以上）難「聾　購翻、弱i馨“灘轟�E就業状況働いている（／無職等）鍵罵う脳燃難　脳灘態購鱗鰻鐡難無職・主婦（／学生）趨羅�F婚姻関係独身（／既婚・離婚等）灘鐡欝講麟羅欝麹欝難難既婚等（／離婚等）�G教育歴6年以下（／7年以上）繋鑛弱鰻斑7〜9年（／10年以上）・灘鱗10〜12年（／13年以上）ヰ部「漸鰭’　　　［巽腿γ　　欝　　　　繍　　F轡　　　　　　　　　　　　　　　　「　鱗　騰灘　無　1　　　綴　鱈・　瞬韓診潭．　憂襲難霧　占　、　　　　　　　　界　　昌　丁’弦亀。　。盆　　再　　　　　　　澤　総　繊　1’　　　　　　　　　　　1…�H夜間外出頻度週1回未満亮曽再再観�I警察の防犯活動良くやっている�J警察の親切さ親切である�K全犯罪被害な　し醗鞭．摩諺［　　澤鐡鰹荒諺陸一灘麟繋鍍．�L世帯犯罪被害な　し�M個人犯罪被害な　し�N暴力犯罪被害な　し馨灘購　・瀞騰�O社会的ストレス尺度0点（／1点以上）轟�贋ｭ。華踏　　｛　　、　乎縷騰　　導1点（／2点以上）�P社会的脆弱性尺度0点（／1点以上）灘・鑛．鑛簸。灘翻灘鐵難蘇・藝翻�h1点（／2点以上）梶几1騰鎌・羅灘112法務総合研究所研究部報告18�A不法侵入の被害に遭う不安独立変数（変数の概要）オiストラリアカナダイギリスフインランドフランス日本オランダポiランドポルトガルスウエ1デンスイスアメリカ�@都市規模人口10万人以上冊’螂，　　F’麟灘”吻’鱗鰻、難覇難�A住居形態アパート・マンション，テラスハウス�B世帯収入国平均以上薦響鰻う「舞轟簸、・響講醐餌郵鷹俘纏�C世帯人数1人（／2人以上）「禰窯秘瓢羅瀞輔灘叢爺蕪藩藝，嚢2・3人（／4人以上）蟻羅、罐繍癒�D住居の防犯設備なし（／1種類以上）’禦蟻。．轍難攣i懸購爆妻韓籔難蕪灘叢欝1締熟畿1種類（／2種類以上）…i韓鱒�E銃器の所有あ　り腰臓「串「・r�F性別男鞭糠霧総繭・「丁鐡畿�G年齢3g歳以下（／40歳以上）融麟爺「β，鐡融魁薩雄轟灘話麟鰍鱗騰…40〜59歳（／60歳以上）攣璽璽：i灘蓑範騨輿睡熱籔購�H就業状況働いている（／無職等）萎i欝響謬鐙騒繍鰍”無職・主婦（／学生）翻騰縷�I婚姻関係独身（／既婚・離婚等）既婚等（／離婚等）�J教育歴6年以下（／7年以上）7〜9年（／10年以上）慧灘10〜12年（／13年以上）繍欝羅蝋融醸�K夜間外出頻度週1回未満無欝灘繊「　・�L警察の防犯活動良くやっている箋灘灘無灘。剛甥、、、膨P讐蘂嚢雛鵜顛聾滋撃畿嚢懸璽饗綴謬鱗、覇翻麟灘蓉醐蟻簸　　姫簸「艀・黛冊伽「、懸駿、イ贈難囎鐡灘懸鑛1�M警察の親切さ親切であるr　礁r漸÷r灘鱗醸鞭、難�N全犯罪被害な　しi轟、，嚢灘襲i講難　アヒ饗難囎瓢轟�O世帯犯罪被害な　し擁、雛講�P個人犯罪被害な　し�Q暴力犯罪被害な　し灘辮憂翻鰍蹴鱗�R社会的ストレス尺度0点（／1点以上）響1点（／2点以上）蝉魏撒締欝轍�S社会的脆弱性尺度0点（／1点以上）1点（／2点以上）注　「＋」　「＋＋」は「不安あり」の方向に働くことを，　r一」　r一一」は「不安なし」の方向に働くことを，それぞれ　示し，記号が1つの場合は有意水準5％以下で，記号が2っの場合は1％以下で，有意差があることを示す。第1回犯罪被害実態（暗数）調査113おわりに　1　本研究の成果本研究部報告は，既刊の「研究部報告10」を土台として，我が国のデータを再分析するとともに，第4回国際犯罪被害実態調査（ICVS）参加国のデータを独自に分析し，先進12か国のデータを比較したものである。本研究によって明らかになった，我が国の犯罪被害等の特徴は，以下のとおりである。　（1）基礎的分析ア　我が国の被害率は，比較対象国中で低い位置にあり，特に「個人犯罪被害」及び「暴力犯罪被害」　においては，比較対象国中で最も低くなっている。これを罪種別に見ると，自動車盗，車上盗，不法侵入未遂，強盗，窃盗及び暴行・脅迫では最も低いが，自転車盗では最も高く，バイク盗でもイギリ　ス等に次いで高くなっている。イ　我が国の申告率は，「全犯罪被害」，自動車損壊及び自転車盗においては，比較対象国中で最も低い　かポルトガルに次いで低くなっている。また，警察に申告しなかった理由は，他の比較対象国と比べ　て，事件の解決や犯人の検挙等に関連するものを選択する比率が高く，全般的にポーランドと類似し　た回答パターンを示している。ウ　我が国では，警察活動（防犯活動や親切さ）に関して，他の比較対象国と比べて，良い評価をして　いる者の比率が低くなっている。ただし，我が国の場合，本調査実施時が，警察官による不祥事がマ　スコミ等で報道されていた時期と偶然重なったことが，多分に影響した可能性がある。工　我が国では，犯罪者の処遇や青少年犯罪対策に関して，他の比較対象国と比べて，厳しい対処が必要であると認識している者の比率が高くなっている。全般的にポーランドと類似した回答パターンを示している。オ　我が国では，住居の防犯設備を備えている比率は，比較対象国中で最も低いかポーランドに次いで低くなっている。力　我が国では，犯罪不安に関して，他の比較対象国と比べて高い傾向がうかがえる。キ　上記工〜カを総合すると，我が国は，被害率が低い割には犯罪不安が高い。その一方で，防犯設備　を設置するなど自衛手段を講じることが少なく，犯罪者や非行少年に対しては，「厳罰化」で望むこと　が相当として，国の政策に依存している傾向がうかがえる。　（2）統計的分析ア　我が国では，�@我が国の平均（758万円）以上の世帯収入がある者，�A低年齢層，�B独身者，�C教育程度が高い者，�D夜間外出が多い者は，犯罪被害に遭う者が多かった。一方，他の比較対象国では，　上記の他に，�@大都市に居住している者，�Aアパート・マンション等に居住している者，�B有職者又　は学生も，犯罪被害に遭う者が多かった。イ　上記アを踏まえて，全犯罪被害を従属変数にとって多変量解析を試みた結果，我が国では，�@世帯　年収が我が国の平均（758万円）以上であり，�A年齢が低く，�B夜間外出頻度が週1回以上の者は，犯　罪被害に遭う可能性が高いという結果となった。ウ　我が国では，�@大都市に居住している者，�A女性，�B教育程度が高い者，�C夜間外出が多い者，�D　警察活動に関して低い評価をしている者，�E昨年（1999年）に何らかの犯罪被害に遭ったことがある　者は，犯罪不安の高い者が多かった。一方，他の比較対象国では，�Bについては教育程度の低い者，114法務総合研究所研究部報告18　�Cについては夜間外出が少ない者の方が，犯罪不安の高い者が多く，我が国とは異なった関連が見ら　れたほか，銃器を所有していない者，高年齢層も，犯罪不安の高い者が多かった。工　上記ウを踏まえて，犯罪不安を従属変数にとって多変量解析を試みた結果，我が国では，�@警察の　防犯活動に関して「不十分である」と認識しており，�A女性で，�B昨年（1999年）に何らかの犯罪被　害に遭っている者は，犯罪不安が高いという結果となった。さらに，�@大都市に居住しており，�A一　戸建て住宅に居住しており，�B銃器を所有しており，�C年齢が低く，�D無職者又は主婦で，�E夜間外　出頻度が週1回以上であり，�F社会的ストレスを有している者も，犯罪不安が高い傾向がうかがえた。　2　総括及び今後の課題�@　通常，ある国の犯罪発生量を示す指標としては，例えば警察が発表している認知件数等に関する公　的統計が使われる。しかし，暗数調査の場合は，警察に届けられていない暗数も含めており，より広　範な犯罪動向を把握することができる。また，暗数調査に参加している他の国のデータにより，犯罪　被害実態に関する国際比較を行うことも可能となる。ここから，ICVSのメリットは以下の二点に集約　されよう。第一に，公的統計の暗数部分に光を当てることができる点である。刑事司法機関から発表　される公的統計も犯罪動向を示す重要な指標の一つであるが，あくまでも警察に届出がなされ，記録　された事件から端を発した数値である。よって，被害者から届出がなかった事件，届け出ても警察が　犯罪と認定しなかったものなどは，統計数値には上ってこない。ICVSでは，このような暗数も含めた　数値が把握できるとともに（質問項目に対して正直に回答しなかった場合等，ICVSにも暗数は含まれ　るが），警察に届け出なかった理由などを把握することができる。第二に，より正確な国際比較が可能　となる点である。我が国と諸外国との犯罪発生状況の対比は，「犯罪白書」においても毎年なされてい　る。しかし，国により犯罪の構成要件や統計の取り方が異なるため，正確な比較は困難である。ICVS　は，参加国が統一の調査項目を使用しており（一部，その国独自の項目を付加している場合がある。），　サンプリング手法等の調査方法が標準化されている。よって，より正確な国際比較が可能となろう。�A　以上の理由から，ICVSは刑事政策にかかわる者にとって，有用な情報を提供してくれるものと思わ　れる。特に，我が国の犯罪発生状況の国際的位置を知ることができる点，多国のデータがカバーされ　一覧で参照できる点，ポーランドやポルトガルなど我が国ではあまり紹介されていない国の状況を把　握できる点などは，ICVSを置いて他に存在しないともいえよう。�B　近年，我が国の刑法犯認知件数は増加の一途をたどり，平成12年には325万6，109件に達し，戦後最　高を更新している。しかし，認知件数の増減は，何も犯罪発生件数の増減だけでなく，その他の要因　が複雑に絡んだ結果の事象といえる。実際に犯罪発生件数が増加しているのかを探る一方法として，　警察が発表する認知件数と暗数調査の結果を比較する方法がある。連合王国等では，この手法が使用　されており，認知件数の増加と暗数調査の結果との変化率が，場合によっては相当ずれていることが　指摘されている。したがって，警察等による公式統計と暗数調査をあわせて，活用することが効果的　になってくる。�C　そのためには，我が国においても，継続的に暗数調査を実施する必要があろう。また，本報告書で　は，紙面等の都合で紹介できなかったが，例えばパス解析やAMOS等の統計的分析によって，犯罪被　害の有無や犯罪不安を生じさせる要因を，より構造的に分析することが今後の課題となろう。�D　本分析に使用したのは，世界12か国，総数で27，535人分の貴重なデータである。この膨大なデータ　を，質問項目ごとに，また国別に集計しただけでも，興味深い結果が見られた。さらに，関連のあり　そうな要因相互の関係を見ていくと，思わぬ発見もあった。これまでの犯罪学研究の動向に則った分第1回犯罪被害実態（暗数）調査115析を心掛けたつもりであるが，もっと突っ込んだ分析も可能であるとの指摘もあろう。本研究部報告のデータを活用して，新たな視点から分析していただければ幸甚である。116法務総合研究所研究部報告18引用・参考文献1　政府刊行物，調査報告書等警察庁（編）（2000）「平成11年の犯罪」警察庁（編）（2000）「警察白書（平成12年版）」，大蔵省（現財務省）印刷局警察庁生活安全局銃器対策課（編）（2000）「平成11年の銃器情勢」交通事故被害実態調査研究委員会（編）（1999）「交通事故被害実態調査研究報告書」財団法人都市防犯研究センター（編）（1990）「犯罪の被害者発生実態に関する調査報告書」，JUSRIリ　　ポート1（1）財団法人都市防犯研究センター（編）（1993）「‘92犯罪の被害と防犯意識等に関する調査研究（全国版）」，　　JUSRIリポート4総務省統計局（編）（2001）「世界の統計（2001年版）」，財務省印刷局東京都生活文化局女性青少年部女性計画課（編）（1998）「『女性に対する暴力』調査報告書」内閣府大臣官房政府広報室（編）（2001a）「月刊世論調査一犯罪被害者一」，第33巻第3号，財務省印　　刷局内閣府大臣官房政府広報室（編）（2001b）「月刊世論調査一社会意識一」，第33巻第7号，財務省印刷　　局浜井浩一・安東美和子・立谷隆司・横地　環・岡田和也（2000）「第1回犯罪被害実態（暗数）調査」，　　法務総合研究所研究部報告10犯罪被害者実態調査研究会（編）（1995）「犯罪被害者の実態調査報告書」法務省法務総合研究所（編）（2000）「諸外国における犯罪被害者施策に関する研究」，法務総合研究所　　研究部報告9法務省法務総合研究所（編）（2000）「犯罪白書（平成12年版）」，大蔵省（現財務省）印刷局　　　＊（注）本報告書中では，「犯罪白書（平成12年版）」としている。法務省法務総合研究所（編）（2001）「犯罪白書（平成13年版）」，財務省印刷局　　　＊（注）本報告書中では，「犯罪白書（平成13年版）」としている。星野周弘（1975）「公共の安全性に対する犯罪の影響の測定とその対策（�T）一（�V）」，科学警察研究　　所報告（防犯少年編），16（1），pp．45−60，16（2），pp．77−93，94−104星野周弘（1976）（1977）「公共の安全性に寄与する警察活動の研究」，科学警察研究所報告（防犯少年　　編），17（2），pp．145−162，18（1），pp．1−25，18（2），pp．125−135文部省（現文部科学省）（編）（1995）「諸外国の学校教育（欧米編）」，教育調査第122集，大蔵省（現　　財務省）印刷局2　その他の日本語文献石村貞夫・デスモンドアレン（1997）「すぐわかる統計用語」，東京図書齊藤　勇（編）（1987）「対人社会心理学重要研究集2一対人魅力と対人欲求の心理」，誠信書房齊藤　勇・川名好裕（編）（1999）「対人社会心理学重要研究集7一社会心理学の応用と展開」，誠信書　　房田中敏・山際勇一郎（1989）「ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法」，教育出版第1回犯罪被害実態（暗数）調査117所　一彦（1990）「犯罪・非行と安全」，犯罪社会学研究，第15号，pp．4−17宮澤浩一・國松孝次（監修）（2000a）「犯罪被害者支援の基礎」，講座被害者支援1，東京法令出版宮澤浩一・國松孝次（監修）（2000b）「犯罪被害者に対する民間支援」，講座被害者支援5，東京法令　　出版宮澤浩一・田口守一・高橋則夫（編）（1996）「犯罪被害者の研究」，成文堂森下　忠（1992）「刑事政策の論点�T」，成文堂諸澤英道（1998）「新版被害者学入門」，成文堂3　外国語文献Ferraro，K．（1995）Fear　of　Crime：Interpreting　Victimization　Risk．State　University　of　New　York　　Press．Kidder，L．H．＆Cohn，E．S。（1979）Public　views　of　crime　and　crime　prevention．In　L　H．Frieze，　　D。Bar−Tal＆」．S．Carroll（eds．），New approaches to social problems．Jossey−Bass，237−264．Norris，F．H．＆Kaniasty，K．（1992）A　longitudinal　study　of　the　effects　ofvarious　crime　prevention　　strategies　on　criminal　victimization，fear　of　crime，and　psychological　distress，American　　Journal of Communitiy Psychology，20（5），625−648．Riger，S．（1985）Crime　as　an　environmental　stressor．Journal of Community Psychology，13，270　　−280．Rosenbaum，D．，Lewis，D。＆Grant，J．（1986）Neighborhood−based　crime　prevention：Assessing　　the　efficacy　of　community　organizing　in　Chicago．In　D．Rosenbaum（ed.），Commumity crime　　prevention: Does it work?　Sage　Publications．Taylor，R．＆Shumaker，S．（1990）Local　crime　as　a　natural　hazard：Implications　for　understand−　　ing　the　relationship　between　disorder　and　fear．American Journal of community Psychology　　18，619−641.Van　Kesteren，」．，Mayhew，P．＆Nieuwbeerta，P．（2000）Criminal　Victimisation　in　Seventeen　　Industrialised　Countries：Key　findings　from　the20001ntemational　Crime　Victims　Survey．　　Onderzoek en beleid,187．Wetenschappelijk　Onderzoek−en　Documentatiecentrum　　　＊（注）本報告書中では，「2000年ICVS報告書」としている。Williams，F．P．，McShane，M．D．＆Akers，R．L．（2000）Worry　about　Victimization：an　Altema−　　tive　and　Reliable　Measure　for　Fear　of　Crime．Criminology Review 2（2）4　URL警察庁犯罪被害者対策室のHP（http：／／www．npa．go．jp／higaisya／rikai／renkei／zenkoku.htm），　　H14．2．4付ユネスコのHP（http：／／unescostat．unesco．org／statsen／statistics／yearbook／tables／ed．htm），　　H12．12．18付5　比較対象国に関する参考文献（イギリス，フランス，日本，スイス及びアメリカは除く。）　（1）オーストラリア朴　元奎（1996）「オーストラリアにおける高齢者被害の現状と対策」，犯罪と非行，第110号，169−197118　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18浜井浩一・横地　環（2000）「オセアニアにおける犯罪被害者施策」（法務省法務総合研究所（編）『諸　　外国における犯罪被害者施策に関する研究』，法務総合研究所研究部報告9所収）　（2）カナダ吉田研一郎・立谷隆司（2000）「カナダにおける犯罪被害者施策」（法務省法務総合研究所（編）『諸外　　国における犯罪被害者施策に関する研究』，法務総合研究所研究部報告9所収）　（3〉　フィンランド森下　忠（1998）「フィンランドにおける刑務所人口の規制」，法律時報，第1636号　（4）オランダ藤本哲也（1996）「オランダ刑事司法システムの数量的概観」（藤本哲也（編）『諸外国の刑事政策』所　　収），中央大学出版部藤本哲也（1996）「現代のオランダにおける被害者サービス」（藤本哲也（編）『諸外国の刑事政策』所　　収），中央大学出版部森下　忠（1991）「オランダ刑事訴訟法の歩み」，法律時報，第1369号　（5）ポーランド森下　忠（1999）「ポーランドの新刑法典（上）」，法律時報，第1681号森下　忠（1999）「ポーランドの新刑法典（下）」，法律時報，第1684号　（6）ポルトガル森下　忠（1998）「ポルトガルの新刑法典（上）」，法律時報，第1651号森下　忠（1998）「ポルトガルの新刑法典（下）」，法律時報，第1654号　（7）スウェーデンヨハネス・フィットソン，朴　元奎（訳）（1997）「スカンジナビア諸国における状況的予防の経験」，　　犯罪と非行，第111号，47−63大橋　哲（1998）「スウェーデンにおける行刑の概況」，犯罪と非行，第117号，62−72矢野恵美（2001）「スウェーデンにおける被害者政策の発展」，被害者学研究，第11号，61−71　1　基礎集計表　2　質問紙（日本語版）　3　質問紙（英語版）　　　（「2000年ICVS報告書」から転載したもの）第1回犯罪被害実態（暗数）調査1211　基礎集計表【犯罪被害の有無等】Q1　回答者の性別国　　名総　数男　性女　性総　　　数27，53412，642（45．9）14，892（54，1）Australia2，005930（46。4）1，075（53，6）Canada2，0781，050（505）1，028（495）England＆Wales1，947900（462）1，047（53，8）Finland1，782874（49．0）908（51，0）France　　　　　　　　　　陛　　　1，000叢灘灘馨　　　　445灘灘嬢讐鐵鰯，。．（44・鍛　　　　555灘灘顯轍欝灘轍（555）Netherlands2，000914（45．7）1，086（54，3）Poland5，2762，365（44．8）2，911（55，2）Portugal2，000709（355）1，291（64，6）Sweden2，001941（47．0）1，060（53．0）Switzerland4，2342，030（47．9）2ラ204（52。1）USA1，00041141．158958．9Q2　過去5年間の，世帯における自家用車に関する犯罪被害　世帯の自家用車の所有の有無国　　名総　数あ　　りな　　しわカ、らない総　　　数27，53421，141　　（76．8）6，388　　（232）5　　（0．0）Australia2，0051，842　　（91．9）163　　（8．1）一Canada2，0781，817　　（87，4）260　　（12．5）1　　（0，0）England＆Wales1，9471，604　　（82．4）343　　（17，6）一Finland1，7821，466　　（82。3）315　　（17。7）1　　（0。1）France　　　　　　　　　熾　　　1，000雛難露灘　　　　848　（84・81「嚢難灘灘懸撚諜　　　　　152　　（15。2）難繋鞭灘難　　　　　　一灘灘灘灘蕪難灘Netherlands2，0001，623　　（812）377　　（18。9）一Poland5，2762，849　　（54．0）2，427　　（46。0）一Portugal2，0001，488　　（74。4）512　　（25．6）一Sweden2，0011，542　　（77．1）459　　（22．9）■Switzerland4，2343，256　　（76，9）977　　（23。1）1　　（0，0）USA1，000899　　　89，999　　　　9．92　　　　0．2注　Polandには，自動車の所有台数が0台でありながら，所有「あり」としているデータが1件　含まれているため，以下のS　Q1〜S　Q4の数値とは一致していない。S　Q1　世帯の自家用車の所有台数国　　名　　総　数　　1　台2　台3　台4　台5台以上わからない総　　　数　　　21，140　　（55・9》　　　　　　　、　［　悠〜獺　　　　　　　　鱗　　・　　　纏難　．（身雲・畏）範．畿鍛騒濃　　（2・8≧羅講鐡懸灘＿嘉の．舳（2：2轟注　その他の国は略。122法務総合研究所研究部報告18S　Q2　自動車盗の被害の有無国　　名総　数ありなし／わカ、らない総　　　数21，1401，033（4．9）20，107（95。1）Australia1，842149（8。1）1，693（91。9）Canada1，817115（6．3）1，702（93．7）E皿91and＆Wales1，604179（11．2）1，425（88，8）Finland1，46645（3，1）1，421（96．9）France84861（7：2）787（9名・§）Netherlands1，62358（3。6）1，565（96、4）Poland2，848150（5，3）2，698（94。7）Portugal1，48852（35）1，436（96．5）Sweden1，54299（6、4）1，443（93．6）Switzerland3，25682（25）3，174（975）USA899303．386996．7S　Q3　車上盗の被害の有無国　　名総　数ありなし／わからない総　　　数21，1403，614（17。1）17，526（82．9）Australia1，842383（20。8）1，459（79。2）Canada1，817363（20．0）1，454（80。0）E皿gland＆Wales1，604421（26．2）1，183（73．8）FinlImd1，466163（11。1）1，303（88。9）France84817520．667379．4Netherlands1，623286（17。6）1，337（82．4）Poland2，848663（23．3）2，185（76．7）Portugal1，488263（17．7）1，225（82。3）Sweden1，542310（20。1）1，232（79。9）SwitzerlImd3，256343（105）2，913（895）USA89913615．176384．9S　Q4　自動車損壊の被害の有無国　　名総　数あ　　りなし／わカ、らない総　　　数21，1404，778　　（22。6）16，362　　（77，4）Aust1alia1，842471　　（25．6）1，371　　（74。4）Canada1，817422　　（23。2）1，395　　（76。8）Engl�pd＆Wales1，604464　　（28。9）1，140　　（71。1）Finland1，466199　　（13．6）1，267　　（86。4）France848248　　（292）600　　（70．8）Netherlands1，623449　　（27、7）1，174　　（72．3）Poland2，848707　　（24、8）2，141　　（752）Po血gal1，488286　　（192）1，202　　（80。8）Sweden1，542268　　（17。4）1，274　　（82．6）Switzerland3，256776　　（23．8）2，480　　（76、2）USA899167　　　18．6732　　　81．4第1回犯罪被害実態（暗数）調査Q3　過去5年間の，世帯におけるバイクに関する犯罪被害世帯のバイクの所有の有無国　　名総　数あ　　りな　　しわからない総　　　数27，5344，448　　（162）23，079　　（83、8）7　　（0。0）Australia2，005226　　（11．3）1，777　　（88．6）2　　（0。1）Canada2，078189　　（9．1）1，888　　（90．9）1　　（0。0）Engla皿d＆Wales1，947166　　（85）1，781　　（915）一Finland1，782277　　（155）1，504　　（84。4）1　　（0，1）France1，000185　　（185）815　　（81、5）一鰻灘繋羅’懸灘　’灘、蓑欝・’7溶」、、灘慨、．牲華灘難難莚鰯騰藝灘欝難懸灘簸1灘騨懇覇纏嚢灘Netherlands2，000401　　（20．1）1，599　　（80．0）一Poland5，276455　　（8．6）4，821　　（91，4）響Portugal2，000341　　（17，1）1，659　　（83、0）一Sweden2，001434　　（21．7）1，567　　（78、3）一Switzerland4シ234946　　（22．3）3，287　　（77。6）1　　（O。O）USA1，000116　　　11．6882　　　88．22　　　　0．2　S　Q1　世帯のバイクの所有台数国　名　総数　1台　2台灘、．。数＿，、注　その他の国は略。　S　Q2　バイク盗の被害の有無国　　名総数ありなし／わからない総　　　数4，448366（8．2）4，082（91。8）Australia22614（62）212（93。8）Canada1898（42）181（95。8）England＆Wales16622（13．3）144（86．7）Finla皿d2779（3．2）268（96．8）Fr�pce18532嗣（17．3）153（82．7）Netherlands40153（13。2）348（86，8）Poland45523（5．1）432（94．9）Portugal34114（4。1）327（95．9）Sweden43430（6。9）404（93。1）Switzerland94670（7．4）876（92．6）USA11632．611397．4123124法務総合研究所研究部報告18Q4　過去5年間の，世帯における自転車に関する犯罪被害　　世帯の自転車の所有の有無国　　名総　数あ　　りな　　しわカ、らない総　　　数27，53419，618　　（71．3）7，907　　（28．7）9　　（0。0）Australia2，0051，186　　（592）816　　（40，7）3　　（0。1）Canada2，0781，440　　（69，3）638　　（30。7）一England＆Wales1，9471，091　　（56．0）856　　（44．0）一Finland1，7821，649　　（925）132　　（7。4）1　　（0．1）France　　　　　　　　　絨　・1，000　構649　　（64。9）　「謡涯■「351　、（35・慧　　　一一肋　　』織灘議難．鷹。　　　　　欝，．　鄭　郷、茨司窮占　　織1ρNetherlImds2，0001，839　　（92．0）161　　（8。1）一Poland5，2763，777　　（71。6）1，499　　（28。4）噂Portugal2，000830　　（415）1，170　　（585）一Sweden2，0011，820　　（91．O）181　　（9。0）一Switzerland4，2342，970　　（70．1）1，262　　（29．8）2　　（0．0）USA1，000579　　　57．9418　　　41．83　　　　0．3　S　Q1国　　名世帯の自転車の所有台数　総　数　　　　台注その他の国は略。　　S　Q2　自転車盗の被害の有無国　　名総　数ありなし／わカ、らない総　　　数19，6183，671（18。7）15，947（81．3）Australia1，186144（12。1）1，042（87．9）Canada1ラ440230（16．0）1，210（84。0）England＆Wales1，091139（12。7）952（87．3）Finland1，649306（18、6）1，343（81。4）France64967（10．3582（89。7）Netherlands1，839432（235）1，407（765）Poland3，777554（14．7）3，223（85，3）Po血gal83054（65）776（935）Sweden1，820462（25。4）1，358（74。6）Switzerland2，970719（242）2，251（75、8）USA5797613．150386．9Q5　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査過去5年間の，世帯における不法侵入の被害国　　名総　数あ　　りなし／わからない総　　　数27，5341，925　　（7。0）25，609　　（93．0）Australia2，005292　　（14，6）1，713　　（85．4）Canada2，078190　　（9．1）1，888　　（90，9）England＆Wales1，947216　　（11。1）1，731　　（88．9）Finland1，78228　　（1．6）1，754　　（98．4）France　　　1，000脇1藪嚢蒲漁羅騨濯66　　（6・Ω　　　　934　　（93．4）’　　　弘「難灘灘鞭難翔鞭鰻灘灘．・．馨灘灘．彗羅躾Netherlands2，000183　　（92）1，817　　（90。9）Poland5，276306　　（5．8）4，970　　（94．2）Po血gal2，000125　　（6．3）1，875　　（93．8）Sweden2，001113　　（5．6）1，888　　（94．4）SwitzerlImd4234244　　（5。8）3，990　　（942）USA1，00072　　　　7．2928　　　92．8Q6　過去5年間の，世帯における不法侵入未遂の被害国　　名総　数あ　　りなし／わカ、らない総　　　数27，5341，667（6．1）25，867（93．9）Austmlia2，005236（11。8）1，769（88。2）Canada2シ078150（7．2）1，928（92。8）Engla皿d＆Wales1シ947178（9．1）1，769（90。9）Finland1，78246（2。6）1，736（97。4）Flance1，000眠49　　う麟　灘鰐，（農・9）951鍵禰’「w卜．（95・美）舐曽鞭羅Netherlands2，000221（11．1）1ラ779（89，0）Poland5，276218（4．1）5，058（95，9）Portugal2，00074（3．7）1，926（963）Sweden2，00169（3、4）1，932（96。6）Switzerland4，234303（72）3，931（92．8）USA1，000656．593593．5Q7　過去5年間の，個人における強盗の被害国　　名総　数あ　　りなし／わカ、らない総　　　数27，534845（3、1）26，689（96．9）Australia2，00567（3。3）1，938（96。7）Canada2，07861（2。9）2，017（97。1）E皿創and＆Wales1，94768（3．5）1ラ879（965）Fin1�pd1，78248（2。7）1，734（973）Fmnce1，000髄42　　（蕪）’総’”958　　　　　　髪（95．8）　　　　’肋懸　　　　　，難．．辮糠鞭鍵．。職灘　　　　　　脚Netherlands2，00061（3。1）1，939（97。0）Poland5，276208（3．9）5ラ068（96。1）Portugal2，000104（52）1，896（94．8）Sweden2，00137（1．8）1，964（98。2）Switzerland4，234115（2，7）4，119（97．3）USA1，000212．197997．9125126Q8国　　名総　数ありなし／わカ、らない総　　　数27，5343，649（13。3）23，885（86．7）Austmlia2，005355（17．7）1，650（82，3）Canada2，078293（14，1）1，785（85．9）England＆Wales1，947264（13．6）1，683（86、4）Finland1，782178（10，0）1，604（90，0）France輝鑑　1，000既呂〜拐囲ア110』　踏　’　尾（11・Ol鰍「鼻890’卸（§9＝o）難「’鰐饒嚢Netherlands酬サ2，000286灘門、（14。3）1，714（85．7）Poland5ラ276768（14．6）4，508（85．4）Po血gal2，000140（7。0）1，860（93。0）Sweden2，001289（14。4）1，712（85。6）Switzerland4，234783（185）3，451（815）USA1，00012312．387787．7Q9　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18過去5年間の，個人における窃盗の被害国　　名総　数ありなし／わからない総　　　数14，892864（5．8）14，028（94。2）Australia1，075129（12。O）946（88。O）Cmada1，02881（7、9）947（92．1）England＆Wales1，04757（5。4）990（94。6）Finland90882（9。0）826（91。0）Flance55525（45）530（95。5）Netherlands1，08689（8．2）997（91．8）Poland2，91146（1．6）2，865（98．4）Portugal1，29137（2。9）1，254（97．1）Sweden1，06084（7。9）976（92。1）Switzerland2，204165（75）2，039（925）USA589386．555193．5過去5年間の，女性における性的暴行の被害Q10国　　名総　数あ　　りなし／わからない総　　　数27，5342，673　　（9，7）24，861　　（90．3）Australia2，005384　　（192）1，621　　（80．8）Canada2，078280　　（135）1，798　　（865）England＆Wales1，947277　　（14，2）1，670　　（85，8）Finland1，782212　　（11．9）1，570　　（88、1）France灘嚢灘繊　　　1，000鶴締灘1，�o認蹴騒翻．魁霧4λ　　　　869　　（86．9）灘灘灘馨灘轍Netherlands2，000192　　（9。6）1，808　　（90．4）Poland5，276388　　（7．4）4，888　　（92．6）Portugal2，00073　　（3。7）1，927　　（96．4）Sweden2，001235　　（11。7）1，766　　（88．3）Switzerland4，234343　　（8．1）3，891　　（91。9）USA1，000116　　　11．6884　　　88．4　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査過去5年間の，個人における暴行・脅迫の被害127S　Q1　自分が知っている相手からの暴行・脅迫被害を含む国　　名総　数あ　　りなし／わからない総　　　数27，5343，133（11。4）24，401（88．6）Australia2，005425（21。2）1，580（78．8）Canada2，078333（16．O）1，745（84。0）England＆Wales1，947326（16．7）1，621（83．3）Finland1，782243（13。6）1，539（86、4）Flance　　　1，000灘顛熊142（1在・3）　　　　858灘獲儲（85．8）難翻鐘鱗灘驚雛諄、，＾．灘鐘嚢灘灘藝、綿．麟鐘鍵灘鍾灘Netherlands2，000248（12．4）17752（87．6）Poland5，276415（7，9）4，861（92。1）Po血gal2，00097（4，9）1ラ903（95，2）Sweden2，001274（13．7）1，727（86．3）Switzerland4，234449（10。6）3，785（89．4）USA1ラOOO13413．486686．6128法務総合研究所研究部報告18【自動車盗の被害に関する詳細】Q11被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わからない／、思、い出せなし総　　　数1，033（5．2）（22．7）（68。9）（3．1）Australia149（5，4）（22。1）（69．8）（2．7）Canada115（35）（235）（722）（0．9）England＆Wales179（2。2）（22。3）（72。1）（3．4）Finland45（8，9）（15．6）（75。6）．Francei灘鍵灘鞭i61（6．6）（21・3）（68£1　　　（3．3）錘難灘襲Netherlands58（10．3）（13．8）（67．2）（8．6）Poland150（4．7）（32．0）（62．7）（0，7）Portuga152（115）（28．8）（57．7）（1，9）Sweden99（4．0）（222）（71，7）（2，0）Switzerland82（8，5）（17。1）（65。9）（85）USA30一16．783．3一注　1　　2Q2−SQ2で「あり」とした者のみが回答。複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は「昨年（1999年）」とし，「今年」と「それ以前」双方にあった場合はr今年」とした。以下「被害の時期」の設問はすべて同じ。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わからない総　　　数221（92，8）（6，8）一（05）一一Australia33（90，9）（9．1）一一一一Canada27（100．0）一一一一一Engla皿d＆Wales40（90．0）（7．5）一（25）一一Finland7（100．O）−一一一一France13（84．6）（15．4）一一辱一難難襲・沼難蕪灘鐵鞭鑛欝灘轟謹Netherlands8（100。0）一一一一．Poland48（93。8）（6．3）一一一一Po血gal15（933）（6．7）一一一一Sweden22（90。9）（9．1）響一一甲SwitzerlandUSA580．020．0一一甲一注　1　　2前問で　r昨年（1ggg年）」とした者のみが回答。Swilzerlandは，未調査である。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数951（34。8）（23．1）（9。7）（21。6）（8．3）（O。9）（1。6）Australia149（33．6）（6．7）（14．8）（38．9）（4，7）一（1．3）Canada115（51．3）（7．8）（13．9）（19、1）（7，0）（0。9）一E皿gland＆Wales179（49．7）（8．9）（10，1）（22．3）（6，7）一（2．2）Finlmd45（57．8）（11，1）−（11。1）（17．8）（22一France　　　輝　［　　　　　61卿　　　　　　　　　　　　　む’棚｝（24・6　写慨　z認講餓（6．6）　　1纂・1）、難輩「　　　（16、4）乾’纏’講　　範淵糊泌　、　　　（3・黛）・蹴一、一鰹欝、霧難灘難軍霜　齢称　　　　　　　r鰍　�s瀟．範蝋灘　卿、響硲灘、丁融、嬢　謙鰍。齋鰍Netherlands58（22，4）（41。4）（69）（6．9）（10．3）（3。4）（8。6）Poland150（7。3）（53。3）（6。0）（21．3）（12．0）一響Portugal52（15。4）（57．7）（5．8）（192）（1．9）一一SwedenSwitzerland99（40，4）（172）（11，1）（20。2）（7。1）（3，0）（1．0）USA3050．016．716．713．33．3一一注　1　　2　　3「自宅」には，車庫，納屋，私設車道を含む。以下r被害場所」の設問はすべて同じ。直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。S輌tzeflandは，未調査である。S　Q3　被害品回復の有無第1回犯罪被害実態（暗数）調査国　　名総　数は　いいいえわカ、らない／無回答総　　　数906（723）（26。2）（15）Australia149（852）（12，8）（2。0）Canada115（77，4）（22，6）・E皿91and＆Wales179（67，0）（29，1）（3。9）FinlandFrance翻　　　　　灘腰難　　　　　勃罵　　　　　61嚢難難　　　（62・黛）［6鰍脚「腸修禦，欝騰、　　　、（灘71懸螺囎．　　　　　　一韓購鞍Netherlands58（69。O）（31．0）一Poland150（46．7）（53。3）一Portuga152（885）（115）一Sweden99（96。0）（3。O）（1、0）SwitzerlandUSA3073．326．7一注　Finland及びSwitzerlandは，未調査である。　　S　Q4　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数1，033（91．7）（65）（1，8）Australia149（90．6）（6。7）（2，7）Canada115（99．1）（0。9）一En郎and＆Wales179（905）（6，1）（3．4）Finland45（95。6）（4．4）■France61（91．8）8．2■Netherlands58（93。1）（52）（1．7）Poland150（92。7）（7。3）一Portugal52（73、1）（26．9）一Sweden99（97，0）（2．0）（1。0）Switzerland82（90．2）（6．1）（3．7）USA3093．36．7■S　Q5　事件の重大性国　　名総数と重ても　　大重ある程度　　　　大それほど重大ではないわカ、らない／無回答総　　　数951（52、2）（32。1）（145）（1，3）Australia149（41，6）（38．9）（18。1）（1。3）Canada115（47．8）（37。4）（14。8）一Engla皿d＆Wales179（48．0）（32、4）（16。2）（3。4）Finland45（20。0）（37，8）（40．0）（2。2）France61（54。1）（37。7）蹴　　　　［（8・2）一勲阿堀Netkerlands58（43，1）（345）（22。4）一Poland150（85．3）（12．7）（2，0）層Portugal52（44。2）（365）（19．2）一Sweden99（53．5）（35。4）（11．1）一SwitzerlandUSA3056．726．716．7噸注Switze−1andは，未調査である。129130法務総合研究所研究部報告18【車上盗の被害に関する詳細】Q12　被害の時期国　　名総　数今年　　　年1999年それ以前わからない／思い出せなし総　　　数3，614（7，1）（31．6）（60。2）（1．1）Australia383（9．4）（32．9）（55，6）（2．1）Canada363（3．6）（292）（66．9）（0．3）England＆Wales421（3，8）（29，0）（66。7）（05）Finland163（11．0）（31．9）（57．1）一France175　　　　（5．7）…灘雛羅叢（33．1）1簸勲　　　（1．1）灘灘灘Netherlands286（42）（28．0）（65．7）（2．1）Poland663（9。8）（37，9）（51，6）（0．8）Portuga1263（15，6）（323）（52，1）層Sweden310（2，9）（31，6）（655）一Switzerland343（7，6）（23．3）（67。3）（1。7）USA1364．439．754．41．5注　1　Q2−SQ3で「あり」とした者のみが回答。　　2　Polandには，自動車の所有台数が0台でありながら，所有rあり」としているデータが1件含まれて　　　いるため，Q2−S　Q3及び本問と，以下のQ12−S　Q2及びS　Q3の数値とは一致していない。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数1，063（77。4）（15。8）（3．9）（15）（0．9）（05）Australia126（762）（20．6）（1．6）一一（1．6）Canada106（77．4）（17．9）（3。8）（O．9）一一England＆Wales122（795）（13，9）（4．9）（0。8）（0．8）一Finland52（92。3）（5．8）（1。9）．一一France58（862）（1鯉（1．7）　　　　　　一層　　　一脇灘籔灘繊嚢蝋膨覇響縣．、，灘難藝i叢鰯纈’燃藁灘難灘藝　　　　’撫［。鞠　　バNetherlands80（775）（125）（3，8）（25）（3。8）一Poland251（73。3）（155）（6，0）（3．2）（0．8）（12）Portugal85（68．2）（24．7）（4．7）（2。4）｝響Sweden98（745）（173）（4．1）（2．O）（2．0）一SwitzerlandUSA5481．513．01．9一3．7一注　1　　2前問で，　「昨年（1999年）」とした者のみが回答。Swilze−1andは，未調査である。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数3，272（262）（285）（6、7）（26．3）（9．7）（15）（1．2）Australia383（33。2）（123）（7，0）（38、4）（65）（05）（2．1）Canada363（40。8）（11．8）（9．9）（28，4）（55）（3．0）（0，6）Engla皿d＆Wales421（41。8）（14。O）（7。1）（27。3）（8。8）（02）（0。7）Finland163（472）（10．4）（1．8）（202）（12．9）（7．4）噂France175　賜罵（14。9）（峰9・oよ（4。0）（瓢）（16，6）　冠織’彦　　　　（0。6’罵　　　」嬉（0，6）難鶴覇’難藝鰯灘　　　　。蓋、繍・Fき、　　　　樹’灘灘．、難騨．翻、鐘灘雛、．、．擬鰐i灘欝藝欝鰯馨Netherlands286（17，8）（34。3）（52）（8。4）（30．4）（3．8）一Poland664（4．8）（52．3）（45）（28，9）（7。4）（O．3）（1，8）Portugal263（5。3）（532）（4．6）（312）（3．4）（1。1）（1。1）Sweden310（41，0）（19。0）（8．7）（21，0）（8．7）（1．6）一SwitzerlandUSA13631．621．312．526．55．90．71．5注　1　　2直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。Switzerlandは，未調査である。S　Q3　警察への申告の有無第1回犯罪被害実態（暗数）調査国　　名総　数は　いし、いえわカ、らない総　　　数3，615（60。9）（37．3）（1。8）Australia383（52。7）（44，6）（2．6）Canada363（58．7）（39．4）（1．9）England＆Wales421（715）（26．6）（1．9）Finland163（68．7）（30。7）（0，6）France175（62、3）（36。6）（1．1）難搬灘霧舞麟馨鞭鍵．鞭．難灘轍Netherlands286（78．3）（21，0）（0．7）Poland664（48。3）（49．4）（2．3）Po血gal263（39．9）（58。9）（1．1）Sweden310（75．8）（22。9）（1．3）Switzerland343（732）（25．1）（1。7）USA13661．836．81．5S　Q4　警察に申告した理由を取りを得犯　は届け犯人を　ま再　をけを芝め犯人からの戻すためるため出るべきでえてほしいためるため賠償を得る国　　名総　数ある／重大／処罰してためな事件であるほしいから総　　　数1，951（40．1）（36。6）（39，0）（272）（18．9）（7，4）（52）Australia202（48．0）（16。3）（23。8）（5。4）（21．8）一一Canada213（31．0）（28．6）（37。1）（11。3）（42）（2、3）（1．4）E皿gland＆Wales301（29．6）（36．9）（402）（18．6）（13，6）（5，3）（2．3）Finland112（35。7）（47。3）（25．0）（26．8）（7。1）（45）（4．5）France109〔39・§）（615）（7・3）　（22乙9）践博’脳望、（§・3）（黛41（3．7）轄加桜中・灘難灘籔灘醗簸、灘灘．郷、譲綴羅｝，諺難，「．鰹翻　　庖蒸、禦穽　　　　翼、、謡　　mr榊　弛　’。簿　　［Netherlands224（24．6）（49．6）（23，7）（21．4）（7，6）（2．7）（2．7）Poland321（67．0）（22。7）（71．0）（63。9）（48，3）（25，9）（19．O）Portugal105（57．1）（9．5）（51，4）（23。8）（11，4）（1，0）（1。0）Sweden235（34，9）（70．6）（332）（26．8）（12，8）（6，0）（2．6）SwitzerlandUSA8433．333．341．725．026．28．38．3（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数1，951（11，0）（1。3）Australia202（9。9）（6．9）Canada213（28．6）一England＆Wales301（15．9）（2．7）Finland112（2。7）一France109（7．3）一蹟　［　況離蓋　躍う・ぜ　占蕪難，、欄瀦、欝購灘翼臣　　　　、撚難蝸　繰　　�sNetherlands224（12．1）一Poland321（3．7）一POltugal105（4。8）一Sweden235（3．8）（0．9）SwitzerlandUSA8416．7一（続き）注　1　　2　　3前問（SQ3）で「はい」とした者のみが回答。重複選択による。Swilzerlandは，未調査である。131132　S　Q5　警察の対応の満足度法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数満　足不　満わカ、らない総　　　数1，951（59．6）（34。3）（6．1）Australia202（69．8）（19。8）（10。4）Canada213（71．4）（25．4）（3、3）England＆Wales301（64，1）（33．2）（2。7）Finland112（73，2）（25、0）（1．8）France蝋　　　　　　　　　　　輻109鷲鷺賜（鰻）夏47・7）く1豊・o）、銅詫　　1勃一NetherlImds224（71。4）（24．6）（4。0）Poland321（355）（57．0）（7．5）Portuga1105（34．3）（58。1）（7。6）Sweden235（70。6）（23。4）（6．0）SwitzerlandUSA8466．733．3■注　1　S　Q3でrはい」とした者のみが回答。　　2　Swi吃erlandは，未調査である。　　S　Q6　警察の対応の不満理由分な・関心　　こ巳人を　つ分の分なよ　いるのをしなかっなかったけられなを取り戻せ通知がなさを受けなが遅かった国　　名総数たかった又はなかったれなかったかった／失逮捕できな礼だったかった総　　　数670（43。7）（35。8）（35．2）（32．8）（122）（11。0）（9。7）Australia40一（30．0）（425）（75）（125）層（5．0）Canada54（50。O）（315）（185）（16。7）（5．6）（16。7）（5．6）England＆Wales100（36。0）（51。O）（13。0）（14．0）（6、O）（1．O）（6。0）Finland28（46、4）（46、4）（28．6）（17。9）■（3。6）（3。6）France52（32。7）（30．8）（15．4）（28．8）（115）（9，6）（5．8）Netherlands55（23。6）（12。7）（9．1）（10．9）（145）（18。2）（9．1）Poland183（57，9）（35，0）（732）（69。4）（14。2）（10．9）（15。3）Portugal61（62。3）（36。1）（295）（295）（9．8）（6。6）一Sweden55（52。7）（41．8）（18．2）（182）（182）（27。3）（23、6）SwitzerlandUSA2839．342．914．325．032．117．914．3（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数670（15．8）（0。7）Australia40（275）一Canada54（27．8）一E皿91a皿d＆Wales100（29，0）（2。0）Finland28（10．7）一Fmnce52（7．7）一Netherlands55（27。3）（3。6）Poland183（82）一Portugal61（8．2）一Sweden55（55一SwitzerlandUSA2814．33．6（続き）注　1　　2　　3前問（SQ5）で「不満」とした者のみが回答。重複選択による。SwiIzerlandは，未調査である。SQ7警察に申告しなかった理由第1回犯罪被害実態（暗数）調査それほど分で。には口わりに別がに入つは口も国　　名総　数大ではない／損失がなした／犯人を知っていかない事件／警察は必の機関に届け出たしたていないできない／証拠がないいた要ない総　　　数1，262（49．9）（3．9）（9．6）（1，1）（12）（3。1）（22．8）Austlalia171（66，1）（2。9）一一一（0。6）（14．0）Canada143（58，0）（42）（5。6）（2，8）（1，4）（2．1）（9，8）E皿gland＆Wales112（51．8）（5。4）（16．1）（1．8）（2。7）（1．8）（22。3）Finland50（64。0）（2．0）（4。0）一一（8．0）（12．0）France641鰹4）（3・Ω（9．4）一一（3。1）　　鞭（14．1）鼻睾別　　　　　■轟　　　萎繍F灘灘灘1難灘鍵難簗、灘灘灘灘羅、灘襲鞭盤馨翻欝灘醗・、懸瀬騨「r　　、、聾、此然Netherlands60（33。3）一（13，3）一一一（10，0）Poland328（38．1）（3．7）（11，9）（0。9）（0，3）（6．4）（47。3）Portugal155（535）（6．5）（12、9）（1．3）（1．9）一（10，3）Sweden71（465）（2，8）（18．3）（1，4）（4．2）（7。0）（16．9）SwitzerlandUSA5036．0一6．0．2．02．026．0（続き）、1口もが　いの恐そのわからない国　　名総　数してくれない／嫌い／警察の関与はれから）あえてしない望まない総　　　数1，262（19，3）（12）（0。7）（14。1）（25）Australia171（9．4）一一（175）（5．8）Canada143（6．3）−一（21，7）（4．9）En創and＆Wales112（17、0）一一（18．8）（1。8）Finland50（18，0）一一（8，0）一France64、（15・蟻）　　　　一靱1鱗（1．6）　夏．罵、屑，（15・9）　　　　　一篠灘繊’繍離総需燃　　西Netherlands60（23．3）一，（28，3）（1。7）Poland328（39．6）（4．3）（2．4）（7，0）（0。9）Portugal155（11。O）一”（45）（1。9）Sweden71（11．3）一一（19。7）一Swi惚erlandUSA5010．O．一20．08．0（続き）注　1　　2　　3S　Q3でrいいえ」とした者のみが回答。重複選択による。Swilze1la皿dは，未調査である。S　Q8　事件の重大性国　　名総数重とても　　　大重ある程度　　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数3，250（15。1）（33，3）（51．1）（05）Austmlia383（14．4）（305）（53。3）（1，8）Canada363（14。9）（30，6）（54、3）（0，3）En飢and＆Wales421（16．2）（32．3）（50。1）（1。4）Finland163（3．7）（22，7）（73。0）（0．6）France175（13・1）（36・藪）≦葺o・3）．　　一　　　　灘灘＃ア幹　　　　　　鉾賜銀M党　膨離羅．嵯騨樟。麟Netherlands286（182）（27．6）（542）一Poland642（14．3）（38．6）（47。0）層Portugal263（14．4）（38。4）（47．1）一Sweden310（165）（37．4）（46．1）一SwitzerlandUSA13618．425．755．10．7注　1　　2Switzerlandは，未調査である。Polandのデータには，欠損値がある。133134法務総合研究所研究部報告18【自動車損壊の被害に関する詳細】Q13被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数4，778（9，9）（34。7）（542）（1。2）Australia471（14。2）（36．3）（48。0）（1．5）Canada422（5。9）（26。1）（67。3）（0、7）England＆Wales464（7．1）（36。9）（552）（0。9）Finland199（12。1）（33．2）（54．8）一France棚肥麟鍵　　　248、翻　　’脳（熱2）　　　（3351）「■r評蹴「撒，　（57。3）F’靴　　　　　騨需［「「。（9・§）　　　縫閥A騨弓　　弔Netherlands449（5．3）（38．1）（54．1）（2。4）Poland707（10。2）（47．4）（41。4）（1．0）Portugal286（19。6）（39、2）（41。3）一Sweden268（4．1）（33．6）（62，3）一Switzerland776（155）（25、4）（57．3）（1。8）USA1674．237．158．10．6注　1　Q2−SQ4でrあり」とした者のみが回答。　　2　Polandには，自動車の所有台数が0台でありながら，所有「あり」としているデータが1件含まれて　　　いるため，Q2−S　Q4及び本問と，以下のS　Q2〜S　Q4の数値とは一致していない。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数1，396（73。8）（18，1）（4．9）（2。0）（1．0）（0．3）Australia171（80，1）（15，8）（2。3）（0。6）（0．6）（0。6）Canada110（89，1）（82）（1。8）（0。9）一一E皿言land＆Wales171（66。7）（22。2）（6、4）（2，3）（2．3）甲FinlandFrance82（74。4）（18。3）（4，9）（1，2）一（1．2）Netherlands171（66。1）（24，0）（5．3）（4．1）（0．6）一Poland335（72．8）（17。6）（5．4）（3．3）（0．9）一Portugal112（67，9）（22．3）（7．1）（0、9（0．9）（0．9）Sweden90（70。0）（20。O）（6．7）曽（2．2）（1．1）SwitzerlImdUSA6287．16．53．21．61．6一注　1　　2前問で，　「昨年（1999年）」とした者のみが回答。Fin1�pd及びSwitzerlandは，未調査である。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数4，003（24．6）（31。0）（75）（27，0）（75）（O。7）（1．7）Australia471（28。0）（12．1）（8．9）（45。4）（3。4）（0．4）（1。7）Canada422（38．4）（12。6）（9。0）（325）（4．0）（1．7）（1。9）England＆Wales464（43．8）（17．2）（8．6）（21、1）（6．7）（O．4）（2．2）Finland199（39．7）（10。1）（55）（312）（12、6（1，0一France248（14．9）（42。3）（65）（25．4）（9．7）（0。4）（0．8）麹　　　　　　　騰厭聾。∫岬藤窓匪Netherlands449（22．7）（44．3）悶辮（3．8）（11，6）　n　脈粋r“（13，8）（1，8）（2．0）Poland708（32）（53．0）（62）（27．3）（8、1）（0．1）（2。1）Portugal286（35）（57．3）（5，6）（30．1）（2．1）（0．3）（1．0）Sweden268（36．2）（265）（9、0）（18．7）（9、0）（0，7）一SwitzerlandUSA16732．921．013．224．67．21．2一注　1　直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。　　2　Switze−1andは，未調査である。第1回犯罪被害実態（暗数）調査135S　Q3　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数4，779（395）（58．7）（1．8）Australia471（35．0）（622）（2．8）Canada422（47．4）（505）（2，1）E皿gland＆Wales464（44。4）（54．7）（0，9）Finland199（49。7）（492）（1。0）France…鞭灘難難「　　　　248慧繋蕪　　　（46．8）簸鞭鱒藁灘難　　　鳥2）嚢騰鯵蟹Nethellands449（492）（48．8）（2．0）Poland708（29．1）（68．2）（2，7）Portugal286（22。7）（76．6）（0，7）Sweden268（57，1）（41，0）（1。9）Switzerland776（39，8）（58，4）（1。8）USA16748．550．90．6S　Q4　事件の重大性国　　名総数と重ても　　大重ある程度　　　　大それ1まど重大ではないわカ、らない／無回答総　　　数4，003（13。0）（302）（55．9）（0．9）Australia471（125）（26。3）（59．4）（1．7）Canada422（14。0）（242）（61．4）（05）England＆Wales464（14．0）（282）（56．7）（1．1）Finland199（3．0）（22，1）（74。4）（05）France　　　　　　’肥　　『∴’覇’248．9鷺1（3乏・盆（53．6）鰯瞬講一繕錘葦。難灘厭購，麟灘影灘誰鰯　　蠕＿、事Netherlands449（165）（24，9）（58．6）一Poland708（11．7）（33．3）（53．2）（1．7）Portugal286（115）（42，7）（45．8）一Sweden268（16．8）（35．8）（47．4）一SwitzerlandUSA16715．620．462．31．8注　SwiIzerla皿dは，未調査である。136法務総合研究所研究部報告18【バイク盗の被害に関する詳細】Q14　被害の時期国　　名総　数今　年　　　年1999年それ以前わからない／思い出せなし総　　　数366（6，0）（21。3）（69．1）（3，6）Australia14一（7．1）（85。7）（7。1）Canada8一（25．0）（75．0）一E皿91and＆Wales22一（31。8）（682）一Finland9一（222）（77，8）一France照32　　　■脳鱒一．、概≦125）　　　（875）配　　　　　　　賜辱灘層r饒　巾欝難萎縫鍬。碑雛・．職轍　’灘黙。、一牽鱗ぎNetherlands53（5。7）（20，8）（66。0）（75）Poland23（26．1）（13。0）（60。9）一Portugal14一（28。6）（71．4）一Sweden30（3．3）（26。7）（70．0）一Switzerland70（12。9）（20．0）（62。9）（4。3）USA3一66．733．3一注Q3−SQ2で「あり」とした者のみが回答。S　Q1　昨年の披害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わからない総　　　数64（92．2）（4。7）（3．1）一一一Australia1一（100．0）一一一『Canada2（100、0）一■一騨一England＆Wales7（85，7）一（14。3）一一一Finland2（100。0）一一一一一France4（100。0）　　贈　　　　　　一［　　　　魚　　一肋　　蕪一一一軍　ウ誕Netherlands11（90、9）一（9．1）一一一Poland3（33，3）（66。7）一一甲一Portugal4（100。0）一■一一一Sweden8（100．0）一一甲一一SwitzerlandUSA2100．0甲騨一甲一注1前問で，r昨年（1999年）」とした者のみが回答。　2　Swilze−1andは，未調査である。SQ2被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数296（365）（20、3）（5，7）（30。4）（4。1）一（3，0）Australia14（57，1）（7。1）一（28．6）一一（7。1）Canada8（375）一（125）（375）（125）一一Engla皿d＆Walos22（455）（18。2）（13．6）（22，7）一一一Finland9（55。6）一一（44．4）一一甲France32（28。1）（15．6）（9！4）⊆40・6）（6．3）一一Netherlands53（245）（17．0）（5．7）（35．8）（132）一（3。8）Poland23（21，7）（34．8）一（34，8）一一（8．7）Portugal14（7，1）（71．4）一（21．4）一一一Sweden30（60．0）（20．O）一（16．7）（3．3）一一SwitzerlandUSA333．3一一66．7一一一注1直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。　2　Swilzerlandは，未調査である。第1回犯罪被害実態（暗数）調査137S　Q3　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数366（795）（16，1）（4．4）Austmlia14（78．6）（14，3）（7．1）Canada8（37．5）（625）一E皿91and＆Wales22（955）（45）一Finland9（100。0）−一France灘撫轟鰐32　　　（84。4）轍嚢灘麺轍（45・魚一Netherlands53（88．7）（5．7）（5．7）Poland23（69．6）（17．4）（13．0）Portugal14（71、4）（28．6）一Swede皿30（86。7）（13。3）層Switzerland70（78．6）（18。6）（29）USA366．733．3層S　Q4　事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数294（37．8）（37．4）（235）（1．4）Australia14（50．0）（28．6）（143）（7。1）Canada8（125）（125）（75。0）一En幽nd＆Wales22（59．1）（31．8）（9．1）一Finland9（222）（33。3）（33，3）（11。1）France灘騰嚢灘32　　　（34．4）難綴　　　灘議撚撚　　　眠　　　　　■　　　』　　　�s　　　�s（37・棄）醐醐　　（28・！1難灘霧　　　　　一　　　辮．照“罪灘揃嚢．　．．爆頚Netherlands53（415）（302）（28．3）一Poland21（52、4）（42．9）（4．8）一Portugal14（21、4）（57．1）（21．4）一Sweden30（33、3）（40。0）（26．7）一SwitzerlandUSA333．333．333．3一注　1　　2Switzerlandは，未調査である。Polandのデータには，欠損値がある。138法務総合研究所研究部報告18【自転車盗の被害に関する詳細】Q15被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数3，669（4・7）（28。8）（65，4）（1。0）Australia144（6．3）（27。1）（63，9）（2。8）Canada230（2．2）（30、O）（67，4）（0。4）E皿gland＆Wales139（5．0）（33．8）（612）一Finland306（4。9）（29．7）（65．4）一France　　　　　　塀w『灘　　　　　67「醗靴撒　　　　（6．O）繊欄　捌　　　（28．4）粥　’■軟　　�f賜　　’（65。7）部侃’　隅　レ　　　　一雛撒　　　況蹴　　　　　置蓋隔Netherlands432（6。3）（28、2）（64．8）（0。7）Poland552（4。0）（30、4）（65．2）（0。4）Portugal54（9．3）（29、6）（59。3）（1．9）Sweden462（2。6）（28，1）（68．2）（1。1）Switzerland719（6．8）（27，8）（64．3）（1、1）USA762．621．176．3一注　1　　2Q4−S　Q2で「あり」とした者のみが回答。Pola皿dのデータには，欠損値がある。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わからない総　　　数858（81．0）（14、6）（3。0）（05）（02）（O。7）Australia39（89。7）（10，3）一一り一Canada69（82．6）（17，4）一・噌一E皿gland＆Wales47（76．6）（19．1）（2。1）（2．1）一一Finland91（813）（15．4）（22）一一（1。1）France19（94，7）（5．3）一一，一舐Netherlands122（73。8）（14，8）（8。2）（1、6）（1。6）一PolImd168（83．9）（125）（1．8）・一（1。8）Portugal16（93、8）一一．一（6．3）Sweden130（792）（16．9）（3，1）（O．8）一一SwitzerlandUSA1681．312．56．3一一一注　1　　2前問で，r昨年（1999年）」とした者のみが回答。Swiヒzerlandは，未調査である。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数2，952（37、7）（225）（4．1）（31．3）（32）（O。1）（1．2）Austmlia144（54。9）（83）（4，9）（25．7）（35）（0．7）（2。1）Canada230（58．7）（15。7）（1。7）（20，0）（3．0）一（0、9）England＆Wales139（57．6）（13．7）（3，6）（20。9）（3．6）（O．7）一Finland306（435）（12．4）（65）（33．3）（42一一France67薩’（41．8）（2る4）．（45）26．9　　構　　　（3。0）一鍛　　−　　　　（15男一撫　・Netherlands432（185）（24．1）（3．7（465）（6．7）一（05）PolImd554（33。9）（352）（2．5）（26．0）（0，9）一（1．4）Po血gal54（44，4）（37．0）（1．9）（16，7）一一・Sweden462（42．0）（19．9）（6。1）（28。8）（2，4）一（0，9）SwitzerlandUSA7663．215．8層11．89．2一一注　1　　2直近の事件についてきいている。Switzerlandは，未調査である。以下の設問も同じ。第1回犯罪被害実態（暗数）調査139S　Q3　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数3，671（572）（405）（2。4）Australia144（625）（34．7）（2，8）Canada230（50、9）（47，0）（2，2）England＆Wales139（68．3）（31．7）．Finland306（54．6）（44．1）（1。3）France67（41。8）（58．2）一Kヴ難灘孕翫駕、鐡Netherlands432（65，7）（31。7）（25）Poland554（50．4）（47。1）（25）Portugal54（33．3）（66。7）一Sweden462（61．3）（37．9）（0．9）Switzerland719（725）（25．7）（1。8）USA7653．943．42．6S　Q4　事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわカ、らない／無回答総　　　数2，944（17．2）（40。7）（41、4）（0。7）Australia144（17．4）（41。0）（39、6）（2。1）Canada230（14．8）（37。8）（47，4）一England＆Wales139（19。4）（37．4）（432）一Fin1�pd306（62）（32．4）（61．4）一France67（13．4）（40．3）〔46・3）一Netherlands432（17。4）（30。1）（52。5）一Polmd546（25．3）（50、4）（24。4）一Portugal54（7。4）（48．1）（44。4）一Sweden462（16。2）（41．3）（41．3）（1．1）SwitzerlandUSA7618．438．243．4一注　1　　2Switzerlandは，，未調査である。Pola皿dのデータには，欠損値がある。　140【不法侵入の被害に関する詳細】Q16　被害の時期法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数1，925（6。0）（27。0）（65．7）（1，3）Australia292（9。6）（27．7）（60．3）（2．4）Canada190（3．7）（24。7）（705）（1。1）Engla∬d＆Wales216（3．2）（25。0）（70。8）（0。9）Finland28一（21．4）（78。6）一France66，（霧5）（16．7）（72。7）（9・雲）NetherlImds183（2。7）（22．4）（74，3）（05）Poland306（8。2）（37．3）（54、2）（0，3）Portugal125（13．6）（21．6）（64．8）一Sweden113（1、8）（345）（63．7）一Switzerland244（6、6）（21。7）（71．3）（0．4）USA722．826．465．35．6注　Q5でrあり」とした者のみが回答。　　S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数519（81。7）（102）（35）（0。8）（1，7）（2。1）Australia81（815）（12．3）（3，7）一（2．5）一Canada47（80。9）（12．8）（2，1），（2，1）（2．1）E皿91and＆Wales54（815）（16。7）（1．9）一■oFinland6（66。7）（16，7）（16。7）一■■France11（100、0）一一一一■Netherlands41（87．8）（7。3）・（2．4）一（2。4）Poland114（84．2）（6．1）（6。1）一（1，8）（1。8）Portugal27（85．2）（7．4）（3。7）（3。7）一一Sweden39（76。9）（10．3）（5．1）（2。6）一（5．1）Switzerland53（86．8）（75）（1．9）一隔（3．8）USA1973．710．5甲一15．8一注　前問で，　　SQ2r昨年（1999年）」とした者のみが回答。盗難被害の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない／無回答総　　　数1，897（76。2）（225）（1，3）Australia292（78。8）（195）（1，7）Canada190（82．1）（17．9）一E皿gla皿d＆Wales216（77．8）（21。3）（0．9）FinlandFlance66（712）（28。8一Netherl�ods183（68．3）（31．7）■Poland306（73．2）（22．9）（3．9）Portugal125（86。4）（13。6）一Sweden113（84。1）（15。0）（0，9）Switzerland244（73．4）（26．6）■USA7272．223．64．2注Finlandは，未調査である。　S　Q3　盗難被害金額　　　　　　　　　　　　10万円国　　名　　総　数　　　　　　　　　　　　未　満（基本統計量等）　第1回犯罪被害実態（暗数）調査50万円　　100万円　500万円　1，000万円1，000万円、藷嚢未満未、叢満以上国　　名総　数平均値中央値最小値最大値通貨単位総　　　数1，240Australia2227，646．481，30071，000，000オーストラリアドルCanada1504，332．411，5000130，000カナダドルEngla皿d＆Wales1571，750．26800130，000英国ポンドFinland238，478．264ρ0010060，000マルカFrance4118，413．415，000100150，000フランNetherlands123736，950．122，500090，000，000ギルダーPolImd220121，877．561，2006999，997新ズオチPortugal1067，995．59200280，000エスクードSweden9016，419．506，00030150，000スウェーデンクローナSwitzerlandUSA484，199．157000100，000米ドル注　1　前問（S　Q2）でrはい」とした者のみが回答。　　2　不明を除く。　　3　Switzerlandは，未調査である。　　4　r通貨単位」は，総務省統計局の資料による。　　S　Q4　盗難以外の財産上の損害の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない／無回答総　　　数1，906（52。4）（47．1）（0。5）Australia292（50。3）（47．9）（1．7）Canada190（60，0）（40。O）一En創and＆Wales216（64。4）（35．6）一Finland28（35。7）（64．3）一France66（39。460．6一Netherlands183（65。0）（35．0）一Poland287（44．9）（55，1）一Poltugal125（35．2）（64，8）一Sweden113（425）（575）曹Switzerland244（71。3）（28．3）（0，4）USA7245．850．04．2注　Polandのデータには，欠損値がある。無回答141142　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18　　S　Q5　盗難以外の財産上の損害金額　　　　　　　　　　　　10万円　　50万円　国　　名　　総　数，　　婆未麟、，議．轟　（基本統計量等）　100万円　500万円　1，000万円1，000万円、撫勘繍，癒、癖以、上国　　名総　数平均値中央値最小値最大値通貨単位総　　　数729Australia134337．6320053，000オーストラリアドルCanada99680．25300011，000カナダドルE皿gla皿d＆Wales109536．4920045，000英国ポンドFinland104，875．0085010020，000マルカFrance185，811．112，75010050，000フラン溺　　ン別　　　瓦軍Netherlands1031，703．69500065，000ギルダーPoland129179，740．805004999，997新ズオチPortugal434，797．47100250，000エスクードSweden433，416．741，0000207000スウェーデンクローナSwitzellandUSA26412．27200154，000米ドル注　1　前問（S　Q4）で「はい」とした者のみが回答。　　2　不明を除く。　　3　Switzerlandは，未調査である。　　4　r通貨単位」は，総務省統計局の資料による。　　S　Q6　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数1，923（76．7）（213）（2。0）Australia292（815）（15、1）（3。4）Canada190（81．1）（18。4）（05）E皿91and＆Wales216（90．7）（9。3）一Finland28（67。9）（32．1）一France66（72，7（25．8）（15Netherlands183（90。7（9、3）一Poland306（60．1）（34．6（52）Portugal125（58。4）（41。6）一Sweden113（735）（25．7）（0。9）Switzerland244（87．3）（10、7）（2。0）USA7065．732．91．4注　USAのデータには，欠損値がある。S　Q7　警察に申告した理由第1回犯罪被害実態（暗数）調査を取りを得犯罪は届け犯人を　ま再　を　ぐけを・め犯人からの戻すためるため出るべきでえてほしいためるため賠償を得る国　　名総　数ある／重大／処罰してためな事件であるほしいから総　　　数1，456（32．0）（30．8）（39．9）（342）（215）（9，0）（5。0）Australia238（303）（18．1）（353）（20．6）（13，9）一（1．7）Canada154（20．8）（24。0）（37．7）（20。1）（9。1）（9。1）（1．3）England＆Wales196（19。9）（29．1）（46，9）（255）（153）（8，7）（3。1）Fi皿landFrance48　　　（33．3）肇響灘羅（45。8）（16・ゑ　　（375）灘灘欝　　　（16．7）．鑛鐡雛蹴　　（10．4）蕪舞繍1　　　　　一、鞭難Netherlands166（22、9）（36．1）（28．3）（31。3）（10，8）（72）（12）Poland184（63，6）（19．6）（63，6）（72．3）（56，0）（29。3）（20，1）Portugal73（61．6）（21．9）（562）（342）（11．0）（4。1）（1．4）Sweden83（31．3）（57，8）（42．2）（37．3）（205）（6．O）（2．4）Switzerland213（263）（57．7）（23，0）（272）（16，9）（6．1）（5、2）USA4637．O23．954．337．O30．410．910．9（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数1，456（12，7）（1，0）Australia238（16。0）（3，4）Canada154（34．4）層England＆Wales196（24。0）（05）FinlandFrance48・鷲魯漁’撒、感繍　　　　　一、鞍籠縣難灘灘雛繋灘鍵　　　イ　　　冨　　　　’�s　　唾　ア繹蘇鼠　　’Netherlands166（12．7）一Poland184（1，6）一Portugal73層一Sweden83（145）一Switzerla皿d213（3．3）（2。8）USA468．7一（続き）注　1　前問（S　Q6）で「はい」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　3　Finlandは，未調査である。　　S　Q8　警察の対応の満足度国　　名総　数満　足不　満わカ、らない総　　　数1，475（66．8）（28。7）（45）Australia238（73．9）（235）（25）Canada154（70。8）（26．6）（2，6）England＆Wales196（76．0）（20。9）（3．1）Finland19（78．9）（21．1）一France48繍灘騰。，（蓑〜！垂）43．8）（42）繍灘嚢難難鶴，灘霊．舐一罪雛灘灘Netherlands166（753）（19。9）（4，8）Poland184（402）（50．0）（9．8）Portugal73（27，4）（69．9）（2。7）Sweden83（74．7）（21．7）（3，6）Switzerland213（76．1）（18．3）（5，6）USA4676．119．64．3注SQ6でrはい」とした者のみが回答。143144法務総合研究所研究部報告18S　Q9　警察の対応の不満理由分な・関心を、た犯人を　つ分のな　過切な　い勢　　るのをしなかっなかったけられなを取り戻せ通知がなさを受けなが遅かった国　　名総　数たかった又はなかったれなかったかった／失逮捕できな礼だったかった総　　　数423（53．4）（30。7）（28．8）（24．1）（16，1）（10。4）（16．1）Australia56（46，4）（19．6）（3．6）一（125）（7．1）（25。0）Canada41（46，3）（29。3）（195）（14，6）（7．3）（22．0）（7。3）England＆Wales41（31，7）（415）（122）（9，8）（14。6）（2、4）（195）Finland4（25。0）（25。0）一一一（50，0）（25。0）France　縦蹴轡、［　　21轟　弔’撒（3釜・3）　　（33．3）｝（95）（19・0）一（23、8）（14．3）　　’膨葬Netherlands33（39。4）（24。2）（9．1）（9。1）（152）（9．1）（12．1）Poland92（64．1）（33。7）（67，4）（57。6）（23．9）（10。9）（19。6）Po血gal51（66．7）（29．4）（43。1）（33。3）（7．8）（3。9）（7。8）Sweden18（66。7）（50．0）（333）（33．3）（1L1）（27。8）（16、7）Switzerland39（64。1）（385）（7．7）（5。1）（20．5）（2．6）（17。9）USA977．822．211．122．222．2一11．1（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数423（19。1）（0．8）Australia56（26．8）（3。6）Canada41（53。7）一E皿gland＆Wales41（39．0）一Finland4（25．0）一Frmce21。（25一露Netherlands33（27，3）一Poland92（65）（1。1）Portugal51一一Sweden18（5．6）一Switzerland39（7，7）一USA911．1一（続き）注　1　　2前問（S　Q8）で「不満であった」とした者のみが回答。重複選択による。第1回犯罪被害実態（暗数）調査145S　Q10犯罪被害者専門機関からの援助の享受国　　名総　数は　いし、いえわからない総　　　数1，107（6。2）（93．5）（0。3）Australia238（2，9）（97。1）一Canada154（2。6）（97．4）一England＆Wales216（15，7）（83。3）（0．9）Finland28一（100．0）一France　　　　泌鱗鯨騨　　48翻看　懸中．、　　　　　　一β雛「　　再騰灘　弼　　（雲00・0）撚鮒’　　　　　　一椰嚢へ麟難髪　。懲　z　　　　饗娩Netherlands166（9、6）（90。4）一PolandPortugal73一（100．0）一Sweden83（6，0）（94，0）騨Switzerl�pdUSA466．591．32．2注　1　England＆Wales及びFinlandは，被害に遭った者を総数としており，　　　その他の国は，SQ6で「はい」とした者を総数としている。　　2　Poland及びSwitzedandは，未調査である。S　Q11犯罪披害者支援サービスの有用性国　　名総　数役に立たなカ、った役に立ったわカ、らない総　　　数1，035（63。8）（28。2）（8，0）Australia231（73．2）（22。9）（3，9）Canada150（64．7）（30。0）（5。3）England＆Wales180（66．1）（29．4）（4。4）Finland28（643）（35，7）一France48（77。1）、（14・6）（8；釜）醜罫�`　，”怪　　　始　　匪Netherlands150（76．0）（15。3）（8．7）PolandPortugal73（26、0）（56。2）（17、8）Sweden78（60．3）（295）（10，3）SwitzerlandUSA4261．935．72．4注　1　　2前問（SQ10）で「いいえ」とした者のみが回答。Poland及びSwilzerlandは，未調査である。146法務総合研究所研究部報告18SQ12警察に申告しなかった理由それほど分で，には口わりに別がに入っ、は口も国　　名総　数大ではない／損失がなした／犯人を知っていかない事件／警察は必の機関に届け出たしたていないできない／証拠がないいた要ない総　　　数409（36．4）（14．7）（10．3）（1、0）（3，7）（2。4）（16。1）Austlalia44（40。9）7（205）曹一一（6。8）Canada35（17．1）（25，7）（2。9）一（8，6）一（5。7）Eng1�pd＆Wales20（35。0）（20．0）（10。0）一（5，0）一（5。0）Finland9（33．3）（11。1）一（222）一一（22。2）France17（裂9・“）（5．9）一一冒り（11．8）灘灘霧懸灘嚢現、灘灘．纏’rr撒1覇翻’灘Netherlands17（29。4）（17．6）（11．8）一一一（11．8）Poland106（38。7）（15。1）（132）（0．9）（3．8）（75）（31．1）Portuga152（34．6）（15．4）（9。6）一一（1．9）（115）Sweden29（31，0）（10．3）（17。2）一（6．9）（3。4）（103）Switzerland26（57。7）（192）（3。8）一（7．7）．（192）USA2326．126．18．7■4．3一17．4（続き）、1口もが　いの恐そのわからない国　　名総　数してくれない／嫌い／警察の関与はれから）あえてしない望まない総　　　数409（13．9）（2．0）（2，4）（19。1）（2．9）Australia44（9．1）（45）一（31．8）■Canada35（17、1）一一（31。4）（2。9）En畠land＆Wales20（15．O）（5，0）（5。0）（20。0）（5．0）Finland9一一一（22．2）一Fran�t17一一（5，9）（29。4）（17．6）NetherlImds17（11．8）一一（29．4）（11．8）Poland106（27．4）（3。8）（5．7）（6。6）（3．8）Portugal52（9．6）−（3。8）（17、3）一Sweden29（13，8）甲一（20。7）一Switzerland26（3．8）一一（3。8）（3，8）USA2313．0一一17．4一（続き）注　1　　2SQ6でrいいえ」重複選択による。とした者のみが回答。S　Q13事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわカ、らない／無回答総　　　数1，900（41。8）（34。1）（23。1）（0。9）Australia292（455）（34。2）（182）（2。1）Canada190（44．7）（35．8）（195）一En菖la皿d＆Wales216（54・6）（30．1）（15，3）曽Finland28（39。3）（32，1）（28，6）一France　　　　　66鰯（37。9）（33．3）（28。8）　一麗　灘瓜　　　　　胴Netherlands183（38。8）（33。9）（27．3）一Poland283（41。0）（31。8）（27．2）一Portugal125（49．6）（36．0）（14，4）・Sweden113（46、9）（32．7）（20．4）一Switzerland244（20，1）（42。6）（352）（2．0）USA7055．722．921．4一注　Poland及びUSAのデータには，欠損値がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査【不法侵入未遂の被害に関する詳細】Q17　被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数1，667（8．5）（30．0）（57．3）（42）Australia236（14。0）（275）（55。1）（3．4）Canada150（4。7）（31。3）（62。7）（1，3）England＆Walcs178（5，1）（30．3）（61．2）（3。4）Finland46（65）（37。0）（565）一France　　　　　　鰍縦49（2二〇）（32。7）（592）（6、1）Netherlands221（3．6）（24。4）（67。O）（5。0）Pola皿d218（9．2）（36．7）（51。4）（2。8）Po血gal74（10。8）（32．4）（55．4）（1。4）Sweden69（8．7）（24。6）（652）（1．4）Switzerland303（13．2）（27。7）（54。1）（5。0）USA657．738．547．76．2注Q6で「あり」とした者のみが回答。　　S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数500（81．O）（11、8）（32）（L4）（1。2）（1．4）Australia65（83．1）（10、8）（3，1）（15）一（15）Canada47（915）．（6，4）一．（2。1）England＆Wales54（75．9）（16、7）（5、6）昌（1、9）一Finland17（765）（17。6）一（5。9）一一France　　　　　　畷　　16鵬（81。3）12．5一一（6。3）■麟　，川敢Netherlands54（87。0）（5．6）（1．9）（1．9）一（3。7）Poland80（71。3）（20。0）（25）（25）（25）（1．3）Portugal24（75．0）（16、7）（42）（42）・一Sweden17（70．6）（29、4）一一一■Switzerland84（905）（4．8）一（12）（12）（2，4）USA2584．04．08．0一4．0一注　前問で，　　SQ2r昨年（199g年）」とした者のみが回答。警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数1，667（445）（51．9）（3．7）Australia236（41。1）（57，6）（1．3）CImada150（47。3）（52、0）（0．7）England＆Wales178（61。8）（365）（1。7）Fin1Imd46（23．9）（76，1）辱France4938．861．2一Netherlands221（58。8）（36．7）（45）Poland218（29。4）（67．4）（3．2）Po血gal74（27。0）（71。6）（1．4）Sweden69（36、2）（59。4）（4．3）Switzerland303（46。9）（475）（5．6）USA6547．746．26．2147148法務総合研究所研究部報告18S　Q3　事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数1，662（20．4）（30．6）（47．0）（2．0）Australia236（242）（322）（41、9）（1．7）Canada150（23．3）（36。0）（40．7）一England＆Wales178（32，0）（34。3）（32。0）（1．7）Finland46（19。6）（26．1）（54。3）一France49（…81“）（4象：91（32．7）一鰯灘蚕灘難轟響。難嚢懸懸「器ン，灘繋醗嬢．1灘懸Netherlands221（20．4）（24．4）（552一Poland213（16，4）（34．3）（49．3一Po血gal74（23。0）（44。6）（32．4）一Sweden69（20。3）（31。9）（46。4）（1。4）Switzerland303（7。3）（20、8）（67．7）（4．3）USA6536．921．538．53．1仕　　　　　　　　　　一’注　Polandのデータには，欠損値がある。第1回犯罪被害実態（暗数）調査149【強盗の被害に関する詳細】Q18　被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わからない／思い出せなし総　　　数845（8，9）（30。8）（57，0）（3．3）Australia67（19。4）（25．4）（46。3）（9．0）Canada61（6。6）（29．5）（62。3）（1。6）En創and＆Wales68（7、4）（30。9）（60，3）（1．5）Finland48（4。2）（25。0）（70。8）一France42（11・熟　　（262）’　翫　　　　　　　　　　　　　　　　w．（61・2）曽凧　�h夢Netherlands61（6。6）（26。2）（57．4）（9。8）PolImd208（9．6）（44．7）（44．2）（1。4）Portugal104（135）（212）（635）（1。9）Sweden37（2．7）（32．4）（62．2）（2．7）Switzerland115（4．3）（28。7）（62。6）（4，3）USA219．519．O66．74．8注　Q7でrあり」とした者のみが回答。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数260（815）（8、8）（42）（1，9）（35）一Australia17（82、4）（5、9）（5，9）（5，9）一一Canada18（83、3）（5，6）（11、1）一鴫一England＆Wales21（762）（95）（4．8）■（95）一Finland12（91，7）（8。3）．一■一France11（72．7）（18．2）一一（9、1）暉脳罎r凧Netherlands16（625）（18．8）（6．3）一（125）一Poland93（83．9）（7．5）（3．2）（22）（3．2）一Portugal22（81．8）（13．6）（4．5）一一一Sweden12（91。7）一一（8。3）一一Switzerland33（78．8）（9、1）（6，1）（3，0）（3。0）一USA4100．O一一−一一注　前問で，　r昨年（1ggg年）」とした者のみが回答。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数845（9．O）（22。1）（7。3）（40。8）（10，3）（7．0）（3．4）Australia67（10、4）（14。9）（13。4）（44。8）（4，5）（3。0）（9．0）Canada61（13．1）（18。0）（82）（49。2）（1．6）（8。2）（1，6）En創and＆Wales68（8．8）（19．1）（10．3）（47。1）（7．4）（7。4）甲Finland48（10。4）（8。3）（10。4）（47．9）（18．8）（42）一FrImce42（7．1）（21。4）9．5（47。6）9．5（2．4）2．4寄Netherlands61（115）（11．5）（4．9）（42．6）（21。3）（1。6）（6．6）Poland208（82）（28。8）（4．8）（44。2）（8．7）（05）（4。8）Portugal104（4。8）（32．7）（4。8）（51．0）（4，8）（1。9）一Sweden37（8．1）（135）（135）（18。9）（21。6）（18．9）（5，4）Switzer1Imd115（7．8）（26．1）（7．0）（17。4）（14．8）（252）（1。7）USA2123．89．54．838．114．39．5一注　直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。150法務総合研究所研究部報告18S　Q3　犯人の人数国　　名総　数1　人2　人3人以上わカ、らない総　　　数845（34．2）（26。9）（29．6）（9。3）Australia67（35．8）（22．4）（26．9）（14．9）Canada61（44。3）（27．9）（24，6）（3、3）England＆Wales68（42。6）（22．1）（32，4）（2．9）Finland48（33．3）（22。9）（41。7）（2。1）France　話溺儲　　　雛藤繍’　　　　　　42騨灘織…i（33，3）灘潔・欄羅・醐灘灘鋤懸．瑠》．．跡瞬議繋）織　　（2。4）灘鱗難朝、盗．繕隅職　　無・2．Netherlands61（34，4）（24．6）（18．0）（23．0）Poland208（26。9）（255）（39．4）（82）Portugal104（32。7）（39。4）（16，3）（115）Sweden37（35．1）（27。0）（37、8）一Switzerland115（365）（26，1）（24．3）（13。0）USA2142．923．823．89．5S　Q4　犯人との面識犯人を　ら（少なくと（少なくと犯人を　なわからない国　　名総　数なかったも1人は）顔を知っても1人は）名前を知っかった／無回答いたていた総　　　数835（70。8）（9．7）（10，3）（8。1）（1，1）Australia67（65．7）（11。9）（13。4）（9。0）一Canada61（68．9）（9。8）（13．1）（82）一England＆Wales68（72，1）（13．2）（8。8）（5，9）一Finland48（79．2）（6。3）（10，4）（4。2）一France42　、瞬（禦）（14・⊇）（7・1≧．（9燕）一嚢聾蒙、灘働麟，婚鰯灘・・甕、、灘鑛鐵獺嚢舐、　　、下苧鋤［　中．難灘．Netherlands61（57．4（4，9）（13．1）（24．6）一Poland198（72．7）（11．6）（10．6）（5．1）一Portugal104（77，9）（7．7）（4，8）（9，6）一Sweden37（70，3）（10。8）（16。2）（2。7）一Switzerland115（75．7）（52）（7。0）（7．0）（5．2）USA2152．49．523．814．3一汁　　　　　　　　　　一一注　Pola皿dのデータには，欠損値がある。　　S　Q5　犯人の凶器所持の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数845（30．5）（54．6）（14。9）Australia67（29。9）（55，2）（14、9）Canada61（36。1）（55。7）（82）E皿言land＆Wales68（27，9）（66．2）（5，9）Finland48（35。4）（64．6）曹France42，（47ゑ⊇　　　（47．6）座（4．8）瀦灘灘灘難馨、事　　』灘占難灘鐵Netherlands61（34，4）（39，3）（26。2）Poland208（21。2）（59、6）（19．2）Portugal104（365）（51。0）（125）Sweden37（21，6）（70．3）（8。1）Switzerland115（28．7）（49．6）（21．7）USA2161．933．34．8第1回犯罪被害実態（暗数）調査151S　Q6　凶器の種類国　　名総　数ナイフ銃その他の凶器／棒凶器になりそうな物わカ、らない総　　　数258（54。3）（14。0）（9。3）（19．0）（35）Australia20（50。0）（20。0）（10．0）（15．0）（5。0）Canada22（31。8）（22，7）（182）（182）（9．1）England＆Wales19（57．9）（105）（105）（21．1）一Finland17（64．7）一（5、9）（29。4一France20（60．0（10．O）（2020）（1隻9）　　　　一聯　　　　　　　　　照憂　P蝋　　、Netherlands21（47．6）（28。6）一（19，0）（4，8）Poland44（38、6）（6．8）（15。9）（34。1）（45）Portugal38（68．4）（7，9）（5．3）（13．2）（5．3）Sweden8（875）（125）一一一Switzerland33（69．7）（12、1）（3．0）（12。1）（3．0）USA1338．546．2一15．4一注　前問（S　Q5）で「はい」とした者のみが回答。SQ7　銃の種類銃身の長い銃（散弾国　　名総　数拳　銃銃，ライフわからないル，マシンガン）総　　　数36（83．3）（11，1）（5，6）Australia4（75。0）（25．0）噛Canada5（80。0）（20、0）一En幽nd＆Wales2（50。0）一（50、0）Finland一■一一Flance2（100・0）一一憂Netherlands6（83．3）一（16．7）Poland3（100。0）一一Portugal3（66、7）（33．3）一Sweden1（100．0）一一Switzerland4（100．0）一卿USA683．316．7一注　前問（S　Q6）でr銃」とした者のみが回答。S　Q8　凶器使用の有無国　　名総数はいいいえ総　　　数258（35．3）（64．7）Australia20（80。0）（20．O）Canada22（31．8）（68．2）E皿91and＆Wales19（31。6）（68。4）Finland17（23。5）（765）France20（25．0）75．0Netherlands21（23．8）（762）Poland44（40。9）（59，1）Portugal38（18．4）（81．6）Sweden8（375）（625）Switzerland33（42．4）（57，6）USA1323．176．9注SQ5で「はい」とした者のみが回答。152法務総合研究所研究部報告18S　Q9　奪い取られた物の有無国　　名総数は　いいいえわカ、らない／無回答総　　　数827（55，4）（43．3）（1。3）Australia67（552）（373）（7．5）Canada61（37，7）（62，3）一England＆Wales68（60。3）（39。7）一Finla皿d48（58。3）（41。7）一France鑛蕪難灘42（45・釜　　　（54・勲騰灘鍵　　　　　　一嚢羅醗翻Netherlands61（60．7）（39，3）一Poland190（47．9）（52，1）一Portugal104（692）（30，8）一Sweden37（64，9）（32。4）（2，7）Switzerland115（54．8）（43．5）（1。7）USA2176．223．8一注　Polandのデータには，欠損値がある。　　S　Q10警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数845（49，3）（47．8）（2。8）Australia67（522）（38．8）（9．0）Canada61（42。6）（55．7）（1。6）Engla皿d＆Wales68（61。8）（38．2）一Finland48（625）（375）一France錘羅　　　　　42嚢羅嚢　　　（35、7）蟻簗灘　慨砂醤麟、　　　，（64・3）難麟　　　　　　　一鞭鰯麟轍　　耀Netherlands61（63。9）（34．4）（1．6）Poland208（39．9）（54，8）（5，3）Portugal104（442）（55。8）一Sweden37（64．9）（35。1）一Switzerland115（51，3）（47．O）（1．7）USA2166．733．3一S　Q11警察に申告した理由第1回犯罪被害実態（暗数）調査を取り金を得巳　は届け犯人を　ま再　を　くけをンめ犯人からの戻すためるため出るべきでえてほしいためるため賠償を得る国　　名総　数ある／重大／処罰してためな事件であほしいからる総　　　数417（38。1）（10．1）（35，7）（40。3）（25，4）（14．1）（5．3）Australia35（40，0）（5．7）（11．4）（17。1）（11．4）一一Canada26（23．1）（7．7）（30．8）（15．4）（7．7）（7。7）一England＆Wales42（28。6）（7．1）（38。1）（35．7）（14．3）（95）一Finland30（33，3）一（30．0）（40．0）（10，0）（13。3）一France　15覇（5黛＝3）（13。3），⊆2禽・Z）（53．3）（26，7）一一灘欝灘欝．難，灘藝．鞭Netherlands39（28，2）聡　’繊　［　　（15。4）（23。1）（46。2）（10，3）（5．1）（7。7）Poland83（39，8）（8。4）（675）（75。9）（675）（43．4）（15．7）Portugal46（56．5）（22）（37．0）（17．4）（4，3）（65）（22）Sweden24（45。8）（25．0）（29．2）（41．7）（25．0）（8。3）．Switzerland59（39．0）（18．6）（16．9）（25。4）（20．3）（6，8）（6．8）USA1421．414．350．050．035．77．17．1（続き〉国　　名総　数その他わからない総　　　数417（13。9）（1。2）Australia35（45。7）（5。7）Canada26（615）一E皿gla皿d＆Wales42（26。2）一Finland30（3。3）．France15（動7甲Netherlands39（103）一Poland83（2。4）一Portugal46（22）一Sweden24（8。3）一Switzerland59（3，4）（5。1）USA1414．3一（続き〉注1前問（SQ10）で「はい」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　S　Q12警察の対応の満足度国　　名総数満足不満わカ、らない総　　　数417（56。8）（405）（2。6）Australia35（62。9）（34，3）（2。9）Canada26（65、4）（34，6）一En團and＆Wales42（595）（405）一Finland30（80，0）（20．0）一FrImce15蹴翻「−169£）（33。3）（6。7）製鑛。韓Netherlands39（76．9）（205）（2．6）Poland83（4LO）（55。4）（3．6）Portugal46（37。0）（63，0）一Sweden24（75．0）（20，8）（4．2）Switzerland59（57。6）（39．0）（3。4）USA1442．942．914．3注　S　Q10でrはい」とした者のみが回答。153154　SQ13警察の対応の不満理由法務総合研究所研究部報告18分な対心を、た犯人を　っの分な経過切な　い到　　るのをしなかっなかったけられなを取り戻せ通知がなさを受けなが遅かった国　　名総　数たかった又はなかったれなかったかった／失逮捕できな礼だったかった総　　　数169（53．8）（29．0）（28。4）（13，0）（10。1）（12，4）（10。3）Australia12（25。0）一一一一一（16，7）Canada9（55．6）（22．2）一（11。1）一（22、2）（11、1）En朗and＆Wales17（52．9）（235）（11．8）一（5。9）（5．9）一Finland6（50．0）（66．7）（33。3）一一（16．7）一France　　5鰐，（89・o）（80．0）　電、摺．⊆29・9）．一一（20。O）一萎灘嚢Netherlands8（375）（25。0）（12。5）（12．5）一（25．O）一Poland46（565）（21。7）（67。4）（26。1）（23．9）（17。4）（17．4）Portugal29（655）（31。0）（27。6）（17。2）（10．3）（3，4）（3．4）Sweden5（60，0）（40。0）一一一（20．0）（60、0）Switzerland23（565）（39。1）（4。3）（4．3）（8。7）（8．7）一USA616．750．016．7一一16．7曹（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数169（21．3）（0。6）Australia12（83，3）（8，3）Canada9（55。6）一England＆Wales17（23．5）一Finland6（16。7）一France5一噂卸　争Netherlands8（25，0）一Poland46（10．9）一Portugal29（6。9）一Sweden5（20．0）一Switzerland23（13。O）一USA633．3甲（続き）注　1　前問（S　Q12）でr不満であった」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　　S　Q14犯罪被害者専門機関からの援助の享受国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数490（10．0）（90．0）一Australia35（8．6）（91、4）■Canada26（115）（885）一Engla皿d＆Wales42（262）（73。8）一Finland48（2．1）（97。9）・France15，113・3）（86；7）　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　擾Netherlands39（25．6）（74．4）塵Poland197（5．6）（94、4）一Portugal46（2。2）（97．8）一Sweden24（20，8）（79．2）一SwitzerlandUSA1414．385．7一注　1　SwiIzerlandは，未調査である。　　2　Finland及びPolandは，被害に遭った者を総数としており，　　　その他の国は，SQ10で「はい」とした者を総数としている。　　3　Polandのデータには，欠損値がある。SQ15　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査犯罪被害者支援サービスの有用性国　　名総　数役に立たなカ、った役に立ったわカ》らない総　　　数441（43．8）（38。1）（18．1）Australia32（59．4）（375）（3，1）Canada23（565）（34。8）（8．7）Engl�pd＆Wales31（645）（29．0）（65）Finl�pd47（70．2）（27．7）（2．1）France纒鑛騨灘，　　　　　13離鍵鑛　　　く91棄≧鯵「鋒　　　蒲、工羅）　　　　（7．7）、鱒灘職Netherlands29（72，4）（20。7）（6．9）Poland186（22．0）（46．8）（312）Portugal45（31．1）（42。2）（26。7）Sweden19（68．4）（31．6）一SwitzerlandUSA1266．725．08．3注　1　前問（SQ14）で「いいえ」とした者のみが回答。　　2　Switzerlandは，未調査である。　　SQ16警察に申告しなかった理由それほどで、には口わりに別がに入っは口も国　　名総　数大ではない／損失がなした／犯人を知っていかない事件／警察は必の機関に届け出たしたていないできない／証拠がないいた要ない総　　　数404（39．9）（10。1）（9。7）（2、2）（12）（02）（16、1）Australia26（34．6）（7。7）一一一一一C�pada34（50．0）（8．8）（5。9）甲（2、9）一（2，9）E皿gla皿d＆Wales26（15．4）（7，7）（3，8）（115）一一（15。4）Finland18（50。O）（27。8）（11，1）一■一（5．6）France27（37．0）（185）（327）一一一（11．1）触　　　�s、禦＾�s蛇、麟解　　　居「Netherlands21（19，0）一（95）一一．（95）Poland114（465）（10．5）（12．3）（3．5）（0。9）一（29。8）Po血gal58（34．5）（10．3）（10．3）（1．7）（1。7）（1．7）（12。1）Sweden13（30．8）（7．7）（7．7）一（7，7）一（23。1）Switzerland54（48．1）（7，4）（185）o（1、9）一（13，0）USA7一一一一曽一14．3（続き）は口もが　いの恐そのわからない国　　名総　数してくれない／嫌い／警察の関与はれから）あえてしない望まない総　　　数404（11．9）（5，4）（8、3）（17、6）（4．0）Australia26一■一（50。0）（19．2）Canada34（2．9）（8。8）一（265）（11．8）England＆Wales26（7，7）（3，8）（7。7）（26．9）（3。8）Finland18（11，1）一一（11．1）一France2711．1（3，7）剛18．5一蹴毎糞Netherlmds21一一（95）（42．9）（95）Poland114（23，7）（11。4）（175）（4。4）（0，9）Portugal58（12。1）（1，7）（52）（172）一Sweden13（15．4）一（15，4）（15．4）一Switzerland54（7。4）（3。7）（3。7）（11。1）一USA7一14．328．628．614．3（続き）注　1　SQ10でrいいえ」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。155156法務総合研究所研究部報告18S　Q17　（警察以外の）関係機関への届け出の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数514（21．0）（75，7）（3，3）Australia26（11．5）（885）・Canada34（11。8）（85，3）（2，9）England＆Wales26（23．1）（76，9）一Finland18（16．7）（83，3）響France裂［　　　　　糊櫻嘱＃　　　　27冠鍛　竃　　（11．1）撒r’鋤滋勝盤、（察鍛　　　　　一購　溝　翫’膨稀聞　’「薄郵罷箭　　亭Netherlands21（4。8）（905）（4，8）Poland163（8。0）（89．6）（25）Portugal58一（100。0）一Sweden13（23。1）（76，9）一Switzerland115（6L7）（28。7）（9．6）USA7一100．0一注　1　Poland及びSwitzerlandは，被害に遭った者を総数としており，　　　その他の国は，SQlOで「いいえ」とした者を総数としている。　　2　Pola皿dのデータには，欠損値がある。S　Q18　事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数834（35，6）（34。9）（28．1）（1．4）Australia67（43、3）（34．3）（14．9）（7．5）Canada61（39．3）（23、0）（37。7）一England＆Wales68（44、1）（382）（17。6）一Finland48（375）（29、2）（33。3）一France42（405）（28。6）（31．0）　　　．オNetherlands61（32。8）（31．1）（36，1），Poland197（36．O）（365）（27，4）一Po血gal104（26。9）（51、9）（21。2）一Sweden37（54。1）（35、1）（10。8）一Switzerland115（20、9）（29、6）（46。1）（35）USA2161．933．34．8一注　Polandのデータには，欠損値がある。第1回犯罪被害実態（暗数）調査157【窃盗の被害に関する詳細】Q19被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数3，649（8，0）（32。0）（58，3）（1．7）Australia355（132）（355）（50，1）（1。1）Canada293（9。6）（30。7）（59，4）（0。3）E皿固and＆Wales264（4，9）〈31。4）（62，9）（0．8）Finland178（10、7）（33、7）（55、6）一France110（6．4）　　　（30、9）（555）、．w（7・議）Netherlands286（4．9）（30．4）（61．9）（2．8）Poland768（6。0）（35．5）（57．7）（0，8）Portugal14｛）（10。0）（28．6）（60。0）（1。4）Sweden289（35）（39．8）（56．1）（0，7）Switzerland783（105）（26。1）（60。8）（2，7）USA1236．537．454．51．6注Q8で「あり』とした者のみが回答。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数964（84。0）（10。6）（2。4）（1，0）（1。1）（0。8）Australia126（84。1）（11。9）（1．6）（0、8）（1。6）一Canada90（80．0）（12。2）（1．1）（3、3）（3。3）一E皿gl飢1d＆Wales83（81。9）（12。0）一（12）（2．4）（2、4）FinlImd60（86．7）（10。O）（3。3）一9一France34（94．1）（5．9）一一一一Netherlands87（862）（6．9）（2．3）一（2、3）（2，3）Poland273（82．8）（12．1）（3。3）（0，7）（0。4）（0．7）Portugal40（87．5）（5。0）（25）一一（5．0）Sweden115（835）（12．2）（35）（0。9一一SwitzerlandUSA4682．66．54．34．32．2一注　1　　2前問で，　r昨年（1999年）』とした者のみが回答。SwiIzerlandは，未調査である。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない総　　　数2，866（14．4）（9．2）（14。6）（41，7）（10。6）（7。1）（2。3）Australia355（21。4）（6。8）（22．3）（39，2）（5。4）（3、9）（L1）CImada293（25．3）（6．8）（16．0）（34．1）（9，9）（65）（1，4）England＆Wales264（182）（7。6）（15。9）（33。7）（10．2）（12．1）（2．3）Fin1�pd178（10、7）（62）（152）（343）（15。7）（18．0）一France110（9．1）（10．0）（12。7）（40。9）（155）（3。6）（82）Netherlands286（12。9）（9，4）（115）（32。9）（21、O）（9、8）（2．4）Poland768（8，3）（8。9）（115）（585）（8，7）（12）（3。0）Portugal140（9，3）（27。9）（7。1）（48、6）（4，3）（2。1）（0．7）Sweden289（10。0）（62）（18。0）（32，2）（13．5）（18。0）（2。1）SwitzellandUSA12330．99．816．330．96．54．90．8注　1　　2直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。Switze−landは，未調査である。158　SQ3スリであったか法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数は　いし、いえわカ、らない総　　　数2，847（42．9）（55。7）（1。4）Australia355（19。2）（79．7）（1。1）Canada293（14．O）（85。7）（0．3）England＆Wales264（36．7）（61。4）（1，9）Finland178（44，9）（55、1）一France110（49・1）（445）（6・豊）　　　襲Netherlands286（42。7）（54、2）（3．1）Poland749（76，1）（23，9）一Portugal140（67．9）（30、7）（1。4）Sweden289（20。4）（77。9）（1．7）SwitzerlandUSA12316．382．90．8注　1　Switzerlandは，未調査である。　　2　Polandのデータには，欠損値がある。　　S　Q4　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数3，649（39，7）（58．1）（2．2）Australia355（372）（61．1）（1．7）Canada293（28．O）（72．0）一Engla皿d＆Wales264（50．8）（47。3）（1．9）Finland178（37，6）（62。4）一France110（51。8）（42、7）5。5）Netherlands286（52．8）（44。8）（2．4）Poland768（26，3）（69．8）（3，9）Portugal140（37。1）（62。1）（O。7）Sweden289（47．4）（51。9）（O．7）Switzerland783（47，3）（50．6）（22）USA12331．767．50．8S　Q5　事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数2，842（26。1）（37。1）（36。2）（0。6）Australia355（21。4）（38。0）（39．4）（1。1）Canada293（19．1）（32、8）（48。1）．Engla皿d＆Wales264（28．8）（34。8）（34．8）（15）Finland178（16，9）（28、1）（55、1）一France110（26。4（35538．2・Ne出erlands286（24．1）（32．9）（43，0）一Poland744（30。6）（435）（25．8）一Portugal140（25。0）（52．9（22。1）一Sweden289（28，0）（35．3）（36。0）（0，7）SwitzerlandUSA12330．121．147．21．6注　1　　2Switzerlandは，未調査である。Polandのデータには，欠損値がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査【女性における性的暴行の被害に関する詳細】Q20被害の時期国　　名総　数今　年1999年それ以前わカ、らない／思い出せなし総　　　数864（13．0）（31．8）（51．9）（3。4）Australia129（225）（35．7）（395）（2．3）Canada81（185）（24．7）（54。3）（25）Engla皿d＆Wales57（12、3）（36。8）（45。6）（5，3）Finland82（15。9）（41．5）（42。7）■France25（4。0）（黛2・o）（64．0）一礪Netherlands89（5。6）（31．5）（58．4）（45）Poland46（15。2）（26．1）（54，3）（4．3）Portugal37（16。2）（21。6）（595）（2。7）Sweden84（95）（33．3）（56。0）（1。2）Switzerland165（85）（315）（545）（55）USA3818．418．455．37．9注Q9でrあり」とした者のみが回答。　　S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わカ、らない総　　　数275（60．0）（13。8）（9。8）（3，3）（11、6）（15）Australia46（63。0）（15．2）（4，3）（4．3）（10，9）（22）Canada20（65．0）（20．0）（5。0）一（10，0）一Engl則1d＆Wales21（52．4）（95）（14。3）（95）（14，3）一Finland34（41。2）（29．4）（8。8）（2。9）（17。6）一France8（75。O）　　　（25・0）韻一一一−殖Netherlands28（57．1）（7，1）（10．7）（7。1）（143）（3、6）Poland12（91、7）（8．3）一一一一Po血gal8（625）（125）一一（25．0）一Sweden28（42。9）（21，4）（17。9）（3，6）（10，7）（3。6）Switzerland52（75。0）（3．8）（15。4）一（5．8）辱USA771．4一14．3一14．3甲注　前問で，　r昨年（1ggg年）」とした者のみが回答。　　SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わカ、らない／回答拒否総　　　数864（11。1）（13，8）（21、4）（38、3）（9．3）（4．3）（1。9）Australia129（10。1）（11．6）（17。1）（55。8）（3，1）（2．3）一CImada81（185）（62）（19．8）（44。4）（8．6）（25）剛Engla皿d＆Wales57（19。3）（8．8）（175）（42。1）（5．3）（5。3）（1．8）Finland82（9。8）（12．2）（20。7）（46。3）（9。8）（12）．France25（28。O）16，0）（4。036．012．04．0）一麗腿Netherlands89（6。7）（16．9）（28。1）（202）（19。1）（6。7）（2、2）Poland46（8．7）（17．4）（8。7）（565）（4．3）噂（4，3）Portugal37（13．5）（27．0）（2．7）（45，9）（8．1）一（2．7）Sweden84（6．0）（6、0）（452）（26。2）（7，1）（8。3）（1．2）Switzerland16．5（115）（20，0）（20．0）（26。1）（10，3）（85）（3，6）USA385．35．331．644．77．9一5．3注　直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。159160法務総合研究所研究部報告18S　Q3　犯人の人数国　　名総　数1　人2　人3人以上わからない総　　　数864（83．1）（8。4）（5．3）（3，1）Australia129（95，3）（2。3）（2．3）一Canada81（90。1）（4．9）（4．9）甲England＆Wales57（895）（3．5）（5．3）（1．8）Finland82（915）（3。7）（49）曹France　　　　勘25（88．0）（4・Ol（8・ql　　　　　　一灘灘灘Netherlands89（57．3）（28．1）（12．4）（22）Poland46（80．4）（65）（8。7）（4，3）Portuga137（865）（5。4）一（8．1）Sweden84（73．8）（155）（6．0）（4．8）Switzerland165（83．6）（73）（42）（4，8）USA3886．85．32．65．3S　Q4　犯人との面識犯人を　ら少なくと少なくと犯人を見なわからない国　　名総　数なかったも1人は）顔を知っても1人は）名前を知っかった／無回答いたていた総　　　数697（44。8）（132）（37。9）（3．6）（0．6）Australia129（41．9）（62）（512）（O．8）一Canada81（29。6）（16，0）（53。1）（1．2）騨Eng　and＆Wales57（45．6）（105）（38．6）（35）（1，8）Finland82（415）（13。4）（45，1）一一France25（56．0）（12。0）（28，0）（4，0）一繍　“織。塾。灘繊灘照翻騨冷、蟹灘麟鑛灘獺灘難鵬、．“彗灘謬レ’、灘鐵雛Netherlands89（46．1）（16．9）（27。0）（10、1）一Poland44（545）（18，2）（25．0）（2，3）一Portugal37（622）（135）（10．8）（135）−Sweden84（47．6）（13。1）（345）（3，6）（12）SwitzerlandUSA3828．921．147．4一2．6注　1　　2Switzerlandは，未調査である。Polandのデータには，欠損値がある。S　Q5　犯人との関係第1回犯罪被害実態（暗数）調査ヲ元配禺　，，ひ人　その元、か人　そしい　人一　に　い国　　名総　数パートナー（その時点元パートナー（その時点で）の時点で）ていた／働いたことので）時点で）ある人総　　　数264（5。8）（4．7）（3．6）（3。6）（5，4（14．4）（27，4）Australia66（3，0）一（4．5）（1．5）（9．1（242）Canada43（11，6）（4．7）（7．0）（4，7）（9，3（18。6）（14。0）England＆Wales22（45）（182）（13．6）（45）一（13．6）（31．8）Finland37（5．4）（8．1）一（2。7）（5．4）（8．1）（21．6）France7、《14・3）、　　（28．6）騰「懸、，［蝋←簿牌囎。薫、、居　　　　　−塾棄憶鰐豊う　　（！4・3）懸副膨’』’一　　（28．6）灘嚢灘鍵　　（14。3）灘錘灘Netherlands24一（42）（42）（125）（42）（8。3）（375）Poland11（18。2）（9。1）一一一（9。1）（36，4）Po血gal4（75。0）−一−一（25。0）一Sweden29一一一−（3．4）（6，9）（31．0）SwitzerlandUSA18辱一一5．65．611．161．1（続き）国　　名総　数上記の誰でもないわからなし回答拒否総　　　数264（322）（1．1）（5．8）Austmlia66（34。8）（1．5）（212）Canada43（27。9）一（2、3）En團�od＆Wales22（13．6）一一Finland37（48、6）−一Fra皿ce7一一噂鑛纈灘華雛難舞懸…鰯腿灘膿謙韓蚤　　　　　饗．鱒灘鱗難雛灘iNetherlands24（29。2）一一Poland11（27．3）一．Portugal4一一一Sweden29（55，2）一（3。4）SwitzerlandUSA1816．7層一（続き）注　1　前問（S　Q4）でr（少なくとも1人は）名前を知っていた」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　3　Swilze−1andは，未調査である。　　4　AusIraliaには，　r一緒に働いていた／働いたことのある人」の選択肢はない。　　S　Q6　犯人の凶器所持の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数864（4。6）（91。3）（4、1）Australia129（3．9）（94。6）（1。6）Canada81（6。2）（92．6）（12）Engla皿d＆Wales57（7。O）（912）（1．8）Finland82（3，7）（95．1）（1．2）France　　　　　25灘難．類，　　　　（8，0）鞭騰灘灘　　　　轍譲辮黙　　　180・9嘉嚢　　　　　「覇　　　　�h　　　（12。0）轟鍵灘Netherlands89（45）（88．8）（6，7）Poland46（4．3）（89．1）（65）POltugal37（8．1）（91，9）一Sweden84（4，8）（91。7）（3．6）Switzerland165（3，6）（915）（4，8）USA385．392．12．6161162法務総合研究所研究部報告18S　Q7　凶器の種類国　　名総　数ナイフ銃その他の凶　器／棒凶器になりそうな物わからない総　　　数39（43．6）（15．4）（10。3）（30，8）一Australia5（60．O）一（40．0）一一Canada5（20。0）一一（80。0）一Eng1�od＆Wales4（50．0）一（25。0）（25，0）一Finland3（33。3）（33．3）一（33．3）一Flance2（50。0）一一（50，0）一籔欝懸灘灘難灘鐘響蓑繍灘灘難灘籔灘Netherlands4（25．0）（25。0）一（50。0）一Poland2（100．0）−一一一Portugal2（100．0）一一一一Sweden4（25。0）一一（75．0）一Switzerland6（33。3）（50．0）（16。7）一層USA250．050．0一曹一注　1　　2前問（S　Q6）で「はい」とした者のみが回答。Pon�ralのデータには，欠損値がある。S　Q8　凶器使用の有無国　　名総　数は　いいいえ総　　　数34（55．9）（44．1）Australia5（100．0）一Canada5（80．O）（20．0）England＆Wales4（75．O）（25．0）Finland3（33．3）（66．7）France2（50、O（50．O）NetherlImds4（50，0）（50、0）Pol�pd2一（100，0）Portugal3（33．3）（66，7）Sweden4（50。0）（50，0）SwitzerlandUSA2一100．0注　1　　2SQ6で「はい」とした者のみが回答。Switzerlandは，未調査である。S　Q9　事件の内容許し難い行国　　名総　数レイプレイプ未遂強　　制わいせつ為（痴漢，セクハラなど）わカ、らない総　　　数864（5．7）（7．2）（20。8）（62，8）（35）Australia129（4．7）（3。9）（14。7）（752）（1。6）Canada81（11、1）（7。4）（19．8）（56．8）（4。9）England＆Wales57（105）（5，3）（19．3）（63。2）（1．8）Finland82（4．9）（9．8）（17。1）（62．2）（6，1）Fra皿ce25（8．0）（20．0）．燃o）、（36．O）（4。0）鰯馨覇霧，、，。蓮灘灘　縦難難髪　　　麟・鞭鍵．、饒　’惇、翠鍵多、、、　　　欝K’．撫阿’“。懸Netherlands89（2。2）（6．7）（18。0）（69、7）（3．4）Poland46（65）（152）（28．3）（45。7）（4，3）Portugal37（8，1）（135）（135）（622）（2。7）Sweden84（3，6）（4．8）（33．3）（57．1）（1．2）Switzerland165（42）（6。1）（26．7）（57，6）（55）USA3810．55．310．571．12．6第1回犯罪被害実態（暗数）調査163S　Q10事件を犯罪と思うか国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数864（51．2）（432）（5。7）Australia129（465）（48．8）（4、7）Canada81（59．3）（395）（1．2）Engla皿d＆Wales57（632）（31，6）（5．3）Finland82（32。9）（67．1）一France，−』蕩”燃辮戸�`　r　　x’酬　、勲�o焼『』汚お糊�s難雛麟難嚢雛　　　　　25灘嚢灘鑛・幽§総購簿　　螺，泌撚　　　　（12。0）雛雛灘　　　　（4．0）灘灘繕鐵Netherlands89（42。7）（50。6）（6。7）Poland46（65．2）（23，9）（10，9）Portugal37（622）（32。4）（5．4）Sweden84（48。8）（47，6）（3．6）Switzerland165（442）（455）（10。3）USA3860．534．25．3注Finland，Swede皿及びSwiIzerlandは，前問（SQg）で　　rレイプ」及びrレイプ未遂」とした者に対して，本問に回答する　までもなく犯罪と認定しているため，　rはい」に加算している。S　Q11警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数864（13．8）（84。8）（1．4）Australia129（14．0）（845）（1、6）Canada81（185）（815）一E皿田and＆Wales57（14．0）（84。2）（1．8）Finland82（12）（98．8）一France25（28・9）172・Ol一劣　　蔭Netherlands89（19．1）（78．7）（2、2）Poland46（19．6）（76。1）（4．3）Portugal37（162）（83、8）一Sweden84（10。7）（89、3）一Switzerland165（12．7）（84。8）（2．4）USA3813．286．8−SQ12警察に申告した理由巳　1届け犯人を　ま再　をけを・めE人からのそのわからない出るべきでえてほしいためるため賠償を得る国　　名総　数ある／重大／処罰してためな事件であるほしいから総　　　数119（25．2）（43．7）（47。1）（20．2）（3．4）（245）一Australia18（33．3）（22。2）（333）（16。7）一（44、4）一Canada15（26．7）（26．7）（33。3）（33。3）一（53。3）一Engla皿d＆Wales8（25．0）（25。0）（25．O）（25．0）．（25、0）一Finland1一層一一．（100．0）一France　　　　　　　憂　　　7灘鑛（14，3）職　　　艦懸．（8魚7）＿．象無og二〇1（28・6）　眠　［　　一簿一　　　一簾灘甕藝．．鷹騙　層　脾竃r、、　、　　　　［．蝋難．，へr州A弔　�c「鐡「、。＾冨購伶印繹匡Netherlands17（5．9）（52，9）（29。4）（5．9）（5．9）（11，8）一Poland9（33。3）（77，8）（77。8）（44，4）（11．1）一一Portugal6（33．3）（33。3）（33．3）一一（16，7）一Sweden9（11．1）（44．4）（77．8）（222）一（11，1）一Switzerland21（33。3）（38，1）（47．6）（19．O）（95）一一USA520．060．060．0一一20．0一注　1　　2前問（SQ11）でrはい」重複選択による。とした者のみが回答。164　SQ13警察の対応の満足度法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数満　足不　満わカ、らない総　　　数119（52．9）（43．7）（3．4）Australia18（722）（22。2）（5．6）Canada15（60，0）（40．0）岬England＆Wales8（75。0）（25。0）一Finland1（100。0）一甲France　　　　　　撒灘鰍レ欄　　　　　7膨幽蹴「胤．羅）（4る・9λ一軍腐蝋Netherlands17（70．6）（29。4）一Poland9（44。4）（55，6）一Portugal6（333）（66、7）一Sweden9（55。6）（33，3）（11．1）Switzerland21（28、6）（61。9）（95）USA5一100．0一注SQ11で「はい」とした者のみが回答。　　　S　Q14警察の対応の不満理由な・関心を、こ犯人を見つ分な　過切な　い到　　るのをしなかっなかったけられな通知がなさを受けなが遅かった国　　名総　数たかった又はれなかったかった／失逮捕できなかった礼だった総　　　数52（55．8）（385）（212）（19。2）（21．2）（9。6）Australia4一（75，0）一一（50、0）聯Canada6（66．7）（16．7）（16。7）（16。7）（33．3）一England＆Wales2（100。O）（50．0）一（50。O）一一Finland．一■一一一曙Frmce333。3）66。7）一一66．7一Netherlands5（60．0）．一（20．0）一（20．0）Poland5（80。O）（20。0）（20，0）（20、0（40。0）（20．O）Portugal4（50．0）（25。0）一一一（25。0）Sweden3（100．0）（33。3）（33。3）一一一Switzerland13（53．8）（462）（15．4）（30．8）（7。7）（7．7）USA540．O60．080．020．020．020．0（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数52（212）■Australia4（25．0）一Canada6（83．3）一Engl�pd＆Wales2（50．O）一Finland冒一噂France3．一Netherlands5（60．O）博■Poland5・一Portugal4一．Sweden3一一SwitzerlImd13一一USA520．0．（続き）注　1　　2前問（SQ13）でr不満であった」とした者のみが回答。重複選択による。第1回犯罪被害実態（暗数）調査S　Q15犯罪被害者専門機関からの援助の享受国　　名総　数は　いいいえわからない総　　　数216（14。4）（85．2）（05）Australia18（22。2）（77，8）一Canada15（53．3）（46．7）一Engla皿d＆Wales8（375）（625）一Finland82（12）（97。6）（12）France鰯舞灘灘灘　　　　　7脚腓煉鵬螺�`ヴ彫湿膨　　　　　　一当湖癌う�`畝醐欄畳、（100。0）　　　　　　一年2購難灘藁Netherlands17（47。1）（52。9）一Po旦and46（4．3）（95．7）一Portugal6−（100．0）一Sweden9（22．2）（77．8）一SwitzerlandUSA560．040．0一注　1　Swi屹erlandは，未調査である。　　2　Fi皿land及びPolaILdは，被害に遭った者を総数としており，　　　その他の国は，S　Qllで「はい」とした者を総数としている。S　Q16　犯罪被害者支援サービスの有用性国　　名総　数役に立たなカ、った役に立ったわカ、らない総　　　数184（44，6）（45．1）（10。3）Australia14（50．0）（42．9）（7．1）Canada7（57，1）（42．9）辱England＆Wales5一（100．0）一Finland80（60．0）（36．3）（3。8）France7（42．9）14219）（14。3）嚢　　　　　　　　「　　　　中　　　　　　　鱗　　　　　　　　・冨冨羅灘鞭灘灘’難鐡騰丁葺　。＿、．　z究羅難象、、狸馨Netherlands9（77．8）（222）−Poland44（205）（52．3）（27．3）Portugal6一（100，0）一Sweden7（57。1）（28，6）（14．3）SwitzerlImdUSA2一100．0−注　1　　2前問（SQ15）で「いいえ」とした者のみが回答。Swilzerla面は，未調査である。165166　SQ17警察に申告しなかった理由法務総合研究所研究部報告18それほど分で　決警察には・わりに別族が解決保　に入っ察は何も国　　名総　数大ではない／損失がなした／犯人を知っていかない事件／警察は必の機関に届け出たしたていないできない／証拠がないいた要ない総　　　数733（40、7）（17．9）（10．0）（2，7）（1，8）（0。1）（9。1）Australia109（40。4）（28，4）（1，8）（2．8）−（3．7）Canada66（33。3）（19，7）（10，6）（3、0）（3。0）（3．0）England＆Wales48（22．9）（125）（10。4）一（2．1）（8．3）Finland81（605）（185）（7，4）（25）一（7．4）France　　　18即（27．8）（11．1）縣3）、一『（11．1）徽鍵雛織離藍．Netherlands70（32。9）（14．3）（8，6）（2．9）（1，4）（5．7）Poland35（65．7）（20，0）（34、3）一一（37。1）Portugal31（32。3）（6．5）一一（65）（25．8）Sweden75（42。7）（17，3）（10，7）（1，3）（2，7）（4．0）Switzerland140（43。6）（18，6）（11．4）（0．7）（2．1）（0，7）（9．3）USA3324．212．115．224．23．06．1（続き）＿察は何も警察が　い（復　の恐その他わからない国　　名総　数してくれない／嫌い／警察の関与はれから）あえてしなし望まない総　　　数733（42）（2。7）（6．8）（25，6）（1．9）Australia109一一（2。8（422）一Canada66一一（182）（40．9）（15）England＆Wales48（6，3）（6，3）（63）（35。4）（42）Finland81一一（3．7）（19。8）一France18（愚1（5。6）、懸醗鱈）。甲学”�`蕊（5．6）簾鑛雛懸灘萎1聾藝li繋轟1う鱒難灘鍵難騰、＾懸灘・盤謝謙巌畿Netherlands70（2．9）一（2．9）（32．9）（5．7）Poland35（37．1）（5．7）（8、6）（5．7）一Portugal31（32）（9．7）（65）（16．1）一Sweden75（5．3）（4．0）（2。7）（213）（2，7）Switzerland140（0．7）（2。9）（7．1）（12，1）（2，1）USA339．112．13．021．2一（続き）国　　名総　数は　いいいえわからない総　　　数759（21。1）（75。1）（3，8）Australia109（11。0）（89。0）一Canada66（22。7）（75．8）（1．5）En創and＆Wales48（14．6）（85．4）一Finland82（3。7）（95．1）（12）France麟欝響襲饗　　　　　18覇灘難　　　（16・Z）轟灘蟹　　　（83，3）騒懇i難．　　　　　　一難轡錨懸灘翻塾Netherlands70（21．4）（75，7）（2．9）Poland35辱（100，0）一Portugal31（32）（96，8）一Sweden75（213）（78．7）一Switzerland165（43．0）（41，8）（152）USA3348．551．5一注　1　S　Q11でrいいえ」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　3　r保険に入っていない」は，Switzerla皿dのみの選択肢である。　　S　Q18　（警察以外の）関係機関への届け出の有無注　Finland及びSwitzerlandは，被害に遭った者を総数としており，　その他の国は，SQ11で「いいえ」とした者を総数としている。第1回犯罪被害実態（暗数）調査167S　Q19事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数855（28．8）（30，6）（39．6）（0，9）Australia129（25．6）（31．8）（42。6）一Canada81（42．0）（27．2）（30．9）一England＆Wales57（49．1）（24．6）（26，3）一Finland82（18，3）（26．8）（54，9）一France鱗鍵謹雛…∈25　　　（44、0）辮蕪輸（24，0）　　（32・Ol、鍵灘灘灘　　　　一瞬鞭，礫鱗Netherlands89（34。8）（315）（33，7）一Poland44（34。1）（27．3）（38，6）一Po血gal37（432）（32。4）（24．3）一Sweden84（262）（44．0）（29．8）一Switzerland158（13．9）（23．4）（58．9）（3．8）USA3834．236．826．32．6注　Poland及びSwitzedandのデータには，欠損値がある。168法務総合研究所研究部報告18【暴行・脅迫の被害に関する詳細】Q21被害の時期国　　名総　数今　年　　　年1999年それ以前わからない／、思、い出せなし総　　　数3，109（122）（33．9）（51，4）（25）Australia424（20．0）（34，9）（44．6）（05）Canada334（8．4）（34．7）（56．6）（0．3）England＆Wales327（5，8）（385）（53．8）（1．8）Finland243（9．9）（362）（53。9）一France灘鞭難議　　　　142難覇雛　　　　（9・2）繋麟鐵　　　（3451「灘鰯蒙　　　（535）灘纈麟　　　（2．8）鱒羅鞭Netherlands248（13。7）（355）（472）（3．6）Poland414（17，6）（39．4）（42，0）（1．0）Portugal73（205）（24，7）（52、1）（2．7）Sweden274（7，3）（32．1）（59．9）（0．7）Switzerland449（122）（28，1）（51．7）（8．0）USA1348．226．163．42．2注　1　Po血galはQ10で「あり」とした者が，その他の国はQ10−S　Q1でrあり」とした者のみが回答。　　2　AustraHa，Canada，England＆Wales及びPolandは，欠損値等の理由によりQ10−S　Q1の数値とは　　　一致していない。S　Q1　昨年の被害回数国　　名総　数1　回2　回3　回4　回5回以上わからない総　　　数1，054（67．9）（11。8）（55）（2．8）（10，8）（1．1）Australia148（68．9）（115）（4．1）（3．4）（10．8）（1。4）Ca皿ada116（74．1）（112）（2。6）（1．7）（10．3）一Englmld＆Wales126（635）（7，9）（7．1）（4。8）（15。9）（0．8）Finland88（795）（102）（4．5）（1，1）（45）一F貰mce　　　撒　、　　　49醐難灘灘難礁（755）　　猟熈丁（10．2）　　　’繊（82）　　　　一懲鱗範（6．1）　　　甲銚　　　∴「鱈備　　“　　r識、螺i鱗勇．鍵、、懸灘、，灘麟鞭擁　　　、戯儒綿、昨灘、．鑛。懸鰯鐵　　　　　　語’鷹澤』、TrNetherlands88（69。3）（13．6（3．4）（2．3）（8，0）（3，4）Poland163（52。1）（19，0）（7。4）（4．3）（16．6）（0。6）Portugal18（38，9）（33。3）（5．6）（5．6）（11．1）（5．6）Sweden88（64，8）（13．6）（9．1）（23）（102）一Switzerland126（81．7）（4。0）（4．0）（3．2）（4，8）（2。4）USA3562．911．45．7−20．0一注前問で，r昨年（1ggg年）」とした者のみが回答。SQ2　被害場所国　　名総　数自　宅自宅付近職　場市町村内国　内海　外わからない／回答拒否総　　　数3，084（20，7）（185）（14，7）（32．6）（8．6）（2．3）（2。7）Australia425（24．0）（12．7）（172）（40．0）（45）（0．9）（0．7）Canada334（27．8）（14。7）（12．0）（365）（5．1）（3。3）（0，6）E皿91and＆Wales327（21。1）（18，3）（18．0）（33。3）（6。1）（1．8）（12）Finland243（18，1）（13．2）（14，4）（38．3）（14．8）（12）一Rance　　　　　　　　翫　　　142・灘翫麗一鑛：§1簿（募4・1）　　　罎　〕再（162）．誕4�梶i12，0）　　　　（1・魚赫羅羅鞍陛（1．4）灘醗講釜繊灘、・覇灘．、磁嘩醗　、・…、灘灘、覇就　贋’難難灘照÷，系耳、騰灘癬、、、融　　胤』辮　籔、p霜雛、弼。、，轍懸灘縦羅？一牌乎，’ア鐡�梶D灘簿　羅・Netherlands248（185）（26，6）（19．8）（145）（16．9）（1．2）（2，4）Poland388（17，3）（29．9）（9，3）（345）（3．4）（0。3）（5，4）Portuga173（24，7）（26。0）（11．0）（26，0）（9，6）（2，7）一Sweden274（15．3）（16．1）（18．2）（38．3）（6，9）（4。4）（0，7）Switzerland449（163）（19，6）（11．6）（25．4）（14．9）（5．3）（6．9）USA13437．39．016．430．63．71．51．5注　1　　2直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ．Polandのデータには，欠損値がある。第1回犯罪被害実態（暗数）調査169S　Q3　犯人の人数国　　名総　数1　人2　人3人以上わカ、らない総　　　数3，084（55．7）（17．0）（22。0）（5．3）Australia425（60．0）（162）（20．7）（3、1）Canada334（68．9）（14．4）（14．7）（2．1）England＆Wales327（59。3）（162）（19．9）（4．6）Finland243（77。0）（132）（9，9）一France　　　　　撒騨蹴拶総醗　　　　142離灘灘i　　　（49。3）鞭灘翻（20・∈）、竹（26・11　　　　（4．2）、難灘鑛Netherlands248（42。3）（24．6）（25．4）（7．7）Poland388（39。4）（19。6）（31．7）（9，3）Portugal73（562）（21。9）（11．0）（11，0）Sweden274（50，4）（19．7）（27．7）（22）Switzerland449（50．6）（13．6）（272）（8．7）USA13468．712．714．93．7S　Q4　犯人との面識犯人を　ら（少なくと（少なくと犯人を見なわからない国　　名総　数なかったも1人は）顔を知っても1人は）名前を知っかった／無回答いたていた総　　　数3，066（46，2）（13．8）（34．6）（3．6）（1．8）Australia425（50，1）（54）（41．6）（2，1）（0，7）Canada334（37。4）（14．1）（47．0）（15）一England＆Wales327（44。3）（13。1）（36．7）（5．8）一Finland243（48，1）（9．1）（40．3）（2．1）（0．4）France鞭＃　騒脱驚乞　　　142醐鰯ゲ’垂嚢（49．3）　　、　靴　　（19・0）蘇　�`�`�`鱗隔　毘　無呂　’工25・4）　講講！．．一、鰻講（鍵　　　　　纏一監湖r羽葡蹴Netherlands248（46．8）（21。0）（26。6）（5．6）一Poland370（424）（21．4）（31．1）（4．9）（0．3）Portugal73（45．2）（19．2）（27．4）（82）一Sweden274（54．7）（13。1）（285）（22）（1．5）Switzerland449（50．8）（1L8）（27．6）（2、2）（7．6）USA13433．617．243．34．51．5注　Polandのデータには，欠損値がある。170法務総合研究所研究部報告18S　Q5　犯人との関係配　　，元配　　，恕人（その元恕人（そしい　人一　に　い国　　名総　数パートナー（その時点元パートナー（その時点で）の時点で）ていた／働いたことので）時点で）ある人総　　　数884（9，3）（7。9）（4，1）（4，8）（8．9）（11．4）（105）AustraliaCanada157（7。6）（115）（5．1）（6。4）（89）（11．5）（8。9）England＆Wales120（92）（125）（5．0）（3．3）（5，8）（8。3）（18，3）Finland98（10．2）（8，2）一（6．1）（92）（112）（102）France36（8．3）（5，6）（5．6）（8。3）（11．1）w（1重・7）（25・o）頓閥　　、弐撒．鱈・難、難遜鐡．　　毒甑署蓋跨甥Netherlands66（1．5）（9．1）（6。1）（10。6）（9．1）（19，7）（6．1）Poland115（11。3）（7，8）（0。9）（1。7）（13．9）（1、7）（7．0）Portuga120（40．0）一一一（25．0）一（10。0）Sweden78（3．8）（3，8）（2，6）（6，4）（5．1）（10，3）（7。7）Switzerlmd124（11，3）（4．0）（7，3）（1。6）（4．0）（21．0）（65）USA588．66．96．93．412．110．315．5（続き）国　　名総　数上記の誰でもないわからない回答拒否総　　　数884（42，1）（0。6）（1。4）AustraliaCanada157（38．9）一（1．3）E皿gland＆Wales120（36，7）一（0。8）Finland98（44．9）一噸Flance　　　36鰐　　胃25．0一一Netherlands66（34。8）一（3，0）Poland115（53，9）一一Portuga120（25．0）噂一Sweden78（60，3）−一Switzerland124一（4．8）（4．8）USA5834．5一1．7（続き）注　1　前問（S　Q4）で「（少なくとも1人は）名前を知っていた」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　3　Australiaは，未調査である。　　　S　Q6　事件の内容国　　名総　数脅迫されただレナ暴力をふるわれたわカ、らない総　　　数3，084（57。3）（37。8）（4。9）Australia425（61．2）（35、8）（3。1）Canada334（54。8）（42。8）（2．4）England＆Wales327（51。7）（43．7）（4．6）Finland243（49．4）（50，6）一Frξmce14296・2）（30．3（2．8）漁賜Netherlands248（67．3）（27，0）（5．6）Poland388（60。1）（35。1）（4．9）Portugal73（53，4）（39。7）（6。8）Sweden274（642）（30．7）（5．1）Switzerland449（48．1）（419）（10．0）USA13461．235．83．0第1回犯罪被害実態（暗数）調査171S　Q7　犯人の凶器所持の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数2，951（17。9）（75，7）（6。4）Australia412（20．6）（75．0）（4．4）Canada326（12．6）（81．0）（6．4）England＆Wales312（17．6）（80．1）（22）Finland243（132）（86，8）『France轍灘難鍵138（23．9）（703）、、燗≦5二勲Netherlands234（15．0）（74，4）（10。7）Poland388（20．4）（63。4）（16．2）Portugal68（29、4）（64。7）（5．9）Sweden260（135）（81。2）（5．4）Switzerland404（20，8）（74，8）（45）USA13020．074．65．4注　Pola皿dは，被害に遭った者を総数としており，その他の国は，前問（SQ6）でr脅迫されただけ」及び　r暴力をふるわれた」とした者を，それぞれ総数としている。S　Q8　凶器の種類国　　名総　数ナイフ銃その他の凶器／棒凶器になりそうな物わからない総　　　数528（422）（13．4）（11．7）（30，9）（1．7）Austlalia85（37．6）（10．6）（165）（34。1）（12）Canada41（26，8）（14，6）（17。1）（31．7）（9。8）England＆Wales55（50．9）（73）（3．6）（382）一Finland32（43，8）（12．5）（9．4）（34．4）一Francel雛聾舞　　　　33鍵灘灘　　（455）雛灘嚢雛響灘　　（12・11，萎嚢難鑛。　　（33．3）　』撒「『鰻「』難懸，麟・，　　　　一Netherlands35（51。4）（22．9）一（25．7）−Poland79（27．8）（7。6）（17，7）（45。6）（1，3）PO血gal20（40．0）（25．0）（5，0）（25．0）（5。0）Sweden35（51。4）（11．4）（2．9）（28．6）（5。7）Switzerland84（58、3）（16．7）（11。9）（13，1）一USA2630．830．815．423．1一注前問（SQ7）で「はい」とした者のみが回答。S　Q9　凶器使用の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数505（43，0）（56．8）（02）Australia85（659）（32．9）（12）Canada41（46．3）（53。7）一England＆W田es55（38。2）（61．8）一Finland9（77。8）（222）一France33（1隷　　　．舘　　ン、．、（87勲　　　　　　　一』’　サ燭嘱蝦瞳鰍脚暢�s棚熾，、覇購灘齢翻騰講Netherlands35（34．3）（65，7）一Poland79（44，3）（55。7）一Portugal20（30．0）（70．0）一Sweden35（28，6）（71。4）一Switzerland84（452）（54．8）一USA2630．869．2一注　1　　2SQ7で「はい」とした者のみが回答。Finla皿dのデータには，欠損値がある。172法務総合研究所研究部報告18S　Q10けがの有無国　　名総数はいいいえわカ、らない総　　　数2，619（20．9）（77．9）（1．1）Australia412（20。4）（79．6）一Canada326（20．9）（78．8）（0．3）England＆Wales55（36．4）（61．8）（1．8）Finland123（55．3）（44．7）一France　　　　　　　　鰹　一。。勲燧i138湖�s　［（145）　悼纒癖w（855）一購灘鍵．．錬　蓋弥罵鴛学彫　　　　卦石Netherlands234（132）（86。8）一Poland388（183）（81．7）一Portugal68（27，9）（72。1）一Sweden260（18，1）（81。9）−Switzerland449（18．9）（75．1）（6。0）USA13023．176．20．8注　FinlandはS　Q6で「暴力を振るわれた」とした者，Engla皿d＆WalesはS　Q7で「はい」とした者，　Switzerlandは被害に遭った者全員，その他の国はS　Q7を，それぞれ総数としている。S　Q11治療の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数548（50．4）（49．5）（02）Australia84（52。4）（47．6）一Canada68（485）（515）一E皿gland＆Wales20（75．0）（25．0）一Finland68（42，6）（57。4）一France20（65！0）（35。0一層　’斧Netherlands31（45。2）（54。8）一Poland71（52，1）（47，9）一Portugal19（68，4）（31，6）一Sweden47（44，7）（55．3）一Switzerla皿d85（44．7）（54、1）（12）USA3056．743．3−注　S　Q10で「はい」とした者のみが回答。SQ12事件を犯罪と思うか国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数3，084（63．0）（30．4）（6．5）Australia425（65、9）（29．6）（45）Canada334（605）（365）（3。0）England＆Wales327（64．8）（32．1）（3．1）Finland243（51．0）（48．6）（0．4）France142（71・婁）（24．6）3．5mNetherlands248（49，6）（45。6）（4、8）Poland388（75．0）（11，1）（13．9）Portuga173（65，8）（27。4）（6，8）Sweden274（66，8）（25、9）（7。3）Switzerland449（58，1）（31．0）（10，9）USA13471．627．60．7第1回犯罪被害実態（暗数）調査173S　Q13警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数3，084（36。3）（61．1）（2．6）Australia425（42．6）（565）（09）Canada334（35，6）（635）（0．9）E皿gland＆Wales327（41，6）（56．3）（2，1）Finland243（255）（745）一France鰯灘灘難142鶏戴膨　陣溝　　　（32。4）灘．灘蹴（662）　　　　（1．4）難響麟Netherlands248（39。9）（56。9）（32）Pol｛md388（34。0）（61．3）（4．6）Portugal73（28。8）（69，9）（1，4）Sweden274（332）（65，3）（15）Switzerland449（33，4）（615）（5、1）USA13453．045．51．5S　Q14　警察に申告した理由貝　を取り保険金を得犯　は届け犯人を　ま再発を防ぐ助けを芝め犯人からの戻すためるため出るべきでえてほしいためるため賠償を得る国　　名総　数ある／重大／処罰してためな事件であるほしいから総　　　数1，118（3．0）（4．1）（31．0）（33，3）（39．0）（21．6）（3．7）Australia181一（3．3）（18．2）（5．0）（24．3）（28．7）一Canada119（0．8）（1．7）（32．8）（21．8）（22．7）（22。7）（0，8）E皿gland＆Wales136一一（27。9）（25。0）（36，8）（14．O）（15）Finland62一（3。2）（19．4）（46．8）（30．6）（27．4）（4。8）France46（13．0）　灘、　（8・7）　難　’　　（17．4）源（47．8）鰍2轟　　（17。4）灘　　　購盤醗〜悼珊蒲（65）鞭轟轟…1辮灘灘慧懸灘．懸漱．霧舞灘欝灘難翻麟灘．．嚢灘購難灘、rr響「再「剛「恥菩聯難鱗Netherlands99（4，0）（3。0）（28．3）（495）（25，3）（8．1）（3．0）Poland132（5，3）（3。0）（50，0）（57．6）（76．5）（43．2）（8．3）Po血ga121（95）一（42，9）（33．3）（47。6）（14．3）（4．8）Sweden91（55）（7．7）（37，4）（44．0）（44、0）（165）（22）Switzerlξmd150一（10，0）（34．0）（33．3）（37．3）（6。0）（8．0）USA715．64．235．236．649．329．62．8（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数1，118（19，6）（0。8）Australia181（35，9）（4．4）Canada119（445）一E且91a皿d＆Wales136（36。0）一Finl｛md62（4．8）一France46（13．0）一羅、灘鱒．1獺鞭難Netherlands99（12．1）一Pol2md132（3．8）一Portugal21（4．8）一Sweden91（12．1）一Switzerland150（1。3）（0、7）USA7116．9一（続き）注　1　　2前問（SQ13）で「はい」とした者のみが回答。重複選択による。174　SQ15警察の対応の満足度法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数満　足不　満わカ、らない総　　　数1，118（635）（32。1）（4．4）Australia181（702）（25．4）（4．4）Canada119（73，9）（235）（25）England＆Wales136（60，3）（34．6）（5．1）Finland62（72．6）（22．6）（4．8）Fmnce46（58．7）（39．1）（22Netherlands99（63．6）（32。3）（4．0）Poland132（485）（47．0）（45）Portugal21（28。6）（66，7）（4．8）Sweden91（725）（25，3）（22）Switzerland150（62．0）（30，0）（8。0）USA7164．832．42．8注SQ13でrはい」とした者のみが回答。　　　S　Q16警察の対応の不満理由分な対関心を、た犯人を見つ分の分な　過’切な　い到　　るのをしなかっなかったけられなを取り戻せ通知がなさを受けなが遅かった国　　名総　数たかった又はなかったれなかったかった／失逮捕できな礼だったかった総　　　数359（49。3）（25，1）（14．8）（25）（8．4）（18．9）（13。4）Australia46（45．7）．（8．7）噛一（21。7）（65）Ca皿ada28（50．0）（17，9）（10。7）一（7．1）（17、9）（3。6）England＆Wales47（31．9）（21．3）（21．3）（2。1）（6、4）（85）（6．4）Finland14（42。9）（35。7）（7。1）（7．1）一（14、3）（21。4）France18（61。1（11．1）（11。1（5．6）5．6（16．7）（222）凧穆Netherlands32（40，6）（9。4）（6。3）曹（6．3）（15。6）（9．4）Poland62（67．7）（33．9）（30。6）（3．2）（16，1）（29．0）（25．8）Portugal14（71、4）（28．6）（21．4）一（7。1）一（7．1）Sweden23（43．5）（30．4）（8。7）・（13。0）（13．0）（34．3）Switzerland45（48。9）（51。1）（8。9）一（4．4）（20．0）（4．4）USA2339．134．813．013．021．717．413．0（続き）国　　名総　数その他わからない総　　　数359（29。8）（0。6）Australia46（39．1）一Canada28（64．3）（3．6）England＆Wales47（51，1）一Finland14（14。3）一France18（22。2一Netherlands32（31。3）一Poland62（145）印Portugal14（7．1）一Sweden23（17．4）一Switzerland45（20．0）（2。2）USA2326．1一（続き）注　1　　2前問（S　Q15）でr不満であった」重複選択による。とした者のみが回答。第1回犯罪被害実態（暗数）調査175S　Q17　犯罪被害者専門機関からの援助の享受国　　名総　数は　いいいえわからない総　　　数1，501（7。8）（92，1）（0，1）Australia181（6．6）（92。8）（0，6）Canada119（185）（815）一England＆Wales136（19。1）（80．9）一Finland243（25）（975）一France　　　　　累｛　懲襲　102幌男　　　冊　　　’．22）　　（97．1）…賜’灘黙・襯一磯灘嚢Netherlands134（11，9）（88、1）『Poland366（3。6）（96，4）一Portugal48一（100．0）層Sweden91（13．2）（86・8）一SwitzerlandUSA719．990．1一注　1　Swi屹erla且dは，未調査である。　　2　Finland及びPolandは被害に遭った者を，France及びPo血galはS　Q12で　　　「はい」とした者を，Netherla皿dはSQ12でrはい」又はrわからない」とした　　　者を，その他の国はSQ13で「はい」とした者を，それぞれ総数としている。　　3　Netherlands及びpolandのデータには，欠損値がある。S　Q18犯罪被害者支援サービスの有用性国　　名総　数役に立たなカ、った役に立ったわカ、らない総　　　数1，384（51，7）（36・9）（11、4）Australia168（655）（32。1）（2，4）Cmada97（64、9）（28・9）（62）England＆Wales110（60、0）（33．6）（6．4）Fi皿1and237（63．7）（35。4）（0，8）France99（73．7）（22．2）（4，0）石Netherlands118（65，3）（22。9）（119）Poland354（22，0）（48。3）（29，7）Portugal48（27，1）（58。3）（14，6）Sweden79（60，8）（32．9）（6，3）SwitzerlandUSA6454．743．81．6注　1　前問（SQ17）で「いいえ」とした者のみが回答。　　2　SwiIzerlandは，未調査である。176　SQ19警察に申告しなかった理由法務総合研究所研究部報告18それほど自分で解決警察には向’わりに別が解に入つ警。、は何も国　　名総　数大ではない／損失がなした／犯人を知っていかない事件／警察は必の機関に届け出たしたていないできない／証拠がないいた要ない総　　　数1，885（36．7）（15．5）（10．6）（3。8）（2。3）（0，1）（1L1）Australia240（35．4）（7，9）（42）（92）（33）一（7，1）Canada212（335）（17．0）（5，7）（4．7）（2．8）一（4．7）En創and＆Wales184（26。1）（12，0）（8，7）（3，8）（1，1）層（9，8）Finland181（53．0）（19。3）（4，4）（5，0）（22）一（5．5）France94　　（34、0）’窪（22。3）　　（85）訂｝堺’　鰯捌苗ヴヴ鞘　　　（1，1）鵬難粥列�`躍鳴嘱糊鵬禦z鞘’匙（2，1）　　　　　甲弼　　　（7．4）覇鰯懸Netherlands141（305）（18，4）（7．8）（2．1）一−（5．7）Poland238（52．1）（15，1）（19。7）（25）（2，1）一（31，1）Portugal51（235）（9，8）（5。9）（2．0）（39）一（13．7）Sweden179（30．7）（20，1）（19。6）（1．1）（2．8）一（10．6）Switzerland276（37．0）（15，6）（12．7）（1．8）（1．4）（0，7）（10．1）USA6124．611．516．44．94．9一8．2（続き）警察は何も警察が　い（復　の恐その他わからない国　　名総　数してくれない／嫌い／警察の関与はれから）あえてしなし望まない総　　　数1，885（9．7）（2。9）（5．9）（21．2）（2。6）Australia240（5。8）一（5，4）（36，3）一Canada212（4．2）（2，4）（3．8）（36．3）（52）En創a皿d＆Wales184（8．2）（22）（4，9）（27．7）（5．4）Finland181（5．0）（0，6）（3。9）（11．6）層France94（9．6）一（5，3）　　。窯18・1）難難（1。1）難鑛鑛覇鞍1難獺i叢灘蟻．顯鐘遜熱．鞭灘鱗Netherlands141（7．8）一（2。8）（31，9）（1．4）Poland238（26。9）（10．1）（16，8）（2，1）（1．7）Portugal51（5．9）（3，9）（7．8）（255）甲Sweden179（10。1）（3，4）（3．4）（14．0）（2．8）Switzerland276（7．6）（25）（4．7）（12．3）（5。8）USA619．86．63．327．9甲（続き）注　1　S　Q13でrいいえ」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　S　Q20　（警察以外の）関係機関への届け出の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数1，671（15，0）（84．0）（1．0）Australia240（22。9）（75．8）（13）Canada212（22．6）（77。4）一En田and＆Wales184（21．7）（77．7）（05）Finland243（82）（91．4）（0，4）France94（5景）（94・71　　　　　　冒蟹鼎獣難難繊響翻鞭Netherlands141（19．1）（79，4）（1．4）Poland238（4。2）（92，9）（2．9）Portugal51（2，0）（98，0）一Sweden179（15．1）（832）（1．7）SwitzerlandUSA6123．077．0薗注　1　Finlandは，被害に遭った者を総数としており，その他の国は，　　　している。　　2　Switzerlandは，未調査である。S　Q13で「いいえ」とした者を総数と第1回犯罪被害実態（暗数）調査177S　Q21事件の重大性国　　名総　数とても重　　大ある程度重　　大それほど重大ではないわからない／無回答総　　　数3，084（31，8）（35．9）（30．6）（1，8）Austmlia425（36，9）（402）（21．6）（12）Canada334（38．0）（34．1）（272）（0．6）Engla皿d＆Wales327（40．7）（31．2）（28．1）一FinlImd243（185）（37．0）（44、4）一France142　　（3患・71懸灘難　懸、（45・轟1，、．1裂32λ．　撚r’ハ　　　　一窪羅1鍵灘懸藁撚，、・　「櫻p、．萎騰灘灘r廃際輪｛冠胃　�s、嚢難講Netherlands248（36。3）（27．0）（36．7）一Poland388（30．9）（39。7）（29，4）一Portugal73（43。8）（37，0）（192）一Sweden274（299）（39，4）（292）（15）Switzelland449（158）（35，6）（42，1）（65）USA13445．529．921．63．0178法務総合研究所研究部報告18【昨年の消費者詐欺の被害】Q22　被害の有無国　　名総　数ありなしわからない総　　　数23，3001，912（8．2）21ラ136（90．7）252（1。1）Australia2，005167（8．3）1，813（90．4）25（1．2）Canada2，078150（72）1，900（91．4）28（1，3）England＆Wales1，947120（62）1，823（93．6）4（0，2）Finland1，782185（10．4）1，596（89．6）1（0，1）France　　　1，000雛鰯鰯i48（4，8）　繍灘　　　　947講鰯露灘蕪譲翁（94．7）　　　　　　5（05）Netherlands2，00088（4。4）1，890（94．5）22（1，1）Poland5，276687（13。0）4，497（852）92（1，7）Portugal2，000132（6．6）1，847（92．4）21（1．1）Sweden2，001181（9．0）1，794（89、7）26（1．3）SwitzerlandUSA1，00010410．488288．2141．4注Swilzerlandは，未調査である。SQ1　被害場所設，動　多理ホテル，レ国　　名総　数建　築，工場で行わストラン，お　店それ以外わからない修繕作業れた作業飲食店総　　　数1，912（8．7）（4．9）（25）（48，0）（35．2）（0，7）Australia167（18．0）（7．2）（3．0）（192）（50．9）（1，8）Canada150（8．0）（8。0）（0，7）（12、0）（70，7）（0，7）Engla皿d＆Wales120（20．0）（10。0）−（20．8）（492）噂Finland185（8．6）（7，0）（2．7）（65．4）（162）一France48（10．4）　　幅（125）　　　（42）難麓灘叢　　（27・1）灘麹褻，　　（43，8）麓灘顯槻　　　（2．1）萎鐘1鐘鐘Netherlands88（205）（5．7）一（21．6）（51．1）（1，1）Poland687（4、7）（1。9）（15）（755）（16，0）（0．4）Portugal132（3．8）（15）（6，8）（34．1）（515）（2，3）Swede皿181（6．6）（7，7）（5，0）（53．0）（27，1）（0、6）SwitzerlandUSA10410．64．82．911．570．2一注　1　　2　　3前問でrはい」とした者のみが回答。以下の設問も同じ。直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。Switzerlandは，未調査である。S　Q2　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわカ、らない総　　　数1，912（5．7）（939）（0．4）Australia167（10。8）（88。0）（12）Canada150（13．3）（86，7）一England＆Wales120（10。0）（90，0）一Finland185（3、8）（96。2）一France48（14，6）（854）　　　　　　一”，騰秘「舞・、熊・、・帽・r爵鋤謎隔再Netherlands88（17．0）（83．0）甲Poland687（1．9）（97。4）（0、7）Portugal132（2．3）（97．0）（0．8）Sweden181（22）（97，8）一SwitzerlandUSA1048．791．3一注　Switzerlandは，未調査である。SQ3第1回犯罪被害実態（暗数）調査（警察以外の）関係機関への届け出の有無179国　　名総　数は　いし、いえわカ、らない総　　　数1，795（13，9）（85．2）（0．8）Australia147（25，9）（735）（0．7）Canada130（20．0）（79．2）（0。8）England＆Wales108（36．1）（63，9）尋Finland178（112）（88，8）一France41（122）（87，8）一…難灘灘鑛∫』螂』畳塑サ1灘灘雛Netherlands73（30。1）（69．9）一Poland669（6，0）（92．4）（1，6）Portugal128（125）（86。7）（0，8）Sweden177（6，8）（932）一SwitzerlandUSA9528．470．51．1注　1　　2前問（SQ2）で「いいえ」とした者のみが回答。Swi吃e−1a皿dは，未調査である。180法務総合研究所研究部報告18【昨年の汚職】Q23汚職の有無国　　名総　数ありなしわカ、らない総　　　数23，300316（1．4）22，874（98。2）110（05）Australia2ラ0055（02）1，998（99．7）2（0，1）Canada2，0788（0，4）2，067（995）3（0，1）England＆Walcs1，9472（0，1）1，945（99．9）一Finland1，7823（02）1，777（99．7）2（0．1）France1，00013（1，3）984（98・413（0。3）、蕪灘鱗攣灘雛鍵鐸鐡灘襲i顯難Netherlands2，0007（0．4）1，991（99，6）2（0．1）Poland5，276249（4．7）4，945（93，7）82（1，6）Portugal2，00024（12）1，974（98。7）2（0．1）Sweden2，0012（0，1）1，999（99。9）一SwitzerlandUSA1，00020．299799．710．1注Switzerlandは，未調査である。S　Q1　かかわっていた職員国　　名総　数政府の役　人税関の職　員警察官検査官，監督官等その他わからない／回答拒否総　　　数314（7．3）（6，1）（44。9）（1。6）（392）（1．0）Australia5（40。0）一（40。0）層一（20．0）Canada8（25，0）（25．0）（375）（12．5）一騨England＆Wales2一（100，0）一一一一Finland3（66．7）一一一（33。3）一France13（z畷≧鞭鑓（23・D高皿　　　曙ノ汚騰　鼎灘蕪（7．7）　　　一鰻灘衛雛繋鰯麟欝難灘難騨鰹馨灘襲，哩、曽　　、簸舗Netherlands7（28．6）（28．6）（28．6）一（14．3）一Poland247（12）（2、0）（47．8）（0．8）（48．2）一Portugal24（33，3）一（50，0）（8．3）（4。2）（4、2）Sweden2（50．0）一（50．0）一一曙SwitzerlandUSA250．0曹一一一50．O注　1　　2　　3　　4前問で「はい」とした者のみが回答。以下の設問も同じ。直近の事件についてきいている。以下の設問も同じ。Switzerla皿dは，未調査である。Polandのデータには，欠損値がある。S　Q2　警察への申告の有無国　　名総　数は　いいいえわからない総　　　数316（32）（965）（03）Austlalia5（20．0）（80，0）一Canada8（125）（875）一England＆Wales2一（100．0）一Finland3（33，3）（66．6）一France13一（100・9鑑一Netherlands7（14．3）（85。7）層Poland249（1．6）（98．0）（0．4）Portugal24（8，3）（91。7）一Sweden2一（100．0）一SwitzerlImdUSA2『100．0一注　Switzerlandは，未調査である。第1回犯罪被害実態（暗数）調査181S　Q3　（警察以外の）関係機関への届け出の有無国　　名総　数は　いいいえわからない総　　　数305（1．6）（97．7）（0、7）Australia4一（100。0）一Canada7一（100。0）一England＆Wales2一（100．0）一Finland2一（100．0）一France綴饗灘馨霧13（7・71　　　（92．3）嚢蕪鱗織　　　　　　一軍轟麟麟纈嚇煎奮穂謬・繍轍嚇Netherlands6（33．3）（66．7）一Poland244（0．8）（98．4）（0．8）Po血gal22−（100．0）甲Sweden2一（100。O）一SwitzerlandUSA2一100．0曹注　1　　2前問（SQ2）でrいいえ」とした者のみが回答。Switzerlandは，未調査である。国　　名総　数とても安　全まあまあ安　　全や　や危ないとても危ない無回。決して外出しない総　　　数27，323（29，8）（43，3）（17，9）（75）（15）Australia2，005（22．1）（40，3）（212）（14．1）（2．3）Canada2，078（425）（39，8）（11．4）（4，9）（1．3）England＆Wales1，942（24，4）（46．4）（17，9）（75）（3．8）Finland1，782（442）（36．8）（152）（2．6）（12）France1，000（40．9）（34，4）（142）（9・o）（15）叢鵜鰯醗鰻Netherlands2，000（39．0）（41、8）（13．3）（6．0）一Poland5，276（115）（482）（282）（9。3）（2。8）Portugal2，000（202）（50．4）（22．6）（6．8）（0。1）Sweden2，001（485）（35．6）（11，6）（3．0）（1．1）Switzerland4，028（41，1）（34．7）（12．4）（11。4）（0。3）USA1，00045．434．810．25．44．2182　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18【犯罪被害に対する不安】Q24　居住地域における夜間の一人歩きに対する不安国　　名総　数とても安　全まあまあ安　　全や　や危ないとても危ない無回答総　　　数23，291（50，7）（402）（72）（15）（04）Australia2，001（52．2）（38，0）（8．0）（1．7）一Canada2，078（66．3）（29，4）（3。2）（1，0）（0．2）En菖land＆Wales1，942（593）（33．9）（4。8）（1。1）（0．8）Finland1，782（78。1）（18，3）（3，0）（0．4）（02）France�`灘雛盤灘麟　　　1，000蟹i鞭’　　　（62・鍵難灘灘醸、　　　（31，6）鐵覇醗叢（4．8）盤籔欝。写　卜’揺〕‘　　r　　　（1，4）、灘難懸轍　　　　　一轍購灘鱗Netherlands2，000（70。9）（24．8）（3．8）（0，7）一Poland5，276（255）（56．6）（13。9）（2，9）（1，1）Portuga12，000（375）（51，7）（8。8）（2，1）一Sweden2，001（73．6）（22。0）（3．6）（05）（0．2）SwitzerlImdUSA1，00070．624．92．91．10．5注En畠la皿d＆Wales及びSwitze−1andのデータには，欠損値がある。Q25　自宅に夜間一人でいることの不安注　1　　2Q26国　　名総　数非常にあり得るあり得るあり得ないわカ、らない総　　　数27，529（35）（25．7）（61。3）（95）Australia2，005（8．6）（28。1）（565）（6．8）Canada2，078（4．8）（24。4）（65．9）（4．9）England＆Wales1，942（5，6）（27。8）（57．8）（8．9）Finland1，782（0．7）（12．7）（84．3）（2．3）France1，000累　　　　　　膨翻（2．7）　　　　（41．9）義覇難欝1．（425）　　　　（12・2乏鰻鯉腰緩脚捌燗煕Netherlands2，000（35）（15。0）（62．1）（19．6）Poland5，276（3，1）（23。2）（58．4）（15．3）Portugal2，000（3．8）（55、0）（41．2）一Sweden2，001（09）（14．2）（79，0）（5．9）Switzerland4，234（3、2）（255）（625）（8．7）USA1，0003．112．379．05．6Swi吃erlandは，未調査である。Australia及びEngland＆Walesのデータには，欠損値がある。不法侵入の被害に遭う不安注　E皿gland＆Walesのデータには，欠損値がある。【警察活動について】Q27警察の防犯活動に関する認識第1回犯罪被害実態（暗数）調査国　　名総　数非常に良くやっているまあまあくやっているやや不十分である非常に不十分であるわからない総　　　数27，529（12，7）（495）（20，6）（54）（11．8）Austlalia2，005（18．9）（57。3）（10．0）（3，1）（10．7）Canada2，078（30．1）（57。4）（5．9）（12）（5，4）En創and＆Wales1，942（15．3）（57。4）（12．1）（4．7）（105）Finland1，782（14．6）（55．4）（19．0）（3，4）（75）France1，000　　　（9，8）灘鐡難麟（53。6）　　（12。7）羅難鰯　　　（4．3）萎欝議灘　　《19・←）蕪灘灘難Netherlands2，000（52）（45．9）（175）（4．9）（26．7）Poland5，276（1．9）（43．0）（41．6）（92）（42）Portugal2，000（4。9）（38．7）（35．9）（129）（7．7）Sweden2，001（13，1）（47。8）（16，1）（5，0）（17。9）Switzelland4，234（17。3）（51．5）（10。9）（32）（17，0）USA1，00040．248．74．61．94．6注　England＆Walesのデータには，欠損値がある。Q28警察の親切さに関する認識国　　名総　数全く同感どちらかと言えば同感どちらかと言えば反対全く反対わからない総　　　数27ラ527（20．3）（47．7）（18．3）（5．0）（8．7）Australia2ラ005（25．7）（552）（11．2）（2．1）（5。7）Canada2，078（375）（50、4）（7。0）（0．9）（4。1）England＆Wales1，940（24．1）（49．8）（13。0）（4，6）（85）Finland1，782（383）（464）（12．2）（1．8）（13）France雛灘鍵羅鐵嚢灘1，000　　（235）譲灘緩羅　　G7・勲鎌鱗羅’薔轍騰縮ア麟礁漸、．　　（15．2）灘蕪撒叢、羅繕1、蜘接麹灘註　　　（7．1）鍵、鍵懸Netherlands2，000（8．7）（35，3）（21。4）（5．1）（29．6）Poland5，276（5．0）（47，1）（36，1）（9．9）（2．0）Portugal2，000（12．7）（51，0）（22，4）（8．0）（5．9）Sweden2，001（405）（43，0）（6、3）一（10．1）Switzerland4，234（185）（48．6）（17．4）（5。9）（95）USA1，00038．749．35．61．74．7注　En創and＆Walesのデータには，欠損値がある。Q29住んでいる地域の人ロ国　　名総　数10，000人以下10，001〜50，000人50，001〜100，000人100，001〜500，000人500，001〜1，000，000人1，000，001人以上わカ、らない総　　　数23，153（27，4）（21．0）（102）（135）（65）（9．1）（123）Australia2，005（53）（173）（6。6）（11．7）（4。4）（532）（15）Canada1，938（105）（21，4）（17。0）（12．1）（16．3）（9．1）（13。6）Engla皿d＆Wales1，940（30．4）（225）（7。8）（6．8）（2。7）（4．4）（254）Finland1，782（28。0）（353）（11．6）（15．8）（9．3）一一France1，000（485）　　　肋　　　’（17。8）　　　　（8．4）鍵鶴鞭（8．6）、、　、（る4）　　　　（4．6）馨購難麟　　　　（9．7）難鐵覇・Netherlands2，000（20．7）（31。8）（115）（10．4）（52）（1，3）（19．3）Poland5，276（40。7）（17．6）（9，9）（19．9）（8。0）（3、9）一Portugal2，000（41．5）（95）（52）（3。3）（42）一（36。4）Sweden2，001（30、0）（24．7）（13，3）（10．9）（4，0）（12．6）（44）SwitzerlandUSA1，00026．724．79．18．22．85．023．5注　1　　2Sw地erlandは，未調査である。Canada及びEn如�pd＆Walesのデータには，欠損値がある。183184法務総合研究所研究部報告18【量刑について】Q30犯罪者に適当な刑の種類国　　名総　数罰金刑拘禁刑社会奉仕命　　令執行猶予その他わカ、らなし総　　　数23，292（10．7）（33。0）（39．6）（7。4）（4．0）（5．4）Australia2，005（8。2）（372）（35。4）（10．4）（3．9）（4，9）Canada2，078（9．3）（442）（32，8）（3．3）（7，0）（3．3）England＆Wales1，939（72）（50。2）（29．0）（5．1）（42）（4。3）Finland1，782（14，9）（18．7）（46．3）（16。2）（22）（1．6）France　　　1ヲ000灘鞠懇（7・喪）（11．8）　　（69，0）（5．0）　　　（1．9）i鶴羅（4．9）Netherlands2，000（10，7）（365）（30。7）（105）（4．9）（6．9）Poland5，276（10．2）（20。9）（54．7）（5．3）（3．7）（52）Portugal2，000（9．7）（25．1）（54．6）（0．7）（6。0）（4，1）Sweden2，001（11．1）（30，1）（47。3）（43）（2。9）（4．3）SwitzerlandUSA1，0009．254．820．61．17．46．9注　1　　2　　3Switzerlandは，Q30・Q31ともに，未調査である。E皿gland＆Walesのデータには，欠損値がある。Japanには，　r社会奉仕命令」の選択肢はない。Q31適当な拘禁刑の刑期1月以下6月未満6月以上1　　年2　　年3　　年4　　年5　　年国　　名総　数1月未満1月以上6月未満12月未満1年以上2年未満2年以上3年未満3年以上4年未満4年以上5年未満5年以上6年未満総　　　数7，670（5。6）（23，8）（15．9）（19。7）（12。7）（4，9）（1、4）（5。7）Australia746（8．6）（38．5）（11．7）（17．6）（9，7）（2．1）（0．4）（4．7）Canada919（45）、（24。0）（13，4）（19．3）（18．0）（4。7）（05）（6。9）England＆Wales974（1，7）（23．2）（19。3）（15．8）（13．2）（6．1）（1。1）（8。9）Finland318（142）（46．9）（135）（18、2）（4．1）（0。6）（0，3）（1．3）France118（16。1）（33．1）（11。0）（17．8）（7漁）（0，8）（9二8）（1・7）　　裟寒講　懸灘　’“　　　　　　　騰麟灘離照灘rrr州　』「齢鯉　　　融ぎ舐　「，1難師甜。灘　　伽衛、眠。。骨縦Nethedξmds729（10．6）（272）（132）（15。1）（8．4）（3，8）（1。1）（5．6）PolImd1，104（0．5）（85）（14．8）（23．8）（19．1）（8。3）（25）（9．0）Portuga1501（3．4）（14。6）（11，6）（26．9）（162）（8．0）（3，8）（4．6）Sweden602（11，6）（43。0）（19．4）（14．1）（3．3）（12）（05）（15）SwitzerlandUSA5482．612．213．922．316．27．50．97．8（続き）6〜10年11〜15年16〜20年21〜25年26年以上終身刑国　　名総　数6年以上10年未満10年以上15年未満15年以上20年未満20年以上25年未満25年以上無期刑わからない総　　　数7ラ670（2．6）（0．4）（02）（0．1）（0．1）（0。7）（63）Australia746（1．1）（0．1）（0．3）（0．1）一（0，1）（5、1）Canada919（2．7）（05）（0．1）（0。1）一（1．0）（4。4）En田a皿d＆Wales974（3．3）一（0．1）（0．3）一（0，9）（6．0）Finlmd318（0．9）一一一一一『France　　　　サ鱗。118縦’罵　　（1，7）“西罵鷺纏撒繊彫　　（0．8）鐡髪　襯備一一一（0．8）（7．6）無　　　謙灘，。ゴ、難．馨、　鰯を訓醐灘齢羅膵．．．．、難灘i灘騰灘欝繍、灘灘難i萎灘難．1霧懸翻難羅Netherlands729（1．8）（α3）（0．3）一（0．1）（0．7）（11．9）Poland1，104（4。1）（05）一（05）（0．4）（1，0）（7。0）Portugal501（5。8）一一一一一（52）Sweden602（0．7）一一一一（0．5）（42）SwitzerlandUSA5484．90．90．7一一0．79．3涯　　　　　　ユ　　　イ（続き）注　1　　2　　3前問（Q30）でr拘禁刑」とした者のみが回答。項目欄は，上段が他の比較対象国の，下段がJapanの，それぞれの選択肢をさす。Finlandのデータには，欠損値がある。第1回犯罪被害実態（暗数）調査185【個人及び世帯についての情報】Q32年齢　　　　　　　　総数総数27，534（続き）　国　　　　　総　　　50〜54歳総数27，53420〜24歳25〜29歳35〜39歳　　（1q・1）65〜69歳注　1　本問は，生まれた年を西暦で問い，その数値をもとに年齢を想定する（たとえば，1980年生まれの者を　　　20歳としている。）方法によって，参加国間で統一を図っている。　　2　その他の国は略。Q33　住居形態国　　名総　数アパート／マンションテラスハウス一戸建て住　　宅公共の建物（病院等）その他総　　　数　甥潔婁〔覇�s顔　　「霧魏鱒鵬　　23，287勘壌（31・7）　　（39ゐi鮪「穣「簿（44・8），鍵　　　（25〜、簾勲鰯載馳聾勉識ア注　1　Swi胞erlandは，下記S　Q1ともに未調査である。　　2　その他の国は略。S　Q1　住居の防犯設備国　　名総　数侵入防止警報機特別のドア鍵特別の窓／ドア格子番犬高い塀管理人／ガードマン公的な近隣自警団組織総　　　数23，330（12，0）（41．1）（13．9）（22，1）（12．0）（4，8）（11，1）Australia2，005（235）（67．6）（41。8）（419）（30、3）（4。4）（4．4）Canada2，078（22．9）（532）（20。0）（302）（19．8）（10。8）（29，3）England＆Wales1，947（35。3）（702）（30。1）（24。0）（36，9）（3．6）（42．1）Finland1，782（3。7）（36，4）（85）（16。7）（5．6）（11．3）（4．2）France　　　　　　翫　　　亜1，000（13．0）（41．1）．‘沼1（22。9）騨、、、、q7・4）（155）　　　（6．7）難、灘鍵Netherlands2，000（113）（69，7）（142）（14．9）（14．0）（65）（11．6）Poland5，276（1。6）（17，9）（2．5）（22。8）（3．7）（0。8）（1。9）Portugal2，000（8。2）（36．7）（85）（8．5）（3，0）（0．8）（0．6）Sweden2，001（9．1）（42。6）（7．3）（15．3）（23）（2。6）（25）SwitzerlandUSA1，00023．454．321．035．115．66．729．0（続き）互いの　をこれらで国　　名総　数監視するための隣人との助け合いは護られていない回答拒否の申し合わせ総　　　数23，330（39．9）（25。9（2，8）Austmlia2，005（72．2）（2、6（3．8）Canada2，078（69。0）（6。6（2．6）E皿gland＆Wales1，947（72。9）（3．3（3、7）Finland1，782（52．6）（20。0）一France1，000（48．1）　　　（17。6）「戯「　’糊弼贋蝋韻　　　（3，6）Netherlands2，000（16．6）（1．7）Poland5，276（33．4）（42．6）（3．1）Portugal2，000（8．9）（40。7）（1．4）Sweden2，001（37．1）（27。3）（L6）SwitzerlandUSA1，00059．07．310．2（続き）注　1　重複選択による。　　2　Japanには「公的な近隣自警団組織」の，Netherla皿dsにはr…助け合いの申し合わせ」の選択肢はない186法務総合研究所研究部報告18Q34青少年犯罪対策両　による学校でのよ貧困を　らより　い＿犯罪に対すその他わからない厳しいしっり厳しいしす／雇用を察活動／警る刑を重くけ／より良つけ／より改善する官の増員する／刑罰国　　名総　数い子育て／法律を尊重良い教育を厳しくするすることを教える家庭教育総　　　数23，330（54．6）（28．9）（27。9）（165）（25。7）（25．0）（9，3）Australia2，005（21．8）（202）（12．0）（5．5）（175）（465）（195）Canada2，078（32．9）（22．4）（9．0）（3．9）（27．6）（52，3）（11、4）E皿gland＆Wales1，947（24。4）（18．3）（9．4）（6、9）（13．7）（60，8）（14．3）Finland1，782（50．9）（17。9）（11．8）（6．8）（22．9）（36，0）（6．8）France1，000　　（67。4）灘灘鑛…（375）　　（36．0）灘灘麟　　（！ρ・2）灘灘露’‘！2，棄）　　、“藪裟）繍繍纏。、，1醗瞬欝醸．、属．（72）Netherlands2，000（349）（4。4）（3．4）（3。1）（12．2）（27．0）（15，3）Poland5，276（79．4）（39．8）（655）（30．9）（42．2）（3。4）（05）Po血gal2，000（51，9）（275）（30．8）（14，7）（102）（33。3）（10。7）Sweden2，001（71，8）（41．9）（362）（31。7）（159）（11。1）（3．9）SwitzerlandUSA1，00030．817．02．32．514．311．636．9注　1　　2Switzerlandは，未調査である。重複選択（最多3項目まで）による。Q35銃器の所有第1回犯罪被害実態（暗数）調査国　　名総　数は　いいいえ回答拒否わカ、らない総　　　数27，523（14．9）（84，0）（0、9）（02）Australia2，005（9，7）（89．4）（0，7）（0。1）Canada2，078（20．8）（77，6）（12）（0，3）England＆Wales1，936（5．9）（93。8）（0．3）（0、1）Finland1，782（30．6）（69。0）（0．4）一France1，000、慨、、．圧1顯》縫灘撫鞭＿，、．．鑛識繋霧麟態、，，。　　　　（1．6）　　　　（q・4）’囎　　　　　　’緒寮Netherlands2，000（3．8）（94，9）（0．9）（0．6）Poland5ラ276（4．6）（94．4）（1，0）一Portugal2，000（13．8）（84．3）（1．3）（0，7）Sweden2，001（18．1）（81。6）（02）（0，1）Switzerland4，234（30．3）（69。2）（05）一USA1，00037．856．05．21．0注　England＆Walesのデータには，欠損値がある。　　　S　Q1　所有している銃器の種類国　　名総　数拳　銃散弾銃ライフヲレ空気銃その他回答拒否わからない総　　　数4，100（25。0）（55．8）（26。4）（16．3）（9．7）（2．0）（22）Australia195（10。3）（39．0）（61．5）（13。3（4，6）（4。1）（7，7）Canada433（9．0）（50．6）（50。6）（182（5．1）（4．6）（4．8）England＆Wales114（2．6）（465）（132）（465）（6，1）（1．8）（4，4）Finland545（20。6）（602）（44．4）（39．6）（6，8）（0．4）（0，6）France灘騨騒鍵霧175（12．6）（58．9）（25，7）（9・雲（4．6）（3．4）一藝鐵灘蒙馨聾灘響難纒醗難難響．嚢鱗遜1轟．灘醗麟譲謹Netherlands75（20．0）（13。3）（5。3）（57．3）（6，7）（13）（2，7）Poland243（28．4）（202）（4．5）（21，8）（35．0）（33）（3．3）Portugal275（29．8）（582）（11．6）（11．6）（15）（22）（1．1）Sweden362（9．7）（53．6）（52．5）（17．7）（11．6）（1．9）（2．8）Switzerland1，283（34．8）（70，1）一一（11．1）（0。4）（0。3）USA37848．150．553．220．48．24．25．0注　1　前問でrはい」とした者のみが回答。　　2　重複選択による。　　　S　Q2　銃器の所有理由国　　名総　数狩猟のため射撃（スポーツ）収　　　コレクターズアイテム）犯罪防止／自衛のため軍隊／警察としてこれまでずっと家にあったからわからない／回答拒否総　　　数4，100（382）（21．6）（6．0）（10。8）（5，4）（8．5）（7．0）Australia195（33．3）（20．0）（5，1）（4。6）（3．1）（3．1）（26．7）Canada433（68．6）（17．8）（55）（4。6）（1．6）（7．6）（12．7）England＆Wales114（29．8）（465）（35）（1．8）（0、9）（10．5）（465）Finland545（60．0）（44。0）（35）（1．1）（22）（7．0）（5．3）France175　　　（47．4）i覇罐鰯（11・“1　　　（9・1〜1韓魏。、（12．6）（4．0）（1741（9。1）Netherlands75（12、0）（45．3）（10．7）（8、0）（9，3）（14．7）（2。7）Poland243（20．6）（62）（12）（44．0）（16．0）（3。3）（0．8）Portuga1275（51．6）（15．3）（1．8）（222）（7．6）（6。9）（22）Sweden362（75，4）（19．9）（1．7）（0．8）（4．4）（6．9）（5，8）Switzerland1，283（3．7）（13．3）（69）（5，4）（5．9）（45）（1．4）USA37860．831．214．336．57．928．39．3注　1　　2　　3Q35で「はい」とした者のみが回答。重複選択による。Japanには，　「軍隊／警察として」の選択肢はない。187188法務総合研究所研究部報告18Q36夜間外出頻度国　　名総　数ほとんど毎　　日少なくとも週　1　回少なくとも月　1　回月　1回以　　下決　し　て外出しないわからない総　　　数23，286（8，8）（34．3）（19．3）（21，0）（15．6）（1．0）Australia2，005（115）（50．6）（202）（129）（3．8）（1，0）Canada2，078（14，7）（54．6）（165）（9，8）（3、7）（0．7）E皿gland＆Wales1，933（14．7）（49。4）（16．6）（12，7）（5，3）（1．4）Finland1，782（5．3）（24．2）（31．6）（302）（82）（05）France1，000（7．3）　　、（37f！）．、、、■聾　’（22・2）’男霧�s螂脇’縦プ�`’』．．、qξε）（14，7）、脳瀞．棚鞘偲ゑNetherlmds2，000（7．3）（51．2）（199）（13．0）（72）（15）Poland5，276（9．5）（23．8）（148）（21。7）（29。4）（0，7）Portuga12，000（10．2）（21．6）（9，7）（24．0）（33，8）（0，8）Sweden2，001（2．5）（24，0）（32，3）（34．7）（6、3）（0，2）SwitzerlandUSA1，00010．447．120．112．75．44．3注　1　　2Switzerlandは，未調査である。England＆Walesのデータには，欠損値がある。Q37就業状況国　　名総　数働いている求職中（失業中）主婦・主夫無職（定年退職者等）学　生その他わからない総　　　数27，515（543）（4，1）（8。8）（24．0）（75）（12）（0．2）Australia2，005（63，4）（43）（5。9）（19．8）（3．9）（25）（0．1）Canada2，078（60，4）（5。0）（62）（19．9）（75）（0、9）（0。1）England＆Wales1，931（61．4）（2，4）（7，7）（22．8）（4．0）（12）（05）Finland1，782（53．4）（65）（2．9）（25．3）（10．4）（1。3）（02）France1，000（51。7）　　「銚．鋸麟（6．4）賜撚懸纒1　　　（7，9）　　（05）丁調　．贈「　　舗　　　　　曹撚　灘「鰻鐡1難難麟灘灘蕪謹離1懇灘灘．灘羅灘鋲罵炉、轟醸鱗几Netherlands2，000（56。1）（1。0）（135）（21．6）（5，6）（2。4）曹Poland5，273（41。2）（92）（4．7）（36．9）（6．9）（1。3）一Po血gal2，000（46，0）（2．7）（18．2）（21．1）（10．7）（1。4）一Sweden2，001（59。0）（2．5）（4．0）（23．6）（10．1）（0。7）（0．0）Switzerland4，234（56．3）（1．1）（11。3）（20．3）（10、2）（0．7）（0．1）USA1，00058．92．27．823．15．01．21．8注　England＆Walcs及びPolandのデータには，欠損値がある。Q38　教育歴（学校教育年数）　　国　　名　　総　数　12年未満・轟織灘轟辮舞鐵鞭議蕪舞（基本統計量）12年間　13〜15年16〜18年（1総　（19・7）　（14・1）　　　　．顯醸麟、羅鍵麗繊灘，「19年以上わからない／回答拒否　　（3・8）　（1・6。難灘騨難蕎難鑛灘蟻、、国　　名総　数平均値中央値最小値最大値標準偏差総　　　数21，66611．81120473．87Australia1，91713．02120303．61Canada1，88713．31131303．59E咽and＆Wales1，83512．70121292．90Finland1，58211．94124304．05France90511．87121233．67馨難鰹霧鰹灘灘1麟鞭難、鍵鶴霧灘灘義、灘Netherlands1，84312．35121354．16Poland5，22611．13111343．50Portugal1，6697．9361254．54Sweden1，79111．68121473．65SwitzerlandUSA93213．72141283．50注　1　　2　　3Switze−landは，未調査である。Pola皿d以外は，前問（Q37）で「学生」とした者を除く。基本統計量は，　rわからない／回答拒否」を除く。第1回犯罪被害実態（暗数）調査189Q39世帯収入国　　名総数50％より上位50％より下位わからない上　位25％以上上　位25〜50％わからないわからない下　位25〜50％　　　位25％以下／回答拒否総　　　数27，513（205）（22．4）（22）（0，9）（25，0）（15，9）（13．1）Australia2，005（365）（23．3）（4．6）（1，0）（15，6）（8，3）（10。6）Canada2，078（17．9）（26．9）（2．1）（1，3）（20、9）（17，0）（13．9）England＆Wales1，931（21，9）（24。4）（3。4）（1、6）（20．0）（15，6）（13．1）Fi皿lmd17782（26，9）（28。9）（1．3）（0。4）（255）（14．8）（2．1）France繕灘丸。］鰯億…ぜ’繊脳鰹翻釜　　1，000■「　「翻「「。．樽癬、纏隷　　（19。0）覇。　（3二蕊）。．（賜）。．姦墨≧，．＿側、、，（3』61。（12・6）　鵬鋤塗齢嚢鰯蒙、軍嚢露錘、　魯“1径孕獄　　飯　　　　　’冨軍　　■翻僻癬　　　　　モNetherl�pds2，000（285）（18。1）（2．1）（12）（17。2）（10．3）（22。8）Poland5，271（14。8）（20．1）（1．0）（05）（29。3）（31．6）（2。7）Portugal2，000（13。0）（11。6）（1，1）（0．7）（17。8）（12．8）（43．1）Sweden2，001（16．1）（35．2）（12）（05）（27．9）（14．9）（4．1）Switzerland4，234（202）（21．8）（2．4）（0。5）（33。1）（75）（14．5）USA1，00014．328．03．30．924．110．019．4注　1　各国における世帯年問収入の四分位値を使用している。　　2　Japanの四分位値は，総務省統計局のr貯蓄動向調査」に基づき，上位25％は1，024万円，　　　50％は758万円，下位25％は396万円とした。　　3　England＆Wales及びPolandのデータには，欠損値がある。Q40　世帯収入の満足度国　　名総　数満足しているまあまあ満足している不満であるとても不満であるわカ、らない総　　　数23，284（265）（37．7）（23。8）（10．5）（15）Austlalia2，005（13。1）（58。8）（17．6）（7．4）（3．2）Canada2，078（45。9）（30。7）（155）（5．9）（2．1）Engla皿d＆Wales1，931（37。7）（36．2）（16。1）（6．8）（3．2）Finland1，782（40。3）（30．1）（21．8）（6．7）（1、1）France1，000332）（36。1）22．1）（8．6）一Netherlands2，000（64．O）（26。6）（7、0）（25）一Poland5，276（4。4）（26．0）（42．3）（25．8）（15）Po1加ga12，000（18。1）（45．9）（26．7）（9．4）一Sweden2，001（29．8）（47．0）（14，9）（7．2）（1．0）SwitzerlandUSA1，00045．033．012．34．65．1注　1　　2Switzerlandは，未調査である。Engla皿d＆Walesのデータには，欠損値がある。190Q41婚姻関係法務総合研究所研究部報告18国　　名総　数独　身（未婚）既婚　百（結婚はしていない）離　婚／別　居死　別回答拒否／わカ、らない総　　　数27，518（23．7）（55．0）（5．6）（65）（8，7）（05）Australia2，005（23，7）（53。4）（62）（8，9）（7。1）（0．7）Canada2，078（26．9）（482）（6．7）（10，6）（6，6）（0．9）England＆Wales1，931（222）（52。1）（6，8）（10，4）（7．9）（05）Finland1，782（22．6）（49。3）（14．1）（6，9）（6，7）（0。4）France1，000（25．9）（475）11．1（7，1（8．0）（0．4）Netherlands2，000（21。6）（55，6）（8．7）（5．0）（8。4）（0。8）Poland5，276（19．5）（60，8）（0，7）（45）（14。3）（0．1）Portuga12，000（21。8）（645）（1，7）（2．7）（92）（0，3）Sweden2，001（28．7）（40。7）（19．5）（4。9）（5。8）（0，3）Switzerland4，234（30．3）（50．4）（3。0）（8．3）（7．4）（05）USA1，00023．354．92．19．57．92．3注　England＆Walesのデータには，欠損値がある。Q42世帯当たりの人員国　名　総数　1人　2人　S　Q1　世帯の16歳以上の人数国名　　　　　2人　S　Q2　世帯の16歳以上の男性の人数国名　　　　　1人注その他の国は略。3　人　　4　人　　5　人　　6人以上　回答拒否3人4人以上2　人　　3　人　4人以上第1回犯罪被害実態（暗数）調査1912　質問紙（日本語版）第6555号国際犯罪被害実態調査平成12年1月支局番号地点番号対象番号調　　査　　員　　名点　　検　　者　　名Q1　【調査員記入】　　（性別）1男性2女性シート＝01�J《まず，はじめに車に関する犯罪被害についてお聞きします。》Q2　過去5年間，すなわち1995年（平成7年から）から，あなたの世帯で，自家用の乗用車，バン，トラックを所有　　していた人はいましたか。1はい丁一2いいえ一E；（Q3へ）�KQ2−S　Q1　過去5年間に，あなたの世帯で使っていた車は何台あることが多かったですか。1　　　2　　　3　　　41台　　2台　　3台　　4台　5　　　　　65台以上　　　わからない�LQ2−SQ2過去5年間に，あなた又はあなたの世帯で自家用の乗用車，バン，トラックを盗まれたことがありますか。　1誘るi2ない　3わからない�MQ2−SQ3それでは車の盗難以外に過去5年間に，あなた又はあなたの世帯でカーラジオなどの車に置いてあった物，又は車のミラーやタイヤなどの車の部品を盗まれたことがありますか。車の破損はここに含めないでください。また，車の盗難時に起きた車上盗難も含めないでください。　1iはいi2いいえ．　3わからない�NQ2−S　Q4　盗難とは別に，過去5年間に，あなたの世帯が保有する自家用の乗用車，バン，トラックが故意に傷　　　　つけられたり破損されたりしたことがありますか。自分が故意であると考える場合は含めてください。　　　　なお，交通事故は含めないでください。　1iあるi2ない　3わからない�O192法務総合研究所研究部報告18《原付自転車，スクーター，オートバイに関する犯罪被害についてお聞きします。》Q3　過去5年間，あなたの世帯で原付自転車，スクーター，オートバイを保有していた人がいましたか。　1は　い丁　2いいえ．一E；（Q4へ）�PQ3−S　Q1過去5年間に，あなたの世帯で使っていた原付自転車，かったですか。スクーター，オートバイは何台あることが多11台22台3　　　　4　　　　5　　　　　　63台　　4台　　5台　　わからない�QQ3−S　Q2過去5年間に，りますか。あなた又はあなたの世帯で原付自転車，スクーター，オートバイが盗まれたことがあ　1あ　るi　2な　い　　3わからない�R《自転車に関する犯罪被害についてお聞きします。》Q4　過去5年間に，あなたの世帯で自転車を保有していた人がいましたか。子どもの自転車を含めます。　1は　い丁　2いいえ「二（Q5へ）�SQ4−SQ1　過去5年間に，あなたの世帯で使っていた自転車は何台のことが多かったですか。11台22台3　　　　4　　　　　　53台　　　4台　　　5台以上　　6わからない�SQ4−S　Q2過去5年間に，めます。あなた又はあなたの世帯で自転車が盗まれたことがありますか。子どもの自転車を含　1は　い1　2いいえ，　　3わからない�K《次に，お宅への不法侵入被害についてお聞きします。》Q5　過去5年間に，誰かがあなたの家又はアパートに許可なく入り込み，何かを盗んだ，又は盗もうとしたことがあ　　　りましたか。ここでは，車庫，納屋，物置，倉庫は家には含めません。また，地下室は含めますが，別荘での盗　　難は含めません。　1あ　るi　2な　い　　3わからない�SQ6　今お答えいただいたこととは別に，過去5年間に，誰かがあなたの家やアパートの中に侵入しようとした形跡が　　ありましたか。例えば，鍵やドア，窓が壊されたり，鍵の周りに傷跡などがありましたか。　1は　いi　2いい凡　　3わからない�S第1回犯罪被害実態（暗数）調査193《次に，あなた自身に起こったことについてお聞きします。既にお答えいただいた事項や世帯の他の人について起こっ　たことは含めないでください。》Q7　過去5年間に，あなたは暴力又は脅迫により何かを盗まれた（強盗事件に遭われた）ことがありますか。また，　　誰かに暴力や脅迫によって何かを奪われそうになったことがありますか。スリの被害は除いてください。　1あ　るi　2な　い　　3わからない�SQ8　窃盗は，暴力を伴う強盗とは異なり，スリや財布，衣類，宝石，スポーツ用具を盗むことなど様々です。これら　　は職場，学校，飲食店，公共の交通機関，海岸，町中などで起こり得ます。すでにお聞きした家での被害を除い　　て，過去5年間にあなた自身がこれらの盗難の被害者となったことがありますか。　1あ　るi　2な　い　　3わからない�S《ここからは，これまでにあなた自身が被害者となった暴力犯罪についてお聞きしたいと思います。》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つかQ9　次はお答えしにくい質問かもしれませんが，ご容赦下さい。人はしばしば性的な目的のために他人を掴んだり，　　触ったり，暴行を加えたりすることがあり，それが実に許し難い場合があります。これは家又はその他の場所，　　飲食店，町中，学校，公共の交通機関，映画館，海岸，職場などで起こり得ます。過去5年間に，あなたはこれ　　　らの行為による被害を受けたことがありますか。ゆっくり考えてください。家庭内の性的暴行を含めてお考えく　　ださい。　1あ　る　2な　い　　3わからない�SQ10　今までお聞きした事件を別として，過去5年間に，家又は飲食店，町中，学校，公共の交通機関，海岸，あなた　　の職場などで，本当に恐怖を感じるような暴行や脅迫を受けたことがありますか。家庭内暴力を含めてください。　　　（調査員注＝男性に対する性的暴力が上げられた場合は含めてください。）　1あ　るi　2な　い　　3わからない�S「1二（Q11へ）Q10−S　Q1　ゆっくりとお考えください。この種の事件は，あなたのパートナー，家族，親しい友人が関係してい　　　　　　ることがあります。これまでに述べた事件は別にして，過去5年間に，あなたは自分が知っている相　　　　　　手から本当に恐怖を感じるような暴行や脅迫を個人的に受けたことがありますか。　1は　いi　2いい凡　　3わからない　4回答拒否�S194法務総合研究所研究部報告18《ここからは，あなた又はあなたの世帯に対して起こった犯罪について詳しくお聞きします。》Q2−S　Q2で「1車が盗まれたことがある」と答えた方に，それ以外はQ12へQ11車の盗難についてお聞きします。それが起こった時期はいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，そ　　れともそれ以前ですか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）に○をする》　　　（「1今年jと「3それ以前」の複数回答はr　l今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）「二（Q11−SQ2丁　3それ以前　　　　　4わからない／思い出せない�SQ11−SQ1　それは1999年に何回ありましたか。1　　　　21回　　　2回3　　　　4　　　　　　5　　　　　　　63回　　　4回　　　5回以上　　　わからない�K《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q11−S　Q2〔回答票1〕　（最も最近の）車の盗難にあったのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，海　　　　　　外のいずれでしたか。　　　1　　　　　　　2　　　　　3　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　（ウ）自宅（車庫，納屋，　自宅付近　　　職場私設車道を含む）　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　�L　（エ）　　　（オ）　　（カ）市町村内　　　国内　　　海外　　　わから　　　　　　　　　　　　　　　ないQ11−SQ3　（最も最近の事件で）盗難にあった車は戻りましたか。　1は　い　2いいえ．�MQ11−S　Q4　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。Q11−S　Q5　1は　い　2いいえ，　　3わからない�Nすべてのことを考慮に入れると，その事件はどの程度あなた又はあなたの世帯にとって重大でしたか。それはとても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�S第1回犯罪被害実態（暗数）調査195Q2−S　Q3で「1車上盗難にあったことがある」と答えた人に，それ以外はQ13へQ12　あなたがさきほど，回答された車上盗難が起こったのはいっですか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，それ　　　ともそれ以前ですか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）に○をする》　　　（「1今年」と「3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）τTIQ12−SQ2）一「一　3それ以前　　　　　4わからない／思い出せない�S（Q12−SQ2）Q12−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。1　　　　21回　　　2回3　　　　4　　　　　　53回　　　4回　　　5回以上　　6わからない�Q《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q12−S　Q2〔回答票1〕　（最も最近の）車上盗難が起こったのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，　　　　　　海外のいずれでしたか。　　　1　　　（ア）自宅（車庫，納屋，私設車道を含む）　2　　　　　3　　　　　4　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）自宅付近　　　職場　　　市町村内5（オ）国内6（カ）海外7わからない�SQ12−S　Q3　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い丁　2　　　　　　　　　　3いいえ　　　　　　　わからないr二（Q12−SQ7順Q12−SQ8へ）�SQ12−S　Q4〔回答票2〕届け出たのは，どういう理由からですか。あなたが届け出ていない場合は，他の人が届け出た理由をお答えください。（M．A．）123456789（ア）財産を取り戻すため（イ）保険金を得るため（ウ）犯罪は届け出るべきである／重大な事件である（エ）犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから（オ）再発を防ぐため（カ）助けを求めるため（キ）犯人からの賠償を得るため（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�J196法務総合研究所研究部報告18Q12−S　Q5　全体的に，あなたの届け出に対する警察の対応に満足しましたか。　　　1　　　　　　　　　　　　　　2はい（満足した）　　　　　いいえ（不満であった）一「二π可2．SQ8へ一「｝一　　3　　　　　　　　　　　�Kわからない｝一［二πQ12−SQ8へ）Q12−S　Q6〔回答票3〕あなたが満足できなかった理由は何ですか。いくっでもお答えください。（M．A．）123456789（ア）十分な対処をしなかった（イ）関心を持たなかった（ウ）犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった（エ）自分の財産を取り戻せなかった（オ）十分な経過通知がなされなかった（カ）適切な扱いを受けなかった／失礼だった（キ）到着するのが遅かった（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない　　　　　　　　　（ここまで聞けばQ12−S　Q8へ）（Q12−S　Q3で「2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q12−S　Q7〔回答票4〕どうして届け出なかったのですか。いくつでもお答えください。（M．A．）�L1　（ア）それほど重大ではない／損失がない2　（イ）自分で解決した／犯人を知っていた3　（ウ）警察には向かない事件／警察は必要ない4　（エ）代わりに別の機関に届け出た5　（オ）家族が解決した6　（カ）保険に入っていない7　（キ）警察は何もできない／証拠がない8　（ク）警察は何もしてくれない9　（ケ）警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない10（コ）（復讐の恐れから）あえてしない11（サ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）12　　　わからない�M�NQ12−S　Q8すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどれくらい重大でしたか。とても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�O第1回犯罪被害実態（暗数）調査197Q2−S　Q4で「1車が破損されたことがある」と答えた人に，それ以外はQ14へQ13　あなたの車への破損行為がなされたのはいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，それともそれ以前　　ですか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合，2の昨年（1999年）にOをする》　　　（r　l今年」と「3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　�J　　　今　年　　　　　　　昨年（1999年）　　　　　それ以前　　　　　わからない／思い出せない　　　r二（Q13．SQ2丁　　一一一一一一Eπ繭　Q13−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　5　　　　　6　　　　　　　　　　　　�K　　　　　　　1回　　　2回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Ql3−S　Q2〔回答票5〕　（最も最近の）車が破損されたのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は，国内，海　　　　　　外のいずれでしたか。　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　（ア）　　　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）　　　（オ）　　（カ）　　　　　　　自宅（車庫，納屋，　自宅付近　　　職場　　　市町村内　　　国内　　　海外　　　わから　　　　　　　私設車道を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないQ13−S　Q3　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。Q13−S　Q4　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　�M　　　は　い　　　　　　　いいえ　　　　　　　わからないすべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどのくらい重大でしたか。とても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�NQ3−S　Q2で「1原付自転車，スクーター，オートバィが盗まれた」と答えた方に，それ以外はQ15へQ14　あなたの原付自転車，スクーター，オートバイの盗難についてお聞きします。それが起こったのはいつでしたか。　　今年ですか，昨年（1999年）ですか，それともそれ以前ですか。　　　《盗難に複数回遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年〉に○をすること》　　　（r1今年」とr3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　�O　　　今年　　　昨年（1999年）　　　それ以前　　　わからない／思い出せない　　　「二（Q14−SQ2π「「一　　　　　　　　（Q14−SQ2へ）　Q14−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　5　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　�P　　　　　　　　1回　　　2回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない198法務総合研究所研究部報告18《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q14−S　Q2〔回答票6〕（最も最近の）原付自転車，スクーター，オートバイを盗まれたのは，自宅，　　　　　　職場，市町村内，又は国内，海外のいずれでしたか。　　　1　　　　　　　2　　　　　3　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　（ウ）自宅（車庫，納屋，　自宅付近　　　職場私設車道を含む）自宅付近，　4　　　　5　　　6　　　　7　　�Q　（エ）　　　（オ）　　（カ）市町村内　　　国内　　　海外　　　わから　　　　　　　　　　　　　　　ないQ14−SQ3　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。Q14−S　Q4　1は　い　2いい凡　　3わからないすべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどのぐらい重大でしたか。とても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�R�SQ4−S　Q2で「1自転車が盗まれたことがある」と答えた方に，それ以外はQ16へQ15先にお答えいただいた自転車の盗難が起こったのはいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，それと　　　もそれ以前ですか。　　　《盗難に複数回遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）に○をすること》　　　（「1今年」と「3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）「二（Q15−SQ2π「「一　3それ以前　　　　　4　　　　　　　　�Jわからない／思い出せない（Q15−S　Q2へ）Q15−S　Q　l　それは1999年に何回ありましたか。11回2　　　　3　　　　4　　　　　5　　　　　　　62回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない�K《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q15−S　Q2〔回答票6〕　（最も最近の）自転車の盗難にあったのは，目宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，　　　　　　海外のいずれでしたか。　　　　　　　　　　1　234567�S　　　　　　　　　　（ア）　　　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）　　　（オ）　　　（カ）　　　　　　　自宅（車庫，納屋，　自宅付近　　　職場　　　市町村内　　　国内　　　海外　　　わから　　　　　　　私設車道を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないQ15−S　Q3　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。Q15−S　Q4　1は　い　2いいえ．　　3わからないすべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどのぐらい重大でしたか。とても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�M�N第1回犯罪被害実態（暗数）調査199Q5でr1不法侵入者があった」と答えた方に，それ以外はQ17へQ16あなたは過去5年間に誰かがあなたの家に侵入して何かを盗んだり，盗もうとしたことがあるとお答えいただき　　　ましたが，それが起こったのはいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，それともそれ以前ですか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）に○をすること》　　　（r1今年」とr3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　�O　　　今　年　　　　　　　昨年（1999年）　　　　　　それ以前　　　　　　　わからない／思い出せない　　　「二（Q16．SQ2マ　　　　Q16−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　5　　　　　　6　　　　　　　　　　　　�P　　　　　　　　1回　　　2回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない　｛過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》　Q16−SQ2（最も最近のとき）実際に何かを盗まれましたか。　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�Q　　　　　　　　　　　　は　い　　　　　　　　　　いいえ　　　　　　　　　　　　T　　　　r二（Q16−SQ4へ）　Q16−SQ3　あなたは盗まれた物の価格はだいたいどれぐらいだと思いますか。おおよそで結構ですからお答えく　　　　　　　ださい。　　　　　　　　　（十僚）（億）（千万）（百万）（十万）（万〉（千）（百）（十）（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�S〜�S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円Q16−S　Q4Q16−S　Q5盗まれた物以外に財産上の損害がありましたか。　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　2　　　　　は　い　　　　　　　　　いいえ　　　　一「　　　　r二（Q16−SQ6へ）その損害の額はだいたいどれぐらいだと思いますか。おおよそで結構ですからお答えください。　（構）（億〉（千万）（百万〉（十万）（万）（千）（百）（十）（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円シート＝02　�J�K〜�S200法務総合研究所研究部報告18Q16−SQ6　あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い丁　2　　　　　　　　　　　　3いいえ　　　　　　　　わからないr二（Q16−SQ12へ「【〜Q16−SQ13へ）�SQ16−S　Q7〔回答票7〕届け出たのは，どういう理由からですか。あなたが届け出ていない場合は，他の人が届け出た理由をお答えください。（M．A．）123456789（ア）財産を取り戻すため（イ）保険金を得るため（ウ）犯罪は届け出るべきである／重大な事件である（エ）犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから（オ）再発を防ぐため（カ）助けを求めるため（キ）犯人からの賠償を得るため（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�SQ16−S　Q8　全体的に，あなたの届け出に対する警察の対応に満足しましたか。　　　1　　　　　　　　　　　　　　2はい（満足した）　　　　　いいえ（不満であった）一rE而6．SQ1。ヘア丁　　3わからない一’［二πQ16−SQ10へ）�SQ16−S　Q9〔回答票8〕あなたが満足できなかった理由は何ですか。いくつでもお答えください。（M．A．）123456789（ア）十分な対処をしなかった（イ）関心を持たなかった（ウ）犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった（エ）自分の財産を取り戻せなかった（オ）十分な経過通知がなされなかった（カ）適切な扱いを受けなかった／失礼だった（キ）到着するのが遅かった（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�SQ16−S　Q10　犯罪被害者に情報を提供したり，実際的又は精神的な支援を与えるための機関を設立している国があ　　　　　　ります。あなた又はあなたの世帯は，そのような専門機関から援助を受けましたか。Q16−SQ11　1は　い「二（Q16−SQ13へ）　2いいえ一丁犯罪被害者を支援する専門機関のサービスは，それがあれば，あなた又はあなたの世帯にとって役に立ったと考えますか。�S　　　　　1いいえ（役に立たなかった）　　　2はい（役に立った）　　3わからない�S（ここまで聞けぱQ16−S　Q13へ）第1回犯罪被害実態（暗数）調査201（Q16−SQ6でr2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q16−S　Q12〔回答票9〕どうして届け出なかったのですか。いくつでもお答えください。（M．A．）12345678910（コ）1112（ア）それほど重大ではない／損失がない（イ）自分で解決した／犯人を知っていた（ウ）警察には向かない事件／警察は必要ない（エ）代わりに別の機関に届け出た（オ）家族が解決した（カ）保険に入っていない（キ）警察は何もできない／証拠がない（ク）警察は何もしてくれない（ケ）警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない　　　（復讐の恐れから）あえてしない（サ）その他（　　わからない）�S�SQ16−SQ13すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどれくらい重大でしたか。非常に重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�SQ6でr1住居侵入未遂があった」と答えた方に，それ以外はQ18へQ17　あなたがさきほど回答された住居侵入未遂が起こったのはいつですか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，そ　　れともそれ以前ですか。　　　《複数回盗難に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）に○をする》　　　（「1今年」と「3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）r二（Q17−SQ2π　3それ以前　　　　　4わからない／思い出せない�S（Q17−S　Q2へ）Q17−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。11回2　　　　3　　　　42回　　　3回　　　4回　55回以上　　6わからない�K《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q17−S　Q2（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが，事件を警察に届け出ましたか。　1は　い　2いいえ．　　3わからない�SQ17−S　Q3すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなた及びあなたの世帯にとってどのぐらい重大でしたか。とても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�M202法務総合研究所研究部報告18Q7で「1暴力や脅迫によって何かを盗まれたことがある」と答えた方に，それ以外はQ19へQ18　あなたがさきほど回答された強盗事件に遭われたのはいっでしたか。今年ですか，昨年（1999年）ですか，それ　　　ともそれ以前ですか。　　　《複数回強盗に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年）にOをすること》　　　（「1今年」と「3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）「二（Q18−SQ2丁　3それ以前　　　　　4わからない／思い出せない�N（Q18−S　Q2へ）Q18−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。11回22回33回4　　　　　　54回　　　5回以上　　6わからない�O《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q18−S　Q2〔回答票10〕　（最も最近の）事件に遭われたのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，海外　　　　　　のいずれでしたか。1（ア）自宅　2　（イ）自宅付近3　　　　　4　　　　　　5（ウ）　　　（エ）　　　（オ）職場　　　市町村内　　　国内6　　　　　　7（カ）海外　　　わからない�SQ18−S　Q3　犯人は何人でしたか。　11　人　22　人　33人以上　　4わからない�QQ18−S　Q4〔回答票11〕　（一番最近の事件について）あなたは犯罪時に犯人の名前又は顔を知っていましたか。12345（ア）犯人を知らなかった（イ）（少なくとも1人は）顔を知っていた（ウ）（少なくとも1人は）名前を知っていた（エ）犯人を見なかった　　わからない�S第1回犯罪被害実態（暗数）調査203Q18−S　Q5　犯人（の中で誰か）は，ナイフや銃，その他の凶器もしくは凶器になりそうな物を持っていましたか。　1は　い丁　2いいえ．　　3わからない（Q18−SQ9へ）�SQ18−S　Q6〔回答票12〕それは何でしたか・　（M．A．）　1　　　　　　　　　2（ア）　　　　　　　（イ）ナイフ　　　　　　　銃r二（Q1，一SQ，）丁　3　（ウ）その他の凶器／棒　4　（エ）凶器になりそうな物5わからない一｝一一一一一一一E彌天）�JQ18−S　Q7それは拳銃又は銃身の長い銃でしたか。（M，A．）　　　　　《銃身の長い銃には，散弾銃，ライフル，マシンガンを含みます》　1拳　銃　　　　　　　　　2銃身の長い銃（散弾銃，ライフル，マシンガン）　　3わからない�KQ18−SQ8凶器は実際に使われましたか。なお，ナイフ／その他の凶器／棒はそれを使って脅かされたり身体に触れた場合，銃はそれにより脅かされたり実際に撃たれた場合を言います。　1は　い　2いいえ．�LQ18−S　Q9　犯人は実際に何かを奪い取りましたか。　1は　い　2いいえ．�MQ18−S　Q10　あなた又は誰かが，その事件を警察に届け出ましたか。　　　　　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　�N　　　　　　　　は　い　　　　　　　いいえ　　　　　　　わからない　　　　　　　　一「　　　一【（Q18−SQ16−18へ）Q18−S　Q11〔回答票13〕届け出たのはどういう理由からですか。あなたが届け出ていない場合は，他の人が届け出　　　　　　た理由をお答えください。（M．A．）123456789（ア）財産を取り戻すため（イ）保険金を得るため（ウ）犯罪は届け出るべきである／重大な事件である（エ）犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから（オ）再発を防ぐため（カ）助けを求めるため（キ）犯人からの賠償を得るため（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�O204法務総合研究所研究部報告18Q18−S　Q12全体的に，あなたの届け出に対する警察の対応に満足しましたか。　　　1　　　　　　　　　　　　　　2はい（満足した）　　　　　いいえ（不満であった）一一τ苅8−SQ14へ一一　　3わからない一一【ニマ’Q18＿S　Q14へ）�PQ18−SQ13〔回答票14〕あなたが満足できなかった理由は何ですか。いくつでもお答えください。（M，A．）123456789（ア）十分な対処をしなかった（イ）関心を持たなかった（ウ）犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった（エ）自分の財産を取り戻せなかった（オ）十分な経過通知がなされなかった（カ）適切な扱いを受けなかった／失礼だった（キ）到着するのが遅かった（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�QQ18−SQ14犯罪被害者に情報を提供したり，実際的又は精神的支援を与えるための機関を設立している国があります。あなたはそのような専門機関に連絡しましたか。　1は　い一1コ（Q18−SQ18へ）　2いいえ．丁�RQ18−SQ15犯罪被害者を支援する専門機関のサービスは，それがあれば，あなたにとって役に立ったと考えますか。　　　　　1いいえ（役に立たなかった）　　　2はい（役に立った）　　3わからない�S（ここまで聞けばQ18−S　Q18へ）（Q18−SQ10で「2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q18−S　Q16〔回答票15〕どうして届け出なかったのですか。いくつでもお答えください。1　（ア）それほど重大ではない／損失がない2　（イ）自分で解決した／犯人を知っていた3　（ウ）警察には向かない事件／警察は必要ない4　（エ）代わりに別の機関に届け出た5　（オ）家族が解決した6　（カ）保険に入っていない7　（キ）警察は何もできない／証拠がない8　（ク）警察は何もしてくれない9　（ケ）警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない10（コ）（復讐の恐れから）あえてしない11（サ）その他（12　　　わからない）（M．A．）�J�K第1回犯罪被害実態（暗数）調査205（Q18−SQ10で「2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q18−S　Q17　ちょっと確認させてください。あなた又は誰かが，その事件を取り扱うことができる機関に届け出ま　　　　　　したか。　1は　い　2いいえ，　　3わからない�LQ18−S　Q18すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなたにとってどれくらい重大でしたか。とても重大で　　　　　　したか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�MQ8で「1窃盗の被害を受けたことがある」と答えた方に，それ以外はQ20へQ19　あなたがさきほど回答された，家での被害を除く窃盗に遭われたのはいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）　　ですか，それともそれ以前ですか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の昨年（1999年〉に○をすること》　　　（r1今年」とr3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今年　　　昨年（1999年）「＝（Q19−SQ2丁　3それ以前　　　　　4　　　　　　　　�Nわからない／思い出せない（Q19−S　Q2へ）Q19−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。11回2　　　　3　　　　4　　　　　　5　　　　　　　62回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない�O《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q19−S　Q2〔回答票16〕　（最も最近）事件に遭われたのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，海外の　　　　　　いずれでしたか。　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　6　　　　　　7（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）　　　（オ）　　（カ）自宅　　　自宅付近　　　職場　　　市町村内　　　国内　　　海外　　　わからない�PQ19−S　Q3（最も最近の事件では）あなたが盗まれた物は抱えていたり持っていたりしたものですか。（例えば，　　　　　　それはスリでしたか。）　1は　い　2いい凡　　3わからない�QQ19−S　Q4　（最も最近の事件のとき）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い　2いいえ．　　3わからない�RQ19−S　Q5　すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなたにとってどれくらい重大でしたか。とても重大で　　　　　　したか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�S206法務総合研究所研究部報告18Q9でr1性的暴力を受けた」と答えた方に，それ以外はQ21へQ20　あなたは性的犯罪の被害を受けたと回答されました。そのことについて伺ってもよろしいでしょうか。その事件　　が起こったのはいっでしたか。今年でしたか，昨年（1999年）でしたか，それともそれ以前でしたか。　　　《複数回被害に遭っている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合2の昨年（1999年）に○をすること》　　　（「1今年」とr3それ以前」の複数回答はr1今年」を優先する）　1　　　　　　　　　　　2今　年　　　　　　　昨年（1999年）「二（Q20−SQ2πr「『　3それ以前　　　　　4わからない／思い出せない�JQ20−SQ　l　それは1999年に何回ありましたか。1　、1回2　　　　3　　　　4　　　　　52回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　6わからない�K《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》Q20−S　Q2〔回答票17〕　（最も最近）事件に遭われたのは，自宅，自宅付近，職場，市町村内，又は国内，海外の　　　　　　いずれでしたか。1（ア）自宅　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　6　（イ）　　　　（ウ）　　　　（エ）　　　　（オ）　　　（カ）自宅付近　　　職場　　　市町村内　　　国内　　　海外7わからない�SQ20−S　Q3　犯人は何人でしたか。　11　人　22　人　33人以上　　4わからない�MQ20−S　Q4〔回答票18〕　（最も最近の事件について）あなたは，犯罪時に犯人の名前又は顔を知っていましたか。　　1　　（ア）犯人を知らなかった　　　　2　　　（イ）（少なくとも1人は）顔を知っていた　　　　3　　　（ウ）（少なくとも1人は）名前を知っていた（Q20−S　Q6へ）　　4　　　　　　　　�N　（エ）犯人を見なかったr二πる20−SQ6へ）Q20−S　Q5〔回答票19〕犯人は，あなたの配偶者，元配偶者，パートナー，元パートナー，恋人，元恋人，家族・親戚又は親しい友人でしたか，それとも一緒に働いたことのある人でしたか。（M．A．）　《調査員注＝明確でない場合，犯罪時点で元配偶者，元パートナー，元恋人であったかをはっきりさ　せること》123456789（ア）配偶者，パートナー（その時点で）（イ）元配偶者，元パートナー（その時点で）（ウ）恋人（その時点で）（エ）元恋人（その時点で）（オ）家族・親戚（カ）親しい友人（キ）一緒に働いていた／働いたことのある人（ク）上記の誰でもない　　回答拒否�O第1回犯罪被害実態（暗数）調査207Q20−S　Q6　犯人（の中で誰か）は，ナイフや銃，その他の凶器もしくは凶器になりそうな物を持っていましたか。　1は　い一「　2いい7し　　3わからない（Q20−S　Q9へ）�PQ20−S　Q7〔回答票20〕それは何でしたか。（M．A．）　1（ア）ナイフ2（イ）銃3（ウ）その他の凶器／棒　　　4　　　（エ）凶器になりそうな物5わからない�QQ20−SQ8凶器は実際に使われましたか。なお，ナイフ／その他の凶器／棒はそれを使って脅かされたり身体に凶器が物理的に触れた場合，銃はそれにより脅かされたり実際に撃たれた場合を言います。　1は　い　2いいえ．�RQ20−SQ9〔回答票21〕事件は，レイプ（強制的なセックス），レイプ未遂，強制わいせつ，又はあなたにとって許し難い行為（痴漢，セクハラなど）のどれに当てはまりますか。　1（ア）レイプ　2　（イ）レイプ未遂　　3　　（ウ）強制わいせつ　　　　4　　　（エ）（痴漢，セクハラなど）　許し難い行為5わからない�SQ20−S　Q10　あなたは事件を犯罪であると考えますか。　1は　い　2いいえ，　　3わからない�JQ20−S　Q11　あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い一「　2　　　　　　　　　　　　3いいえ　　　　　　　　わからないr二（Q20−SQ17へ両Q20−SQ19へ）�KQ20−S　Q12〔回答票22〕届け出たのはどういう理由からですか。あなたが届け出ていない場合は，他の人が届け出　　　　　　た理由をお答えください。（M．A．）1234567（ア）犯罪は届け出るべきである／重大な事件である（イ）犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから（ウ）再発を防ぐため（エ）助けを求めるため（オ）犯人からの賠償を得るため（カ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�L208法務総合研究所研究部報告18Q20−S　Q13全体的に，あなたの届け出に対する警察の対応に満足しましたか。　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　はい（満足した）　　　　　いいえ（不満であった）　　　　　わからない　　　　　　　一「ニマ雨0．SQ15ヘアー一丁『『一　　一貫Q20．SQ15へ）Q20−SQ14〔回答票23〕あなたが満足できなかった理由は何ですか。いくつでもお答えください。（M．A．）Q20−SQ1512345678（ア）十分な対処をしなかった（イ）関心を持たなかった（ウ）犯人を見っけられなかった又は逮捕できなかった（エ）十分な経過通知がなされなかった（オ）適切な扱いを受けなかった／失礼だった（カ）到着するのが遅かった（キ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない犯罪被害者に情報を提供したり，実際的又は精神的支援を与えるための機関を設立している国があります。あなたはそのような専門機関に連絡しましたか。　1　　　　　　　　　　　　　20ま　　い　　　　　　　　　　　　　　　　いい7し「二（Q20−SQ19へ）丁�M�N�OQ20−S　Q16犯罪被害者を支援する専門機関のサービスは，それがあれば，あなたにとって役に立ったと考えますか。　　　　　1いいえ（役に立たなかった）　　　2はい（役に立った）　　3わからない�P（ここまで聞けばQ20−S　Q19へ）（Q20−SQ11でr2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q20−S　Q17〔回答票24〕どうして届け出なかったのですか。いくつでもお答えください。123456789（ア）それほど重大ではない／損失がない（イ）自分で解決した／犯人を知っていた（ウ）警察には向かない事件／警察は必要ない（エ）代わりに別の機関に届け出た（オ）家族が解決した（カ）警察は何もできない／証拠がない（キ）警察は何もしてくれない（ク）警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない（ケ）（復讐の恐れから）あえてしない10（コ）その他（11　　　わからない）（M．A．）�Q�R（Q20−SQ11でr2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q20−S　Q18　ちょっと確認させてください。あなた又は誰かがその事件を取り扱うことができる機関に届け出まし　　　　　　たか。　1は　い　2いい凡　　3わからない�SQ20−SQ19　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　　　　　　　　　　　　　209すべてのことを考慮に入れると，その事件はあなたにとってどのぐらい重大でしたか。それはとても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　�S　とても重大　　　　　ある程度重大　　　　　それほど重大ではないQ10で「1暴行や脅迫を受けたことがある」もしくはQ10−S　Q1でr1はい」と答えた方に，それ以外はQ22へQ21あなたがさきほど回答された暴行事件又は脅迫事件に遭われたのはいつでしたか。今年ですか，昨年（1999年）　　ですか，それともそれ以前ですか。　　　《複数回被害者となっている場合，少なくともそれが1999年に1回あった場合は2の（1999年）に0をすること》　　　（r1今年」とr3それ以前』の複数回答はr1今年」を優先する）　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　�K　　　今　年　　　　　　　昨年（1999年）　　　　　それ以前　　　　　　　わからない／思い出せない　　　一「二；（Q21＿SQ2丁　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Q21＿SQ2へ）　Q21−S　Q1　それは1999年に何回ありましたか。　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　5　　　　　6　　　　　　　　　　　　�S　　　　　　　　1回　　　2回　　　3回　　　4回　　　5回以上　　　わからない　《過去5年間に複数回被害に遭っている場合，最も最近の事件についてお答えください。》　Q21−SQ2〔回答票25〕　（最も最近）事件に遭われたのは，自宅，目宅付近，職場，市町村内，又は国内，海　　　　　　　外のいずれでしたか。1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　　5　　　　6　　　　　　7（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）　　　（オ）　　　（カ）自宅　　　自宅付近　　　職場　　　市町村内　　　国内　　　海外　　　わからない�MQ21−S　Q3　犯人は何人でしたか。11　人Q21−S　Q4〔回答票26〕　　1　　（ア）犯人を知らなかった22　人　33人以上　　4わからないQ21−S　Q5�N（最も最近の事件について）あなたは犯罪時に犯人の名前又は顔を知っていましたか。　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　�O　　　　　　　（イ）　　　　　　　　　（ウ）　　　　　　　（エ）　　　　（少なくとも1人は）　　（少なくとも1人は）　　犯人を　　　　顔を知っていた　　　　　名前を知っていた　　　　見なかった　　　　　（Q21＿S　Q6へ）　　　　　　　　　　　　　一「二；一颪21−S　Q6へ）〔回答票27〕犯人は，あなたの配偶者，元配偶者，パートナー，元パートナー，恋人，元恋人，家族・親戚又は親しい友人でしたか，それとも一緒に働いたことのある人でしたか。（M．A．）　　1　（ア）配偶者，パートナー（その時点で）　　　6　（カ）親しい友人　2　（イ）元配偶者，元パートナー（その時点で）　7　（キ）一緒に働いていた／働いたこと　3　（ウ）恋人（その時点で）　　　　　　　　　　　　　　のある人　　　　　　　　　　�P　4　（エ）元恋人（その時点で）　　　　　　　　　8　（ク）上記の誰でもない　5　（オ）家族・親戚　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　回答拒否210Q21−S　Q6Q21−S　Q7Q21−S　Q8Q21−S　Q9Q21−SQ10Q21−SQl1Q21−SQ12　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18実際に何が起こったのか教えていただけますか。脅迫されましたか，暴力をふるわれましたか。　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　�S　脅迫されただけ　　　　暴力をふるわれた　　　　　わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．庶解1二皇鯉包．…．．…．．．．．＿犯人（の中で誰か）は，ナイフや銃，その他の凶器もしくは凶器になりそうな物を持っていましたか。　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　�S　　は　い　　　　　　　いいえ　　　　　　　わからない．．Ti＿…．．．．．．．…．……．．．．＿……．．…．．．．．輿ヒ章皇19曾…，…。…〔回答票28〕それは何でしたか。（M．A．）　　1　　　2　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　�S　（ア）　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　　　　　（エ）　ナイフ銃その他の凶器／棒凶器になりそうな物わからない凶器は実際に使われましたか。なお，ナイフ／その他の凶器／棒はそれを使って脅かされたり身体に触れた場合，銃はそれにより脅かされたり実際に撃たれた場合を言います。　　　　　　　　　シ噛卜・03　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�J　　は　い　　　　　　　いいえその結果，あなたはけがをしましたか1’　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�K　　は　い　　　　　　　いいえ．．TI＿…。……，．，．…二F．勲二鞭璽＿．．…．、．．．一．。…．．＿，＿＿一＿＿＿．…その結果，あなたは医師又は医療関係者の治療を受けましたか。　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�L　　．堅…竺…、＿．．．．．…．．、．．．1懸．．．．．．あなたはその事件を犯罪であると考え簿男1許…”…’…”…”…”…”辱…””。冒甲…”　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　�M　　は　い　　　　　　　いいえ　　　　　　　わからない第1回犯罪被害実態（暗数）調査211Q21−S　Q13　あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い「「　2　　　　　　　　　　3いいえ　　　　　　　わからないr二（Q21−SQ19調Q21−SQ21へ）�NQ21−SQ14〔回答票29〕届け出たのはどういう理由からですか。あなたが届け出ていない場合は，他の人が届け出　　　　　　た理由をお答えください。（M．A．）123456789（ア）財産を取り戻すため（イ）保険金を得るため（ウ）犯罪は届け出るべきである／重大な事件である（エ）犯人を捕まえてほしい／処罰してほしいから（オ）再発を防ぐため（カ）助けを求めるため（キ）犯人からの賠償を得るため（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�OQ21−S　Q15全体的に，あなたの届け出に対する警察の対応に満足しましたか。　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　はい（満足した）　　　　　いいえ（不満であった）　　　　　わからない　　　　　　　　　『1．SQ17へ「一「一一　　一ニマQ21−SQ17へ）Q21−S　Q16〔回答票30〕あなたが満足できなかった理由は何ですか。いくつでもお答えください。　（M，A。）Q21−SQ17Q21−SQ18123456789（ア）十分な対処をしなかった（イ）関心を持たなかった（ウ）犯人を見つけられなかった又は逮捕できなかった（エ）自分の財産を取り戻せなかった（オ）十分な経過通知がなされなかった（カ）適切な扱いを受けなかった／失礼だった（キ）到着するのが遅かった（ク）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない犯罪被害者に情報を提供したり，実際的又は精神的支援を与えるための機関を設立している国があります。あなたはそのような専門機関から援助を受けましたか。　　　1　　　　　　　　　　　　　　　2　　は　い　　　　　　　　　　　いいえ　　一E二（Q21＿S　Q21へ）　　　’一「一犯罪被害者を支援する専門機関のサービスは，それがあれば，か0　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　2　　いいえ（役に立たなかった）　　　　はい（役に立った）あなたにとって役に立ったと考えます　　3わからない�P�Q�R�S（ここまで聞けばQ21−S　Q21へ）212法務総合研究所研究部報告18（Q21−SQ13r2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q21−S　Q19〔回答票31〕どうして届け出なかったのですか。いくっでもお答えください。（M，A．）12345678910（コ）1112（ア）それほど重大ではない／損失がない（イ）自分で解決した／犯人を知っていた（ウ）警察には向かない事件／警察は必要ない（エ）代わりに別の機関に届け出た（オ）家族が解決した（カ）保険に入っていない（キ）警察は何もできない／証拠がない（ク）警察は何もしてくれない（ケ）警察が怖い／嫌い／警察の関与を望まない　　（復讐の恐れから）あえてしない（サ）その他（　　わからない）�S�S（Q21−SQ13r2警察に届け出なかった」と答えた方に）Q21−S　Q20　ちょっと確認させてください。あなた又は誰かが，その事件を取り扱うことができる機関に届け出ま　　　　　　したか。　1は　い　2いいえ　　3わからない�SQ21−SQ21すべてを考慮に入れると，その事件はあなたにとってどのくらい重大でしたか。それはとても重大でしたか，ある程度重大でしたか，それほど重大ではありませんでしたか。　　1とても重大　　2ある程度重大　　　　3それほど重大ではない�S（消費者詐欺）Q22　ここで話題が少し変わります。昨年（1999年）あなたは消費者詐欺に遭いましたか。言い換えれば，誰かからあ　　なたが物を買うときやサービスを受けるときに，商品やサービスの量や質について騙されたことがありますか。　1は　い丁　2いいえ　　3わからない（Q23へ）�S《1999年に複数回遭っている場合，その年の最後に起きた事件についてお答えください。》Q22−S　Q1〔回答票32〕　（最も最近起きた事件で）詐欺はどのように行われたでしょうか。それは何に関してでし　　　　　　たか。123（ア）建設，建築，修繕作業（イ）自動車修理工場で行われた作業（ウ）ホテル，レストラン，飲食店4　（エ）お　店5　（オ）それ以外6　　　わからない�SQ22−S　Q2（最も最近の事件で）あなた又は誰かが事件を警察に届け出ましたか。　1は　い「二』（Q23へ）　2いいえ丁　　3わからない一一［＝マQ23勺�SQ22−S　Q3　あなた又は誰かが，その事件を公的又は民間の機関に届け出しましたか。　1は　い　2いい凡　　3わからない�S第1回犯罪被害実態（暗数）調査213（汚職）Q23　一部の国では，政府又は公務員の汚職が問題となっています。1999年中に，あなたは，公務員，たとえば税関職　　員，警察官，検査官・監督官等から，サービスを受けるために，賄賂を支払うよう要求されたり，又はそれを期　　待されたことがありますか。　1は　い丁　2いいえ　　3わからない（Q24へ）�SQ23−S　Q1〔回答票33〕そうしたことが最後にあったときにかかわっていたのは，どこの職員ですか。　　1　　　　　　2　　　　　3　　　　　　4　（ア）　　　　（イ）　　　（ウ）　　　　　（エ）政府の役人　　税関の職員　　警察官　　検査官・監督官等（　5（オ）その他）6回答拒否�SQ23−S　Q2　そのとき，あなた又は誰かが，その汚職を警察に届け出ましたか。は1い「E二（Q24へ）し、裟凡丁　　3わからない一EπQ24へ）�JQ23−S　Q3　あなた又は誰かが，その汚職を公的又は民間の機関に届け出ましたか。　1は　い　2いいえ　　3わからない�K（犯罪に対する態度）Q24〔回答票34〕ここからはあなたの住んでおられる地域その地域における犯罪について，あなたの意見をお聞かせく　　ださい。暗くなった後，あなたの住んでおられる地域を一人で歩いているとき，どの程度安全であると感じます　　か。とても安全である，まあまあ安全であると感じますか。やや危ない，とても危ないと感じますか。　　1　（ア）とても安全　　2　（イ）まあまあ安全　　3　（ウ）やや危ない　　4　（エ）とても危ない�SQ25〔回答票34〕暗くなってから家に一人でいるとき，どの程度安全であると感じますか。とても安全である，まあま　　あ安全であると感じますか。やや危ない，とても危ないと感じますか。　　1　（ア）とても安全　　2　　（イ）まあまあ安全　　3　（ウ）やや危ない　　4　（エ）とても危ない�MQ26〔回答票35〕今後12か月の内に誰かがあなたの家に侵入しようとすることについて考えてみてください。それは非　　常にあり得ますか，あり得ますかそれともあり得ませんか。　　　1　　（ア）非常にあり得る　2　（イ）あり得る　　3　（ウ）あり得ない4わからない�N214法務総合研究所研究部報告18（警察活動について）Q27　〔回答票36〕すべてのことを考慮に入れた場合，あなたの地域の警察の防犯活動をどのように評価しますか。非　　常に良くやっている，まあまあ良くやっていると思いますか，やや不十分である，非常に不十分であると思いま　　すか。　　　1　　（エ）非常に良くやっている　　　2　　（イ）まあまあ良くやっている　　3　（ウ）やや不十分である　　4　　（エ）非常に不十分である5わからない�OQ28〔回答票37〕それでは警察の親切さはどうでしょうか。警察が人々を助けるためにできる限りのことをやっている，　　役立っているという点については全く同感ですか，どちらかといえば同感ですか，どちらかと言えば反対，全く　　反対ですか。　1　（ア）全く同感　　　　2　　　（イ）どちらかと言えば同感　　　　3　　　（ウ）どちらかと言えば反対　4　　　　　　　5　（エ）全く反対　　　わからない�SQ29〔回答票38〕あなたの村，町，市の人口はどのくらいですか。1234567（ア）居住者は10，000人以下（イ）10，001〜50，000人（ウ）50，001〜100，000人（エ）100，001〜500，000人（オ）500，001〜1，000，000人（カ）居住者は1，000，001人以上　　わからない�Q（量刑について）Q30〔回答票39〕犯罪者に科せられる処罰については人によって意見が異なります。一例として，21歳の男性が二度目　　の住居侵入・窃盗で有罪になったとします。今回盗んだ物はカラーテレビ1台でした。このような場合，最も適　　切な刑はこの中のどれだと思いますか。　1（ア）罰　金　2（イ）懲　役一「二；（Q32へ）丁　3　（ウ）執行猶予（　4（エ）その他）5わからない�S（Q32へ）Q31〔回答票40〕懲役期間はどのくらいの長さが適当だと思いますか。12345（ア）1か月未満（イ）1か月以上6か月未満（ウ）6か月以上12か月未満（エ）1年以上2年未満（オ）2年以上3年未満6　（カ）3年以上4年未満7　（キ）4年以上5年未満8　（ク）5年以上6年未満9　（ケ）6年以上10年未満10（コ）10年以上15年未満11（サ）15年以上20年未満12（シ）20年以上25年未満13（ス）25年以上の有期刑　　�S14（セ）無期刑　　　　　　　�J15　　　わからない個人及び世帯についての情報Q32　この調査の結果を分析するため，あなた及びあなたの世帯について少しお聞きします。まず初めに，あなたの生　　　まれた年を西暦を教えていただけますか。　　　（調査員注：元号で答えた場合，右欄に記入し，あとで西暦換算すること）　　　　　　　　1g−・　　ll−・〕　　　　　　　　　　　　�K�L第1回犯罪被害実態（暗数）調査215Q33〔回答票41〕あなたが現在お住まいになっているのは，アパート／マンション，テラスハウス，一戸建て住宅など　　のどれですか。　　1　（ア）アパート／マンション　　　　2　　　　（イ）テラスハウス（隣同士が壁でくっついている家）　　3　　（ウ）一戸建て住宅　　　4　　　（エ）　公共の建物（病院，老人ホーム）5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Q34へ）〔回答票42〕あなたの家の防犯設備についてお聞きします。あなたの家はここにあげるようなものによって護られていますか・（M．A．）その他丁�MQ33−SQ112345（ア）侵入防止警報機（イ）特別のドア鍵（ウ）特別の窓／ドア格子（エ）番　犬（オ）高い塀6　（カ）管理人／ガードマン7　（キ）互いの家を監視するための隣人との助け合いの　�N　　　　申し合わせ8　（ク）これらでは護られていないQ34〔回答票43〕青少年による犯罪に対する懸念が高まっています。青少年による犯罪を減らす為に最も有効だと考え　　ている措置はありますか。3つまであげてください。（M．A．）1234567（ア）両親によるより厳しいしつけ／より良い子育て／法律を尊重することを教える家庭教育（イ）学校でのより厳しいしつけ／より良い教育（ウ）貧困を減らす／雇用を改善する（エ）より良い警察活動／警官の増員（オ）犯罪に対する刑を重くする／刑罰を厳しくする（カ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　わからない�OQ35．あなたの世帯で誰か拳銃，散弾銃，ライフル，空気銃を持っていますか。　1は　い　2いい7し　3回答拒否　　4わからない�P（Q36へ）Q35−S　Q1〔回答票44〕どのような種類の銃をお持ちか教えていただけますか。　（M．A．）　1（ア）拳　銃　2　　　　　3（イ）　　　（ウ）散弾銃　　ライフル　4（エ）空気銃　　5　（オ）その他の銃67回答拒否　　わからない�QQ35−S　Q2〔回答票45〕銃を所持している理由は何ですか。（M．A，）123456（ア）狩猟のため（イ）射撃（スポーツ）（ウ）収集物として（コレクターズアイテム）（エ）犯罪の防止／自衛のため（オ）これまでずっと家にあったから　　回答拒否�R216法務総合研究所研究部報告18Q36〔回答票46〕娯楽目的，例えば飲食店やレストランや映画に行ったり友達に会ったりするために，夜間，個人的に　　どのくらい外出されますか。それはほとんど毎日，少なくとも週に1回，少なくとも月に1回又はそれ以下ですか。　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　3　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）　ほとんど毎日　　少なくとも　　少なくとも　　　　　　　　　週1回　　　　月1回　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　�S　（エ）　　　　　（オ）月1回以下　　　決して　　　　　わからない　　　　　　　外出しないQ37〔回答票47〕あなたは働いておられますか。　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）　　　働いている　　　求職中である　　　主婦・主夫　　　　　　　　　　　　（失業中）　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　�J　（エ）　　　　　　（オ）無職（定年　　　学校に行って　　　　その他退職者等）　　　いる（学生）　　　（　　　　）　　　　　　　r二石39へ7丁一Q38学校教育を受けた年数を教えてください。　　　　　−・�K�LQ39　あなたの世帯の合計収入はr758万円」の上ですか下ですか。　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　�M　　　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　758万円より下　　　　　　　　　　　758万円より上　　　　わからない／回答拒否Q40〔回答票48〕あなたは自分の世帯の収入についてどのように思いますか。満足していますか，まあまあ満足していますか・不満ですか，とても不満ですか。　　　　1　　　　　　　　　　　2　　　（ア）　　　　　　　　　（イ）　満足している　　　　まあまあ満足している　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　　�P　（ウ）　　　　　　　（エ）不満である　　　　とても不満であるQ41〔回答票49〕あなたの婚姻関係はどれに当てはまりますか。　　1　　　　　　2　　　　　　　3　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）独身（未婚）　　既　婚　　　同棲（結婚は　　　　　　　　　　　　　していない）　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　（エ）　　　　　（オ）離婚／別居　　　配偶者が死亡　　　回答拒否�Q　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査Q42　あなたの世帯の人数は何人ですか。　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　1人　2人　3人　4人　5人　　　r二二（終り）魏二§る…”読差卵痴諭三乙天繭天遜勃ll’”…”……　　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　　1　人　　　　2　人　　　　3　人　　　　4人以上るll＝諭響”あ；91”薙1献遜凱”””…’”………”…　　　　　　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　　1　人　　　　2　人　　　　3　人　　　　4人以上　　6　6人以上　50　人217　�R璽　�Jご協力ありがとうございました。調査完了日□月［コ日　　　　　　�K　　�L　　　�M　　�N調査員性別　1　男　性　　2　女　性　　　�S218法務総合研究所研究部報告183　質問紙（英語版）220001ntemational　Crime　Victims　Survey（CATl　version〕Q1Good　momlng／aftemoon／evening．l　am　an　interviewer　of　the　Survey　Company．．．．We　are　conducting　an　important　survey　for　the．．．．．about　the　probIem　of　crime、Information　obtained　from　the　study　wi”assist　Iaw　enforcement　agencies　to　betterprevent　crime　in　the　future．The　survey　is　part　of　a　major　research　project，which　is　being　carried　out　in　manydifferent　countries、May　I　ask　you　some　questions　for　the　survey？The　interviewwon’t　take　much　of　your　time．Your　answers　wi”，of　course，be　treated　confiden−tia”y　and　anonymously．＜＜INT．IF　RESPONDENT　IS　SUSPIClOUS　OR　DOUBTFUL：＞＞Ifyou　want　to　check　whether　this　survey　is　done　in　co−operation　with．．，，or　if　youwould　like　more　information，I　can　glve　you　the　phone−number　of　someone　at＜＜INT・IF　RESPONDENTASKS　FORTHAT　NUMBER：＞＞May　I　caII　you　back　in30minutes／tomorrOW？□□□□□respondent　is　wi”ing　to　co−operaterespondent　asks　for　telephone　number　and　wants　to　make　appointmentrespondent　can　be　ca”ed　backrespondentrefusesco−operation〔SOFTrefusal）respondent　refuses　co−operation〔HARD　refusal〕，faηs肥r’sθ9σ∂ノ〜oooσθ40ヂ5‘舶ηθ耐of卯θSfioη〃θ’rθ，f∂ηSM！θ〆’sθσ〃alfoco（1θ20ヂooσθ3ご力θηm∂kθ∂oa〃一わ∂okεノsθcoη加〃θw肋σ〃esεioη5Q5�qorder　to　determine　which　person　l　must　interview，l　wouId　like　to　know　howmany　people　there　are　in　your　household，1　　12　　23　3includingyourseIf．第1回犯罪被害実態（暗数）調査2194　　45　56　60r　more’f∂〃s曜e〆’seg〃∂々oooσe700nf加θ1〃肋9σes〜ioρ16．εノsθooηごi〃〃θ1〃肋σ〃θsごioη6Q6How　many　people〔persons）aged　l60r　over　are　there　in　your　household，includingyourseIf？1　　12　23　　34　40「moreQ7And　how　many　of　them　are　males　aged　over16？1234512340r　moreO〔zero）＜＜APPLY　TROLDAH　L−CARTER　SELECTION　H　ERE＞＞Q10According　to　my　instructions，I　have　to　lnterview　the〈ぐ＊＊PERSoN＞＞in　yourhousehold．Can　you　please　ask　him〆her　whether　he／she　is　willing　to　come　to　thephone？＜＜INT：IF　PERSON　NOT　AvAILABLE：＞＞Can　you　tell　me　at　what　time　l　have　thebest　chance　of　getting　him／her　on　the　phone？Q15＜＜INT：qUESTIONSTOMEMBEROFHOUSEHOLDSELECTEDBYCOMPUTERIFOTHERTHAN　FIRST　CONTACT〉＞Good　moming／aftemoon／evening．I　am　an　interviewer　of　the　Survey　Company。．．＿．．．＜＜THiS　INTRoDucTlON　CAN　BE　cHANGED　SLIGHTLY　TO　SUiT　NATIONAL　NEEDs＞＞Thesurvey　is　part　of　an　intemational　project，which　is　being　done　in　many　Europeanand　non−European　countries．May　l　askyou　some　questions　forthe　survey？Theinterview　won’t　take　much　of　your　time．Your　answers　wiII，of　course，be　treatedconfidentiaIly　and　anonymously，＜〈INT．IF　RESPONDENT　IS　SUSPICIOUS　ORDOUBTFUL：＞＞If　you　want　to　check　whether　this　survey　is　done　in　co−operation　with　　or　if　you　would　like　more　information，l　can　give　you　the　phone−number　ofsomeone　at．．＿，＜＜INT．IF　RESPONDENTASKS　FORTHAT　NUMBERl＞＞May　I　caII　youback　in30minutes／tomorrow？口　respondent　is　wi”ing　to　co−operate□　respondent　asks　for　telephone　number　and　wants　to　make　appointment口　　respondent　can　be　ca“ed　back220法務総合研究所研究部報告18□respondentrefusesco−operation〔SOFrrefusai）□　　respondent　refuses　co−operation（HARD　refusal）ノf∂ノ7swθノ’1sθ9σ∂ノfooo（1θ40r5〃7e〃θ〃（10f9σθs〃o〃〃∂irθノfθηswθヂ’sθσσaノ’ooo（1e20rco（1e3オカθ’7m∂kθaoa〃一わ∂ckθsθoo〃加〃θ1〃1酌σ〃θsεioη16．Q16＜＜iNT：NOTE　DOWN　THE　SEX　OF　RESPONDENT　WITHOUT　ASKING＞＞l　male2　femaleレ石〃ノ0∠石0レ1／A’f尺S〃ノρQ20I　shall　start　with　some　questions　about　crimes　involving　cars，and　so　I　first　need　toask　you　about　car　ownership．Over　the　past　five　years，which　is　since1995，hasanyoneinyourhouseholdhadacar，vanortruckforprlvateuse？1　yes2　　no／f∂〃swθrlsθ（1〃a／〜oco（1θ200ρf〃7〃θwi〜ん｛7σθs’10〃25aSθoo〃flnσθレγ’f々9σθS’iOη21、Q21How　many　vehicles　has　your　household　had　use　of　for　most　of　the　time？1　0ne2　　twO3　three4　four5　five　or　moreQ25Has　anyone　in　your　household　owned　a　moped，scooter，motorcycle〔or　mofa＊）overthepastfiveyears？＜くINT：＊ONLY　IF　RELEVANT　IN　YOUR　COUNTRY＞＞1　yes2　　no／f∂ηsl4！θヂ’se（1L’∂1’ooooFe200’7f1ρ〃θ四1’カ（7〃es〃o’730．石1’sθoo〃f’ρ〃ew’オカ‘7〃θs〃o〃26．Q26And　how　many　has　your　household　had　use　of　for　most　of　the　time？1　0ne2　two3　three4　four5　five　or　moreQ30Q31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　　　　　　　　　　　　　221Has　anyone　in　your　household　owned　a　bicycle　over　the　past　five　years．＜＜INCLUDE　CHILDREN’S　BICYCLES＞＞1　yes2　　no，faηsw・θrisθσ〃∂1〜oco（1θ200〃〜iησθM！πんσσθs〃oη32．εノseoo’π加σθ回〃酌9σθs〜io〃31．And　how　many　bicycles　has　your　househoId　had　use　of　for　most　of　the　time？1　0ne2　two3　three4　four5　five　or　moreF’レ5レ（石ハR　WO7γ〃ノSハ7γ0〈！SOR石5〈’石R　QUfS7γ0〈1SQ32I　now　want　to　ask　you　about　crimes　you　or　your　household　may　have　experiencedduring　the　past　five　years，which　is　since1995．It　is　sometimes　difficult　to　remem−ber　such　incidents　so　l　wiII　read　the　questions　slowly　and　I　would　like　you　to　thinkcare　fu”y　aboutthem．，fσ〃θsεioη20isρo’θ9〃∂1’o　ooσθ100η〃η〃θレγ1酌（1〃θs〜io’750・7γ？θff　OjF　o∂ヂS　SOヂθθ〃θヂ’f9〃θs〃oη20ηoごθ9σa／fo　l　ooη〃〃〃θレ1！i〃7（7〃θs〜10〃50Q35Over　the　past　five　years　have　you　or　other　members　ofyour　household　had　any　oftheir　cars／vans／trucks　stolen？Please　take　yourtime　to　think　about　it，l　yes2　no9　don’t　know7γ7θf’五rom　o∂ヂs　soヂθθηθrQ40Apart　from　this，over　the　past　five　years　have　you　or　have　members　of　your　house−hold　been　the　victlm　of　a　theft　of　a　car　radio，or　something　else　which　was　Ieft　inyour　car，or　theft　of　a　part　of　the　car，such　as　a　car　mirror　or　wheel？＜＜INT：VANDALISM　MUSTNOTBE　REPORTED　HERE，BUTUNDERTHE　NEXT　QUESTION；IF　THE　CAR　ITSELF　WAS　STOLEN　AS　WELL，THIS　SHOULD　HAVE　BEEN　REPORTED　BEFORE．OTHERTHEFTS　FROM　THE　CARWHEN　ITWASTAKEN　MUST　NOT　BE　REPORTED　HERE＞＞1　yes222法務総合研究所研究部報告182　　no9　don’t　knowレa’？（1a”sm〜00∂ヂS　SOノ’θθ〃θヂQ45Apart　from　thefts，have　parts　of　any　ofthe　cars／vans／trucks　belonging　to　yourhousehold　been　deliberately　damaged〔vandalised）overthe　pastfive　years？く＜INT：IF　PERSON　THINKS　IT　DELIBERATE，IT　WILL　COUNT．TRAFFIC　ACCIDENTS　SHOULDNOT　BE　REPORTED＞＞1　yes2　no9　don’t　knowX力θプfo加o’orcyo1θsoヂθθηθr，f（1〃θs〃o，725’S〃ofθσσ∂ノfo　ooOlθ100〃オ〃7〃θ凱！’‘カσσθs〃o〃55Q50Over　the　past　five　years　have　you　or　other　members　ofyour　household　had　any　oftheir　mopeds／scooters／motorcycles／mofa’s）＊stolen？＜＜INT：串ONLY　IF　RELEVANT　IN　COUNTRY＞＞1　yes2　　nog　don’t　know肋θπo緬’oyoノθsoヂθθηθ〆ノfσ〃θsfiO〃30iSρofθσ〃θ々oooσθ1CO加側θw肋σσθS”0η60Q55Overthe　past　five　years　have　you　or　other　members　ofyour　household　had　any　oftheirbicyclesstolen？＜＜INT．INCLUDE　CHILDREN’S　BICYCLE＞＞1　yes2　　no9　don’t　know8σrg1θ，γso〆θθ〃θ〆Q60Over　the　past　five　years，did　anyone　actua”y　get　into　your　home／residence　withoutpermission，and　steal　or　try　to　steal　something？　I　am　not　including　here　theftsfrom　garages，sheds　or　Iock−ups．＜くINT．巳NCLUDE　CELLARS，DO　NOT　COUNT　BURGLARIES　IN　SECOND　HOUSES＞＞第1回犯罪被害実態（暗数）調査2231　yes2　　no9　don’t　know甜θmρ’θσ加ヂ91∂’ysoヂθθηerQ65Apartfrom　this，overthe　pastfive　years，do　you　have　any　evidence　thatsomeonetried　to　get　into　your　home／residence　unsuccessfuIly．For　example，damage　tobcks，doors　or　windows　or　scratches　around　the　lock？1　yes2　　no9　don’t　knowQ66Next　l　want　to　ask　you　some　questions　about　what　may　have　happned　to　youpersonaIly．Things　that　you　have　mentioned　already　or　whlch　happened　to　othermembers　of　your　household　must　not　be　mentioned　now．尺oわわθ〆ysorθθnθrQ70Overthe　pastfive　years　has　anyone　stolen　something　from　you　by　using　force　orthreatening　you，or　did　anybody　try　to　steal　something　from　you　by　using　force　orthreateningforce．＜くINT．PICKPOCKETINGMUSTBEREPORTEDUNDERTHENEXTQUESTION＞＞1　yes2　　no9　don’t　knowX力θπofρθrsoη∂／ρroρθπγsorθθηerQ75＜＜INT．READ　SLOWly＞＞Apart　from　theft　invoMng　force　there　are　many　other　types　of　theft　of　personalproperty，such　as　pickpocketing　or　theft　of　a　purse，waIIet，clothing，jewe”ery，sports　equipment，This　can　happen　at　one’s　work，at　school，in　a　pub，on　publictransport，onthebeach，orinthestreet．Overthepastfiveyearshaveyouper−sona”y　been　the　victim　ofany　ofthese　thefts？1　yes2　no9　don’t　know224法務総合研究所研究部報告18Q76I　would　now　Iike　to　ask　you　some　questions　about　crimes　of　violence　of　which　youpersona”y　may　have　been　the　victim．1f　g〃θsf’o’7161s　eσ〃a！’o　oo｛1θ　100〃‘〃7〃θ怖（1〃7（7〃θs〃o〃85f／Sθ00ηf1〃〃θ曜肋9〃θS’ノ0η80SθX｛ノ∂！レゲ0〜”7？1S∂オ10ηsorθe／7θrQ80First，a　rather　personal　question．People　sometimes　grab，touch　or　assault　othersfor　sexual　reasons　in　a　reaIly　offensive　way．This　can　happen　either　at　home，orelsewhere，for　instance　in　a　pub，the　street，at　school，on　public　transport，incinemas，on　the　beach，or　at　one’s　workplace，Over　the　past　five　years　has　anyonedone　this　to　you？Please　take　your　time　to　think　about　it．＜＜INT：INCLUDE　DOMESTICSEXUALASSAULTS＞＞1　yes2　no9　don’t　know／、ss∂｛〃f／オんrθ∂〜s　soノーθeηθノ・Q85Apart　from　the　incidents　just　covered，have　you　over　the　past　five　years　beenpersonaIly　attacked　or　threatened　by　someone　in　a　way　that　reaIly　frightened　you，either　at　home　or　elsewhere，such　as　in　a　pub，in　the　street，at　school，on　publictransport，on　the　beach，or　at　your　workplace？＜＜INT．INCLUDESEXUALVlOLENCEAGAINSTMEN，IFMENTlONED，INT．INCLUDEDOMESTICASSAULTS＞＞1　yes2　　no9　don’t　know／f（1〃θs〃o’7851s　e（1〃a1’o　oo｛ノθ　100／7〃ノ7〃θレレi〃7（7〃θs〜io／786，石11sθoo〃〃17〃θ図！if力σL’θs”o〃85∂Q85aTake　your　time　to　consider．An　incident　of　this　sort　might　also　have　involved　yourpartner，familymemberora　closefriend．Soapartfrom　lncidentsalreadycovered，have　you　in　the　past　five　years　been　personally　attacked　or　threatened　by　someoneyou　know　in　a　way　that　really　frightened　you？12910yesnodon’t　knowrefusaI〃〃o　o〃mθs　mθρ’io’7θ（100η’〃7〃θレγi〃7（1〃θs〃o，？280，εノsθco’7’〃7〃θw1’カ（7uθsflo’？86第1回犯罪被害実態（暗数）調査225Xん「左戸丁OF　O／、R−0ε7ン『1乙SQ86QlooQlo1Could　I　now　go　back　to　ask　you　about　the　crimes　you　said　had　happened　to　you　oryour　household．ノf　gL’θsf10／735’S　no’θ（7σθ／’o　coσθ100’7〃ησθレ1！i〜ん9〃θs〃0’？110εノsθoo〃f伽θwi酌σσθs〜ノoη700First　of　aII，you　mentioned　the　theft　of　a　car．When　did　this　happen？Was　this＿＜＜INT．READ　OUT＞＞＜＜INT．IFRESPONDENTHASBEENVICT量MATLEASTONETIMEIN1999：TYPEIN［LASTYEAR1＞＞l　thisyear2　1astyear，in19993　　　before　then9　＜＜don’t　know／can’t　remember＞＞ノf∂ηsl〃eヂ1sθ（7σ∂ノfooo（1θ200’7グησθレγ1〜わ（1〃θsfioη101，εノsθoo〃f’ησew1’カ（1〃θs〃oη702．How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don’t　knowQ102σhe　Iast　time〕did　this　theft　happen　at　your　own　home／residence，near　your　ownhome／residence，elsewhere　in　your　city　or　Iocal　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY］，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPAST日VEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHISHAPPENED〉＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAT　TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞1　at　your　own　home／residence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　ln　city　or　local　areaat　workelsewhere　in［COUNTRY］abroaddon’t　know　　226　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18Q103　σhe　last　time　this　happened〕was　the　car／van　ever　recovered？　　　　　　1　yes　　　　　2　no　　　　　9　don’t　knowQ104　σhe　Iast　time　this　happened〕did　you　or　anyone　else　report　the　incident　to　the　　　　　police？　　　　　l　yes　　　　　2　no　　　　　9　don’t　knowQ105　’「aking　everything　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　or　your　　　　　househoId，Was　it　very　serious，fairly　serious，or　not　very　serlous？　　　　　1　　very　seriOUS　　　　　2　fairlyserious　　　　　3notveryserious　　　　　　　7Hε戸T　F尺0ル40／1尺S−Of汚4ノ乙S／fσσeS〜io〃40isηo’θσ〃∂々oooσθ100〃オi〃〃θw肋σ〃θS’iOρ130Q110The　theft　FROM　your　car　that　you　mentioned，when　did　this　happen？Was　it．．．　　　　　＜＜INT．READ　OUT＞＞　　　　　＜＜INT．IFRESPONDENTHASBEENVICTIMATLEASTONETIMEIN1999：TYPEINILAST　　　　　YEAR］＞＞　　　　　1　thisyear　　　　　2　1aStyear，in1999　　　　　3　　before　then　　　　　9　＜＜don’t　know／can’t　remember＞＞　　　　　’fa〃swθr’sθσ〃∂ノ〜oooσθ200nオ加θw肋9σθs〃o〃111，ε’sθoo〃〜1ρ〃θ四肋σ〃esfloρ　　　　　112Ql　l　l　How　often　did　it　happen　in1999？　　　　　1　0nce　　　　　2　twice　　　　　3　three　tlmes　　　　　4　four　times　　　　　5　five　times　or　more　　　　　9　don’t　know第1回犯罪被害実態（暗数）調査227Q112σhe　last　time〕did　this　theft　happen　at　your　own　home／residence，near　your　ownhome／residence，elsewhere　in　your　city　or　local　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRYl，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHISHAPPENED＞＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAl『TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞1234569at　your　own　home／residencenear　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　locaI　areaat　workelsewhere　in［COUNTRY］abroaddon’t　knowQ113σhe　last　time　thls　happened）did　you　or　anyone　else　report　that　incident　to　thepolice？1　yes2　　no9　don’t　know’fa〃Sl〃θヂ1Sθσ〃∂1fOCOσθ7confinσθ瞭力σσθSオ10ρ114／faρsM！θヂ1sθ（7σa1〜oco（1θ2coηf〃7‘ノeレ1！i’力（7〃θsオioρ117εノSθ00ηf〃7‘ノθ凹！π力（7己ノθs〃0〃119Q114Why　did　you　report　it？＜＜INT．IF　RESPONDENT　DID　NOT　REPORT，ASK　ABOUT　REASONS　WHY　OTHER　PERSONREPORTED＞＞＜＜MULTIPLE　RESPONSE＞＞1　　to　recover　property2345678fo「i　nsu　rance　「easonscrimes　should　be　reported／serious　eventwanted　offender　to　be　caught／punishedtostopithapPeningagaintogetheIpto　get　compensation　from　the　offenderother　reasonQ115On　the　whole，were　you　satisfied　with　the　way　the　police　dealt　with　the　matter？l　yes〔satisfied〕2　　　no（not　satisfied）9　don’t　know／fa’7Sレ1／θriSθ9‘ノ∂1〜000（ノθ10rOOσθ9COρ〜i〃σe四1〜力9〃θS〜’0’7119228法務総合研究所研究部報告18ノf∂’7s曜θrθ（1〃∂1〜ocoolθ2co〃〜inσθ図！”力（1〃θSfio’7116．Q116For　what　reasons　were　you　dissatisfied？You　can　give　more　than　one　reason．＜＜INT．MUL『IPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞1．didn’tdoenough2．were　not　interested3．didn’tfindorapPrehendtheoffender4．didn’t　recover　my　property〔goods）5．didn’t　keep　me　properly　informed6，didn’t　treat　me　correctly／were　impoIlte7．were　slow　to　arrive8．other　reasons9．don’t　knowOoη’細θ1〃肋9〃θs〜ioη119Ql17Why　didn’t　you　report　it？＜＜INT．IF　NO　CLEAR　ANSwER：＞＞Can　you　teII　me　a　Iittlemore？く＜INT．MULTIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞〉1　notseriousenough／noloss／kid’sstuff23456789101112solved　it　myself／perpetrator　known　to　meinapPropriateforpolice／policenotnecessaryreported　to　other　authorities　insteadmy　family　resolved　itnO　inSUranCepolicecoulddonothing／lackofproofpolice　won’t　do　anything　about　itfear／dislike　of　the　police／no　involvement　wanted　with　policedidn’tdare〔forfearofreprisal〕other　reasonsdon’t　knowQ119Taking　every　thing　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　and　yourhousehoId．Was　it　very　serious，fairly　serious，or　not　very　serious？1　veryserious2　fairIyserious3notveryserious第1回犯罪被害実態（暗数）調査2290／IR　レγ1〈1∠）ノ4乙ノS！レグー　ρε7スノ乙Sノfσ〃θs’10η45’sηofθσ〃a々oooσθ100η伽θ曜肋σ〃θs’ioη14a酌θoo〃’加θ1〃肋σσθs〜10η130．Ql30The　damage　you　mentioned　that　was　done　to　your　vehicIe，when　did　this　happen？Was　it＿．＜＜INT．READ　OUT＞＞＜くINT．IFRESPONDENTHASBEENAVICTIMATLEASTONETIMEIN1999，TYPEIN［LASTYEARl＞＞1　thisyear2　1astyear，in19993beforethen9　＜＜don’t　know／can’t　remember＞＞，faη3wθヂ’sθ（7σ∂／’ooo（1θ200’π加〃θ回！1ごんσ〃θsオioη131，εノsθoo〃〜加L’eM！1酌σσθs〃o〃132Q131How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don’t　knowQ132σhe　last　time〕did　this　damage　happen　at　your　own　home／residence，near　yourown　home／residence，eIsewhere　in　your　city　or　Iocal　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY】，or　did　it　hapPen　abroad？＜くINT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAT　TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞1　at　your　own　home／residence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　Iocal　areaat　workelsewhere　in［COUNTRY］abroaddon’t　know230Q133Q134　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18σhe　Iast　time　this　hapPened〕did　you　or　anyone　eIse　report　it　to　the　police？1　yes2　　no9　＜＜don’t　know〉＞Taking　every　thing　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　and　yourhousehoId．Was　it　very　serious，fairIy　serlous，or　not　very　serious？1　　very　serious2　fairIyserious3　notveryserious7〃石F70F〃070尺0γ0圧S−0石X4ノ乙S’fσσθs’10〃50’sηo’θσσ∂々oooσθ100〃伽θ四肋σ〃θs’io〃150Q140Q141Ql42The　theft　of　your　moped／scooter／motorcycle／［＊mofa］that　you　mentioned，when　didthis　hapPen？Was　it．．．＜＜INT．READ　OUT＞＞＜くINT．IFRESPONDENTHASBEENAVICTIMATLEASTONEτIMEIN1999，TYPEIN［LASTYEARl＞＞1thisyear2　1astyear，in19993beforethen9　＜＜don’t　know／can’t　remember〉＞ノf∂ηswθr’sθσσθ1’oooσθ200’7fiη〃θレγだ々9σθs’ion141．εZsθooη〃〃σθ四if力9〃θsfloη142How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　four　times5　five　times　or　more9　don’t　knowσhe　last　time）did　this　theft　happen　at　your　own　home／residence，near　your　ownhome／residence，elsewhere　in　your　city　or　local　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY］，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAT　TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞Q143Q1441234569　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査at　your　own　home／residencenear　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　Iocal　areaat　workeIsewhere　in［COUNTRYlabroaddon’t　knowσhe　Iast　time　this　happened）did　you　or　anyone　else　report　it　to　the　police？l　yes2　no9　don’t　know231Taking　every　thing　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　and　yourhousehold．Was　it　very　serious，fairly　serious，omot　very　serious？1　verySerious2　fairlyserlous3notveryseriousB10γ0∠．∠i’7〃εFT−0石7γV乙S，fσσθsfloη55〃oω9σa／foOOσθ1〜力∂〃00n加〃θ曜i’的〃θ3〜10η160Q150Q151The　bicycle　theft　you　mentioned，when　did　this　happen？Was　it＿＜＜INT．READ　OUT＞＞＜くINT．IFRESPONDENTHASBEENAVICTIMATLEASTONETIMEIN1999，TYPE［LASTYEARl＞〉1　thisyear2　　　1ast　year，in　l9993　　before　then9　＜＜don’t　knowlcan’t　remember＞〉ノf∂ηSwθヂ1sθσ〃∂ノ〜oooσθ200〃〃〃σel〃ifカgL’θs”oη151．εノsθooρ”ηL’θ四1加σσθS〃oη152How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twlce3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don’t　know232Q152法務総合研究所研究部報告18σhe　Iast　time）did　this　theft　happen　at　your　own　home／residence，near　your　ownhome／residence，elsewhere　in　your　city　or　Iocal　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY］，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAT　TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞1　at　your　own　home／resldence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　ln　city　or　Iocal　areaat　workelsewhere　in　ICOUNTRY】abroaddon’t　knowQ153σhe　lasttime　this　happened）did　you　or　anyone　else　report　itto　the　poIice？1　yes2　　no9　don’t　knowQ154Taking　every　thing　into　account，how　serbus　was　the　incident　for　you　and　yourhousehold．Was　it　very　serious，fairly　serious，omot　very　serious？1　　very　SeriouS2　fairlyserious3　notveryseriouS8｛ノ尺θん4尺γ／〃0｛ノS’…β尺ε14κ1〈1θ一ρf7フ4荏S／fσ〃θs孟10n60iS〃ofθσ〃∂／オocoσθ1coη伽e四πん9σθs伽180εノseoo〃f加θ曜肋σ〃θSflo〃160Q160You　said　that　someone　got　into　your　home／resldence　without　permission　and　stoleor　tried　to　steaI　something　in　the　Iast　five　years．When　did　this　happen？Was　it．．＿．＜＜INT．READ　OUT＞＞＜＜INT．IFRESPONDENTHASBEENVICTIMATLEASTONETIMEIN1999；TYPELASTYEAR〔1999）＞＞1thisyear2　1astyear，in19993　　　before　then9　く＜don’t　know／can’t　remember＞＞1faηs曜er’seσσ∂々o・oσθ200ηf加θ瞭ん9σθs〜’oη767，酌θoo〃’加θ瞬力9〃θs’ノoρ162Q161第1回犯罪被害実態（暗数）調査How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don’t　know233Ql62Q163σhe　last　time　this　happened）was　anything　actua”y　stolen？く＜INT，IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞＞1　yes2　no9　don’t　knowlf∂ηsレ1／erisθ（7〃∂ノfooo6’θ200η〜1η〃θ臨if力（1〃θs〜10η164石1／sθoo／7’i’？〃θレ1！iオノ7（7〃θs’ioη　163．What　do　you　estimate　roughly　was　the　value　of　the　property　stolen？＜くINT．WRITE　IN　COST，EVEN　IF　ONLY　A　ROUGH　ESTIMATE＞＞Validation　check　forabnormal　amounts＜＜INT．IF　RESPONDENT　UNCLEAR，ASKFOR　REPLACEMENTVALUEORREPAIRCOSTS＞＞Q164Q165Was　there　any　damage　done？1　yes2　　no9　don’t　know／f　a’7sレ1！θrθ（1〃∂1〜o　cooFθ　100ρf’ησθレγifんσ〃θsfioη　165εノsθoo〃加〃θ1〃’酌9σθs孟ioη166What　do　you　estimate　roughly　was　the　value　of　the　property　damaged？＜＜INT．WRITE　IN　COST，EVEN　IF　ONLyA　ROUGH　ESTIMATE＞＞Validation　check　forabnormal　amounts＜くINT．IF　RESPONDENTUNCLEAR，ASKFOR　REPLACEMENTVALUEOR　REPAIRCOSTS＞＞Q166Did　you　oranyone　eIse　reportthe　Iast　burglary／housebreaking　to　the　police？1　　yes2　　no9　　don’t　know／fθノ7sl4！θノ’isθ（7〃∂／〜o　oo（ノe　l　oo’？〃’？〃θレ1！1’力σσes〜’oη　167〃aηswθヂ1sθ（1σ∂1〜oco（1θ200’7f’〃〃θ』ゲ1εわσσθs”oη170εノSθ00η’i〃〃θ1〃肋σuθSfloη172234法務総合研究所研究部報告18Q167Why　did　you　report　it？＜＜IF　RESPONDENT　DID　NOT　REPORT，ASKABOUT　REASONSWHY　OTHER　PERSONREPORTED＞＞＜＜MULTIPLE　RESPONSE〉＞12345678torecoverpropertyfo「insu「ance「easonscrimes　should　be　reported／serious　eventwanted　offender　to　be　caught／punishedtostopithapPeningagaintogethelpto　get　compensation　from　the　offenderother　reasonsQ168On　the　whole，were　you　satisfied　with　the　way　the　police　dealt　with　the　matter？l　　yes〔satisfied）2　　　no〔not　satisfied）9　don’t　know／f∂ρswθ〆ノsθ（7〃∂／fOOoσθ200ηオ〃7〃θ四iτカ（7〃θs〃oρ169，θSθ（1〃θs〃o〃172Q169For　what　reasons　were　you　dissatisfied？You　can　give　more　than　one　reason．く＜INT．MUmPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞123456789didn’tdoenoughwere　not　interesteddidn’tflndorapPrehendtheoffenderdidn’t　recover　my　property〔goods）didn’t　keep　me　properly　informeddidn’t　treat　me　correctly／were　impoliteWere　SlOW　tO　arriVeother　reasonsdon’t　knowOo〃〜i〃〃θレγだわσ〃θSf’o’7172Q170Why　didn’t　you　report　it？＜＜IN工lF　NO　CLEAR　ANSWER：＞＞Can　you　teII　me　a　Iittlemore？＜＜INT．MULTIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞1　notseriousenough／noloss／kid’sstuff23456solved　it　myself／perpetrator　known　to　melnapPropriateforpolice／policenotnecessaryreported　to　other　authorities　insteadMy　family　resolved　itnO　inSUranCe789101112第1回犯罪被害実態（暗数）調査police　could　do　nothing／1ack　of　proofpolice　won’t　do　anything　about　itfear／dlsIike　of　the　police／no　involvement　wanted　wlth　policedidn’tdare〔forfearofreprisal〕other　reasonsdon’t　know235Q172Taking　every　thing　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　and　yourhousehold、Was　it　very　serious，fairly　serious，or　not　very　serious？l　veryseriOUS2　fairlyserious3　　not　very　serlous／fcoσθ1a〜σ〃θsf’on16600〃加〃θw肋卿θsfio〃173、ε1sθoo〃’i〃〃θ1〃肋9σθs’ノo〃180．Q173ln　some　countries，agencies　have　been　set　up　to　help　victims　of　crime　by　givinginformation，or　practlcal　or　emotional　support．Did　you　or　anyone　else　in　yourhousehold　have　any　contact　wlth　such　a　speciaIised　agency　after　thls　incident？l　yes2　　no9　don’t　know，f∂ρs【4！θrisθσ〃∂，〜ooo（ノθ200’πi’7〃eレ1！’酌（7〃θs〜10η174，εノSθ00η’iρσθM！ノ’んσσθS〃oη180Q174Do　you　feeI　the　services　of　a　SPECIALISED　agency　to　help　victims　of　crime　wouldhavebeenusefulforyouoranyoneelseinyourhouseholdafterthisincident？1　　no，not　useful2　　yes，useful9　don’t　knowノ4T7匠「〃ρ71石08｛ノ月θ∠ノ4Rγ／〃0｛ノS∠…β尺ε14κノ〈1θ一〇ε7ン4ノ乙Sノfσ〃es’io〃65’s〃ofθ9〃∂1’o　co｛1θ100’7”η〃θ回！’酌（7σθsfion190εノsθcoη加σθ1〃肋σ〃θs〜ion180Ql80You　mentioned　an　incident　when　someone　tried　to　get　into　your　home／residencebut　didn’t　succeed．When　dld　this　happen？Was　lt＿＜〈INT．READ　OUT＞＞＜＜INT．IFRESPONDENTHASBEENV畳CTIMATLEASTONETIMEIN1999：TYPEIN2）LASTYEAR〔1999）＞＞236　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18　　　　1　thisyear　　　　2　1astyear，inl999　　　　3beforethen　　　　9　＜＜don量t　know／canlt　remember＞＞　　　　〃θnsl〃θr’sθ（1σ∂1’000（1θ200nεiη〃θ1〃1ご力（1〃θs〃o’7181εノεθOoητ1η〃θ四1〃7（1〃θsfio〃　　　　782Q181Q182Ql83How　often　did　it　happen　in1999？l　once2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don7t　knowσhe　Iast　time　this　happened）did　you　or　anyone　else　report　the　attemptedburglary／housebreakingtothepolice？＜＜INTIFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞＞l　yes2　　no9　don，t　knowTaking　everything　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you　or　yourhousehoId．Was　it　very　serious，fairIy　serious，or　not　very　serious？1　veryserious2　fairlyserious3notveryserious尺088εRγ一〇石万4ノ∠Sノfg〃θS’ioρ70isno〜θσ〃∂ノfooo（1θ100nεinσθレ1！1fカ（7σθS’ioη210ε’se　co’7f〃？〃θwπん（7〃es’10η190QlgoYou　mentioned　an　incident　when　someone　stole　something　from　you　or　tried　tosteal　something　from　you　using　force　or　threatening　to　use　force．When　did　thishappen？Was　lt＿〈＜INT．READ　OUT＞＞〈＜INT．IFRESPONDENTHASBEENVICTIMATLEASTONETIMEIN1999：TYPEIN2〕LASTYEAR〔1999）＞＞1　thisyear第1回犯罪被害実態（暗数）調査2372　1aStyear，in19993　　before　then9　＜＜donlt　know／can『t　remember＞＞〃θ’7SM！θヂ1Sθ（1σ∂／fooo｛1θ200〃〜iησθ1〃i〜々σL’θs〃o〃191、192．εノSθ00η’加θ1〃肋9σθSτ10ηQ191　How　often　did　it　hapPen　in1999？123459oncetwicethree　timesfourtimesfive　times　or　mo「edonlt　knowQl92σhe　last　time）did　this　theft　with　force　happen　at　your　own　homelresidence，nearyour　own　home／residence，elsewhere　in　your　city　or　Iocal　area，at　work，elsewherein［COUNTRYl，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞〉＜＜INT．INCL，UDE　INCIDENTSTHATTOOKPLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETCAS　CODE　l＞＞1　at　your　own　home／residence234569near　your　own　home！residenceelsewhere　in　city　or　Iocal　areaat　workeisewhere　in［COUNTRY］abroaddon，t　knowQ193How　many　people　were　involved　in　committing　the　offence？1　0ne2　twO3　three　or　more9　donlt　knowQ194〔About　the　Iast　incident〕did　you　know　the　offender〔s〕by　name　or　by　sight　at　thetime　ofthe　offence？＜＜INT：IF　MORE　THAN　ONE　OFFENDER，COUNT　AS　KNOWN　IF　AT　LEAST　ONE　KNOWN＞＞1　did　not　know　offender〔s〕2　（at　Ieast　one）known　by　sight3　　〔at　Ieast　one〕known　by　name4　　dld　not　see　offender　238Q195　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告18Dld〔any　of）the　offender〔s）have　a　knife，a　gun，another　weapon　or　somethingused　as　a　weapon？1　yes2　　no9　don冒t　know，f∂ρSレ1！θr　isθ‘7‘ノ∂ノオ000σθ100’7〜’〃〃θw1〜カσ〃θsf10’7196．ε1Sθoo’π〃7〃θ四ノf力（1〃θS”0〃198．Ql96What　was　it？　　　　　1　knife　　　　　2　gun　　　　　3　0ther　weapon／stick　　　　　4　something　used　as　a　weapon　　　　　9　don’t　know　　　　　／f∂’7sM！θヂ’Sθ（1〃∂ノ〜oooσθ200’7ε〃7〃θ四iεカ‘7‘ノθs〃0〃196a，εノSθ00’7〜’n〃θwlf力　　　　　σL’θS’ノ0’？　797Q196a　Was　it　a　handgun　or　a　Iong　gun？　　　　　＜＜INT．LONG　GUNS　INCLUDE　SHOTGUNS，RIFLES　OR　MACHINEGUNS＞＞　　　　　l　　handgun　　　　　2　10ng　gun〔rifle，machinegun〕　　　　　9　don’t　knowQ197Q198Q199Was　the　weapon　actua”y　used？＜＜INT．COUNT　WEAPON　AS　USED：一KNIFE！OTHERWEAPONISTICK：THREATENED　WITH　IT，ORVICTIM　IN　PHYSICAL　CONTACTWITH　THEWEAPONGUN：THREATENED　WITH　IT　OR　BULLET　FIRED＞＞1　yes2　　no9　don，t　knowDid　the　offender　actually　steal　something　from　you？1　yes2　　no9　don，t　knowσhe　lasttime　this　happened）did　you　oranyone　else　reportthe　robberyto　thepolice？l　yes2　　no第1回犯罪被害実態（暗数）調査2399　donlt　know／fa’7SM！θ〆isθ9σ∂1’o　ooolθ100，7〜iη｛ノθ曜i〃7（1〃θSf’o〃200／f∂〃sレレθ〆1Sθσ〃∂ノfo　oo｛1θ200n〃η〃θレγ1’カ（7〃θS〃0η203。θsθoo’7’iη〃θ四1が7σL’θS〃oη205Q200Why　did　you　report　it？＜＜INT．IF　RESPONDENT　D旧NOT　REPORT，ASK　ABOUT　REASONS　WHY　OTHER　PERSONREPORTED：MULTIPLERESPONSE＞＞1　　to　recover　property2345678for　i　nsu　rance　reasonscrimes　should　be　reported／serious　eventwanted　offender　to　be　caught／punishedtostopithapPeningagainto　get　heIpto　get　compensation　from　the　offenderother　reasonQ201On　the　whole，were　you　satisfied　with　the　way　the　police　dealt　with　the　matter？1　　yes，satisfied2　　no，not　satisfied9　don，t　know／f∂ηs“！θr’sθ‘7σa／fo　cO（1θ10r〜o　codθ9coη〜〃7σe　w’酌（7σesf’o’7205．ε1Se　Co’7f’ησeレγノ’力（7〃es”o〃202Q202For　what　reasons　were　you　dissatisfied？You　can　give　more　than　one　reason．〈＜INT．MULTIPLERESPONSE＞＞1　didnltdoenough23456789were　not　interesteddidn，tfindorapPrehendtheoffenderdidn，t　recover　my　property〔goods〕didn，t　keep　me　properly　informeddidnlt　treat　me　correctly／were　impoIiteWe「e　SlOW　tO　a「riVeother　reasonsdonlt　knowOoρ〃〃〃θ』Φゲ酌9〃θSflon205Q203Why　didn唱t　you　report　It？＜＜IN工IF　NO　CLEAR　ANSWER：＞＞Can　you　teII　me　a　Iittlemore？〈＜lNT．MUITIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞1　notseriousenough／noloss／kid’sstuff240法務総合研究所研究部報告1823456789101112solved　it　myself／perpetrator　known　to　meinapPropriateforpolice／policenotnecessaryreported　to　other　aUthorities　insteadMy　family　resolved　itnO　inSUranCepolicecouIddonothing／lackofproofpo舗ce　wonlt　do　anything　about　itfear／dislike　of　the　police／no　involvement　wanted　with　policedidn’tdare〔forfearofreprisaI）other　reasonsdon『t　knowQ204Can　I　just　checkthen，did　you　orsomeone　else　report　itto　someone　else　inauthority　who　would　deal　with　it？1　yes2　　no9　donlt　knowQ205Taking　every　thing　into　account，how　serlous　was　the　incident　for　you．serious，fairIyserious，ornotveryserious？1　veryseriouS2　fairIyserious3　nOtveryserious〃co（1e　l　a〜（7σθsfion19900，？f1η〃θレレだカσ〃θs〃o’7206石IZsθoo〃f加〃θ昭1酌（7｛！θs〃o’7210Was　it　veryQ2061n　some　countries，agencies　have　been　set　up　to　help　victims　of　crime　by　givinginformation，or　practical　or　emotional　support．Did　you　or　anyone　else　in　yourhousehold　have　any　contact　with　such　a　specialised　agency　after　this　incident？1　yes2　　no9　donlt　know／f∂ηsレレθr　isθ（7〃∂ノ〜o　oo（1θ200η〃η〃θw1ε力（1〃θs〃o〃207，θsθoon〃ρσθ図！if力（7σθs”oη210．Q207Do　you　feel　the　services　of　a　specialised　agency　to　heIp　victims　of　crime　wouldhavebeenusefulforyouafterthisincident？1　　no，not　useful2　yes，usefuI9　don冒t　know第1回犯罪被害実態（暗数）調査241ア「〃石F70Fρ石尺SO！V／1∠ρROρ石声〜7γ一〇」E714ノ乙S1f（7〃θs’ioη75is’？o’θ（1L’a1’o　oo6’θ100ηf’ησθ』4／ifカσ〃es〃o／7220ε1／sθcoη〃〃〃θレ1！1〜カ9〃θs〃oη210Q210The　theft　of　personal　property　that　you　mentioned，when　did　this　happen，was　it＿く＜INT．IFRESPONDENTHASBEENAVICTIMATLEASTONETIMEIN19991TYPEON2）LAST　YEAR〔1999）＞＞1thisyear2　1astyear，in19993　　before　then9　＜くdonlt　knowlcan『t　remember＞＞ノfa’7sレ1／θヂ’sθ（1σa／ごooo（1θ200ηf’ρσθレ1／ifカ（7L’θs’10η211．εノsθoo’7ご〃7〃θwノ’カσ〃θs’10〃212Q211How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don『t　knowQ212σhe　Iast　time〕did　this　theft　happen　at　your　own　home／residence，near　your　ownhome／residence，elsewhere　in　your　city　or　local　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY］，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHISHAPPENED＞＞＜＜INT．INCLUDE　INCIDENTS　THAT　TOOK　PLACE　IN　GARAGES，DRIVES　ETC　AS　CODE1＞＞1　at　your　own　home／residence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　local　areaat　workelsewhere　in［COUNTRYjabroaddonlt　knowQ213σhe　last　time　this　happened〕were　you　holding　or　carrying　what　was　stolen〔was　itacaseofpickpocketing？）1　yes242Q214Q215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告182　no9　＜＜don『t　know＞＞σhe　Iast　time）did　you　or　anyone　else　report　that　incident　to　the　police？l　yes　　　　　　　　’2　　no9　don『t　knowTaking　everything　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you．Was　it　veryserious，fairlyserious，omotveryserious？1　veryserious2　fairlyserious3　notveryserious　SεXα14乙ノ〈10’0ε〈17S−0石π41乙S’f9〃θsf’oρ80isρo〜θ（1〃aノ〜o　co（1θ100〃‘iη〃θレ1！i’ん‘7〃θsfioη250Q220　You　mentioned　that　you　had　been　a　victim　of　a　sexual　offence．Could　l　ask　you　　　　　about　this、When　did　this　happen？Was　it．　　　　　＜＜IN．READ　OUT＞＞　　　　　＜＜INエIFRE＄PONDENTHASBEENVICTIMATLEASTONETIMEINl999：TYPEIN2〕LAST　　　　　YEAR〔1999）＞＞　　　　　1　thisyear　　　　　2　1astyear，in1999　　　　　3　　before　then　　　　　9　＜＜don『t　know／canlt　remember＞〉　　　　　，f∂〃sl〃θr’seσσa1〜ocoo「θ2coρ‘加〃θレγi酌σ〃θsf’o〃221．51sθco’π加〃θ』グ’加σ〃θs〜ioη　　　　　222Q221How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　donlt　know第1回犯罪被害実態（暗数）調査243Q222σhe　last　time）did　this　incident　happen　at　your　own　home／residence，near　yourown　home／residence，elsewhere　in　your　city　or　local　area，at　work，eIsewhere　in［COUNTRY】，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INTlIFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHIS　HAPPENED＞〉1　at　your　own　homelresidence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　local　areaat　workelsewhere　in［COUNTRYlabroaddon『t　knowQ223How　many　people　were　lnvolved　in　committing　the　offence？1　0ne2　two3　three9　don曹t　knowQ224〔About　the　Iast　incident）did　you　know　the　offender〔s）by　name　or　by　sight　at　thetime　ofthe　offence？＜＜INT．IF　MORE　THAN　ONE　OFFENDER，COUNT　AS　KNOWN　IF　AT　LEAST　ONE　KNOWN＞＞＜＜IF　KNOWN　BY　SIGHT　AND　KNOWN　BY　NAME：RECORD　KNOWN　BY　NAME＞＞1　did　not　know　offender2　〔at　least　one）known　by　sight3　〔at　Ieast　one〕known　by　name4　　did　notsee　offender，fθ〃sレγθ〆is　eσ〃∂1〜o　ooσθ300，πiησθ図！ノ酌σ〃θ3”oη225．ξノsθooη’加〃eレγ1酌σ〃θs〜10’7226Q225Were　any　of　them　your　spouse，ex−spouse，partner，ex−partner，boyfriend，ex−boyfriend，a　relative　or　a　close　friend，or　was　it　someone　you　work　with？＜くINT．MEANSRELATIONSHIPATTIMEOFTHEOFFENCES＞＞＜＜IF　UNCLEAR，PROBEWHETHER　EX−SPOUSE，EX−PARTNER，EX−BOYFRIEND　ATTIMEOFTHE　OFFENCE＞＞＜＜MULTIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞12345spouse，partner，〔at　the　time）ex−spouse，ex−partner，〔at　the　time〕boyfriend〔atthe　time）ex−boyfriend〔at　the　time）relative244法務総合研究所研究部報告186789close　friendsomeone　she　works／worked　withnone　of　theserefusestosayQ226Did（any　of）the　offender〔s）have　a　knife，a　gun，another　weapon　or　somethingused　as　a　weapon？1　yes2　　no9　don『t　know／f∂nswθr　is　e（7σa1’o　ooσθ1co〃fiηL’θ四1’カ9〃θs’10〃227θse　oOη〃η〃θレγ1’ん9〃θSfion229Q227What　was　it？12349knifegunother　weapon／sticksomething　used　as　a　weapondonUt　knowQ228Was　the　weapon　actuaIiy　used？＜＜INT．COUNT　WEAPON　AS　USED：KNIFE／OTHER　WEAPONISTICK：THREATENED　WITH　IT，OR　VICTIM　IN　PHYSICAL　CONTACTWITH　THE　WEAPON−GUN：THREATENED　WITH　IT　OR　BULLET　F口RED＞＞1　yes2　　no9　don『t　knowQ229Would　you　describe　the　incident　as　a　rape（forced　intercourse），an　attempted　rape，an　indecent　assault　or　as　just　behaviour　which　you　found　offensive？1　a　rape2　an　attempted　rape3indecentassault4　　0ffensive　behaviour9　donlt　knowQ230Taking　everything　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you？Was　it　veryserious，fairly　serious，or　not　very　serious．＜＜IN工IN　CASE　OF　A　VERY　SERlOUSINCIDENT〔EG，A　RAPE〕，START　WITHl＞＞The　fo”owing　question　is　asked　for　everysexual　incident　that　people　mention＿l　VerySeriOUS23fairlyseriousnOtVerySeriOUS第1回犯罪被害実態（暗数）調査245Q231Do　you　regard　the　incident　as　a　crime？1　yes2　　no9　don『t　knowQ232Did　you　or　anyone　else　reportthat　incldenttothe　po“ce？l　yes2　　no9　don『t　know，f∂〃εwθr　lsθ（1σa／〜o　oo（1θ100ηび〃〃θレγif／79〃θs’10η233・ノfa〃swθヂ1SθσσaノごooO（1θ200ηfi〃〃θwi〜力（7〃θs〃oη236．ε1sθoo〃’i〃σθレγ1f々（1σθsfion240Q233Why　did　you　report　lt？く＜IF　RESPONDENT　DID　NOT　REPORT，ASK　ABOUT　REASONS　WHY　OTHER　PERSONREPORTED＞＞＜＜MULTIPLE　RESPONSE＞＞12345678crimes　should　be　reported／serious　eventwanted　offender　to　be　caught／punishedto　stop　it　happening　againto　get　helpto　get　compensation　from　the　offenderother　reasonQ234Q235On　the　whole，were　you　satisfied　with　the　way　the　police　deaIt　with　the　matter？l　　yes〔satisfied）2　　no〔not　satisfied）9　don『t　know／f∂ηswθr’sθσ〃∂ノ’oooσθ70ヂ〜oooσθ900η加〃ew1’ん238、飴θooηfi〃〃θwlf力σ〃θsfioη235For　what　reasons　were　you　dissatisfied？You　can　give　more　than　one　reason．＜＜MU口’lPLE　RESPONSE＞＞1　didn聖tdoenough2　were　not　lnterested3　didn’tfindorapPrehendtheoffender24645678法務総合研究所研究部報告18didn『t　keep　me　properly　informeddidn『t　treat　me　correctly／were　impolitewere　SIOW　tO　arriVeother　reasonsdon冒t　knowOo’π〃7‘ノθ怖ゲ酌σ〃θsεioρ238Q236Why　didn，t　you　report　it？＜＜INT．IF　NO　CLEAR　ANSWER：＞＞Can　you　teII　me　a　Iittlemore？＜＜MU口’lPLE　RESPONSE＞＞1　notseriousenoughlnoloss／kid『sstuff2　solved　it　myself／perpetrator　known　to　me3　　inapPropriate　for　police／po”ce　not　necessary4　　reported　to　other　authorities　instead5　my　family　resolved　it678‘9101112policecoulddonothing／lackofproof』police　wonlt　do　anything・about　itfearldislike　of　the　police／no　involvement　wanted　with　policedidn『tdare（forfearofreprisal）other　reasonsdon質t　knowQ237Can　l　just　check　then，did　you　or　someone　else　report　it　to　someone　else　inauthority　who　would　deal　with　lt？1　yes2　　no9　don，t　know　　　Oo〃〃〃σθw1’ゐσσθs’ioρ240Q238ln　some　countries，agencies　have　been　set　up　to　heIp　victims　of　crime　by　givinginformatlon，or　practical　or　emotional　support．Did　you　or　anyone　eIse　in　yourhousehoId　have　any　contact　with　such　a　specialised　agency　after　this　incident？1　yes2　no9　don『t　knowlf∂ρsレγθr／sθσ〃a1’Oooσθ2coρ〃η〃e四πノ79〃θs”o〃239ξ1se　ooη”η〃θレγ1ご力（1〃θs〃o〃240Q239第1回犯罪被害実態（暗数）調査247Do　you　feel　the　services　of　a　SPECIAUSED　agency　to　help　victlms　of　crime　wouldhave　been　useful　for　you　after　this　incldent？1　　no，not　usefuI2　yes，useful9　don，t　knowハSSハU乙7S／4八107〃尺ε！47S−0ε7ン4ノ乙S，f　O7σθsご10η850Rσσes〜10〃85θηofθσσaノ’o　oo（1θηooη’〃7σθ四1f〃σ｛ノθs〃oη280Q250The　attack　or　threat　that　you　mentioned，when　did　this　happen？Was　it＿＜＜INT．READ　OUT＞＞＜＜INT．IFRESPONDENTHASBEENVICTIMATLEASTONETIMEIN1999：TYPEIN2〕LASTYEAR〔1999）〉＞1　thisyear2　1aStyear，in19993　　before　then9　くくdon『t　know！can曾t　remember＞＞ノfa〃swθr’sθσ〃θノfooO（プθ2coρ”ρσθ四1εカ（7σθS’io’7251、θSθ00ηご〃7〃θ四1fカ（7σθSfion252Q251Q252How　often　did　it　happen　in1999？1　0nce2　twice3　three　times4　fourtimes5　five　times　or　more9　don『t　knowσhe　Iast　time〕did　this　incident　happen　at　your　own　home／residence，near　yourown　home／residence，elsewhere　in　your　city　or　Iocal　area，at　work，elsewhere　in［COUNTRY］，or　did　it　hapPen　abroad？＜＜INT．IFVICTIMMORETHANONCEOVERPASTFIVEYEARS，ASKABOUTTHELASTTIMETHISHAPPENED＞＞1　at　your　own　home／residence234569near　your　own　home／residenceelsewhere　in　city　or　local　areaat　workelsewhere　in［COUNTRYlabroaddon冒t　know248Q253法務総合研究所研究部報告18How　many　people　were　involved　in　commltting　the　offence？1　0ne2　two3　three　or　more　people9　donlt　knowQ254（About　the　last　incident〕1did　you　know　the　offender〔s〕by　name　or　by　sight　at　thetime　ofthe　offence？＜＜INT．IF　MORE　THAN　ONE　OFFENDER，COUNT　IF　KNOWN　IF　AT　LEAST　ONE　KNOWN＞＞く＜IF　KNOWN　BY　SIGHT　AND　KNOWN　BY　NAME：RECORD　KNOWN　BY　NAME＞＞1　did　not　know　offender2　（at　Ieast　one）known　by　sight3　〔at　Ieast　one）known　by　name4　　did　notsee　offender／f∂〃sl4！θr’sθ（1〃∂1’o　co（ノθ300ηオ〃7σθwi’カσ〃θs’10η255，石1／sθco’7〜〃7〃θ四だカσ〃θε〃oη256Q255Were　any　of　them　your　spouse，ex−spouse，partner，ex−partner，boyfriend，ex−boyfriend，a　relative　or　a　close　friend，or　someone　you　work　with？＜くINT．MULTIPLE　ANSWERS　ALしOWED＞＞＜＜INT．MEANSRELATIONSHIPATTIMEOFTHEOFFENCES＞＞＜くIF　UNCLEAR，PROBEWHETHER　EX−SPOUSE，EX−PARTNER，EX−BOYFRIEND　ATTIME　OFTHEOFFENCE＞＞1　spouse，partner，（at　the　time〕23456789ex−spouse，ex−partner，〔atthe　time）boyfriend（atthe　time）ex−boyfriend（atthe　time〕relativeclose　friendsomeone　he／she　works／worked　withnone　of　theserefusestosayQ256Can　you　tell　me　what　happened，were　you　just　threatened，or　was　force　actuaIlyused？1　justthreatened2　　　force　used9　donlt　knowlfθηsレレθr’Sθσ〃∂ノ〜Oooσθ10rOO（ノθ200ητinσθい！i酌σσθsfloη257εノsθco〃〜’ησθ1〃’酌g〃es”oη262Q257Q258Q259Q260Q261Q262　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回犯罪被害実態（暗数）調査　　　　　　　　　　　　　　　　249Did〔any　of）the　offender〔s）have　a　knife，a　gun，another　weapon　or　somethingused　as　a　weapon？1　yes2　no9　don『t　know，f　a’7sM！θ〆’sθσ〃∂／’o　co（1θ100ηf1〃σeレ1／1〜カσσθs〜’oρ258θse　ooη〃nσθし1！1酌（1σθs”o〃260What　was　it？1　knife2　gun3　0ther　weapon／stick4　something　used　as　a　weapon9　don冒t　knowWas　the　weapon　actuaIIy　used？＜＜INT．COUNT　WEAPON　AS　USEDKNIFE10THERWEAPON／STICKlTHREATENED　WITH　IT，ORVICTIM　IN　PHYSlqAL　CONTACTWITH　THEWEAPON−GUN：THREATENED　WITH　IT　OR　BULLET　FIRED＞〉1　yes2　noDid　you　sufferan　injury　as　a　result？1　yes2　　no／f∂nSwθr’se（1σalfocodθ2coηf’ρσew’fカ（1αesε1017262、ε’secoηf’ησew’〜17（1σes〜’oρ261Did　you　see　a　doctor　or　any　other　medical　person　as　a　result？1　yes2　noDid　you　oranyone　else　reportthat　last　lncidentto　the　police？1　yes2　　no9　donlt　know，faηsweヂ’s　e〔1σa1オo　coσe　l　coηf’，7ue　w’酌σ〃esオ’oη263／f∂ρsレ1！θrlseσσθ1’ocoσθ200ρ”〃〃θw”力（7〃θs’ioη266εノsθoo〃fi’7σθwi酌9〃esオioρ268250法務総合研究所研究部報告18Q263Why　did　you　report　it？く＜MU口’IPLE　RESPONSE＞＞く＜INT．IF　RESPONDENT　DID　NOT　REPORT，ASKABOUT　REASONSWHY　OTHER　PERSONREPORTED＞＞1　　to　recover　property2345678fo「insurance「easonscrimes　should　be　reported／serious　eventwanted　offender　to　be　caught／punishedtostopithapPeningagaintogetheIpto　get　compensation　from　the　offenderother　reasonQ264On　the　whole，were　you　satisfied　with　the　way　the　police　dealt　with　the　matter？1　　yes〔satisfied〕2　　　no〔not　satisfied）9　donlt　know，fθηswFe〆e（1σalfoco｛1θ2coρf加σθ図！’酌σσθsfioρ265．ε’sθcoη’加〃e図！’酌9〃es〃o〃268．Q265For　what　reasons　were　you　dissatisfied？Mou　can　give　more　than　one　reason．くくINT．MULTIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞1didn，tdoenough23456789were　not　interesteddidn冒tfindorapPrehendtheoffenderdldnlt　recover　my　property〔goods）didn『t　keep　me　properIy　informeddidn冒t　treat　me　correctly！were　impoIiteWere　SlOw　tO　arriveother　reasonsdon，t　knowQ266Why　didn’t　you　report　it？＜＜IN工IF　NO　CLEAR　ANSWER二＞＞Can　you　teII　me　a　IittIemore？＜＜INT．MULTIPLE　ANSWERS　ALLOWED＞＞123456notseriousenough／noloss／kid，sstuffsolved　it　myself／perpetrator　known　to　meinapPropriateforpolice／policenotnecessaryreported　to　other　authorities　insteadmyfamily　resolved　itno　inSU「ance789101112第1回犯罪被害実態（暗数）調査policecoulddonothing／lackofproofpolice　won『t　do　anything　about　itfear／dislike　of　the　police／no　involvement　wanted　with　policedidnltdare（forfearofreprisaI〕other　reasonsdon，t　know251Q267Can　l　just　check　then，did　you　or　someone　else　report　it　to　someone　else　inauthority　who　would　deal　with　it？1　yes2・no9　donlt　knowQ268Q269Q270Q271Taking　every　thing　into　account，how　serious　was　the　incident　for　you．Was　it　veryserious，fairlyserious，ornotvelyserious？1　velyserious2　falrlyserious3　notveryseriousDo　you　regard　the　incident　as　a　crime？1　yes2　　no9　don冒t　knowlfa’7swθヂ’sθ9〃∂ノ’o　ooσθ1θ’9〃θs〃o〃26200n〃〃〃θw’fカσ〃θsfio〃270・θsθoo〃〜加〃θ膨ノ酌9〃θs”oη280ln　some　countries，agencies　have　been　set　up　to　heIp　victims　of　crime　by　givinginformation，or　practical　or　emotional　support．Did　you　or　anyone　else　in　yourhousehold　have　any　contact　with　such　a　specialised　agency　after　this　incident？1　yes2　　no〃∂ηswθヂ’sθσσ∂1fo　coσθ2coηfiησθwだカσ〃esご’oη271、石ノsθoonf1ησθwifん280Do　you　feel　the　services　of　a　specialised　agency　to　help　victims　of　crime　wouldhavebeenusefuIforyouafterthisincident？1　　　no，not　usefuI2　yesusefuI9　don”t　know252法務総合研究所研究部報告1800〈’SU〃石R仔〜ハUρQ280Now　changing　the　sublect　a　Iittle，last　year，in1999were　you　the　victim　of　aconsumer　fraud．In　other　words，has　someone−when　se”ing　something　to　you，or　delivering　a　service−cheated　you　in　terms　of　quantity　or　quality　of　the　goodsor　se「vices？1　yes2　　no9　don『t　know／f∂ρsレレθヂ’sθσL’∂1’o　oo（プθ700ρご1’7〃θ四だカ（1〃θs〃oρ281．θsθoo’7ε〃7〃θwi‘力（7σθs‘io〃290Q281σhe　Iast　time　this　happened）how　did　this　fraud　take　place？Was　it　to　do　with＜くINT．IFMORETHAN　ONCEIN1999，ASKABOUTLASTTIMEINTHEYEAR＞＞くくINT．READ　OUT＞＞ロロロロロロconstruction，bullding　or　repair　workwork　done　by　a　garageahotel，restaurantorpuba　shop　of　some　sortor　something　eIsedonlt　knowQ282Q283σhe　Iast　time　this　happened）did　you　or　anyone　else　report　this　consumer　fraud　tothe　poiice？1　yes，tothepolice2　　no9　＜＜donlt　know＞＞〃∂nsレγθノ’1sθσ〃∂’foooσθ200〃〃〃σθ四if力σ〃θSε10η283ε1se　co’π加〃θ四’が7σ〃θs”0’7290Did　you　orsomeone　else　report　itto　any　public　or　private　agency？1　yes2　　no9　don響t　know第1回犯罪被害実態（暗数）調査25300RRUρ770〈1Q2901n　some　countries，there　is　a　problem　of　corruption　among　govemment　or　publicofficials．During1999，has　any　govemment　official，for　instance　a　customs　officer，apoliceofficerorinspectorinyourcountryaskedyou，orexpectedyoutopayabribe　for　his　or　her　services？1　yes2　no9refusal，f∂’7sレ1！θr’s　e（1〃al　fo　oo（1θ100η”η〃θw1〃7（1己ノθs〜10’7291ε’sθ00’7fi，？〃θレγ’f／7（7‘ノeSflo’7300Q291σhe　last　time　this　happened）what　type　of　official　was　involved，Was　it　a　govem−ment　official，a　customs　officer，a　police　officer，or　some　sort　of　inspector？＜＜INT．IF　MORETHAN　ONCE　IN1999，ASKABOUTTHE　LASTTIME＞＞123456govemment　officiaIcustoms　officerspolice　officerinspectorotherrefusestosayQ292σhe　lasttime）did　you　oranyone　else　reportthis　problem　ofcorruption　to　thepolice？1　yes2　no9　don『t　know，faηS図！e〆’sθσ〃∂1fOcoσθ200ηf〃7σe曜i酌σσθS”o〃293、θsθ00η’〃7σθレγi酌σ〃esオio〃300Q293Did　you　or　anyone　else　report　it　to　any　public　or　private　agency？1　yes2　　no9　don，t　know00〈’0εR〈’ハ80σT　OR1ル4εQ300Now　I　would　Iike　to　ask　some　questions　about　your　area　and　about　your　opinion　ofcrime　in　your　area．How　safe　do　you　feeI　walking　alone　in　your　area　after　dark？Doyou　feel　very　safe，fairly　safe，a　bit　unsafe，or　very　unsafe？＜＜INT」F　RESPONDENTSAYS”NEVER　GOES　OUT”，STRESS：＞＞How　would　you　fee1＿254法務総合研究所研究部報告1812345very　safefairlysafebit　unsafeveryunsafe＜＜cannot　walk＞＞Q301How　safe　do　you　feel　when　you　are　at　home　alone　after　dark？　Do　you　feel　verysafe，fairlysafe，abitunsafeorvelyunsafel　verysafe2　fairlysafe3　　bit　unsafe4　veryunsafeQ302What　would　you　say　are　the　chances　that　over　the　next　twelve　months　someonewiII　try　to　break　into　your　home？　Do　youlthink　this　is　very　Iikely，Iikely　or　notIikely？1　verylikely2　1ikely3　notlikely9　donlt　knowρ0〃01〈！θ（〜UfS7701VSQ310Taking　everything　into　account，how　good　do　you　think　the　police　in　your　area　areat　controIling　crime？Do　you　think　they　do　a　very　good　job，a　fairly　good　job，afairlypoorjoboravelypoorlob？1　averygoodjob2349afairlygoodlobafairlypoorjoba　very　poorjobdon『t　knowQ311And　what　about　the　helpfulness　of　the　police．How　far　do　you　agree　that　the　policedo　everything　they　can　to　help　people　and　be　of　service？Do　you　fu”y　agree，tendtoagree，tendtodisagreeortota”ydisagree？1　fu“yagree2349tendtoagreetendtodisagreetota”ydisagreedonlt　know第1回犯罪被害実態（暗数）調査255Q312About　how　many　people　live　in　your　v川age，town　or　city？＜くINT．SEE　PAPER　LIST　FOR　GUIDANCE＞＞1　　1ess　than　lO，000inhabitants23456910，001　−50，00050，001　−100，000100，001　−500，000500，001　−1，000，0001，000，0010r　more　inhabitantsdon冒t　knowS石く1Tだくノ0／〈ノθQ320People　have　different　ideas　about　the　sentences，which　should　be　given　to　offend−ers．Take　for　instance　the　case　of　a　man　of21years　old　who　is　found　guilty　ofburglary／housebreaking　forthe　second　time、This　time　he　has　taken　a　colour　TV・Which　of　the　folIowing　sentences　do　you　consider　the　most　appropriate　for　such　acase？＜くlNT．READ　OUT，REPEAT　l　F　NECESSARY＞〉123459fineprisonCOmmUnity　SerViCesuspended　sentenceany　other　sentenceく＜don，t　know＞＞，fθ，7S図！θ〆isθσ〃∂ノオO　cOdθ2COη〃ρσe　wifカ‘7〃θs〃0ρ327・330石ノSθ00η加〃θ曜肋σσθ5ご’0〃Q321For　how　bng　do　you　think　he　should　go　to　prison？＜ぐ6−12MONTHS”MEANS：MORETHAN6BUTLESSTHAN12MONTHS＞〉1　1month　or　Iess234567891011122−6months6months−12monthsl　year2years3years4years5years6−　10years11−15years16−20years21　−25years256法務総合研究所研究部報告18131415more　than25yearsI　ife　sentencedonlt　knowρεRSO〈1ハL4〈’0κ0σSfκ0乙0ノ〈炉0尺A414刀0〈1Q330To　analyse　the　results　of　this　survey，we　want　to　Iook　at　different　types　of　house−hold、To　help　us　can　you　give　me　a　Iittie　information　about　yourself　and　yourhousehold？First，could　you　teII　me　the　year　in　which　you　were　bom？＜くINT．RECORD　YEAR19．〉＞Q331ls　the　place　you　are　Iiving　in　now　a　flat／apartment／maisonette，a　terraced　home　ora　detached　orsemi−detached　house？1　flat／apartment／maisonette2　a　terraced　house／row　house3　detached／semi−detached　house4institution（hospitaI，housefortheelderly〕5　0therlf∂ρs図！θr’sθ‘7〃a1〜o　coσe400ηεi〃〃θレγi〜力341．εノsθoo〃〜iησθu！1’力332〃o〃sθ力01σsθo〃吻mθ∂sσrθsQ332ln　order　to　help　us　understand　why　some　homes　are　more　at　risk　of　crime　thanothers，couId　I　ask　you　a　few　questlons　about　the　security　of　your　home／residence？Is　your　own　home／residence　protected　by　the　fo”owing＝．．．＜＜INT．ASSURE　RESPONDENT．THATTHESE　DATAWILL　BETREATED　CONFIDENTIALlyAND　ANONYMOUSLY＞＞＜くINT．READ　OUT＞＞くくINT．MULTIPLE　RESPONSES　ALLOWED＞＞1　a　burglar　alarm2345678910special　door　IocksspeciaI　window／door　griIlesa　dog　that　would　detect　a　burglarahighfenceacaretakerorsecurityguarda　formal　neighbourhood　watch　schemefriendly　arrangements　with　neighbours　to　watch　each　other　housesくくnotprotectedbyanyofthese〉＞く＜respondent　refuses　to　answer＞＞Q340第1回犯罪被害実態（暗数）調査257There　s　mu（lh　concem　about　crime　committed　by　young　People，What　do　you　thinkwould　be　the　most　effective　way　of　reducing　crime　by　young　people？Mou　can　giveup　to　three　ways　if　you　wish＜＜INT．CODE　UP　TO　THREE　ANSWERS＞＞1　betterdiscipline　by　parents／better　parenting／family　upbringing　to　give　better　　　respect　for　the　law234569more　disclpline　in　school／better　educationreducing　Poverty／increasing　employment　leveIsbetter　policing／more　policeincreasing　sentences　for　crime／making　sentences　tougherother　answersdonlt　knowθ〃ηo膨ηθrsん1ρQ341Do　you　or　anyone　else　in　your　household　own　a　handgun，shotgun，rifle，or　airrifle？1　yes2　no8　refusestosay9　donlt　know／f∂nswθr’sθσσal　fo　coσe　l　co〃f’ησe　M！’〜力σσθsfioη342ε1sθco〃f〃7〃θレ1！’fカ9σθSfio’7344Q342Could　you　te”me　which　sort　of　gun　or　guns　you　own？＜＜INT．CODEALLGUNSIFMORETHANONEMENTlONED＞〉＜＜INT．MUTLIPLE　RESPONSES　ALLOWED＞＞1　handgun234569shotgunrifleair　rifleother　gunrefusestosaydon冒t　knowQ343For　what　reason　do　you　own　the　gun〔guns）？＜＜INT．MUL『IPLE　RESPONSE　ALLOWED＞＞1　forhunting2　targetshooting〔sports）3　　as　part　of　a　coIlection〔coIIectorls　item）4　for　crime　prevention／protection258法務総合研究所研究部報告18in　armed　forces　or　the　policebecause　it　has　always　been　in　our　familylhomeother　answers＜＜specify＞＞refuses　to　answerQ344How　often　do　you　personally　go　out　in　the　evening　for　recreational　purposes，forinstance　to　go　to　a　pub，restaurant，cinema　orto　see　friends？ls　this　almost　everyday，at　Ieast　once　a　week，at　least　one　a　month　or　Iess？1　aImost　every　day23459at　Ieast　once　a　weekat　Ieast　once　a　monthIess　oftenneverdon町t　knowQ350How　would　you　describe　your　occupational　position．Are　you　working，keepinghouse，going　to　school　orcoIlege？Orare　you　retired　ordlsabIed，or　unemployedbut　Iooking　for　work？1　working23456looking　for　work〔unemployed〕keeping　home（homemaker）retired，disabledgoingtoschool／coIlege〔student）otherノf∂’7s図！θ〆’sθ9σ∂ノ’00001e5coηf〃7σe　w’が，gLFeS”0η352．石’sθoo，7〃η〃θwi〃7（7〃θs〃On351Q351How　many　years　of　formal　school　and　any　higher　education　did　you　have？＜＜INT．RECORDNUMBEROFYEARS＞＞＜＜INT．COUNT　PRIMARYSCHOOL，SECONDARY　SCHOOL，COLLEGEAND　UNIVERSITYCOURSES＞＞Q352Could　you　please　te”me　whether　your　household，s　combined　monthly　income　afterdeductions　for　tax　etc，is　below　or　above［median　income−xxx］？＜＜INT．TAKE　INTOACCOUNTTHE　NETINCOME．IE，THEAMOUNTPEOPLEGETINTHEIRPAY　CH　EQU　E＞＞1　below　xxx2　　above　xxx9　don冒t　know／refuses　to　say／f∂〃脚θr’sθσ〃∂々oooσelooη加〃θ四肋卿θsfion353／f∂〃sレ1！θヂ’sθσσa／fooOσe200〃〃〃〃θレγノfか（7〃es〃oρ354Q353Q354Q355Q356Q400第1回犯罪被害実態（暗数）調査259ξZSθ00’π1’7σθ四πわσ｛ノθSflo’7355Is　it　higher　or　Iower　than［bottom25賄“mit−yyyl　a　month？1　　higher　than　yyy2　10wer　than　yyy9　donlt　knowOo’π〃7‘ノθwifカσσθSfion355ls　it　higher　or　Iower　than［upper25qb　limit−zzz］a　month？1　　higher　than　zzz2　10wer　than　zzz9　don『t　knowHow　do　you　feel　about　the　Ievel　of　your　household　income，Are　you　satisfied　withit，fairlysatisfied，dissatisfied，orvelydissatisfied？1　　satisfied2　fairlysatisfied3　　dissatisfied4　velydissatisfiedWhat　is　your　marital　status？1　single〔not　married）2　married3　1iving　together　as　a　couple〔but　not　married）4　　divorced／separated5　widowed6　refusestosayThank　you　very　much　indeed　for　your　co−operation　in　this　survey、We　rea“se　thatwe　have　been　asking　you　some　difficult　questions、So　if　you　Iike　l　can　give　you　a（free）telephone　number　to　ring　to　check　that　we　are　a　reputable　survey　researchcompany　and　that　we　have　carried　out　the　survey　at　the　request　of，＜くINT．NOTE　DOWN　YOUR　SEX＞＞1　male2　female法務総合研究所研究部報告　18平成14年3月印刷平成14年3月発行東京都千代田区霞が関1−1−1法務総合研究所印刷所　ヨシダ印刷株式会社

